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中
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三
）

中
世
日
本
の
謀
叛
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
七
四
）

は
じ
め
に

│
天
皇
御
謀
叛
と
い
う
奇
語

古
代
中
国
の
律
は
、
社
稷
（
皇
帝
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
謀
反
と
、
国
（
本
朝
）
に
背
き
偽
（
正
統
な
ら
ざ
る
王
朝
）
に
従
わ
ん
と

謀
る
謀
叛
を
明
確
に
区
別
し
た
。
こ
れ
に
倣
っ
た
古
代
日
本
の
律
も
、
国
家
（
天
皇
）
に
対
す
る
謀
反
と
、
国
（
本
朝
）
に
対
す
る
謀
叛

の
二
つ
を
区
別
し
た
。
し
か
し
、
法
文
上
は
と
も
か
く
、
謀
反
は
君
主
そ
の
人
を
危
う
く
せ
ん
と
す
る
場
合
に
加
え
、
君
主
の
位
（
君
主

の
権
力
や
現
王
朝
）
を
危
う
く
せ
ん
と
す
る
場
合
を
含
む
か
ら
、
自
ず
と
本
朝
に
背
く
（
本
朝
か
ら
離
反
す
る
）
謀
叛
と
の
区
別
が
曖
昧

に
な
り
や
す
か
っ
た
。
広
大
な
大
地
の
遠
隔
の
地
に
偽
王
朝
が
出
現
し
た
り
、
蜿
蜒
た
る
国
境
の
外
か
ら
数
し
れ
ぬ
蕃
族
が
侵
入
し
た
り

す
る
大
陸
と
異
な
る
、
狭
小
な
島
国
に
あ
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
概
念
上
の
混
同
が
起
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。

明
治
末
期
、
文
芸
評
論
家
の
笹
川
臨
風
が
「
謀
叛
論
」
の
中
で
、
律
は
謀
反
と
謀
叛
を
区
別
す
る
が
、
謀
反
は
「
皇
室
に
対
す
る
反
逆

な
り
」
謀
叛
は
「
国
に
背
く
反
逆
を
云
へ
る
な
り
」
と
、
両
者
の
内
容
を
簡
単
に
捉
え
て
み
せ
た
後
「
其
後
、
対
外
関
係
の
薄
く
な
れ
る

と
ゝ
も
に
、
此
二
者
は
混
同
せ
ら
れ
て
、
其
間
に
又
差
別
な
し
。
苟
く
も
当
時
の
政
府
に
対
し
て
戈
を
執
る
も
の
は
之
を
称
し
て
謀
反
人

と
呼
べ
り
。
故
に
太
平
記
に
は
天
皇
御
謀
反
と
云
へ
る
奇
語
さ
へ
も
生
ず
る
に
至
れ
り
」
と
論
じ
て
い
る
（
1
）

。
も
っ
と
も
、
謀
反
を
皇
室
に

対
す
る
反
逆
だ
と
捉
え
る
の
は
ご
く
一
面
的
で
、
謀
反
は
君
主
に
対
す
る
攻
撃
の
み
な
ら
ず
君
主
の
権
力
（
現
王
朝
の
支
配
）
に
対
す
る

攻
撃
を
含
む
か
ら
、
政
府
に
対
し
て
戈
を
執
る
も
の
は
元
々
真
正
の
謀
反
人
で
あ
る
。
誤
り
は
あ
る
が
、
臨
風
の
い
う
、
謀
反
と
謀
叛
の

混
同
が
対
外
関
係
の
希
薄
化
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
外
関
係
の
希
薄
化

に
よ
り
、
謀
反
と
謀
叛
を
区
別
す
る
必
要
も
実
益
も
な
く
な
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
古
代
史
家
の
青
木
和
夫
氏
は
「
反
は
手
を
裏
返
す
意
、
叛
は
反
と
半
を
合
せ
た
字
で
、
半
は
分
け
る
意
。
従
っ
て

二



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
七
五
）

反
は
積
極
的
で
君
主
や
朝
廷
へ
の
攻
撃
、
叛
は
消
極
的
で
君
主
や
朝
廷
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
」
と
字
解
し
た
後
、
し
か
し
「
反
と
叛

と
の
こ
の
よ
う
な
区
別
に
対
応
す
る
日
本
語
は
な
く
、
両
者
は
漢
字
の
音
で
区
別
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
一
般
に
君
主
に
対
す
る
反
逆

を
意
味
す
る
日
本
語
の
ソ
ム
ク
は
背
を
向
け
る
意
で
、
反
よ
り
叛
に
近
い
。
従
っ
て
律
令
制
が
崩
壊
し
た
平
安
後
期
以
後
は
謀
反
も
謀
叛

と
書
か
れ
、
す
べ
て
ム
ホ
ン
と
読
ま
れ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
（
2
）

。
こ
の
説
明
は
わ
か
り
や
す
く
、
二
つ
の
語
を
区
別
す
る
必
要
や
実
益
が

な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
と
は
別
に
、
元
々
謀
反
と
謀
叛
の
二
つ
が
混
同
さ
れ
や
す
い
理
由
を
説
明
し
て
説
得
的
で
あ
る
。

平
安
後
期
の
辞
書
と
し
て
有
名
な
橘
忠
兼
編
『
色
葉
字
類
抄
』
は
、
無
の
篇
の
畳
字
（
漢
字
の
熟
語
）
の
筆
頭
に
謀
反
を
お
き
「
謀
反

ム
ホ
ン
、
謀
叛
同
、
背
本
朝
」
と
記
し
て
い
る
（
3
）

。
ム
ホ
ン
は
謀
反
の
語
の
ル
ビ
、
同
、
背
本
朝
は
謀
叛
の
語
の
割
り
注
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
謀
反
（
ム
ヘ
ン
）
と
謀
叛
（
ム
ホ
ン
）
の
読
み
も
意
味
も
混
同
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
初
期
に
増
補
さ
れ
た
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
も
、
无

の
篇
の
畳
字
の
中
に
謀
叛
を
お
き
「
謀
叛
、
反
同
」
と
記
し
て
い
る
（
4
）

。
反
同
（
謀
反
も
同
じ
、
の
意
味
）
も
割
り
注
。

軍
記
物
語
の
傑
作
『
太
平
記
』
は
、
複
数
の
作
者
の
手
で
何
段
階
か
の
書
き
継
ぎ
を
へ
て
、
室
町
初
期
に
成
立
し
た
ら
し
い
。
正
中
の

変
を
描
写
す
る
巻
第
一
も
、
元
弘
の
変
を
描
写
す
る
巻
第
二
、
巻
第
三
も
、
謀
反
・
謀
叛
の
二
語
を
何
ら
区
別
す
る
こ
と
な
く
併
用
し
て

い
る
（
5
）

。
手
元
の
『
太
平
記
』
の
底
本
は
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
の
古
活
字
本
な
が
ら
、
古
活
字
本
に
は
特
別
の
作
為
な
く
元
の
写
本

中
の
反
の
字
・
叛
の
字
が
保
存
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

問
題
は
『
太
平
記
』
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
の
企
て
を
謀
反
・
謀
叛
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
律
は
謀
反
の
対
象
た
る
君
主

が
そ
の
行
為
者
の
地
位
に
た
つ
こ
と
は
無
論
、
君
主
が
謀
叛
の
行
為
者
と
し
て
偽
王
朝
に
従
っ
た
り
蕃
国
に
奔
っ
た
り
す
る
こ
と
も
論
理

的
に
想
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
正
中
の
変
を
描
写
し
て
「
君
ノ
御
謀
叛
事
ナ
ラ
ズ
バ
」
や
「
当
今
御
謀
反
ノ
事
露
顕
ノ
後
」
と
表
現
し
て

い
る
（
6
）

の
を
目
に
す
る
と
、
読
者
は
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
正
に
奇
語
で
あ
る
。

三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
七
六
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
昔
、
法
制
史
家
の
滝
川
政
次
郎
氏
が
「
鎌
倉
時
代
の
謀
反
罪
が
王
朝
時
代
の
謀
反
罪
と
異
る
点
は
、
王
朝

時
代
の
謀
反
罪
が
一
天
万
乗
の
天
皇
に
対
す
る
謀
反
罪
な
る
に
反
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
謀
叛
罪
が
鎌
倉
将
軍
又
は
執
権
に
対
す
る
謀
叛
罪

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
後
醍
醐
天
皇
が
幕
府
の
討
滅
を
謀
り
給
ふ
た
正
中
の
変
の
如
き
は
、
朝
廷
の
律
に
拠
れ
ば
、
執
権
の
謀
反
で

あ
る
が
、
鎌
倉
の
式
目
に
拠
れ
ば
、
天
皇
の
御
謀
反
で
あ
る
。
日
本
の
国
体
か
ら
云
つ
て
、
天
皇
御
謀
反
と
い
ふ
程
、
本
末
を
顛
倒
し
た

話
は
な
い
が
、
南
北
朝
時
代
の
人
は
皆
斯
う
い
ふ
不
都
合
な
言
葉
を
使
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
7
）

。
鎌
倉
時
代
の
謀
叛

罪
が
将
軍
や
執
権
に
対
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
は
一
面
的
な
見
方
で
あ
り
、
御
成
敗
式
目
が
律
の
上
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の

説
明
は
粗
雑
で
首
肯
し
が
た
い
。
そ
の
頃
の
人
々
が
皆
こ
う
い
う
不
都
合
な
言
葉
を
使
っ
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
の
も
、
僅
か
に
『
太
平

記
』
か
ら
二
、
三
の
例
を
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
も
昔
、
国
文
学
者
の
釜
田
喜
三
郎
氏
は
『
太
平
記
』
巻
第
一
の
謀
叛
の
語
の
初
出
の
、
日
野
俊
基
が
「
謀
叛
ノ
計
略
ヲ
回
サ
ン
ト

思
ケ
ル
処
ニ
」
の
箇
所
に
補
注
を
ふ
し
「
こ
の
時
代
の
『
謀
反
』
は
臣
が
君
に
背
く
意
に
は
使
っ
て
は
い
な
い
。
単
に
兵
を
挙
げ
る
こ
と

を
『
謀
反
』
と
称
し
た
」
と
記
し
て
い
る
（
8
）

。
単
純
で
明
快
な
が
ら
、
右
の
「
君
ノ
御
謀
叛
事
ナ
ラ
ズ
バ
」
や
「
当
今
御
謀
反
ノ
事
露
顕
ノ

後
」
に
あ
て
は
め
る
と
「
天
皇
が
挙
兵
す
る
」
こ
と
と
な
り
、
こ
の
説
明
も
十
分
で
な
い
。

玄
慧
・
小
島
法
師
ら
、
足
利
直
義
に
近
い
学
僧
の
手
に
な
る
『
太
平
記
』
と
異
な
り
、
二
条
良
基
辺
り
、
北
朝
の
上
級
公
家
が
作
者
に

擬
さ
れ
る
歴
史
物
語
の
秀
作
『
増
鏡
』
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
の
企
て
を
描
写
し
て
謀
反
や
謀
叛
の
語
を
使
用
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な

言
葉
は
必
要
な
く
、
擬
古
文
体
を
以
て
、
正
中
の
変
の
「
事
の
起
こ
り
は
、
御
門
世
を
乱
り
給
は
ん
と
て
、
か
の
武
士
ど
も
を
召
し
た
る

也
と
ぞ
、
い
ひ
あ
つ
か
ふ
め
る
」
と
表
現
し
て
い
る
（
9
）

。
そ
れ
よ
り
遡
る
承
久
の
乱
も
、
後
鳥
羽
上
皇
の
倒
幕
の
企
て
を
描
写
し
て
「
院
の

思
し
構
ふ
る
事
、
忍
ぶ
と
す
れ
ど
、
や
う
や
う
も
れ
聞
こ
え
て
、
東
ざ
ま
に
も
、
そ
の
心
づ
か
ひ
す
べ
か
ん
め
り
」
と
い
う
書
き
振
り
で
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中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
七
七
）

あ
る
（
10
）

。
国
文
学
史
の
通
説
は
『
増
鏡
』
と
『
太
平
記
』
の
成
立
を
ほ
ぼ
同
時
代
だ
と
み
て
い
る
。
公
家
は
正
中
の
変
を
「
天
皇
が
世
を
乱
そ
う

と
し
た
」
と
表
現
し
、
武
家
方
の
学
僧
は
「
天
皇
が
謀
叛
し
よ
う
と
し
た
」
と
表
現
し
た
。
天
皇
の
謀
叛
と
い
う
表
現
が
『
太
平
記
』
に

し
か
登
場
し
な
い
以
上
、
こ
れ
が
そ
の
頃
の
人
々
の
通
念
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
違
う
だ
ろ
う
。
承
久
の
乱
か
ら
一
〇
〇
年
に

及
ぶ
朝
廷
と
幕
府
の
均
衡
を
、
後
醍
醐
天
皇
は
打
破
し
よ
う
と
し
た
。
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
年
）
幕
府
滅
亡
と
い
う
朝
廷
の
悲
願
達
成

の
経
緯
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
『
増
鏡
』
で
さ
え
、
こ
れ
を
捉
え
て
天
皇
が
世
を
乱
そ
う
と
し
た
と
表
現
し
た
。
天
皇
は
安
定
し
た

政
治
社
会
の
秩
序
を
覆
そ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
、
公
武
を
と
わ
ず
、
こ
の
表
現
の
方
が
人
々
の
思
い
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
）　

笹
川
臨
風
「
謀
叛
論
」
一
頁
。
こ
の
「
謀
叛
論
」
は
、
田
岡
嶺
雲
『
明
治
叛
臣
伝
』（
日
高
有
倫
堂
、
一
九
〇
九
年
）
の
序
文
で
あ
る
。
嶺
雲

の
書
物
は
、
河
野
広
中
や
奥
宮
健
之
ら
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
四
八
九
頁
の
、「
謀
反
と
謀
叛
」
の
補
注
。

（
3
）　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
色
葉
字
類
抄
』
二
巻
本
（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
〇
頁
。
本
書
は
、
原
本
の
写
本
（
年
代
不
明
）
を

鎌
倉
後
期
・
室
町
前
期
の
二
度
の
伝
写
を
へ
て
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
年
）
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集

部
編
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
三
巻
（
二
〇
〇
六
年
）
は
、
む
ほ
ん
【
謀
叛
・
謀
反
】
の
項
（
九
〇
〇
頁
）
で
『
色
葉
字
類
抄
』
が
「
謀
叛

ム
ホ
ン
、
背
朝
也
」
と
「
謀
反
ム
ヘ
ン
、
賊
乱
分
」
を
区
別
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
検
索
の
仕
方
に
誤
り
が
あ
る
の
か
、
こ
の
区
別
は
前
田
本

の
『
色
葉
字
類
抄
』
に
み
あ
た
ら
な
い
。
後
者
の
語
釈
は
「
賊
、
分
を
乱
す
」
と
よ
む
。

（
4
）　

日
本
古
典
全
集
復
刻
版
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
第
五
（
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
）
无
、
四
一
葉
裏
。
な
お
（
復
刻
版
の
）
原
本
は
一
九
三
〇

年
の
発
行
。

（
5
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
を
参
照
す
る
と
、
巻
第
一
は
謀
反
の
語
を
三
回
、
謀
叛
の
語
を
七
回

五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
七
八
）

使
用
し
、
巻
第
二
、
巻
第
三
併
せ
て
謀
反
を
四
回
、
謀
叛
を
三
回
使
用
し
て
い
る
。

（
6
）　

注（
5
）四
八
頁
、
七
〇
頁
。
当
今
（
ト
ウ
ギ
ン
）
は
今
上
天
皇
の
こ
と
。

（
7
）　

滝
川
政
次
郎
「
内
乱
罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」（
歴
史
公
論
第
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
三
年
）
一
二
三
頁
。
引
用
中
、
謀
反
・
謀
叛

の
表
記
は
原
文
ど
お
り
。

（
8
）　

注（
5
）四
三
頁
、
四
三
四
頁
。
補
注
の
、
謀
反
の
表
記
は
原
文
ど
お
り
。

（
9
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
増
鏡
・
四
三
〇
〜
四
三
一
頁
。
御
門
は
後
醍
醐
天
皇
。

（
10
）　

注（
9
）増
鏡
・
二
七
二
頁
。
東
（
ひ
ん
が
し
）
ざ
ま
は
、
意
味
が
特
定
で
き
な
い
。

一　

公
家
法
の
謀
反

（
一
）
前
史

鎌
倉
幕
府
は
平
氏
政
権
と
戦
う
過
程
で
誕
生
し
た
。
源
氏
将
軍
は
三
代
で
断
絶
し
た
が
、
幕
府
は
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
年
）
で
朝
廷

を
武
力
で
制
圧
し
た
。
も
っ
と
も
、
幕
府
の
成
立
に
よ
り
、
あ
る
い
は
承
久
の
乱
の
敗
北
に
よ
り
、
朝
廷
の
全
国
支
配
の
枠
組
み
が
解
体

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
が
朝
廷
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
幕
府
の
法
（
武
家
法
）
が
律
令
よ
り
上
位
の
席
を

し
め
た
の
で
も
な
い
。
後
者
は
北
条
泰
時
が
弟
の
重
時
へ
の
書
状
の
中
で
、
御
成
敗
式
目
は
武
家
の
た
め
に
編
纂
し
た
も
の
で
「
こ
れ
に

よ
り
て
京
都
の
御
沙
汰
、
律
令
の
お
き
て
聊
も
改
ま
る
べ
き
に
あ
ら
ず
候
也
」
と
記
し
た
（
11
）

こ
と
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の

式
目
や
追
加
法
の
謀
叛
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
律
の
謀
反
・
謀
叛
を
一
瞥
す
る
。

古
代
日
本
の
律
（
大
宝
律
・
養
老
律
）
が
八
虐
の
第
一
に
「
国
家
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
」
謀
反
、
第
三
に
「
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん

六



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
七
九
）

と
謀
る
」
謀
叛
を
お
い
た
こ
と
は
、
広
く
し
ら
れ
て
い
る
。
謀
反
の
刑
は
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
、
謀
叛
は
（
首
は
）
絞
で
、
ど
ち
ら

も
縁
坐
す
る
範
囲
が
古
代
中
国
の
律
（
唐
律
）
よ
り
狭
い
。
大
雑
把
な
話
、
前
者
は
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
に
あ
た
り
、
後
者
は

主
と
し
て
外
患
罪
、
一
部
は
内
乱
罪
に
あ
た
る
。

奈
良
時
代
の
正
史
た
る
『
続
日
本
紀
』
は
、
幾
つ
も
の
謀
反
の
事
例
を
記
載
し
て
い
る
。
戦
い
の
中
で
斬
り
す
て
た
藤
原
広
嗣
や
藤
原

仲
麻
呂
を
別
と
し
て
、
朝
廷
は
、
長
屋
王
（
聖
武
天
皇
へ
の
謀
反
）
を
自
尽
さ
せ
、
和
気
王
（
称
徳
天
皇
へ
の
謀
反
）
を
絞
殺
し
、
井
上

内
親
王
（
光
仁
天
皇
へ
の
謀
反
）
を
皇
后
位
か
ら
お
い
、
氷
上
川
継
（
桓
武
天
皇
へ
の
謀
反
）
を
流
刑
と
し
た
（
12
）

。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

事
情
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
律
の
定
め
る
斬
刑
よ
り
軽
い
。

保
元
の
乱
の
後
始
末
と
し
て
、
朝
廷
は
、
平
清
盛
を
し
て
叔
父
の
忠
正
を
六
波
羅
で
斬
ら
せ
、
源
義
朝
を
し
て
父
の
為
義
を
船
岡
山
で

斬
ら
せ
た
。
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
保
元
物
語
』
は
、
右
大
臣
の
中
院
雅
定
が
嵯
峨
朝
に
藤
原
仲
成
を
遠
流
（
実
は
死
罪
）
に
処
し
て

以
後
「
本
朝
に
死
罪
を
と
ゞ
め
ら
れ
て
年
久
（
ひ
さ
し
く
）
成
ぬ
」
と
し
て
遠
流
を
主
張
し
た
の
に
、
信
西
が
強
く
反
対
し
、
平
忠
正
や

源
為
義
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
の
斬
刑
を
行
わ
せ
た
と
記
し
て
い
る
（
13
）

。

平
安
初
期
に
突
発
し
た
薬
子
の
変
（
八
一
〇
年
）
の
さ
い
、
朝
廷
は
、
兄
の
藤
原
仲
成
を
首
謀
者
と
し
て
、
紀
清
成
ら
に
命
じ
て
監
禁

す
る
右
兵
衛
府
の
中
で
射
殺
さ
せ
た
（
14
）

。
あ
る
い
は
、
逃
亡
を
図
っ
た
の
で
射
殺
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
そ
れ

以
後
、
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）
で
死
刑
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
約
三
五
〇
年
も
死
刑
が
停
止
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
法
制
史
の
通
説
で

あ
る
（
15
）

。
こ
の
見
方
は
、
右
の
『
保
元
物
語
』
の
記
す
、
寛
刑
説
の
論
拠
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。

承
和
の
変
で
謀
反
に
と
わ
れ
た
伴
健
岑
や
橘
逸
勢
は
遠
流
と
な
り
、
応
天
門
の
変
で
大
逆
（
八
虐
の
第
二
の
謀
大
逆
は
首
が
絞
、
大
逆

は
皆
斬
）
に
と
わ
れ
た
伴
善
男
ら
も
遠
流
と
な
っ
た
（
16
）

。
平
安
中
期
の
安
和
の
変
の
さ
い
、
源
満
仲
が
謀
反
人
と
し
て
密
告
し
た
橘
繁
延
ら

七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
八
〇
）

も
遠
流
に
処
さ
れ
た
。
同
じ
く
平
安
中
期
、
花
山
上
皇
に
矢
を
射
ら
せ
た
藤
原
隆
家
ら
も
流
罪
の
形
で
左
遷
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
謀
反

に
つ
い
て
も
大
逆
に
つ
い
て
も
、
朝
廷
は
死
刑
を
行
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
法
制
史
家
の
利
光
三
津
夫
氏
は
、
平
安
後
期
の
歴
史
書
『
日
本
紀
略
』
か
ら
、
朝
廷
が
死
刑
を
停
止
す
る
中
、
平
安
中
期

に
検
非
違
使
が
強
盗
を
、
追
捕
使
が
海
賊
を
捕
え
斬
首
し
て
首
を
獄
門
に
か
け
た
記
事
を
紹
介
し
、
朝
廷
が
こ
れ
ら
を
勧
賞
し
た
こ
と
を

指
摘
し
て
「
検
非
違
使
、
追
捕
使
が
犯
人
を
捕
え
て
、
死
刑
を
専
断
し
た
」
と
い
う
（
17
）

。
賊
盗
律
強
盗
条
は
仗
（
武
器
）
を
も
っ
た
強
盗
は

未
遂
で
も
遠
流
、
既
遂
な
ら
贓
一
〇
端
以
上
は
絞
、
傷
人
は
斬
と
定
め
て
い
る
（
18
）

か
ら
、
確
か
に
強
盗
の
多
く
や
山
賊
・
海
賊
の
類
は
死
刑

と
な
っ
て
然
る
べ
き
輩
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
捕
縛
の
さ
い
反
撃
に
あ
い
官
人
が
と
っ
た
処
置
（
殺
害
）
や
、
そ
の

延
長
上
の
処
置
（
獄
門
）
で
あ
り
、
官
人
に
よ
る
死
刑
の
専
断
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
律
の
逸
文
を
み
る
と
、
捕
亡
律
の
中
に

罪
人
持
仗
拒
捍
条
が
あ
り
、
捕
縛
の
さ
い
罪
人
が
仗
を
も
ち
拒
捍
す
れ
ば
格
殺
し
（
闘
っ
て
殺
し
）
逃
走
す
れ
ば
逐
っ
て
殺
す
と
定
め
て

い
る
（
19
）

。
保
元
の
乱
に
続
く
平
治
の
乱
の
さ
い
も
、
朝
廷
は
、
敗
者
を
斬
刑
に
処
し
た
。
こ
れ
も
鎌
倉
時
代
成
立
の
『
平
治
物
語
』
は
、
謀
叛
の

首
謀
者
た
る
藤
原
信
頼
を
六
条
河
原
に
ひ
き
だ
し
た
が
、
覚
悟
が
き
ま
ら
な
い
た
め
斬
り
手
が
斬
れ
ず
、
掻
き
首
に
し
た
様
子
を
描
い
て

い
る
（
20
）

。
中
世
の
開
幕
を
つ
げ
る
、
武
者
を
投
入
し
た
政
権
争
奪
の
二
つ
の
乱
の
後
始
末
と
し
て
、
朝
廷
は
、
三
五
〇
年
近
い
死
刑
停
止
を

撤
回
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
鎌
倉
開
府
以
後

後
白
河
上
皇
院
政
下
の
朝
廷
が
、
源
義
経
ら
の
捜
索
を
名
目
と
す
る
源
頼
朝
の
求
め
に
対
し
て
守
護
・
地
頭
を
お
く
こ
と
を
認
め
た
の

八



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
八
一
）

は
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
年
）
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
（
21
）

。
こ
れ
は
、
朝
廷
が
入
京
し
た
頼
朝
の
代
官
た
る
北
条
時
政
の
率
い
る
軍
勢
の

力
に
屈
し
た
た
め
で
あ
る
。
頼
朝
は
そ
の
後
、
公
家
勢
力
や
寺
社
勢
力
の
抵
抗
の
中
、
幕
府
が
全
国
的
に
軍
事
権
・
警
察
権
を
掌
握
す
る

こ
と
に
努
め
た
。
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
就
任
し
た
の
は
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
年
）
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。

朝
廷
は
な
お
、
京
都
の
警
察
権
や
全
国
の
裁
判
権
（
関
東
を
除
く
）
を
手
の
内
に
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
治
二
年
二
月
、
在
京
の

北
条
時
政
が
、
洛
中
の
群
盗
一
八
人
を
六
条
河
原
で
斬
首
し
た
。
時
政
は
郎
従
に
「
お
よ
そ
此
の
如
き
犯
人
は
使
庁
（
検
非
違
使
庁
）
に

渡
す
べ
か
ら
ず
。
直
ち
に
刎
刑
に
処
す
べ
し
」
と
命
令
し
た
と
い
う
（
22
）

。
翌
三
年
九
月
、
鎌
倉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
下
河
辺
行
平
は
、
尊
勝
寺

辺
で
捕
縛
し
た
奇
怪
の
者
八
人
を
、
時
政
の
前
例
ど
お
り
斬
首
し
た
の
で
あ
る
（
23
）

。

保
元
・
平
治
の
死
刑
停
止
の
撤
回
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
廷
は
、
こ
れ
ら
武
者
に
よ
る
手
荒
な
斬
首
に
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
建
久
二
年
四
月
、
朝
廷
は
、
近
江
守
護
の
佐
々
木
定
綱
や
二
男
定
重
と
争
っ
た
延
暦
寺
の
衆
徒
が
、
神
輿
を
奉
じ
て
定
重
ら

の
身
柄
を
引
き
渡
せ
（
殺
害
す
る
）
と
強
訴
し
て
き
た
の
を
は
ね
つ
け
、
佐
々
木
父
子
ら
を
流
刑
と
し
た
。
朝
廷
は
こ
の
と
き
、
後
白
河

上
皇
の
院
宣
の
中
で
「
お
よ
そ
件
の
刑
法
（
死
刑
）
は
嵯
峨
天
皇
以
来
停
止
の
後
、
多
く
の
年
代
を
へ
た
」
と
い
う
認
識
の
下
に
「
遠
流

の
罪
と
し
て
再
び
帰
る
こ
と
な
く
、
禁
固
の
法
と
し
て
徒
年
を
み
た
せ
ば
、
死
罪
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
さ
ら
に
勝
劣
は
な
き
か
。
よ
っ
て

遠
流
を
以
て
死
罪
に
比
し
、
禁
固
を
以
て
斬
刑
に
代
え
る
」
と
（
24
）

、
死
刑
を
回
避
し
た
事
情
を
記
し
て
い
る
。
禁
固
と
い
う
の
は
、
定
重
の

命
に
よ
り
日
吉
社
宮
仕
え
法
師
ら
を
傷
つ
け
誤
っ
て
神
鏡
を
破
損
し
た
、
実
員
法
師
、
井
伊
真
（
直
か
）
綱
ら
郎
従
五
人
に
科
し
た
禁
獄

の
こ
と
を
い
う
。

同
二
年
一
一
月
、
朝
廷
は
、
検
非
違
使
を
し
て
六
条
河
原
で
強
盗
一
〇
人
を
鎌
倉
方
へ
引
き
渡
さ
せ
た
。
洛
中
の
強
盗
は
捕
縛
さ
れ
て

も
死
刑
停
止
の
た
め
再
犯
す
る
の
で
、
関
東
へ
押
送
し
夷
島
（
え
ぞ
が
し
ま
、
北
海
道
）
へ
流
し
て
し
ま
お
う
と
、
源
頼
朝
が
申
し
で
た

九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
八
二
）

の
で
あ
る
。
公
卿
の
一
人
は
日
記
の
中
に
「
こ
れ
ま
た
死
罪
に
あ
ら
ず
。
将
軍
の
奏
請
と
云
々
。
人
以
て
甘
心
す
」
と
記
し
た
（
25
）

。
甘
心
す

は
快
く
思
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
死
刑
停
止
の
慣
行
を
是
認
す
る
心
情
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
中
期
以
降
、
朝
廷
は
、
旧
来
の
律
令
と
別
に
、
太
政
官
符
・
宣
旨
な
ど
の
形
式
で
「
新
制
」
を
発
布
し
て
、
そ
れ
に

よ
り
政
務
に
臨
ん
だ
。
建
久
二
年
三
月
、
朝
廷
は
後
鳥
羽
天
皇
の
宣
旨
（
新
制
）
を
発
布
し
た
。
天
皇
は
年
少
で
、
実
権
は
後
白
河
上
皇

が
握
っ
て
い
た
。
全
一
七
条
の
第
一
六
が
「
一
、
京
畿
・
諸
国
の
所
部
の
官
司
を
し
て
、
海
陸
の
盗
賊
な
ら
び
に
放
火
を
搦
め
進
め
し
む

べ
き
事
」
で
、
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
26
）

。

仰
す
。
海
陸
の
盗
賊
・
閭
里
の
放
火
、
法
律
罪
を
設
け
格
殺
悪
を
懲
ら
す
。
し
か
る
に
頃
者
（
こ
の
ご
ろ
）

濫
な
お
繁
く
、
厳
禁

に
拘
ら
ず
、
水
浮
陸
行
往
々
に
し
て
縦
横
の
犯
頻
り
に
聞
こ
え
、
掠
物
放
火
比
々
と
し
て
賊
害
の
制
い
ま
だ
止
ま
ず
。
た
だ
に
強
窃

の
科
を
成
す
の
み
な
ら
ず
、
兼
て
ま
た
闘
殺
の
辜
（
つ
み
）
に
涉
る
。
こ
れ
法
官
緩
（
お
こ
た
）
り
て
糺
さ
ず
、
凶
徒
習
い
て
畏
れ

な
き
の
致
す
と
こ
ろ
な
り
。
自
今
已
後
、
慥
か
に
前
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
な
ら
び
に
京
畿
・
諸
国
の
所
部
の
官
司
等
に
仰
せ
て
、
件

の
輩
を
搦
め
進
め
し
め
よ
。
そ
も
そ
も
度
々
使
庁
に
仰
せ
ら
る
る
と
雖
も
、
有
司
怠
慢
し
て
糺
弾
に
心
な
し
。
も
し
な
お
懈
緩
せ
ば

処
す
る
に
科
責
を
以
て
せ
よ
。
も
し
ま
た
殊
功
あ
れ
ば
状
に
随
っ
て
抽
賞
せ
よ
。

海
賊
・
山
賊
・
放
火
の
輩
を
捕
縛
せ
よ
と
い
う
命
令
は
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
年
）
七
月
の
（
山
陰
道
諸
国
司
あ
て
の
）
太
政
官
符

の
中
に
も
あ
る
。
全
一
二
条
の
う
ち
第
九
が
そ
れ
で
あ
る
（
27
）

。
こ
の
官
符
も
、
後
白
河
上
皇
の
院
政
下
の
も
の
で
あ
る
。
建
久
二
年
三
月
の

方
は
、
治
承
二
年
七
月
の
も
の
に
比
べ
て
、
目
に
つ
く
特
徴
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
諸
国
の
国
司
と
並
ん
で
源
頼
朝
に
追
捕
を
命
じ
て

い
る
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
諸
国
の
国
司
よ
り
も
大
き
な
成
果
が
期
待
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
今
一
つ
は
、
法
官
や
有
司
と
称
し
て
検
非
違

使
ら
の
懈
怠
を
非
難
し
、
懈
怠
を
戒
飭
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
氏
の
落
ち
武
者
や
木
曾
義
仲
・
源
義
経
ら
の
残
党
が
賊
と

一
〇



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
八
三
）

化
し
て
い
る
場
合
、
検
非
違
使
や
国
司
ら
が
容
易
に
捕
縛
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

治
承
二
年
七
月
、
建
久
二
年
三
月
、
ど
ち
ら
も
国
司
ら
に
海
賊
・
山
賊
・
放
火
の
輩
の
捕
縛
を
命
じ
る
が
、
律
の
内
容
（
賊
盗
律
強
盗

条
の
構
成
要
件
）
を
改
め
る
も
の
で
は
な
く
、
律
の
定
め
る
刑
を
改
め
る
も
の
で
も
な
い
。
律
の
定
め
る
死
刑
を
執
行
せ
よ
と
い
う
も
の

で
も
な
く
、
停
止
の
慣
行
を
継
続
せ
よ
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
年
）
一
一
月
、
朝
廷
が
発
布
し
た
後
堀
河
天
皇

の
宣
旨
も
、
全
四
二
条
を
数
え
る
う
ち
第
三
二
、
第
三
五
に
「
諸
国
に
仰
せ
て
海
陸
の
盗
賊
を
追
討
せ
し
む
べ
き
事
」
と
「
京
中
の
強
盗

を
停
止
せ
し
む
べ
き
事
」
を
掲
げ
て
い
る
（
28
）

。
前
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
に
代
わ
り
四
代
将
軍
の
左
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
が
記
さ
れ
て
い
る

以
外
、
寛
喜
三
年
一
一
月
の
新
制
も
律
を
改
め
る
も
の
で
も
な
く
、
死
刑
の
執
行
や
停
止
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

源
実
朝
が
鶴
岡
八
幡
宮
で
殺
さ
れ
た
後
、
頼
朝
と
縁
続
き
の
ご
く
幼
い
藤
原
頼
経
が
、
幕
府
の
求
め
に
よ
り
新
鎌
倉
殿
と
し
て
鎌
倉
に

下
向
し
た
。
後
鳥
羽
上
皇
が
北
条
義
時
追
討
を
五
畿
七
道
諸
国
に
命
じ
た
の
は
、
二
年
後
の
承
久
三
年
（
一
二
二
一
年
）
五
月
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
と
き
の
仲
恭
天
皇
の
宣
旨
（
読
み
下
し
）
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
29
）

。
四
月
に
践
祚
し
た
天
皇
も
幼
く
、
朝
廷
は
後
鳥
羽
上
皇

の
院
政
下
に
あ
っ
た
。

右
弁
官
下
す
、
五
畿
内
諸
国
（
東
海
、
東
山
、
北
陸
、
山
陰
、
山
陽
、
南
海
、
太
宰
府
）

ま
さ
に
早
く
陸
奥
守
平
義
時
朝
臣
の
身
を
追
討
し
、
院
庁
に
参
り
裁
断
を
蒙
ら
し
む
べ
き
、
諸
国
庄
園
守
護
人
地
頭
等
の
事

右
、
内
大
臣
宣
す
。
勅
を
奉
る
に
、
近
曾
（
さ
い
つ
こ
ろ
）
関
東
の
成
敗
と
称
し
、
天
下
の
政
務
を
乱
し
、
纔
（
わ
ず
）
か
に
将
軍

の
名
を
帯
す
と
雖
も
、
な
お
以
て
幼
稚
の
齢
に
あ
り
。
然
る
間
か
の
義
時
朝
臣
、
偏
に
言
詞
を
教
命
に
仮
り
、
恣
に
裁
断
を
都
雛
に

致
し
、
剰
（
あ
ま
つ
さ
）
え
己
の
威
を
輝
か
し
皇
憲
を
忘
る
る
が
如
し
。
こ
れ
を
政
道
に
論
ず
る
に
謀
反
と
謂
う
べ
し
。
早
く
五
畿

七
道
諸
国
に
下
知
し
、
か
の
朝
臣
を
追
討
せ
し
め
、
兼
て
ま
た
諸
国
庄
園
守
護
人
地
頭
等
、
言
上
を
経
べ
き
の
旨
あ
ら
ば
、
各
院
庁

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
八
四
）

に
参
り
、
宜
し
く
上
奏
を
経
べ
し
。
状
に
随
い
て
聴
断
せ
ん
。
そ
も
そ
も
国
宰
な
ら
び
に
領
家
等
、
事
を
綸

（
ふ
つ
）
に
寄
せ
、

更
に
濫
行
を
致
す
な
か
れ
。
縡
（
こ
と
）
こ
れ
厳
密
に
し
て
違
越
せ
ざ
れ
て
え
れ
ば
、
諸
国
承
知
し
、
宣
に
依
り
て
こ
れ
を
行
え
。

　
　
　
　

承
久
三
年
五
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
史
三
善
朝
臣

大
弁
藤
原
朝
臣

朝
廷
は
、
執
権
の
北
条
義
時
を
名
指
し
、
そ
の
主
宰
す
る
幕
府
の
政
務
に
謀
反
と
い
う
烙
印
を
お
し
た
。
こ
れ
は
無
論
、
八
虐
冒
頭
に

お
か
れ
る
謀
反
の
こ
と
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
「
国
家
（
天
皇
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
」
で
、
刑
は
首
従
の
別
な
く
、
皆
斬
に
処
す
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
朝
廷
（
京
都
方
）
が
幕
府
（
鎌
倉
方
）
を
兵
力
で
圧
倒
し
た
と
き
初
め
て
謀
反
の
罪
が
成
立
し
、
義
時

の
処
罰
が
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

幕
府
は
反
撃
の
た
め
、
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道
の
三
方
か
ら
大
軍
を
上
洛
さ
せ
た
。
六
月
一
五
日
、
北
条
泰
時
ら
の
率
い
る
鎌
倉

方
主
力
が
入
京
し
た
。
後
鳥
羽
上
皇
は
義
時
追
討
の
宣
旨
を
撤
回
し
、
官
軍
・
賊
軍
の
立
場
が
逆
転
し
た
。
鎌
倉
後
期
、
幕
府
関
係
者
が

編
纂
し
た
『
吾
妻
鏡
』
は
、
七
月
一
日
以
降
、
鎌
倉
方
の
手
に
よ
る
、
京
都
方
処
罰
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
（
30
）

。
二
日
西
面
の
武
士
四
人

を
梟
首
し
た
の
を
は
じ
め
、
五
日
一
条
信
能
を
濃
州
遠
山
庄
で
斬
首
し
、
一
二
日
追
討
宣
旨
の
起
草
者
た
る
藤
原
光
親
を
駿
州
加
古
坂
峠

で
梟
首
し
、
一
四
日
藤
原
宗
行
を
駿
州
藍
沢
原
で
殺
害
し
、
一
八
日
藤
原
範
茂
を
相
州
早
河
で
水
死
さ
せ
、
二
九
日
源
有
雅
を
甲
州
稲
積

庄
で
殺
害
し
た
。
処
罰
の
多
く
は
関
東
へ
押
送
す
る
途
中
で
殺
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
月
九
日
践
祚
し
て
間
も
な
い
仲
恭
天
皇
を

退
位
さ
せ
、
一
三
日
後
鳥
羽
上
皇
を
隠
岐
へ
、
二
〇
日
順
徳
上
皇
を
佐
渡
へ
出
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
幕
府
が
律
の
謀
反
の

罪
の
「
反
」
を
実
行
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

一
二



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
八
五
）

（
11
）　

日
本
思
想
大
系
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
四
〇
〜
四
一
頁
の
、「
北
条
泰
時
消
息
」。

（
12
）　

新
井
勉
「
古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
」（
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
）
第
二
節
（
二
）
律
令
制
度
盛
期
を
参
照
。

（
13
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
保
元
物
語
・
一
四
一
〜
一
四
二
頁
。

（
14
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
後
紀
・
続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
日
本
後
紀
・
八
七
頁
。
薬
子
の

変
の
直
後
、
大
同
（
五
年
）
を
弘
仁
と
改
元
。

（
15
）　

利
光
三
津
夫
「
平
安
時
代
に
お
け
る
死
刑
停
止
」
二
一
八
頁
以
下
。
利
光
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』（
慶
応
通
信
、
一
九
六
七
年
）
所
収
。
布
施

弥
平
治
『
修
訂
日
本
死
刑
史
』（
巌
南
堂
書
店
、
一
九
八
三
年
）
一
六
二
頁
以
下
。

（
16
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
三
代
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
一
九
九
頁
。
善
男
ら
は
、
法
（
律
）
に
随
え
ば
斬
罪
。
そ
れ
を
一
等

減
じ
ら
れ
遠
流
と
な
っ
た
。

（
17
）　

利
光
・
前
掲
論
文
二
二
一
〜
二
二
二
頁
。
利
光
氏
の
ひ
く
記
事
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
・
百
錬
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五

年
）
日
本
紀
略
後
篇
・
一
五
四
頁
の
惟
文
王
に
よ
る
藤
原
斉
明
の
梟
首
、
一
七
四
頁
の
追
討
使
源
忠
良
に
よ
る
海
賊
一
六
人
の
梟
首
、
二
六
一
頁
の

検
非
違
使
（
氏
名
不
詳
）
に
よ
る
強
盗
の
梟
首
で
あ
る
。

（
18
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
律
・
令
義
解
』
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
律
・
六
九
〜
七
〇
頁
。
端
は
布
の
単
位
で
、
幅
二
尺
四
寸
×

長
さ
四
丈
二
尺
。
な
お
、
注（
2
）前
掲
『
律
令
』
五
八
一
頁
の
、
賦
役
令
「
端
」
の
補
注
を
参
照
。

（
19
）　

注（
18
）律
・
一
六
七
頁
。
罪
人
の
逃
走
す
る
の
を
殺
す
場
合
、
持
仗
・
空
手
（
素
手
）
を
と
わ
な
い
。

（
20
）　

前
掲
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
平
治
物
語
・
二
四
五
頁
。

（
21
）　

さ
し
あ
た
り
、
永
原
慶
二
『
源
頼
朝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
一
三
八
頁
以
下
。
地
頭
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府

と
公
家
政
権
」
一
四
六
頁
以
下
。
新
体
系
日
本
史
『
国
家
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
。

（
22
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
』
前
篇
・
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
八
頁
。
原
文
は
（
和
風
の
）
漢
文
。

（
23
）　

注（
22
）二
七
八
頁
。
行
平
は
、
朝
廷
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
頼
朝
が
洛
中
の
群
盗
鎮
圧
の
た
め
千
葉
常
胤
と
二
人
京
都
へ
派
遣
し
た
御
家
人
で

あ
る
。
上
皇
近
臣
の
吉
田
経
房
は
、
行
平
ら
の
上
洛
後
、
洛
中
が
静
謐
と
な
っ
た
と
鎌
倉
に
伝
え
て
き
た
（
同
書
二
七
七
頁
）。

一
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
八
六
）

（
24
）　

注（
22
）四
四
二
頁
。
し
か
し
、
定
重
は
、
建
久
二
年
五
月
、
衆
徒
の
手
に
よ
り
辛
崎
辺
で
梟
首
さ
れ
た
と
い
う
（
同
書
四
四
四
頁
）。

（
25
）　

日
野
資
実
『
都
玉
記
』
建
久
二
年
一
一
月
二
二
日
条
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
掛
（
所
）
編
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
三
（
東
京
大
学
出
版
会

復
刻
版
、
一
九
六
九
年
）
七
四
二
頁
。
原
文
は
漢
文
。
な
お
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
年
）
七
月
、
幕
府
は
、
六
波
羅
探
題
へ
通
達
し
た
追
加
法
の

中
で
、
夜
討
・
強
盗
の
張
本
は
断
罪
せ
よ
、
そ
の
他
枝
葉
の
輩
は
夷
島
へ
流
す
か
ら
関
東
へ
送
れ
、
と
命
じ
て
い
る
。
佐
藤
進
一
ら
編
『
中
世
法
制

史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
・
補
訂
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
九
九
頁
。

（
26
）　

日
本
思
想
大
系
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
下
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
二
一
〜
二
二
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
27
）　

佐
藤
進
一
ら
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
（
二
〇
〇
五
年
）
一
六
〜
一
七
頁
。

（
28
）　

注（
27
）九
五
頁
、
九
六
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
29
）　

前
掲
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
十
五
（
一
九
七
二
年
）
九
二
〇
〜
九
二
一
頁
。
原
文
は
漢
文
。
内
大
臣
は
源
通
光
。
将
軍
と
あ
る
が
、
鎌
倉

殿
の
こ
と
。
藤
原
頼
経
の
将
軍
宣
下
は
承
久
の
乱
後
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
年
）
一
月
。
教
命
は
鎌
倉
殿
の
命
。
皇
憲
は
朝
憲
と
同
じ
く
朝
廷
の

法
。
国
宰
は
国
司
。
綸

は
天
皇
の
言
葉
。
縡
は
宣
旨
の
内
容
。
大
弁
は
藤
原
資
頼
。

（
30
）　

注（
22
）七
九
一
頁
以
下
。『
吾
妻
鏡
』
は
、
承
久
三
年
七
月
一
日
条
で
「
合
戦
張
本
衆
公
卿
以
下
の
人
々
、
断
罪
す
べ
き
の
由
宣
下
の
間
、
武
州

早
く
こ
れ
を
相
具
し
、
関
東
に
下
向
す
べ
き
の
旨
、
面
々
の
預
人
等
に
下
知
す
」
と
記
し
て
い
る
（
七
九
一
頁
）。
武
州
は
武
蔵
守
泰
時
。

二　

武
家
法
の
謀
叛

（
一
）
御
成
敗
式
目

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
年
）
八
月
、
幕
府
は
、
執
権
北
条
泰
時
の
下
で
、
太
田
康
連
ら
法
曹
系
評
定
衆
を
中
心
と
す
る
、
御
成
敗
式
目

の
編
纂
を
終
了
し
た
。
後
の
こ
と
な
が
ら
『
吾
妻
鏡
』
は
、
こ
の
式
目
を
律
令
と
比
べ
「
彼
は
海
内
の
亀
鏡
、
是
は
関
東
の
鴻
宝
」
だ
と

一
四



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
八
七
）

評
価
し
て
い
る
（
31
）

。
全
五
一
条
中
、
謀
叛
の
語
が
含
ま
れ
る
の
は
、
第
三
、
第
九
、
第
一
一
の
三
条
で
あ
る
。
第
三
は
守
護
（
人
）
の
職
務

た
る
大
犯
三
カ
条
の
一
つ
と
し
て
、
第
一
一
は
妻
女
の
所
領
没
収
を
招
く
夫
の
罪
過
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
謀
叛
の
語
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
式
目
の
う
ち
第
九
の
規
定
が
、
謀
叛
を
正
面
か
ら
定
め
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
第
九
（
読
み
下
し
）
は
、
次

の
よ
う
で
あ
る
（
32
）

。

一
、
謀
叛
人
の
事

右
、
式
目
の
趣
兼
日
定
め
難
き
か
。
且
は
先
例
に
任
せ
、
且
は
時
議
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
る
べ
し
。

式
目
の
趣
は
本
条
の
趣
旨
な
い
し
は
内
容
、
兼
日
は
あ
ら
か
じ
め
、
時
議
（
時
儀
）
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
対
応
す
る
判
断
の
こ
と
を

い
う
。
第
九
の
規
定
は
、
謀
叛
人
に
つ
い
て
は
前
以
て
内
容
を
定
め
ら
れ
な
い
。
謀
叛
人
の
概
念
（
謀
叛
の
構
成
要
件
）
も
、
そ
の
刑
も

定
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
方
で
は
先
例
に
従
い
、
ま
た
一
方
で
は
そ
の
と
き
の
判
断
に
よ
り
裁
判
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

中
世
史
家
の
笠
松
宏
至
氏
は
、
式
目
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
、
北
条
泰
時
の
下
で
ま
ず
五
一
カ
条
の
篇
目
（
事
書
き
）
が
決
定
さ
れ
た

後
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
内
容
（
本
文
）
が
編
纂
参
加
者
に
諮
問
さ
れ
、
答
申
案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
さ
い
「
謀
叛
人
の

事
」
の
規
定
は
、
第
一
〇
の
「
殺
害
・
刃
傷
罪
科
の
事
」
の
前
に
お
か
れ
る
べ
き
「
第
一
の
重
大
犯
罪
で
あ
り
、
篇
目
の
一
つ
と
し
て
は

逸
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
事
項
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
な
処
分
規
定
を
立
案
し
得
ぬ
ま
ま
、
公
布
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と

推
測
し
て
い
る
（
33
）

。
式
目
は
全
条
文
を
整
然
と
分
類
し
配
列
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
社
寺
を
巻
首
と
し
て
、
守
護
・
地
頭
の
権
限
、
所
領

知
行
、
刑
事
、
所
領
譲
与
、
訴
訟
手
続
き
、
再
度
刑
事
な
ど
と
い
う
順
序
で
、
お
よ
そ
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
律
が
八
虐
冒
頭
に
謀
反

を
お
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
式
目
も
刑
事
の
群
の
冒
頭
に
謀
叛
の
規
定
を
お
こ
う
と
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
推
測

一
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
八
八
）

は
お
そ
ら
く
正
鵠
を
射
て
い
る
。

御
成
敗
式
目
は
、
幕
府
が
訴
訟
を
裁
断
す
る
裁
判
規
範
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
式
目
は
、
幕
府
の
支
配
の
及
ぶ
武
家
社
会

を
適
用
対
象
と
し
た
。
第
六
「
国
司
・
領
家
の
成
敗
は
関
東
御
口
入
に
及
ば
ざ
る
事
」
と
い
う
一
条
は
、
幕
府
が
朝
廷
や
本
所
の
訴
訟
に

容
喙
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
九
の
謀
叛
人
の
規
定
に
具
体
的
な
内
容
を
記
す
さ
い
、
律
の
謀
反
（
国
家

を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
）
に
倣
う
な
ら
、
鎌
倉
殿
（
将
軍
）
に
反
逆
を
謀
る
、
と
記
す
こ
と
を
意
味
し
た
。

北
条
時
政
は
将
軍
源
実
朝
の
年
少
期
に
執
権
と
し
て
そ
の
権
限
を
代
行
し
、
泰
時
も
将
軍
藤
原
頼
経
の
年
少
期
に
執
権
と
し
て
権
限
を

代
行
し
た
。
泰
時
は
頼
経
が
長
じ
て
も
幕
府
の
実
権
を
掌
握
し
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
殿
の
存
在
か
ら
は
、
時
政
も
泰
時
も
御
家
人

の
一
人
で
し
か
な
い
。
式
目
の
中
に
謀
叛
人
の
規
定
を
お
く
と
し
て
も
、
執
権
に
対
す
る
反
逆
を
文
字
と
し
て
記
す
こ
と
は
、
到
底
困
難

な
こ
と
で
あ
る
。
執
権
は
た
だ
幕
府
機
構
の
上
層
部
の
一
人
と
し
て
、
広
い
意
味
の
謀
叛
の
対
象
と
な
る
に
止
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
式
目

の
中
に
謀
叛
人
の
規
定
を
お
き
、
鎌
倉
殿
（
将
軍
）
に
反
逆
を
謀
る
と
記
す
場
合
、
そ
れ
は
鎌
倉
殿
そ
の
人
に
対
す
る
危
害
と
、
鎌
倉
殿

の
位
（
幕
府
の
権
力
や
機
構
）
に
対
す
る
攻
撃
を
含
む
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
執
権
の
こ
と
は
二
義
的
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
外
し
て
、
編
纂
者
は
単
純
に
、
第
九
で
「
鎌
倉
殿
に
反
逆
を
謀
れ
ば
死
罪

に
処
せ
ら
る
べ
し
」
と
記
せ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
守
護

の
職
務
を
掲
げ
て
広
く
し
ら
れ
る
、
第
三
「
諸
国
守
護
人
奉
行
の
事
」
は
、
文
頭
「
右
、
右
大
将
家
の
御
時
定
め
置
か
る
る
所
は
、
大
番

催
促
・
謀
叛
・
殺
害
人
（
付
た
り
、
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
）
等
の
事
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
謀
叛
人
は
鎌
倉
殿
に
対
す
る

謀
叛
人
で
な
く
、
朝
廷
に
対
す
る
謀
叛
人
、
公
家
法
で
い
う
謀
叛
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
平
安
後
期
以
降
、
律
の
謀
反
・
謀
叛
の
概
念

が
混
同
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
三
の
規
定
中
の
謀
叛
人
は
律
の
謀
反
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
六



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
八
九
）

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
源
頼
朝
は
、
文
治
元
年
一
一
月
、
謀
叛
人
た
る
源
義
経
ら
の
捜
索
の
た
め
朝
廷
か
ら
守
護
・
地
頭
を
お
く
こ
と

を
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
建
久
二
年
三
月
の
新
制
に
よ
り
海
賊
・
山
賊
・
放
火
の
輩
の
追
討
を
命
じ
ら
れ
た
。
朝
廷
の
有
す
る
全
国
の

軍
事
権
・
警
察
権
を
担
う
こ
と
で
、
幕
府
は
朝
廷
の
地
方
機
構
に
く
い
こ
ん
だ
の
で
あ
る
（
34
）

。
こ
の
意
味
で
、
守
護
が
職
務
の
一
つ
と
し
て

追
捕
す
る
謀
叛
人
は
、
本
来
は
朝
廷
に
対
す
る
謀
反
人
だ
っ
た
。

義
経
が
奥
州
平
泉
へ
お
ち
、
そ
の
義
経
を
藤
原
泰
衡
が
急
襲
し
て
殺
害
し
た
。
文
治
五
年
七
月
一
九
日
、
頼
朝
は
藤
原
氏
追
討
の
た
め

大
軍
を
率
い
て
鎌
倉
を
発
し
た
。
頼
朝
は
二
月
、
三
月
、
六
月
と
三
度
、
泰
衡
追
討
の
宣
旨
を
下
さ
れ
る
よ
う
求
め
た
が
、
後
白
河
上
皇

が
渋
っ
た
た
め
、
勅
許
な
し
に
出
陣
し
た
。
朝
廷
が
後
鳥
羽
天
皇
の
宣
旨
を
発
し
た
の
は
、
同
じ
七
月
一
九
日
。
そ
の
後
、
八
月
平
泉
が

陥
落
し
、
九
月
初
め
泰
衡
は
自
ら
の
郎
従
に
殺
害
さ
れ
た
。
志
波
郡
に
逗
留
す
る
頼
朝
に
宣
旨
・
院
宣
が
届
け
ら
れ
た
の
は
、
九
月
九
日

の
こ
と
で
あ
る
。
宣
旨
は
泰
衡
ら
の
「
結
構
の
至
り
、
既
に
逆
節
に
涉
ら
ん
と
す
る
か
」
と
反
逆
を
認
定
し
、
頼
朝
に
命
じ
て
「
そ
の
身

を
征
伐
し
、
永
く
後
の
濫
れ
を
断
て
」
と
記
さ
れ
て
い
た
（
35
）

。
す
な
わ
ち
、
関
東
の
背
後
を
扼
す
る
奥
州
の
雄
、
藤
原
氏
を
打
倒
し
よ
う
と

す
る
頼
朝
に
は
、
泰
衡
ら
が
朝
廷
に
対
す
る
謀
反
人
だ
と
い
う
構
図
が
必
要
だ
っ
た
。
頼
朝
の
担
う
全
国
の
軍
事
権
・
警
察
権
も
、
式
目

が
守
護
の
職
務
の
一
つ
と
す
る
謀
叛
人
の
追
捕
も
、
朝
廷
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
編
纂
者
は
、
第
九
の
謀
叛
人
の
内
容
と
し
て
、
鎌
倉
殿
（
将
軍
）
に
反
逆
を
謀
る
と
は
記
せ
な
い
し
、
鎌
倉
開
府
の

頃
に
遡
っ
て
国
家
（
天
皇
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
と
も
記
せ
な
い
。
し
か
も
、
厄
介
な
こ
と
に
は
、
編
纂
者
の
記
憶
の
中
に
承
久
の
乱

の
事
後
処
理
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
朝
廷
は
北
条
義
時
を
謀
叛
人
と
し
て
兵
を
募
り
、
幕
府
打
倒
を
計
っ
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
方
の
軍
勢
が

入
京
し
た
時
点
で
官
軍
・
賊
軍
の
立
場
が
逆
転
し
、
鎌
倉
方
が
敗
者
た
る
京
都
方
の
処
罰
を
行
い
、
処
罰
は
仲
恭
天
皇
の
退
位
、
後
鳥
羽

上
皇
・
順
徳
上
皇
の
配
流
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
の
内
容
は
、
律
の
定
め
る
謀
反
の
罪
の
概
念
を
こ
え
る
、
い
わ
ば
超
法
規

一
七



日
本
法
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第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
〇
）

的
な
や
り
方
だ
っ
た
。
朝
廷
の
存
在
を
前
提
と
す
る
謀
反
の
概
念
自
体
が
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

有
名
な
北
条
義
時
・
泰
時
の
話
を
の
せ
て
い
る
の
は
『
増
鏡
』
で
あ
る
。
鎌
倉
を
発
し
た
泰
時
が
翌
日
単
騎
た
ち
帰
り
、
も
し
後
鳥
羽

上
皇
自
ら
軍
兵
を
率
い
て
く
る
の
に
出
会
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
進
退
す
れ
ば
よ
い
か
と
尋
ね
た
。
義
時
は
「
ま
さ
に
君
の
御
輿
に
向
ひ
て

弓
を
引
く
こ
と
は
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
さ
ば
か
り
の
時
は
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
弓
の
弦
を
切
り
て
、
ひ
と
へ
に
か
し
こ
ま
り
を
申
て
、
身
を

ま
か
せ
奉
る
べ
し
。
さ
は
あ
ら
で
、
君
は
都
に
お
は
し
ま
し
な
が
ら
、
軍
兵
を
給
せ
ば
、
命
を
捨
て
て
千
人
が
一
人
に
な
る
ま
で
も
戦
ふ

べ
し
」
と
教
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
36
）

。
作
者
が
果
し
て
何
を
典
拠
と
し
た
の
か
。
承
久
の
乱
後
、
幕
府
が
容
赦
な
く
上
皇
・
天
皇
を
処
罰

し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
の
虚
構
性
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
鎌
倉
開
府
の
少
し
後
、
謀
反
（
謀
叛
）
の
語
が
朝
廷
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
例
が
あ
る
。
藤
原
定
家
は
後
鳥
羽
上
皇
の

知
遇
を
え
た
歌
人
で
、
京
都
に
い
な
が
ら
源
実
朝
の
和
歌
を
指
導
し
た
人
で
も
あ
る
。
こ
の
定
家
が
日
記
の
中
で
、
将
軍
に
対
す
る
反
逆

の
こ
と
を
謀
反
と
記
し
て
い
る
。
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
年
）
五
月
の
和
田
合
戦
は
、
和
田
義
盛
が
同
年
二
月
の
泉
親
衡
の
乱
の
処
罰
を

不
満
と
し
て
実
朝
の
御
所
や
北
条
義
時
邸
な
ど
を
襲
撃
し
た
が
、
同
族
の
三
浦
氏
の
裏
切
り
に
よ
り
、
鎌
倉
を
戦
場
と
し
て
一
族
と
と
も

に
滅
亡
し
た
事
件
で
あ
る
。
定
家
は
、
数
日
後
上
皇
の
御
所
で
一
条
信
能
か
ら
事
件
の
こ
と
を
き
き
、
義
盛
は
「
去
ん
ぬ
る
春
謀
反
の
者

結
党
の
由
、
風
聞
落
書
等
あ
り
。
件
の
義
盛
そ
の
張
本
た
り
」
と
記
し
て
い
る
し
、
八
月
に
は
、
巷
説
と
し
て
「
関
東
謀
反
の
輩
、
将
軍

の
幕
下
を
夜
襲
し
、
す
で
に
以
て
滅
亡
す
云
々
」
と
、
実
朝
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
風
説
を
記
し
て
い
る
（
37
）

。
こ
れ
で
は
、
編
纂
者
が
単
純

に
反
逆
を
謀
る
と
記
せ
ば
、
朝
廷
・
幕
府
を
通
じ
て
網
を
か
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
一
つ
、
式
目
の
第
九
は
、
謀
叛
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
も
定
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
遠
く
保
元
の
乱
、
近
く

は
承
久
の
乱
な
ど
の
先
例
を
想
起
す
れ
ば
、
原
則
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
第
一
〇
の
「
殺
害
・
刃
傷
罪
科
の
事
」
が
、
当
座

一
八



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
九
一
）

の
諍
論
や
遊
宴
の
酔
狂
に
よ
り
思
い
が
け
ず
「
も
し
殺
害
を
犯
せ
ば
、
そ
の
身
は
死
罪
を
行
わ
れ
、
な
ら
び
に
流
刑
に
処
せ
ら
れ
、
所
帯

を
没
収
せ
ら
れ
る
と
雖
も
、
そ
の
父
そ
の
子
相
交
わ
ら
ず
ば
、
互
い
に
こ
れ
を
懸
く
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
刑
の
比
較
か
ら
は
、
謀
叛
の
刑

は
死
罪
、
罪
状
が
軽
い
と
認
定
さ
れ
る
と
き
の
み
流
刑
、
と
定
め
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
、
式
目
は
「
且
は
先
例
に

任
せ
、
且
は
時
議
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
る
べ
し
」
と
し
て
、
謀
叛
の
処
罰
に
つ
い
て
裁
量
の
余
地
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
問
注

所
系
統
の
式
目
講
義
の
筆
録
の
一
つ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
且
ハ
依
時
儀
ト
云
ハ
、
一
定
可
殺
者
ナ
レ
ト
モ
、
一
人
殺
テ
大
乱
可
起
事

ナ
レ
ハ
、
ナ
ダ
メ
ユ
ル
シ
、
又
殺
マ
シ
キ
者
ナ
レ
ト
モ
、
一
人
殺
テ
悉
ク
ヨ
ク
可
治
事
ナ
レ
ハ
、
殺
ス
」
と
記
し
て
い
る
（
38
）

。

（
二
）
追
加
法

御
成
敗
式
目
は
、
必
ず
し
も
体
系
的
な
法
典
で
は
な
か
っ
た
し
、
網
羅
的
な
法
典
で
も
な
か
っ
た
。
幕
府
は
、
必
要
に
応
じ
て
種
々
の

事
項
に
関
す
る
法
令
を
立
法
し
、
関
係
者
・
関
係
機
関
へ
通
達
し
た
。
式
目
を
基
本
と
し
て
、
幕
府
が
式
目
以
後
（
少
数
な
が
ら
以
前
を

含
む
）
立
法
し
た
法
令
を
追
加
法
と
い
う
。
現
在
主
と
し
て
追
加
集
に
よ
り
多
数
の
法
令
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
謀
叛
に
関
す
る
法
令

は
僅
か
で
あ
る
。

①
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
年
）
四
月
、
幕
府
は
、
承
久
の
乱
以
後
の
「
国
々
守
護
人
な
ら
び
に
新
地
頭
、
非
法
禁
制
・
御
成
敗
条
々
の

事
」
を
定
め
た
。
全
六
条
中
、
第
二
の
規
定
（
読
み
下
し
）
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
39
）

。

一
、
謀
叛
人
追
討
の
事

真
偽
を
糾
明
し
、
実
正
に
随
い
、
沙
汰
致
す
べ
し
。

②
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
年
）
閏
三
月
、
幕
府
は
、
諸
国
守
護
・
地
頭
の
所
務
に
つ
い
て
定
め
、
六
波
羅
探
題
へ
通
達
し
た
。
そ
の
中

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
二
）

に
、
次
の
一
条
（
読
み
下
し
）
が
あ
る
（
40
）

。

そ
も
そ
も
謀
叛
・
殺
害
人
の
資
財
所
従
は
、
守
護
所
の
進
止
す
べ
き
な
り
。
そ
の
跡
田
畠
住
宅
は
、
預
所
・
地
頭
あ
い
と
も
に
沙
汰

を
致
せ
し
む
る
べ
き
な
り
。

①
は
義
時
の
署
名
（
こ
れ
は
下
知
状
）
で
、
②
は
泰
時
・
時
房
二
人
の
署
名
で
発
せ
ら
れ
た
。
前
者
は
謀
叛
人
の
概
念
を
定
め
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
刑
を
定
め
る
も
の
で
も
な
い
。
後
者
は
謀
叛
人
ら
の
附
加
刑
の
扱
い
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
式
目
第
九
は
、
こ
れ
ら

を
前
提
と
し
て
「
式
目
の
趣
兼
日
定
め
難
き
か
。
且
は
先
例
に
任
せ
、
且
は
時
議
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
る
べ
し
」
と
い
う
内
容
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

③
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
年
）
六
月
の
宝
治
合
戦
は
、
源
頼
朝
以
来
の
有
力
御
家
人
た
る
三
浦
氏
を
、
北
条
時
頼
が
外
戚
の
安
達
一
族

ら
と
一
緒
に
攻
撃
し
滅
亡
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
年
）
三
月
の
時
頼
の
執
権
就
任
直
後
、
前
将
軍
頼
経
を
擁
す
る

時
頼
打
倒
の
企
て
が
露
見
し
、
幕
府
は
、
五
月
北
条
（
名
越
）
光
時
を
伊
豆
へ
流
し
、
七
月
頼
経
を
京
都
へ
送
り
返
し
た
。
三
浦
光
村
ら

の
頼
経
鎌
倉
帰
還
論
が
、
こ
の
年
宝
治
合
戦
へ
発
展
し
た
。
当
主
泰
村
邸
は
奇
襲
さ
れ
、
防
戦
の
さ
な
か
煙
攻
め
に
あ
い
、
泰
村
・
光
村

兄
弟
を
は
じ
め
一
族
は
、
頼
朝
の
墓
所
の
法
華
堂
へ
退
き
自
刃
し
た
。
こ
こ
で
主
た
る
人
々
二
七
六
人
、
郎
従
ら
を
含
め
都
合
五
〇
〇
人

が
自
刃
し
た
と
い
う
（
41
）

。
時
頼
は
次
の
追
加
法
（
読
み
下
し
）
を
（
42
）

、
六
波
羅
探
題
の
重
時
へ
通
達
し
た
。

一
、
謀
叛
の
輩
の
事

宗
た
る
親
類
・
兄
弟
等
は
、
子
細
に
及
ば
ず
召
し
取
ら
る
べ
し
。
そ
の
外
京
都
の
雑
掌
、
国
々
の
代
官
・
所
従
等
の
事
は
、
御
沙
汰

に
及
ば
ず
と
雖
も
、
委
し
く
尋
明
し
、
注
申
に
随
い
、
追
っ
て
御
計
ら
い
あ
る
べ
し
。

　
　
（
注
）『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
六
月
五
日
条

二
〇



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
九
三
）

④
右
の
追
加
法
は
、
三
浦
氏
が
京
都
に
お
い
て
い
る
雑
掌
や
、
三
浦
一
族
が
守
護
た
る
国
（
相
模
、
河
内
、
讃
岐
、
土
佐
）
や
所
領
の

代
官
・
所
従
は
、
御
沙
汰
（
命
令
）
に
及
ば
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宝
治
合
戦
に
関
係
し
な
い
人
々
に
処
罰
を
拡
大
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
機
会
に
乗
じ
、
人
身
の
追
捕
や
財
産
・
所
領
に
対
す
る
狼
藉
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
六
波
羅
探
題
は

河
州
の
守
護
代
へ
、
次
の
追
加
法
を
通
達
し
た
（
43
）

。
途
中
ま
で
③
の
追
加
法
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

一
、
謀
叛
之
輩
為
宗
親
類
兄
弟
者
、
不
及
子
細
可
被
召
取
。
其
外
京
都
雑
掌
、
国
々
代
官
所
従
等
事
者
、
雖
不
及
御
沙
汰
、
委
尋
明
、

随
注
申
、
追
可
有
御
計
之
由
（
こ
こ
か
ら
読
み
下
す
）
関
東
よ
り
仰
せ
下
さ
る
る
所
な
り
。
こ
の
旨
を
存
ぜ
し
む
る
べ
し
。
し
か
る

に
謀
叛
の
被
官
の
輩
と
称
し
、
左
右
な
く
追
捕
狼
藉
に
及
ぶ
の
由
、
そ
の
聞
え
あ
り
。
事
（
こ
と
）
実
な
ら
ば
甚
だ
然
る
べ
か
ら
ず
。

所
詮
そ
の
煩
い
を
止
め
、
子
細
を
注
申
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
。

　
　

宝
治
元
年
六
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守
（
重
時
）

　
　
　
　

河
内
国
守
護
代

⑤
右
の
追
加
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
は
沈
静
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
幕
府
は
、
甲
乙
人
（
庶
民
）
が
左
右
（
幕
府
の

命
令
）
な
く
追
捕
・
狼
藉
に
及
ぶ
こ
と
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
、
六
波
羅
へ
通
達
し
た
（
44
）

。
畿
内
・
西
国
に
散
在
す
る
三
浦
氏
の
所
領
・
所
職

が
、
庶
民
・
雑
人
や
非
御
家
人
に
よ
り
蚕
食
さ
れ
て
い
る
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
追
加
法
（
読
み
下
し
）
は
重
時
が
鎌
倉
に

帰
っ
て
二
日
後
の
発
令
だ
か
ら
、
重
時
の
も
ち
帰
っ
た
情
報
が
発
令
の
根
拠
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
、
叛
逆
輩
の
縁
者
な
ら
び
に
所
従
等
の
事
。
甲
乙
人
等
の
た
め
、
事
を
左
右
に
寄
せ
、
煩
い
を
成
す
の
条
、
甚
だ
然
る
べ
か
ら
ず
。

早
く
そ
の
儀
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
旨
、
下
知
を
加
え
ら
る
べ
し
。
承
引
せ
ざ
る
人
々
に
お
い
て
は
、
注
申
せ
ら
る
べ
き
の
状
、
仰
せ

に
よ
り
執
達
件
の
如
し
。

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
四
）

　
　

宝
治
元
年
七
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
将
監
（
時
頼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守
（
重
時
）

　
　
　
　

相
模
左
近
大
夫
将
監
殿
（
長
時
）

式
目
第
九
は
謀
叛
人
に
つ
い
て
は
前
以
て
内
容
を
定
め
ら
れ
な
い
と
記
さ
れ
、
規
定
の
内
容
は
無
に
等
し
い
。
そ
の
た
め
、
一
方
で
は

先
例
に
従
い
、
ま
た
一
方
で
は
そ
の
と
き
の
判
断
に
よ
り
裁
判
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
③
④
⑤
の
追
加
法

は
謀
叛
人
に
関
す
る
追
加
法
な
が
ら
、
式
目
第
九
を
具
体
的
内
容
を
以
て
補
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
北
条
氏
な
い
し
は
得
宗
家
と
有
力

御
家
人
の
抗
争
で
は
、
兵
力
や
謀
略
の
優
越
す
る
前
者
が
後
者
を
圧
し
て
権
力
を
掌
握
し
つ
づ
け
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
鎌
倉
を
舞
台
と

す
る
謀
略
や
鎌
倉
を
戦
場
と
す
る
抗
争
は
、
確
か
に
多
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
原
因
は
源
氏
の
血
筋
が
三
代
で
途
絶
え
、
鎌
倉
殿
と
し
て

幼
い
公
家
や
皇
族
を
招
い
た
無
理
に
あ
る
。
将
軍
が
長
じ
る
と
反
得
宗
家
の
核
と
な
り
、
幕
府
は
京
都
へ
送
還
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
将
軍
を
逆
輿
（
さ
か
さ
ご
し
）
に
の
せ
、
御
所
か
ら
だ
し
た
と
い
う
。
七
代
将
軍
（
惟
康
親
王
）
の
京
都
送
還

に
つ
い
て
、
公
家
を
作
者
と
す
る
『
増
鏡
』
は
「
将
軍
宮
こ
へ
流
さ
れ
給
」
と
い
う
表
現
を
伝
え
て
い
る
（
45
）

。
律
の
謀
反
の
罪
の
「
反
」
を

実
行
し
た
承
久
の
乱
の
記
憶
が
鮮
明
な
と
き
は
、
式
目
第
九
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
将
軍
を
罪
人
と
し
て
京
都
へ

送
還
す
る
事
態
が
生
じ
て
は
、
追
加
法
を
発
し
て
内
容
を
定
め
る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
い
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
31
）　

前
掲
『
吾
妻
鏡
』
後
篇
・
新
装
版
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
八
頁
。

（
32
）　

注（
11
）一
三
頁
（
前
掲
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
巻
）。
原
文
は
漢
文
。
本
稿
が
参
照
す
る
式
目
の
条
文
は
、
本
書
所
収
の
も
の
で
あ
る
。

（
33
）　

注（
11
）四
三
二
頁
の
補
注
。
御
成
敗
式
目
の
（
注
解
者
・
）
補
注
者
は
笠
松
宏
至
氏
。

（
34
）　

さ
し
あ
た
り
、
西
田
友
宏
『
鎌
倉
幕
府
の
検
断
と
国
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
頁
以
下
。

二
二



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
九
五
）

（
35
）　

注（
22
）三
五
〇
〜
三
五
一
頁
（
前
掲
『
吾
妻
鏡
』
前
篇
）。
宣
旨
中
「
結
構
之
至
、
既
涉
逆
節
者
歟
」
の
結
構
は
企
て
、
逆
節
は
反
逆
の
こ
と
で

あ
る
。

（
36
）　

注（
9
）二
七
三
頁
（
前
掲
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
増
鏡
）。
上
皇
の
近
臣
や
北
面
・
西
面
の
武
士
は
弓
箭
兵
仗
の
練
習
に
あ
け
く
れ
た
と
い
う

記
述
を
参
照
（
同
書
二
七
一
頁
）。

（
37
）　

藤
原
定
家
『
明
月
記
』
建
暦
三
年
五
月
九
日
条
、
同
年
八
月
一
一
日
条
。
前
掲
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
十
二
（
一
九
七
二
年
）
四
九
六
〜

四
九
七
頁
、
五
六
五
頁
。
原
文
は
漢
文
。
信
能
の
情
報
で
は
、
義
盛
が
泉
親
衡
の
乱
の
首
謀
者
だ
と
い
う
。

（
38
）　

池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
別
巻
御
成
敗
式
目
註
釈
書
集
要
（
一
九
七
八
年
）
二
二
六
頁
。
引
用
は
「
御
成
敗
式
目
注
、
池
辺
本
」
に

よ
る
。
濁
点
の
有
無
は
原
文
ど
お
り
。
一
定
可
殺
者
の
一
定
（
い
ち
じ
ょ
う
）
は
、
必
ず
。
な
お
、
六
二
四
頁
以
下
の
解
題
を
参
照
。

（
39
）　

前
掲
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
六
一
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
40
）　

注（
39
）四
六
九
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
41
）　

注（
31
）三
八
〇
〜
三
八
二
頁
（
前
掲
『
吾
妻
鏡
』
後
篇
）。

（
42
）　

注（
31
）三
八
三
頁
、
注（
39
）一
六
〇
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
43
）　

注（
39
）一
六
〇
頁
。
所
詮
は
、
こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
。

（
44
）　

注（
31
）三
九
四
頁
、
注（
39
）一
六
一
頁
。
原
文
は
漢
文
。
こ
の
追
加
法
は
、
父
に
代
わ
る
新
六
波
羅
探
題
と
し
て
鎌
倉
を
出
立
す
る
北
条
長
時

に
通
達
さ
れ
た
。

（
45
）　

注（
9
）三
九
三
頁
（
前
掲
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
増
鏡
）。
益
田
宗
「
吾
妻
鏡
の
伝
来
に
つ
い
て
」
三
一
四
頁
以
下
を
参
照
。
中
世
の
窓
同
人

編
『
論
集
中
世
の
窓
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
所
収
。

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
六
）

お
わ
り
に

律
の
定
め
る
謀
反
や
謀
叛
は
、
朝
廷
の
軍
事
組
織
が
崩
壊
し
、
軍
事
的
動
員
力
が
著
し
く
低
下
し
た
中
世
に
は
、
刑
罰
に
よ
る
制
裁
を

期
待
で
き
な
い
、
単
な
る
法
律
用
語
と
化
し
た
。
武
者
の
時
代
の
幕
を
切
っ
て
落
し
た
の
は
平
清
盛
。
武
者
の
手
で
幕
府
を
創
建
し
た
の

は
源
頼
朝
。
頼
朝
は
本
来
朝
廷
権
力
の

奪
者
で
あ
り
な
が
ら
、
一
貫
し
て
朝
廷
に
恭
順
の
姿
勢
を
と
り
つ
づ
け
た
。
頼
朝
以
来
の
幕
府

の
姿
勢
を
激
変
さ
せ
た
の
が
、
承
久
の
乱
の
事
後
処
理
で
あ
る
。
幕
府
は
、
幼
い
天
皇
を
退
位
さ
せ
、
院
政
の
主
宰
者
た
る
上
皇
を
遠
島

へ
流
し
た
。
こ
れ
は
、
唯
一
の
軍
事
組
織
た
る
幕
府
が
謀
反
の
罪
の
「
反
」
を
実
行
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
承
久
の
乱

は
正
し
く
朝
廷
と
幕
府
の
力
学
を
逆
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
幕
府
の
成
立
や
承
久
の
乱
の
敗
北
に
よ
り
、
朝
廷
の
全
国
支
配
の
枠
組
み
が
解
体
し
た
の
で
は
な
い
。
朝
廷
は
、
依
然
と

し
て
（
関
東
を
除
き
）
全
国
を
支
配
し
、
行
政
を
行
い
、
裁
判
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
謀
叛
（
謀
反
）
が
お
き
た
ら
、
朝
廷
に
は

そ
れ
を
追
捕
し
鎮
圧
す
る
実
力
が
な
く
、
全
国
の
軍
事
権
・
警
察
権
を
委
任
さ
れ
た
（

奪
し
た
）
幕
府
が
代
わ
っ
て
追
捕
し
鎮
圧
す
る

し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
さ
い
謀
叛
は
、
朝
廷
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
謀
叛
の
語
は
死
語
で

は
な
く
、
生
き
て
い
る
法
律
用
語
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
天
皇
な
い
し
は
朝
廷
に
対
す
る
反
逆
を
、
朝
廷
自
ら
の
軍
事
力
を
以
て
追
捕
し

鎮
圧
し
、
朝
廷
自
ら
の
手
で
制
裁
を
加
え
る
と
い
う
律
の
想
定
か
ら
、
現
実
は
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
た
。

承
久
の
乱
後
、
幕
府
は
御
成
敗
式
目
を
編
纂
し
、
そ
の
中
に
謀
叛
人
の
篇
目
を
お
い
た
。
篇
目
を
お
き
な
が
ら
、
謀
叛
人
に
つ
い
て
は

前
以
て
内
容
を
定
め
ら
れ
な
い
と
し
た
か
ら
、
そ
の
内
容
は
無
に
等
し
か
っ
た
。
幕
府
は
式
目
の
ほ
か
、
謀
叛
に
関
す
る
少
数
の
追
加
法

を
立
法
し
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
、
式
目
の
謀
叛
人
の
篇
目
を
具
体
的
内
容
を
以
て
補
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
幕
府
は
何
か
事
が

二
四



中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
九
七
）

お
き
た
ら
、
先
例
を
参
考
と
し
て
、
容
易
に
謀
叛
人
だ
と
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

式
目
は
武
家
社
会
を
適
用
対
象
と
し
た
か
ら
、
謀
叛
人
の
篇
目
を
お
く
な
ら
、
鎌
倉
殿
（
将
軍
）
に
反
逆
を
謀
る
と
記
せ
ば
よ
か
っ
た

の
に
、
編
纂
者
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
謀
叛
（
謀
反
）
の
本
来
の
概
念
に
そ
っ
て
、
天
皇
な
い
し
は
朝
廷
に
対
す
る
反
逆
の
こ
と
を
記
す

こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
幕
府
は
、
承
久
の
乱
の
事
後
処
理
で
、
い
わ
ば
超
法
規
的
に
天
皇
・
上
皇
・
京
都
方
の
公
家
・
武
士
ら
を
大
量
に

処
罰
し
た
。
さ
ら
に
、
宝
治
合
戦
以
後
、
摂
家
将
軍
・
親
王
将
軍
を
罪
人
扱
い
で
京
都
へ
送
還
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
式
目
の
謀
叛

人
の
篇
目
に
内
容
を
記
せ
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
り
、
内
容
を
記
さ
な
か
っ
た
結
果
で
も
あ
る
。
承
久
の
乱
後
、
幕
府
が
後
堀
河
天
皇
を

擁
立
し
た
ば
か
り
か
、
そ
の
第
一
皇
子
四
条
天
皇
が
夭
折
す
る
と
、
次
に
後
嵯
峨
天
皇
を
擁
立
し
た
。
持
明
院
統
・
大
覚
寺
統
の
迭
立
が

行
わ
れ
た
後
も
、
幕
府
の
意
向
が
皇
位
決
定
を
左
右
し
た
。
幕
府
が
外
か
ら
干
渉
し
て
、
朝
廷
の
主
宰
者
を
誰
に
す
る
か
を
決
定
す
る
力

を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
北
条
氏
の
後
継
た
る
足
利
氏
、
そ
の
学
僧
が
「
天
皇
御
謀
叛
」
の
奇
語
を
使
っ
た
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。

二
五





イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
一
九
九
）

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て

│
新
救
貧
法
の
成
立
ま
で

│

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
は
じ
め
に

今
日
、
社
会
保
障
を
軸
と
し
た
福
祉
重
視
型
の
国
内
政
策
を
な
お
将
来
に
わ
た
っ
て
存
続
・
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
従
来
の
立
法

及
び
行
政
に
流
れ
る
思
想
と
現
代
の
社
会
保
障
の
概
念
に
お
け
る
権
利
論
を
よ
り
接
近
さ
せ
る
た
め
の
研
究
が
従
来
以
上
に
必
要
と
な
る
。

こ
の
認
識
の
基
底
と
し
て
、
理
論
を
構
築
す
る
た
め
の
背
景
を
な
す
歴
史
研
究
に
よ
る
法
律
・
行
政
の
実
体
的
検
証
の
た
め
の
作
業
が
欠

か
せ
な
い
役
割
を
果
た
す
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
の
分
野
で
は
、
デ
ー
キ
ン
や
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
（S

.D
eakin and F

.W
ilkinson　

二
〇
〇
五
）
が
歴
史
分
析
と
し
て
展
開
し
た
よ
う
に
、
賃
金
・
雇
用
関
係
が
雇
用
主
の
独
占
か
ら
離
れ
、
労
働
者
の
個
人
の
権
利
と
し
て

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
〇
）

新
た
な
契
約
関
係
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
代
的
雇
用
の
理
論
が
発
生
す
る
（
1
）

。
こ
れ
と
同
様
に
、
福
祉
政
策
が
従
来
の
中
世
の
国
家

行
政
な
い
し
教
会
勢
力
に
よ
る
パ
タ
ー
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
給
付
の
提
供
者
と
受
給
者
と
の
間
に
従
来
と
異
な

る
比
較
的
対
等
な
関
係
が
発
生
し
、
定
着
す
る
過
程
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
政
策
分
野
の
法
制
度
的
主
体
が

政
変
に
よ
っ
て
急
激
に
影
響
を
受
け
な
い
オ
ー
ト
ノ
マ
ス
な
組
織
体
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
対
象
が
と
も
に
何
ら
か
の
認
知
を
受
け
た

個
人
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
「
社
会
権
」
の
生
成
と
発
展
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
ろ
う
（
2
）

。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
個
人
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
規
範
理
論
と
し
て
の
福
祉
概
念
の
位
置
を
設
定
す
る
た
め
、
歴
史
研
究
に
触
れ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
と
く
に
社
会
保
障
に
お
け
る
法
学
の
学
問
的
発
展
を
分
析
・
検
証
す
る
過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
手
法
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。

こ
の
作
業
を
な
す
背
景
と
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
わ
が
国
の
近
代
福
祉
政
策
の
基
本
を
な
す
法
律
お
よ
び
行
政
の
思
想
が
、
と
り
わ
け

欧
米
各
国
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
成
立
し
た
事
実
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
明
治
維
新
以
降
に
導
入
さ
れ
た
福
祉
に
関
す

る
基
本
思
想
に
つ
い
て
は
、
時
に
は
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
も
と
の
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
や
思
想
か
ら
多
大
な
影

響
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
思
想
の
根
源
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
型
福
祉
行
政
の
特
質
＝
普
遍

性
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
め
ぐ
る
最
近
の
学
界
の
動
向
を
分
析
す
る
中
か
ら
、
わ
が
国
の
法
体
系
を
規
定
づ
け
る

福
祉
思
想
の
基
礎
を
探
求
・
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

社
会
福
祉
（S

ocial W
elfare

）
と
い
う
用
語
は
、
わ
が
国
で
は
敗
戦
時
ま
で
一
般
的
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和
（
日
本

国
）
憲
法
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
条
項
の
翻
訳
語
と
し
て
突
然
登
場
し
て
か
ら
（
3
）

わ
ず
か
半
世
紀
あ
ま
り
を
経
て
急
速
に
普
及
し
、
今
日
で
は
全

国
的
に
普
遍
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
終
了
以
降
、
わ
が
国
の
国
家
目
標
が
大
転
換
し
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
イ

二
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
一
）

ギ
リ
ス
や
北
欧
が
政
治
的
に
希
求
し
、
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
「
福
祉
国
家
」
を
目
標
に
設
定
し
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
こ
の
思
想
を
翳
し
た
憲
法
第
二
五
条
は
、
今
日
で
も
な
お
人
々
の
間
で
最
も
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
福
祉
、

な
い
し
社
会
福
祉
と
い
う
概
念
の
発
生
源
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
新
保
守

主
義
の
立
場
か
ら
社
会
福
祉
の
歴
史
研
究
を
行
っ
て
い
る
ヒ
ン
メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
（G

.H
im
m
elfarb

）
は
、
社
会
実
験
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が

「
民
主
主
義
」
の
基
本
形
を
他
の
国
に
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
「
社
会
福
祉
」
の
基
本
形
を
示
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
4
）

。
イ

ギ
リ
ス
は
社
会
福
祉
の
基
本
思
想
を
な
す
法
体
系
及
び
政
治
体
系
、
そ
し
て
社
会
福
祉
対
象
者
に
関
し
て
、
国
内
行
政
施
策
と
し
て
そ
の

救
済
技
法
を
世
界
で
最
も
早
く
進
め
た
国
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
法
的
根
拠
が
救
貧
法
（poor law

）
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
、
お
よ
そ
三
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
を
対
象
に
君
臨
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
が
孤
児
、
高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
の
貧
民
を
救
済
す
る
分
野
を
長
く
宗
教
的
慈
善
活
動
に
委
ね
、
そ
の
結
果
自
国

の
実
定
法
に
よ
る
貧
民
救
済
制
度
の
法
的
確
立
が
遅
れ
た
事
実
と
比
べ
れ
ば
対
照
的
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
国
々
が
、

福
祉
立
法
及
び
行
政
政
策
の
近
代
的
確
立
に
あ
た
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
イ
ギ
リ
ス
を
参
考
に
し
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
見
て
も
、
ヒ
ン

メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
に
よ
る
指
摘
は
正
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
国
内
で
行
わ
れ
た
救
貧
法
の
研
究
に
お
け
る
今
日
ま
で
の
到

達
点
は
、
社
会
政
策
あ
る
い
は
社
会
福
祉
の
分
野
に
し
て
も
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
政
治
色
の
強
い
歴
史
研
究
を
め
ぐ
る
解
釈
と
い
う

極
め
て
限
定
さ
れ
た
領
域
に
集
中
す
る
と
い
う
現
象
を
呈
し
て
き
た
（
5
）

。
こ
の
研
究
の
閉
塞
を
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
す
る
意
味
か
ら
も
、
イ
ギ

リ
ス
救
貧
法
の
権
利
論
的
源
泉
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
の
研
究
水
準
を
考
察
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
二
）

2
．
救
貧
法
とright to relief

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
一
六
世
紀
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
時
代
に
法
体
系
の
整
備
に
向
け
た
具
体
的
法
制
化
が
す
す
み
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世

の
治
世
に
、
い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
（
6
）

」
と
し
て
そ
の
完
成
を
み
た
。
そ
の
後
も
救
貧
法
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
名
誉
革
命

等
の
国
内
の
政
治
の
変
遷
の
中
で
存
続
・
発
展
を
遂
げ
、
一
八
三
四
年
の
大
改
正
（
7
）

に
よ
っ
て
救
済
の
対
象
を
労
働
者
階
級
の
下
層
に
ま
で

広
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
巧
み
に
変
え
な
が
ら
、
一
九
四
八
年
ま
で
存
続
し
た
（
8
）

。
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
救
貧

法
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
え
た
理
由
の
一
つ
は
、
一
八
三
四
年
を
境
に
そ
れ
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
た
法
的
処
遇
か

ら
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
行
政
立
法
と
し
て
巧
み
に
転
化
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
救
貧
法
は
大
陸
法
と
は
異
な
る
イ

ギ
リ
ス
法
の
特
徴
を
存
分
に
備
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
法
思
想
の
衰
退
後
も
機
能
を
変
化
さ
せ
て
運
用
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

救
貧
法
も
法
で
あ
る
限
り
国
内
の
社
会
政
策
を
規
定
す
る
行
政
的
方
向
付
け
の
役
割
を
担
い
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
貧
民
を
生
活
困
窮
か

ら
救
済
す
る
た
め
の
法
の
定
義
に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
運
用
の
根
本
に
あ
る
思
想
は
、
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
法
律
の
理

念
、
条
項
の
中
に
明
快
に
成
文
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
詳
細
に
突
き
詰
め
れ
ば
、right to relief

と
い
う
こ
と
に
な
る
。right 

to relief

と
は
一
般
に
「
被
救
済
権
」
な
い
し
「
保
護
受
給
権
」
と
理
解
さ
れ
、
旧
救
貧
法
の
時
代
に
は
領
主
と
農
奴
、
支
配
人
と
召
使
、

そ
し
て
職
人
と
徒
弟
等
と
の
間
の
、
封
建
的
身
分
制
に
お
け
る
伝
統
的
救
済
の
慣
例
と
し
て
存
続
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
研
究
に
お
い
て
は
じ
め
て
正
面
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
大
沢
真
理
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本

語
訳
を
せ
ず
、
あ
え
て
原
語
に
よ
る
表
現
を
用
い
た
。
そ
の
理
由
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
用
語
の
独
特
の
構
造
と
理

解
が
、
被
救
済
権
や
生
存
権
の
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
々
に
備
わ
っ
た
固
有
の
権
利
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
的
な
法
の
理
解
と

三
〇



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
三
）

い
う
道
筋
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
（
9
）

。
英
米
法
で
は
常
識
の
範
囲
に
属
す
る
が
、
成
文
法
の
と
ら
え
方
自
体
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
法
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
大
沢
真
理
は
そ
の
こ
と
に
と
り
わ
け
配
慮
し
た
。
筆
者
も
ま
た
こ
の
立
場
に
立
ち
、
本
研

究
の
主
題
を
翻
訳
語
で
は
な
くright to relief

と
表
現
す
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
大
沢
真
理
が
一
九
八
〇
年
代
の
時
点
で
、
も
っ
ぱ
ら

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
救
貧
法
史
観
を
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
当
時
の
救
貧
法
（
及
び
定
住
法
）
研
究
の
制
約
の
中
で
の

問
題
提
起
、
す
な
わ
ち
「
権
利
の
本
質
、
権
利
者
に
相
対
す
る
者
の
義
務
、
第
三
者
の
地
位
や
制
度
的
保
障
等
々
（
10
）

」
を
、
三
〇
年
を
経
た

救
貧
法
の
今
日
的
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
整
理
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
歴
史
で
、
仮
に
人
々
の
普
遍
的
権
利
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
契
約
の
も
と
で
貧
民
の
保
護
が
行
わ
れ
て
い
れ

ば
、
日
本
国
憲
法
が
享
受
す
る
第
二
五
条
の
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
生
存
権
」
の
起
源
が
、
ま
さ
に
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
通
じ
て
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
と
は
異
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
（
旧
救
貧
法
）
は
、
社
会
契
約
立
法
と

し
て
理
解
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
慣
習
法
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
に
よ
る
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
島
領
地
支
配
で
示
さ
れ
た
法
及
び
行
政
機
構
の
伝
統
と
経
験
を
重
視
す
る
統

治
形
態
が
、
基
本
的
に
ノ
ル
マ
ン
征
服
王
朝
以
降
も
継
続
し
、
さ
ら
に
時
代
と
と
も
に
そ
の
厚
み
を
増
し
て
い
っ
た
結
果
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る
貧
民
救
済
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
お
よ
び
教
会
に
よ
る
統
治
、
そ
し
て
行
政
執
行
に
よ
る
「
慣
習
的
」
原
理
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
救
貧
法
の
概
念
そ
の
も
の
を
生
存
権
に
連
な
る
解
釈
で
推
し
は
か
る
こ
と
が
救
貧
法
の
全
体
像
を
網
羅
す
る
こ
と
に

は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
救
貧
法
は
孤
児
、
夫
を
失
っ
た
女
性
、
生
活
困
窮
者
の
ほ
か
に
病
弱
者
や
失
業
者
な
ど
、
そ
の

適
用
範
囲
が
広
く
、
同
時
に
浮
浪
者
や
犯
罪
者
の
取
り
締
ま
り
の
一
部
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
生
存
権
の
源

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
四
）

流
に
よ
ら
な
い
救
貧
法
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
理
か
ら
説
き
起
こ
す
、
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
か
ら

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
哲
学
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
そ
の
発
想
が
遡
る
「
自
然
法
（natural law

）」
に
よ
る
理
解
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
法
学
界
に
定
着
し
て
い
た
。
通
常
の
自
然
法
の
理
解
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
つ
は
自
然
秩
序
す
な
わ
ち
普
遍
的
序
列
に
関
す
る

も
の
で
近
代
国
家
以
前
の
社
会
（
身
分
）
秩
序
も
ま
た
、
こ
の
自
然
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
個
人
は
誰

に
も
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
固
有
の
権
利
を
有
す
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
法
哲
学
に
属
す
る
国
々

は
、
現
在
で
も
な
お
知
的
判
断
の
根
底
に
自
然
法
が
屹
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
彼
ら
の
法
を
深
く
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
権
力
論
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
社
会
契
約
論
の
背
景
を
な
す
基
本
哲
学
も
、
自
然
法
の
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
理
解

が
容
易
に
な
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、right to relief

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
抽
象
的
な
「
権
力
」
な
い
し
「
民
主

主
義
」
が
獲
得
し
た
固
有
の
権
利
の
明
確
な
象
徴
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
が
国
の
憲
法
二
五
条
を
起
点
と
す
る

生
存
権
保
障
の
理
念
は
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
憲
法
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
法
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
こ

と
が
た
と
え
ば
現
行
の
生
活
保
護
法
等
の
運
用
実
態
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
生
存
権
保
障
を
軸
と
し
た
実
定
法

の
出
自
そ
の
も
の
が
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
と
は
縁
が
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
憲
法
二
五
条
第
一
項
は
、
そ
の
運
用
及
び
法
解
釈
に
お
い
て
判

例
や
研
究
の
流
れ
か
ら
福
祉
対
象
者
の
総
合
的
な
権
利
向
上
を
促
す
立
法
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
も
っ
ぱ
ら
「
最
低
生
活
費
保
障
」
の

問
題
へ
と
す
り
替
わ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
主
に
金
銭
の
最
低
保
障
給
付
の
適
切
性
へ
と
収
斂
さ
れ
る
方
向
性
を
持
つ
（
11
）

。
す
な
わ
ち
、

昭
和
憲
法
で
謳
わ
れ
て
い
る
「
生
存
権
」
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
上
位
概
念
を
欠
い
て
い
る
、
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
活

保
護
法
の
法
理
論
は
と
も
か
く
、
実
定
法
上
の
解
釈
と
運
用
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
特
に
自
立
助
長
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
イ
ギ

リ
ス
・
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。
こ
れ
を
単
純
に
言
い
表
せ
ば
、
ド
イ
ツ
法
理
論
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
五
）

ン
的
運
用
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
に
特
徴
的
な
こ
の
英
米
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
の
法
思
想
の
混
在
は
、
そ
の
論
理
的
矛
盾

を
解
く
よ
り
も
、
何
で
あ
れ
利
用
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
思
想
を
積
極
的
に
吸
収
し
た
と
い
う
、
わ
が
国
特
有
の
外
か
ら
の
学
問
、
文

化
の
導
入
方
法
に
よ
る
歴
史
的
形
成
体
と
し
て
理
解
す
る
ほ
う
が
容
易
で
あ
ろ
う
。

救
貧
法
に
戻
る
と
、
一
般
的
な
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
の
説
明
と
し
て
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
あ
る
よ
う
に
今
日
で
い
う
障
害
者
、

高
齢
者
、
孤
児
、
未
亡
人
等
の
救
済
と
浮
浪
者
、
治
安
を
乱
す
軽
犯
罪
者
の
取
り
締
ま
り
を
主
な
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
族
そ
の
他
が
そ
の
伝
統
と
し
て
組
織
的
に
行
っ
て
い
た
生
活
困
窮
者
救
済
事
業
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
治

安
維
持
総
体
の
国
内
行
政
の
需
要
に
よ
る
法
制
化
で
あ
り
、
金
銭
給
付
の
発
展
は
そ
の
具
体
化
の
一
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
同
時
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
教
区
の
貧
民
監
督
官
に
三
つ
の
権
限
を
与
え
て
い
た
（
13
）

。
す
な
わ
ち
第
一
に
既
婚
で
あ
る
と
否
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
自
立
助
長
の
た
め
の
職
業
あ
っ
せ
ん
を
行
う
権
限
で
あ
る
。
第
二
に
、
今
日
で
い
う
身
体
障
害
者
に
最
低
生
活
を
営
む
た

め
の
現
金
給
付
を
行
う
権
限
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
児
童
の
徒
弟
奉
公
の
あ
っ
せ
ん
や
就
労
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
権
限
で
あ
っ
た
。
救

貧
法
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
社
会
政
策
全
般
を
含
む
広
い
範
囲
の
中
で
行
わ
れ
る
行
政
で
あ
っ
た
。

救
貧
法
とright to relief

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
述
べ
て
み
よ
う
。
一
八
八
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
法
を
解
説
し
た

フ
ォ
ー
ル
（T

.W
.F
ow
le

）
に
よ
れ
ば
、
救
貧
法
は
「
我
々
の
感
覚
で
現
存
す
る
（
窮
乏
状
態
を
救
済
す
る
意
味
で
の
）
法
と
は
全
く
言
え
な

い
。
そ
れ
ら
を
呼
ぶ
な
ら
ば
貧
民
に
対
す
る
法
、
お
よ
び
労
働
権
の
た
め
の
法
と
し
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
（
14
）

、
こ

の
理
解
の
仕
方
を
救
貧
法
史
の
研
究
を
行
っ
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
も
引
用
し
て
い
る
（
15
）

。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
に

お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
々
の
権
利
を
「
社
会
権
」
化
し
て
こ
の
概
念
の
も
と
に
法
的
な
判
断
を
下
す
法
基
準
と
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
め
ぐ
る
裁
判
上
の
裁
定
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
六
）

な
解
釈
を
以
て
判
例
の
根
拠
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
貧
民
のright to relief

は
、
主
に
統
治
者
に
よ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
運
用
か
ら
、

長
い
年
月
を
か
け
て
次
第
に
行
政
お
よ
び
教
会
勢
力
の
最
小
行
政
単
位
で
あ
る
教
区
を
通
じ
て
全
体
に
普
及
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
（
16
）

。
ち
な
み
にright to relief

に
つ
い
て
ヒ
ン
メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
は
、「
生
存
の
た
め
の
す
べ
て
の
資
産
を
法
的
に
保
障
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
貧
民
に
労
働
の
義
務
か
ら
の
救
済
を
行
っ
た
」
と
述
べ
る
（
17
）

。

と
こ
ろ
で
社
会
福
祉
の
源
流
を
な
す
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
に
は
、
救
貧
法
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
の
立
法
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
一
六
六
二

年
に
制
定
さ
れ
た
定
住
法
（settlem

ent and rem
oval act （18

）
）
で
あ
る
。
定
住
法
は
、
全
国
各
地
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
、
教
区
が
発
行

す
る
定
住
戸
籍
（settlem

ent
）
を
制
度
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
法
律
の
必
要
性
は
、
清
教
徒
革
命
に
よ
る
国
内
混
乱
に
よ
る
人
口
移

動
に
よ
る
治
安
の
不
安
定
化
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
治
安
維
持
的
強
化
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
定

住
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
政
治
変
動
の
補
強
的
役
割
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
救
貧
法
史
研
究
家
バ
ー

ン
（R

.B
urn

）
も
述
べ
る
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
制
定
以
前
の
生
活
困
窮
者
へ
の
救
済
も
ま
た
、
定
住
戸
籍
の
確
定
し
た
も
の
に

対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
（
19
）

。
旧
救
貧
法
研
究
の
権
威
で
あ
る
ス
ラ
ッ
ク
（P

. S
lack

）
は
、
同
法
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

⑴　

 

新
た
に
教
区
に
来
た
も
の
は
、
二
名
の
治
安
判
事
に
よ
っ
て
四
〇
日
以
内
な
い
し
少
な
く
と
も
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
価
値
の
あ
る

家
に
居
住
し
て
い
な
い
場
合
、
住
民
か
ら
苦
情
が
あ
れ
ば
退
去
さ
せ
ら
れ
た
。
例
外
的
に
出
身
の
教
区
が
い
く
つ
か
の
環
境
条
件
に

よ
っ
て
居
住
を
認
め
た
。

⑵　

ロ
ン
ド
ン
貧
民
法
人
に
よ
る
活
動
の
存
続
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
は
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
が
行
う
こ
と
、
と
さ
れ
た
。

⑶　

巨
大
な
北
部
の
教
区
、
街
区
は
、
自
分
た
ち
の
貧
民
監
督
官
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
（
20
）

。

こ
の
よ
う
に
、
定
住
法
は
救
貧
法
と
名
称
が
異
な
る
。
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
救
貧
法
受
給
の
法
関
係
の
明
確
化
で

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
七
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
救
済
受
給
権
の
教
区
戸
籍
保
持
者
へ
の
明
確
化
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
貧
民
お
よ
び
不
審
者
を
排
除
す
る
権
利
の
明

確
化
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
⑵
、
⑶
の
内
容
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
救
貧
法
を
前
提
と
し
相
互
に
補
完
す
る
役
割
を
有
し
た
法
律
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
ま
で
の
定
住
法
に
よ
る
慣
習
法
的
裁
定
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
定
住
権
を
得
る
（
つ
ま
り
父
方
の
出
自
の
証
明
に
よ
り

出
生
地
が
証
明
さ
れ
る
）
こ
と
と
救
貧
法
に
よ
る
救
済
を
受
給
で
き
る
権
利
と
は
連
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
定
住
法
は
い
く
つ
か
の
改

正
を
経
た
。
た
と
え
ば
一
六
八
五
年
改
正
法
は
一
六
六
二
年
法
の
継
承
だ
が
、
入
来
者
が
到
着
に
つ
い
て
書
面
で
の
通
知
を
教
区
官
吏
ま

た
は
貧
民
監
督
官
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
一
人
に
与
え
た
日
付
か
ら
四
〇
日
ま
で
の
住
居
期
間
に
つ
き
始
ま
る
よ
う
に
定
義
し
た
。
言
い
換

え
れ
ば
、
四
〇
日
の
滞
在
が
、
教
区
官
吏
の
も
と
で
本
人
及
び
そ
の
家
族
が
認
知
し
た
滞
在
期
間
、
と
い
う
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
（
21
）

。
こ
れ
を
受
給
側
か
ら
見
て
み
よ
う
。
生
活
に
困
窮
し
た
人
が
援
助
を
求
め
て
最
初
に
向
か
う
対
象
は
通
常
教
区
官
吏
、
と
り
わ
け
「
貧

民
監
督
官
（overseers of the poor

）」
で
あ
る
。
貧
民
監
督
官
が
援
助
を
必
要
と
認
め
る
基
準
は
、
さ
し
あ
た
り
当
人
が
飢
餓
の
状
態
に

あ
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
飢
餓
と
い
う
緊
急
性
に
よ
る
援
助
の
必
要
性
は
、
貧
民
監
督
官
個
人
の
裁
量
に
よ
り
あ
る
程
度
の
恣

意
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
救
済
決
定
権
は
、
あ
く
ま
で
も
治
安
判
事
が
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
貧
民
監

督
官
が
救
済
の
給
付
を
拒
否
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
決
定
は
治
安
判
事
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
援
助
を
求
め

た
人
が
、
不
服
申
し
立
て
を
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
明
瞭
に
成
文
化
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
個
人
の
権
利
と
し
て
通
常
に
行
わ
れ
て
い
た
手
続
で
あ
っ
た
。
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
の
当
時
一
五
〇
〇
〇
余
に
及
ん
だ
教
区
の
教

会
活
動
を
含
む
行
政
事
務
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
緊
急
的
措
置
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
受
け
入
れ
や
食
事
、
宿
泊
の
世
話
を

行
っ
た
。
つ
ま
り
救
済
は
、
法
的
に
は
救
貧
法
行
政
で
は
あ
る
が
、
一
七
世
紀
の
当
時
は
そ
の
土
地
で
行
わ
れ
た
過
去
の
救
済
に
沿
っ
て

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
八
）

独
自
の
方
式
で
行
う
と
い
う
、
必
ず
し
も
法
執
行
の
厳
格
性
を
重
視
し
な
い
、
比
較
的
緩
や
か
な
仕
組
み
の
下
で
行
わ
れ
た
。
治
安
判
事

や
貧
民
監
督
官
、
そ
れ
に
他
の
事
務
ス
タ
ッ
フ
が
行
う
実
際
の
救
済
に
よ
る
法
の
執
行
に
は
、
個
人
の
裁
量
が
多
く
か
か
わ
る
と
み
な
さ

れ
る
事
例
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
（
22
）

。
し
か
し
こ
の
裁
量
権
は
仮
に
生
活
困
窮
者
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
居
住
証
明
と
し
て
の
定
住
戸
籍

（settlem
ent

）
を
有
す
る
住
民
で
あ
れ
ば
、
定
住
法
に
従
っ
て
必
ず
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
定
住
法
に
つ
い
て
の
彼
ら
に
対
す
る
恣

意
性
は
、
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
23
）

。

定
住
法
は
一
六
九
一
年
に
ま
た
改
正
さ
れ
た
（
24
）

。
改
正
点
は
救
貧
救
済
の
受
領
に
お
い
て
、
教
区
居
住
者
の
登
録
を
導
入
し
、
証
明
書
を

発
行
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

⑴　

 

地
方
税
の
支
払
い
、
徒
弟
奉
公
、
年
季
奉
公
が
定
住
戸
籍
の
資
金
と
な
っ
た
。

⑵　

 

教
区
会
は
年
金
支
払
者
の
証
明
名
簿
を
各
年
作
成
し
、
治
安
判
事
の
権
限
に
よ
る
認
証
が
な
け
れ
ば
名
簿
の
名
前
が
追
加
で
き
な

か
っ
た
（
25
）

。

さ
ら
に
一
六
九
七
年
に
な
っ
て
改
正
が
加
え
ら
れ
た
（
26
）

。
改
正
の
内
容
は
証
明
書
制
度
の
導
入
お
よ
び
教
区
民
へ
の
従
弟
割
当
に
関
す
る

も
の
で
、

⑴　

証
明
書
を
持
っ
た
新
参
者
は
、
理
由
が
あ
る
と
き
に
出
な
け
れ
ば
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

⑵　

救
済
を
受
け
て
い
る
も
の
は
バ
ッ
ジ
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑶　

こ
れ
を
拒
否
す
る
も
の
は
、
過
料
と
し
て
窮
民
徒
弟
奉
公
に
出
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
27
）

。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
最
終
決
定
権
は
、
四
季
巡
回
裁
判
を
通
じ
た
治
安
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
救
済
に
対
す
る
法
的
な
整
備
、

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
九
）

言
い
換
え
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
及
び
定
住
法
の
適
用
は
、
一
八
世
紀
以
降
に
な
っ
て
順
次
行
わ
れ
、
時
代
が
求
め
る
国
内
行
政
法
的
装

い
を
増
し
な
が
ら
持
続
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
一
六
九
七
年
法
は
、
定
住
法
の
法
的
解
釈
を
さ
ら
に
柔
軟
に
し
た
。
個
人
が

証
明
書
な
い
し
バ
ッ
ジ
を
つ
け
て
定
住
戸
籍
か
ら
認
定
を
受
け
る
と
い
う
行
為
は
、
貧
民
の
汚
名
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
被
受
給
者
に

と
っ
て
限
り
な
くright to relief

の
権
利
獲
得
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
（C

harlesw
orth

）
の
著
述
に
よ
れ

ば
、
内
容
的
に
こ
れ
が
法
律
に
規
定
・
明
文
化
さ
れ
る
の
は
、
一
七
一
四
年
で
あ
る
（
28
）

。
一
七
一
四
年
定
住
法
改
正
法
の
概
要
は
、
援
助
を

申
請
し
た
生
活
困
窮
者
が
貧
民
監
督
官
に
よ
っ
て
救
済
の
給
付
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
治
安
判
事
に
対
し
て
再
審
査
を
請
求
で
き
る
こ
と

を
定
め
た
。
ま
た
定
住
法
で
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
生
活
困
窮
の
状
態
に
あ
る
、
義
務
を
全
く
伴
わ
な
い
立
場
の
部
外
者
に
つ
い
て

も
、
す
べ
て
の
立
法
に
先
ん
じ
て
人
道
的
見
地
か
ら
、
飢
餓
状
態
か
ら
救
う
た
め
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
た
（
29
）

。

同
法
の
内
容
を
み
る
と
、
被
救
済
者
の
権
利
性
の
明
確
化
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
人
民
の
権
利
と
し
て
謳
い
あ
げ
る
も
の
で
は
な
く
、

救
貧
法
適
用
時
に
行
政
上
の
義
務
規
定
の
中
か
ら
現
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
際
の
救
貧
行
政
に
お
け
る
保
護
救
済
の
緊
急
性
に
即
し

て
、
救
貧
法
の
運
用
を
緩
和
す
る
過
程
の
中
か
ら
体
験
的
に
出
現
し
た
施
策
の
結
果
が
法
に
反
映
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
旧
救
貧
法
体
制
の

下
で
、
改
正
定
住
法
を
通
じ
た
生
活
困
窮
者
のright to relief

と
い
う
独
立
し
た
概
念
は
、
一
八
世
紀
前
半
か
ら
認
識
さ
れ
始
め
た
と

考
え
て
よ
い
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
説
明
に
よ
る
一
七
一
四
年
法
の
条
文
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
定
住
法
で
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ

る
生
活
困
窮
の
状
態
に
あ
る
、
義
務
を
全
く
伴
わ
な
い
立
場
の
部
外
者
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
の
立
法
に
先
ん
じ
て
人
道
的
法
の
見
地
か

ら
、
飢
餓
状
態
か
ら
救
う
た
め
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
（
30
）

」。
た
だ
、
定
住
法
に
よ
る
居
住
地
確
認
の
明
瞭
な
受
給
対
象
者
は
、

こ
の
よ
う
な
紛
争
事
例
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、「
生
活
困
窮
者
は
、
彼
が
困
窮
状
態
で
あ
れ

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
〇
）

ば
、
教
区
に
戸
籍
を
持
つ
定
住
者
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
（
31
）

。
と
こ
ろ
で
、
実

際
に
貧
困
救
済
業
務
に
あ
た
る
教
区
官
吏
は
、
当
然
な
が
ら
救
貧
法
の
執
行
業
務
と
同
時
に
、
教
会
の
牧
師
に
よ
る
指
揮
命
令
系
統
に
も

属
し
て
い
た
。
救
貧
法
の
法
的
救
済
は
教
会
の
勢
力
に
よ
る
裁
量
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
も
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
教
会
の
倫
理
観
に

よ
れ
ば
、
特
に
生
活
が
困
窮
し
た
未
婚
の
妊
婦
等
に
対
し
て
の
救
済
は
、
あ
ま
り
資
料
が
明
確
で
は
な
い
。
一
八
世
紀
後
半
ま
で
は
、
教

区
の
中
に
は
イ
ギ
リ
ス
高
等
法
院
に
よ
る
救
貧
法
の
指
令
と
争
う
事
例
も
あ
っ
た
が
、
生
活
困
窮
の
救
済
の
緊
急
性
か
ら
、
ま
た
後
に
述

べ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
法
に
見
ら
れ
る
人
道
主
義
化
の
流
れ
か
ら
、
本
人
の
救
済
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
律
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
者
の
保
護
の
緊
急
性
が
確
立
す
る
と
、
書
類
に
よ
る
申
請
保
護
行
政
に
よ
る
手
続
き
の
遅
れ
と
、
浮
浪
化
す

る
貧
民
の
収
容
の
非
効
率
性
を
挽
回
す
る
た
め
の
動
き
が
顕
著
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
救
貧
施
設
を
建
設
し
、
そ
こ
に
生
活
困
窮
者
を
収

容
す
る
動
き
が
加
速
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
各
地
で
建
設
が
行
わ
れ
て
い
た
「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
」
の
建
設
促
進
が
叫
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
32
）

。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
議
会
で
成
立
し
た
立
法
が
一
七
二
二
年
の
ナ
ッ
チ
ブ
ル
法
（K

natchbull ’s A
ct

）
で
あ
る
（
33
）

。
別

名
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
テ
ス
ト
法
と
も
呼
ば
れ
る
ナ
ッ
チ
ブ
ル
法
は
、
教
区
に
お
け
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
建
設
促
進
と
定
住
法
の
居
住
制
限
を

強
化
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

治
安
判
事
に
よ
っ
て
宣
誓
が
行
わ
れ
た
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
付
加
的
な
救
済
リ
ス
ト
も
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

⑵　

 

教
会
管
財
人
と
貧
民
監
督
官
は
、
教
区
住
民
の
合
意
の
も
と
で
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
お
よ
び
複
数
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
借
り
上
げ
、

そ
こ
に
貧
民
の
生
活
維
持
と
就
労
の
た
め
な
ら
だ
れ
で
も
契
約
を
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶　

こ
れ
ら
を
拒
否
す
る
貧
民
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
入
れ
て
救
済
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑷　

こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
二
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
教
区
が
治
安
判
事
の
合
意
の
も
と
で
連
合
で
き
る
（
34
）

。

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
一
）

こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
浮
浪
化
の
防
止
に
よ
る
貧
民
の
当
該
居
住
地
へ
の
留
め
置
き
の
た
め
の
施
策
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。

一
八
世
紀
を
通
じ
て
、
判
例
か
ら
貧
民
の
有
す
る
証
明
書
の
有
効
性
が
際
立
っ
た
。
こ
れ
を
チ
ャ
ー
ズ
ワ
ー
ス
か
ら
転
用
す
る
と
、
証

明
書
の
有
効
性
は
技
術
的
に
送
致
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
こ
と
（R

ex v W
ensley

）、
そ
し
て
そ
れ
は
特
定
の
教
区
に
向
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
（R

ex v L
illington

）。
し
か
し
、
も
し
証
明
書
の
あ
る
教
区
、
保
護
を
申
請
し
た
教
区
以
外
の
第
三
の
教
区
へ
移
住
し
そ

こ
で
定
住
戸
籍
を
得
よ
う
と
し
た
生
活
困
窮
者
は
、
ま
た
も
し
元
の
定
住
戸
籍
の
あ
る
教
区
に
二
年
以
上
戻
れ
ば
、
そ
の
定
住
戸
籍
の
法

的
効
力
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（R

ex v N
ew
ington （35
）

）。
ち
な
み
に
証
明
書
の
発
行
は
二
名
の
治
安
判
事
に
よ
る
も
の
で
、
当

然
な
が
ら
自
由
裁
量
の
余
地
は
高
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
教
区
に
は
貧
民
の
移
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
法
的
権
限
は
な
く
、
た
だ
定

住
権
が
な
い
も
の
は
除
去
し
、
定
住
権
を
有
す
る
者
に
証
明
書
を
発
行
し
た
。
し
か
し
定
住
法
に
従
っ
て
治
安
判
事
に
上
程
す
る
判
断
に

つ
い
て
は
、
教
区
会
の
決
定
が
影
響
し
た
。
こ
の
結
果
、
保
守
的
な
教
区
で
は
教
区
の
救
済
費
用
節
約
の
た
め
に
新
た
な
労
働
者
の
流
入

を
制
限
し
、
そ
の
結
果
当
該
地
区
の
近
代
産
業
の
生
成
や
労
働
市
場
形
成
の
速
度
を
鈍
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

旧
救
貧
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
よ
る
法
解
釈
が
動
揺
す
る
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
近
代
法
規
の
装
い
の
も

と
にright to relief

は
次
第
に
具
体
的
な
形
容
と
な
っ
て
表
れ
て
き
た
。
同
時
に
そ
れ
は
、
旧
救
貧
法
及
び
定
住
法
の
再
定
義
を
要
求

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
政
治
的
に
見
れ
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
（W

. P
itt

）、
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
（W

. W
ilberforce

）
等
の
人

道
主
義
的
貧
困
救
済
観
に
よ
る
最
低
賃
金
制
度
の
提
唱
等
に
よ
る
ホ
イ
ッ
グ
的
議
会
の
動
き
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
後
に
は
、
こ

の
時
期
の
穀
物
の
不
作
等
に
よ
る
経
済
不
況
と
物
価
の
高
騰
と
い
う
深
刻
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政

治
的
な
変
化
で
は
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
に
よ
る
政
治
、
ま
た
経
済
不
況
を
背
景
と
し
て
一
七
九
五
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ヤ
ン
グ
法
（W

illiam
 Y
oung A

ct

）
が
制
定
さ
れ
た
（
36
）

。
同
法
は
、
定
住
法
の
さ
ら
に
大
幅
な
緩
和
を
示
す
内
容
で
、
生
活
困
窮
者
が

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
二
）

他
の
教
区
に
移
住
し
た
い
と
思
う
だ
け
で
移
住
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
年
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
ヤ
ン
グ
法
（
37
）

に
よ
っ
て
定
住
法
に
よ

る
居
住
地
制
限
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
救
済
を
申
請
す
る
も
の
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
の
保
持
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
当
該
教
区
で
救
済
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
困
窮
者
を
他
教
区
へ
移
す
、
な
い
し
救

済
を
拒
否
す
る
根
拠
を
な
す
証
明
書
の
保
持
、
と
い
う
法
的
根
拠
は
次
第
に
薄
弱
に
な
っ
た
。

一
七
九
五
年
ヤ
ン
グ
法
の
第
一
章
条
文
は
、
一
六
六
二
年
定
住
法
の
欠
点
を
長
く
論
じ
た
。
そ
の
欠
点
と
は
、
定
住
法
が
以
前
の
定
住

戸
籍
の
あ
る
教
区
に
送
り
届
け
ら
れ
て
、
そ
れ
以
外
の
教
区
へ
移
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
五
二
年
の
パ
シ
ュ
リ
（R

. 

P
ashley

）
の
著
述
（
38
）

に
よ
れ
ば
、
ヤ
ン
グ
法
の
条
文
に
は
窮
乏
の
主
原
因
は
本
人
の
疾
病
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
び
た
び
続
く
の
で
元
の
教
区

へ
帰
還
す
る
際
に
こ
う
む
る
災
害
に
つ
い
て
、
第
二
章
条
文
で
は
『
貧
困
者
は
し
ば
し
ば
退
去
さ
れ
る
か
当
該
教
区
を
通
過
す
る
。
疾
病

に
り
患
し
て
い
な
が
ら
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
生
命
の
危
機
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
（
39
）

。
一
七
九
五
年
法

は
、
こ
う
し
て
従
来
は
移
動
が
不
可
能
だ
っ
た
貧
民
に
つ
い
て
も
、
第
三
の
場
所
に
移
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
さ
ら
に
、
生
活
困

窮
者
を
定
住
戸
籍
の
あ
る
教
区
へ
移
送
す
る
際
の
費
用
は
従
来
相
手
の
教
区
の
支
払
い
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
担
当
教
区
の
支
払
い

と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
区
移
動
の
制
限
に
か
か
わ
る
一
六
六
二
年
定
住
法
の
運
用
は
、
さ
ら
に
緩
和
さ
れ
た
（
40
）

。
だ
か
ら
と
い
っ
て

一
七
九
五
年
ヤ
ン
グ
法
が
生
活
困
窮
を
訴
え
る
貧
困
者
を
定
住
法
の
基
本
で
あ
る
元
の
教
区
に
送
還
す
る
手
続
き
を
や
め
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
後
も
証
明
書
の
発
行
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
的
な
裁
定
は
残
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヤ
ン
グ
法

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
定
住
法
の
適
用
緩
和
の
方
向
は
促
進
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
陸
軍
兵
士
や
海
軍
水
兵
の
予
防
的
移
住
の
仕
組
み
は
す
で

に
一
七
八
四
年
に
終
了
し
て
い
た
し
、
一
七
九
三
年
の
ロ
ー
ズ
法
（
友
愛
組
合
法
）
は
友
愛
組
合
の
会
員
に
は
教
区
移
動
が
及
ば
な
い
、

と
い
う
例
外
事
項
が
設
け
ら
れ
た
（
41
）

。
一
八
〇
九
年
に
は
貧
民
に
関
す
る
定
住
法
の
改
正
法
が
成
立
し
た
（
42
）

。
こ
の
内
容
は
、
疾
病
に
り
患
し

四
〇



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
三
）

て
い
る
生
活
困
窮
者
の
移
動
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
初
期
の
定
住
法
の
効
力
は
さ
ら
に
薄
れ
た
が
、
そ
の
存
在
は
な
お

新
救
貧
法
の
条
項
に
お
い
て
も
残
存
し
た
の
で
あ
る
。

3
．right to relief

具
体
化
の
過
程
に
つ
い
て

救
貧
行
政
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
法
律
の
観
点
か
ら
は
じ
め
て
、
お
そ
ら
く
決
定
的
な
ま
で
に
明
瞭
に
定
義
し
た
の
は

ベ
ン
サ
ム
（J.B

entham
）
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
旧
救
貧
法
の
行
政
手
法
へ
の
問
題
と
財
政
負
担
の
問
題
が
表
れ
た

一
八
〇
〇
年
代
初
頭
は
、
法
学
的
に
は
時
を
同
じ
く
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
懐
疑
が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に

コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
反
論
を
も
っ
と
も
強
力
に
推
し
進
め
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
法
実
証
主
義
と
功
利
主
義
の
体
系
を
打
ち
立
て
た
の
は
ベ

ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
し
て
向
け
た
批
判
的
理
論
の
一
つ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
旧
救
貧
法
の
処
遇
を
め
ぐ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
が
捉
え
た
旧
救
貧
法
は
、
歴
史
主
義
と
権
威
主
義
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
代
表
の
ひ

と
つ
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
残
滓
で
も
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
批
判
、
す
な
わ
ち
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
時
代
の
恩

師
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
学
説
に
対
す
る
権
威
主
義
へ
の
反
発
と
と
も
に
、
功
利
主
義
理
論
に
よ
る
自
ら
の
理
論
確
立
の
た
め
に
も
旧
救

貧
法
に
代
わ
る
（
新
）
救
貧
法
理
論
を
自
ら
の
手
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
救
貧
法
に
関
す
る
考
察
を
始
め
る

き
っ
か
け
は
、
一
九
九
七
年
当
時
の
、
彼
の
友
人
で
あ
る
ピ
ッ
ト
や
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
を
代
表
と
す
る
議
会
の
議
員
た
ち
が
、
人
道

的
見
地
か
ら
最
低
賃
金
や
救
貧
法
適
用
の
緩
和
を
打
ち
出
し
た
動
き
を
見
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
実
際
彼
の
新
救
貧
法
へ
向
け
た
個
人
的
見

解
は
そ
の
内
容
が
公
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
直
弟
子
の
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

. C
hadw

ick

）
に
受
け
継
が
れ
て
、
彼
に
よ
る
法
思
想

と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
（
43
）

。

四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
四
）

ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
に
関
す
る
書
簡
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
ご
く
一
部
の
者
に
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
指
導
層
が
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
の
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
前
の
救
貧

法
研
究
者
が
検
討
し
た
く
て
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
マ
イ
ケ
ル
・
ク
ウ
ィ
ン
（M

ichael Q
uinn

）
が
編
纂
し
た
ベ

ン
サ
ム
の
救
貧
法
書
簡
集
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ウ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
サ
ム
は
定
住
戸
籍
の
所
在
が
明
確
で

あ
る
以
上
は
救
済
が
与
え
ら
れ
る
権
利
、
す
な
わ
ち
救
貧
法
受
給
権
が
発
生
す
る
、
と
明
瞭
に
述
べ
る
。
ク
ウ
ィ
ン
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、

ベ
ン
サ
ム
はright to relief 

つ
ま
り
救
済
を
受
け
る
権
利
が
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
発
生
す
る
も
の
だ
と
し
、
同
時
に
法
的

根
拠
を
救
貧
法
及
び
定
住
法
と
し
、
そ
の
表
現
をno m
an, settlem

ent or no settlem
ent shall be left to starve

と
し
て
い
る
（
44
）

。
し

た
が
っ
て
生
活
困
窮
に
対
す
る
救
済
の
受
給
権
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
っ
て
も
ま
た
定
住
法
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

実
際
、
救
貧
法
と
定
住
法
の
二
つ
の
法
を
全
体
と
し
て
一
つ
と
み
な
す
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
救
貧
行
政
は
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
た
治
安

判
事
と
貧
民
監
督
官
の
行
政
機
構
に
よ
る
行
政
裁
量
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
救
済
の
申
請
も
給
付
の
決
定
も
、
さ
ら
に
は
荘
園
領

主
や
教
区
内
の
富
裕
な
人
々
か
ら
徴
収
さ
れ
た
地
方
税
も
、
長
い
間
外
部
の
政
治
的
変
動
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
大
き
な
矛
盾
も
な

く
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
は
大
き
い
。
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
政
治

的
な
変
動
が
続
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
成
立
以
降
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
名
誉
革
命
等
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
動
乱
は
決
し
て

小
さ
く
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
国
内
動
乱
に
よ
る
中
央
政
権
の
決
定
的
な
変
更
の
中
で
も
な
お
、
行
政
管
轄
区
と
し
て
の
教
区
に
お
け

る
救
貧
法
行
政
の
執
行
は
、
大
き
な
変
化
を
経
る
こ
と
も
な
く
維
持
さ
れ
た
。
ベ
ン
サ
ム
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
旧
救
貧
法
に
よ
る
法
の
執

行
と
は
、
定
住
法
に
よ
る
戸
籍
の
確
立
に
よ
っ
て
被
救
済
権
も
ま
た
生
じ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
当
時
の
経
済
学

者
の
多
く
が
、
賃
金
基
金
説
を
根
拠
に
救
貧
法
廃
止
の
論
陣
を
張
っ
た
事
実
に
比
べ
て
、
法
学
者
と
し
て
の
彼
の
当
然
の
理
解
と
い
え
る
。

四
二



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
五
）

同
様
に
ス
ネ
ル
（K

.D
.M
 S
nell

）
は
、
定
住
権
を
有
す
る
教
区
に
居
住
す
る
者
の
救
済
は
、「
特
殊
な
特
権
」
言
い
換
え
れ
ば
「
貧
民
の
」

特
殊
な
権
利
と
い
え
る
、
と
述
べ
る
（
45
）

。
し
か
し
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
産
業
革
命
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
そ
し

て
第
二
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
、
人
口
の
増
加
及
び
都
市
化
と
流
動
化
が
、
結
果
と
し
て
定
住
法
を
根
拠
と
し
た
旧
救
貧
法
行
政

の
持
続
を
困
難
に
し
た
（
46
）

。

先
述
の
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
救
貧
法
関
係
書
簡
集
に
従
え
ば
、right to relief

の
内
容
に
つ
い
て
法
律
上
比
較
的
明
瞭
に
し
た
の
は
、

ギ
ル
バ
ー
ト
法
（
47
）

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
法
の
内
容
は
、
自
分
た
ち
の
事
情
に
よ
り
、
居
住
し
て
い
る
地
域
か
ら
す
ぐ
に
生
ま
れ
た

地
域
に
移
動
が
で
き
な
い
居
住
者
が
、
生
活
困
窮
と
い
う
事
由
に
よ
り
救
済
を
要
求
す
る
場
合
、
救
貧
法
に
よ
る
救
済
の
提
供
者
の
責
任

と
し
て
ギ
ル
バ
ー
ト
法
第
三
八
章
を
適
用
す
る
、
と
あ
る
。
ち
な
み
に
ギ
ル
バ
ー
ト
法
第
三
八
章
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
ど

こ
の
教
区
、
街
区
、
場
所
で
も
、
該
当
す
る
と
こ
ろ
に
滞
っ
て
、
公
式
の
定
住
地
を
持
た
ず
、
何
ら
か
の
事
故
に
遭
遇
し
て
、
ま
た
は
危

険
な
病
気
や
身
体
が
疾
患
状
態
に
な
り
、
し
か
も
生
存
の
た
め
の
資
産
を
持
た
ず
、
手
続
き
を
彼
ら
の
定
住
地
に
送
り
え
な
い
貧
困
者
を

扱
う
場
合
は
、
当
該
場
所
の
近
く
の
貧
民
保
護
官
は
要
求
に
基
づ
き
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
察
知
し
て
、
彼
ら
が
安
全
に
移
っ
て
ゆ
け
る

よ
う
に
な
る
ま
で
住
む
場
所
を
提
供
し
、
適
切
な
食
物
を
与
え
、
か
つ
扶
助
（
必
要
な
衣
服
も
）
す
る
べ
き
で
あ
る
（
48
）

。」
こ
の
条
項
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
緊
急
性
を
有
し
か
つ
出
自
が
明
瞭
で
は
な
い
生
活
困
窮
者
で
も
、
従
来
の
定
住
法
に
よ
る
制
限
を
超
え
て
地
元
の
救
貧

資
源
お
よ
び
財
源
に
よ
っ
て
救
済
す
べ
き
だ
と
の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
当
該
居
住
地
に
貧
民
を
固
定
し
よ
う

と
す
る
定
住
法
の
目
的
を
基
本
的
に
は
維
持
し
つ
つ
、
さ
ら
に
運
用
上
は
緩
和
す
る
内
容
で
あ
る
。
実
際
の
救
済
が
そ
こ
に
存
在
す
る
生

活
困
窮
者
の
申
請
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
す
る
法
律
の
観
点
は
、
明
ら
か
に
近
代
的
公
的
扶
助
の
「
緊
急
性
の
原
理
」
を
導
く
も
の
に
な

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ギ
ル
バ
ー
ト
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
地
方
政
府
に
よ
っ
て
広
く
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
六
）

ギ
ル
バ
ー
ト
法
の
趣
旨
の
一
つ
は
、
教
区
の
連
合
に
よ
っ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
大
規
模
に
し
、
有
給
の
管
理
者
を
置
く
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
が
、
実
際
お
よ
そ
一
五
〇
〇
〇
の
教
区
の
う
ち
、
こ
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
も
の
は
九
〇
〇
余
り
、
教
区
連
合
の
設
立
は
六
七
で

し
か
な
か
っ
た
（
49
）

。
ギ
ル
バ
ー
ト
法
成
立
に
象
徴
さ
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
派
に
よ
る
運
動
と
も
連
携
し
た
救
貧
法
の
人
道
主
義
化

は
、
一
八
世
紀
後
半
の
産
業
革
命
の
勃
発
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
新
中
産
階
級
の
台
頭
と
労
働
者
階
級
の
発
展
、
言
い
換
え
れ
ば
貧
民
の
賃
労

働
者
化
の
促
進
の
過
程
で
必
然
的
に
発
生
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
効
果
的
に
機
能
し
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
述
べ
た
よ
う
に
工
場
制
工
業
の
発
展
は
そ
の
前
提
と
し
て
労
働
移
動
の
自
由
化
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ほ
か
な
ら

ぬ
定
住
法
の
存
在
が
、
次
第
に
こ
の
時
代
の
労
働
力
自
由
化
の
阻
害
要
因
と
な
る
、
と
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九

世
紀
初
め
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
を
め
ぐ
る
論
争
で
、
た
と
え
ば
マ
ル
サ
ス
は
貧
民
の
人
口
増
加
を
農
業
に
よ
る
穀
物
生

産
と
工
業
製
品
の
増
加
と
の
関
係
で
説
明
し
、
賃
金
基
金
説
と
し
て
解
明
す
る
中
で
救
貧
法
解
体
論
を
展
開
し
た
。
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ー

ド
ゥ
、
そ
し
て
ナ
ッ
ソ
ウ
セ
ニ
ア
ー
等
の
当
時
の
経
済
学
者
に
し
て
み
れ
ば
、
古
典
的
賃
金
論
の
中
に
貧
民
の
権
利
や
義
務
規
定
が
入
り

込
む
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
法
学
者
ベ
ン
サ
ム
は
貧
困
問
題
を
都
市
化
に
よ
る
人
口
増
加
に
付
随
す
る
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
私
的
所
有
の
多
寡
に
よ
っ
て
人
口
増
加
は
制
限
さ
れ
る
と
い
う
論
拠
に
よ
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
人
口
と
い
う
も
の
は
性
交
へ
の
願
望
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
存
に
必
要
な
資
産
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
（
50
）

」。

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
は
救
貧
法
解
体
論
者
に
は
与
せ
ず
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
施
設
収
容
の
方
法
へ
と
論
を
導
い
て
い
っ
た
。
彼
が

示
し
た
貧
困
（poverty

）
と
生
活
困
窮
（indigence

）
の
区
分
に
よ
る
救
貧
法
の
存
在
論
的
理
解
は
、
そ
の
後
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

. 

C
hadw

ick

）
に
よ
っ
て
（
ベ
ン
サ
ム
の
説
に
よ
ら
な
い
）
救
貧
法
擁
護
論
と
な
る
（
51
）

。
し
か
し
今
日
、
こ
の
区
分
法
に
よ
る
救
貧
法
の
社
会
福

四
四



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
七
）

祉
立
法
と
し
て
の
再
定
義
の
先
駆
け
を
作
っ
た
の
は
す
で
に
ベ
ン
サ
ム
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
52
）

。

4
． 

新
救
貧
法
とright to relief

に
つ
い
て

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
研
究
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
に
よ
る
と
、
イ
ギ

リ
ス
救
貧
法
に
お
い
て
最
も
鮮
明
に
被
救
済
者
の
権
利
性
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正
の
第
五
四
章
の
表
記
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
教
区
の
官
吏
（
貧
民
監
督
官
な
い
し
救
済
官
等
）
は
「
そ
の
た
び
ご
と
の
ケ
ー
ス
で
一
時
的
な
救
済
が
要
求
さ

れ
た
場
合
、
究
極
的
必
要
の
範
囲
で
」
救
済
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
53
）

。
と
こ
ろ
が
、
法
の
表
記
に
は
肝
心
の
「
生
活
困
窮
」
の
定

義
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
救
済
は
申
請
に
よ
る
が
、
救
済
の
判
定
は
依
然
と
し
て
教
区
委
員
か
貧
民
監
督
官
、
そ
し
て
そ
れ
を
認
定
す

る
地
方
の
治
安
判
事
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
権
利
性
に
関
す
る
明
確
な
規
定
を
伴
わ
な
く
て
も
貧
困
者
処
遇
の
行
政
措
置

を
実
現
で
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
と
い
え
る
。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
で
も
、
定
住
法
の
条
項
は
存
続
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の

貧
民
に
対
す
る
条
項
は
大
幅
に
削
ら
れ
た
（
54
）

。
新
救
貧
法
は
教
区
と
定
住
戸
籍
保
持
者
と
の
個
人
の
権
利
性
、
義
務
と
負
荷
の
関
係
に
つ
い

て
明
瞭
に
認
め
る
、
と
い
う
点
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
離
れ
た
近
代
法
の
様
相
を
整
え
た
。
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
貧
民

救
済
の
対
象
は
個
人
で
は
な
く
、
世
帯
主
を
筆
頭
と
す
る
家
族
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
家
族
と
い
う
集
団
が
救
済
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
「
権
利
性
」
と
し
て
み
な
さ
れ
た
の
は
、
定
住
法
に
よ
る
相
互
補
完
の
機
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
定

住
法
に
よ
る
戸
籍
は
、
婚
姻
及
び
出
産
時
の
戸
主
を
規
定
し
、
ま
た
居
住
地
の
移
動
に
つ
い
て
も
戸
主
の
責
任
を
明
確
に
し
た
。
定
住
戸

籍
の
法
的
根
拠
も
ま
た
、
戸
主
の
配
偶
者
な
い
し
子
供
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
の
判
断
は
定
住
法
に
よ
る

個
人
が
所
有
す
る
権
利
性
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
55
）

。
だ
が
、
新
救
貧
法
に
お
い
て
は
労
働
者

四
五
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の
圧
倒
的
多
数
に
、
こ
の
条
項
が
当
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
新
救
貧
法
は
、
労
働
者
に
対
し
て
定
住
戸
籍
の
相
続
を
断
ち
切
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
が
伝
統
的
に
与
え
て
い
た
定
住
戸
籍
に
よ
る
救
済
権
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
（
56
）

。
こ
れ
は
、
中
世
以
降
維
持
さ
れ
て

き
た
地
方
行
政
の
「
教
区
」
に
よ
る
優
位
性
が
終
焉
を
迎
え
る
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
制
定
に

関
連
し
た
当
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
改
良
者
た
ち
は
、
そ
の
中
央
集
権
制
へ
の
指
向
が
、
地
方
か
ら
た
と
え
反
発
を
受
け
よ
う
と
も
、
そ

の
対
案
の
手
法
と
し
て
旧
救
貧
法
が
獲
得
し
た
権
利
性
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

既
に
考
察
し
て
き
た
と
お
り
、
議
会
や
議
会
外
の
知
的
指
導
者
の
運
動
に
よ
る
旧
救
貧
法
体
制
の
動
揺
と
、
新
救
貧
法
成
立
へ
至
る
過

程
は
、
受
給
者
た
る
貧
困
層
が
自
ら
の
処
遇
に
対
す
る
不
満
を
表
明
す
る
と
い
う
、
受
益
者
お
よ
び
そ
の
利
害
代
表
に
よ
る
強
力
な
意
思

表
示
の
結
果
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
。
議
会
を
流
れ
た
人
道
主
義
（
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
）
に
よ
る
救
済
強
化
に
よ
る
立
法
の
動
き
は

あ
っ
た
が
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
地
方
税
と
し
て
徴
税
さ
れ
る
当
時
の
支
配
層
の
救
貧

税
負
担
の
耐
え
難
い
重
さ
か
ら
沸
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
貧
民
救
済
に
関
す
る
論
点
は
、
救
貧
法
研
究
と
い
う
名
を
借
り
な

が
ら
、
法
律
と
し
て
の
権
利
や
義
務
を
強
調
す
る
視
点
で
は
な
く
、
経
済
学
お
よ
び
経
済
思
想
史
の
視
点
に
よ
っ
て
の
み
、
論
じ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
上
か
ら
」
の
需
要
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
貧
困
に
対
す
る
社
会
政
策
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
特
徴
的

で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
傾
向
は
お
よ
そ
一
〇
〇
年
後
の
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
行
わ
れ
た
「
貧
困
問
題
」
を
め
ぐ

る
社
会
政
策
が
、
貧
困
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
に
も
発
揮
さ
れ
た
。
問
題
の
設
定
と
社
会
改
良
の
動
き
は
、
貧
困
者
自
身
お
よ
び
仲
間
の

社
会
主
義
に
よ
る
権
利
性
や
団
結
の
問
題
と
し
て
設
定
す
る
階
層
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
対
象
化
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
富
裕

な
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
（
57
）

。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
出
現
し
た
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
に
対
し
て

四
六



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
九
）

right to relief

か
ら
の
評
価
を
試
み
よ
う
。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
成
立
は
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
し
た
ベ
ン
サ
マ
イ
ト

と
呼
ば
れ
る
ベ
ン
サ
ム
思
想
信
奉
者
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
、
実
現
し
た
。
思
想
的
指
導
者
の
ベ
ン
サ
ム
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
近
代
法
学
の
確
立
に
寄
与
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
批
判
し
、
各
人
の
持
つ
個
別
の
権
利
を
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
と
い
う
社
会

的
連
続
性
へ
と
押
し
上
げ
た
。
確
か
に
彼
の
基
本
原
理
は
、
功
利
主
義
と
し
て
知
ら
れ
る
幸
福
の
最
大
化
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
自

然
法
解
釈
に
よ
る
王
室
・
旧
貴
族
、
教
会
お
よ
び
領
主
等
伝
統
的
中
産
階
級
の
利
害
擁
護
の
た
め
の
貧
民
抑
圧
な
い
し
放
置
、
す
な
わ
ち

救
貧
法
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
58
）

。

ま
た
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
新
救
貧
法
の
立
法
趣
旨
が
あ
た
か
も
労
働
権
と
の
ト

レ
ー
ド
オ
フ
、
す
な
わ
ち
労
働
テ
ス
ト
と
引
き
換
え
の
生
存
給
付
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
考
え
方
を
容
れ
る
わ
け
に
も
い
か
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
筆
者
が
二
〇
一
一
年
の
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
新
救
貧
法
の
思
想
的
原
則
を
作
っ
た
の
は
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
行
政
や
治
安
判
事
に
関
係
し
た
専
門
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
確
立
し
た
「
劣
等
処
遇
」
や

「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
」
の
原
則
は
、
法
的
に
生
活
困
窮
者
の
個
人
と
し
て
の
権
利
を
認
め
、
そ
の
生
存
を
保
障
す
る
範
囲
内
で
の
取
決

め
で
あ
っ
た
。
新
救
貧
法
の
原
則
を
提
唱
し
た
人
々
は
確
か
に
当
時
の
経
済
思
想
家
の
影
響
は
受
け
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
てright to 

relief

の
原
則
を
放
棄
し
、
救
貧
法
解
体
を
唱
え
た
り
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
（
59
）

。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
に
よ
る
貧
民
抑
制
と
は
、

救
貧
税
負
担
の
効
率
化
を
意
図
す
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
旧
救
貧
法
か
ら
の
基
本
原
理
は
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

定
住
法
の
権
限
の
削
減
に
よ
り
、
権
利
上
の
変
化
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
新
救
貧
法
の
条
文
に
よ
っ
て
貧
困
救
済
に
関

す
る
地
方
の
自
治
裁
量
権
、
言
い
換
え
れ
ば
教
区
の
救
済
権
を
奪
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
個
人
の
救

済
権
を
は
く
奪
し
、
新
た
に
国
内
行
政
法
に
よ
る
貧
民
統
治
に
移
譲
す
る
転
換
点
と
な
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
時
点
か
ら

四
七
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貧
民
の
救
済
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
の
「
権
利
」
か
ら
「
行
政
の
寛
大
さ
」
へ
と
変
容
し
た
、
と
述
べ
る
（
60
）

。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
救
貧
法
史
研
究
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
通
じ
た
定
住
法
と
の
一
体
的
分
析
の
視
点
は
、
英
米

を
中
心
と
し
た
研
究
の
水
準
に
お
い
て
、
今
日
で
は
定
説
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
英
米
諸
国
の
研
究
過

程
か
ら
し
て
も
最
近
の
研
究
成
果
に
属
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
視
点
に
つ
い
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、right to relief

の
概
念
に
一
九
七
〇
年
代
か
ら
比
較
的
早
い
時
点
で
着
目
し
、
分
析
を
行
っ
た

の
は
大
沢
真
理
で
あ
っ
た
。
大
沢
真
理
は
自
身
の
著
作
で
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
著
作
やT

.H
.

マ
ー
シ
ャ
ル
の
論
文
を
引
用
し
て
新
救
貧
法

の
「
自
由
主
義
段
階
論
」
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
整
理
し
た
。
こ
の
視
点
の
重
要
さ
は
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

社
会
政
策
に
お
け
る
「
扶
助
請
求
権
否
認
の
自
由
主
義
国
家
像
」
と
し
て
、
経
済
思
想
史
の
中
で
半
ば
「
常
識
的
」
な
解
釈
が
通
っ
て
い

た
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
議
論
の
一
つ
の
重
要
な
立
脚
点
の
た
だ
な
か
で
敢
え
て
提
起
し
た
研
究
視
点
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
作
業
で
大
沢
は
、
ベ
ン
サ
ム
や
後
の
法
学
者
に
よ
る
新
解
釈
が
現
れ
る
は
る
か
以
前
の
当
時
の
文
献
の
制
約
の
中
で
、
膨
大
な
資
料
を

検
討
し
た
う
え
でright to relief

の
概
念
は
明
ら
か
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
誘
導
す
る
方
向
と
は
異
な
る
、
と
見
抜
い
た
（
61
）

。
も
っ
と
も
こ

れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
当
時
の
時
点
で
知
り
う
る
史
料
の
限
界
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
の
隘
路
を
突
く
視
点

と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
今
日
の
救
貧
法
研
究
者
の
間
で
は
「
常
識
」
に
位
置
す
る
定
住
法
とright to relief

の
概
念
と
の
法
的

な
関
係
に
つ
い
て
、
一
八
三
四
年
の
時
代
が
そ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
は
な
い
（
62
）

。
大
沢
真
理
の
分
析
も
、
救
貧
法
委
員
会

が
当
時
よ
う
や
く
用
い
始
め
たright to relief

の
概
念
を
、
必
ず
し
も
定
住
法
の
存
在
と
そ
の
変
遷
に
沿
っ
て
考
察
で
き
る
状
況
に
な

か
っ
た
中
で
の
、
難
解
な
解
釈
に
終
始
し
て
い
る
（
63
）

。
新
救
貧
法
に
お
け
る
定
住
法
の
位
置
は
、
ま
さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
適
用
の
残
滓

と
、
近
代
法
と
の
入
れ
替
わ
り
に
つ
い
て
、
時
間
を
か
け
る
形
で
移
行
さ
せ
る
と
い
う
セ
レ
モ
ニ
ー
の
一
つ
と
し
て
作
用
し
た
と
み
ら
れ

四
八
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ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
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野
）

（
二
二
一
）

る
。
こ
う
し
て
新
救
貧
法
は
国
内
行
政
法
の
ひ
な
型
を
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
法
体
系
が
さ
ら
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
新
救
貧
法
内
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
側
面
が
次
第
に
消
滅
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
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も
詳
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で
あ
る
。

（
2
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ド
イ
ツ
連
邦
基
本
法
で
は
、
社
会
権
の
う
ち
個
人
の
尊
厳
に
関
す
る
項
目
が
生
存
権
よ
り
優
位
の
位
置
に
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で

あ
る
。

　
　

ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
条
「
人
間
の
尊
厳
、
基
本
権
に
よ
る
国
家
権
力
の
拘
束
」M

enschenw
ürde, G

rundrechtsbindung der staatlichen 

G
ew
alt

を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） 

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
の
は
憲
法
第
二
五
条
第
二
項
、「
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い

て
、
社
会
保
障
、
社
会
福
祉
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
文
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
項
に
つ
い
て

は
、
原
案
が
我
が
国
の
国
会
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
条
文
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
今
日
の
社
会

福
祉
の
こ
と
を
わ
が
国
で
は
「
社
会
事
業
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　
　

日
本
国
憲
法
第
二
五
条
第
一
項
の
成
立
に
関
す
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
矢
野　

聡
（
二
〇
一
二
）『
日
本
公
的
年
金
政
策
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

五
八－

六
一
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
4
） G

.H
im
m
elfarb 

（1984

）, ’T
he Idea of P

overty ’ F
aber :L

ondon,p.5

（
5
） 

新
救
貧
法
と
古
典
派
経
済
学
と
の
連
関
を
最
も
よ
く
ま
と
め
た
論
考
と
し
て
、
森
下
宏
美
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
わ

が
国
の
救
貧
法
研
究
の
蓄
積
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
経
済
思
想
史
か
ら
の
論
考
で
あ
り
、
新
救
貧
法
と
い
う
法
制
度
を
扱
い
な
が
ら
法

思
想
と
そ
の
運
用
の
変
化
と
発
展
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
は
な
い
。

　
　

森
下
宏
美
（
二
〇
〇
六
）、「
救
貧
法
改
革
と
古
典
派
経
済
学
」、『
北
海
道
大
学　

経
済
学
研
究
』、
第
五
六
巻
第
二
号
、pp.51-62.

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
二
）

（
6
） 1601. 43 E

lizabeth. cap. 2.
（
7
） 1834. P

oor L
aw
 A
m
endm

ent A
ct, 4&

 5 W
illiam

 Ⅳ
. cap. 76.

（
8
） 
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
、
一
九
四
八
年
に
成
立
し
た
「
国
民
扶
助
法N
ational A

ssistance A
ct 1948

：1948 c. 29 

（R
egnal. 11_and_12_

G
eo_6

）
に
よ
っ
て
、
法
制
上
は
最
終
的
に
消
滅
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
遺
構
や
劣
等
処
遇
の
精
神
の
存
続
な
ど
、

救
貧
法
に
付
随
し
た
国
内
の
意
識
は
す
ぐ
に
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。

（
9
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉
国
家
」
東
京
大
学
出
版
社　

は
し
が
き

（
10
） 

同
右
二
頁

（
11
） 

こ
れ
に
つ
い
て
、
最
近
の
個
別
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
社
会
政
策
学
会
第
一
一
九
回
大
会
の
共
通
論
題
、「
最

低
賃
金
制
度
と
生
活
保
護
制
度
」
を
参
照
願
い
た
い
。

　
　

社
会
政
策
学
会
誌
（
二
〇
一
〇
）「
社
会
政
策
」
第
二
巻
第
二
号
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
五－

四
七
頁

（
12
）　

例
え
ば
戦
後
の
生
活
保
護
行
政
を
先
導
し
た
木
村
忠
次
郎
も
、
ま
た
小
山
進
次
郎
も
、
そ
の
解
釈
と
運
用
の
方
針
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
法
に

よ
る
福
祉
国
家
思
想
の
影
響
下
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

小
山
進
次
郎
『
改
訂
増
補
生
活
保
護
法
の
解
釈
と
運
用
（
復
刻
版
）』
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
二
〇
〇
四
年

（
13
） 1601. 43 E

lizabeth. cap. 2. ’F
or the R

lief of the P
oor ’

（
14
） T

.W
.F
ow
le 

（1881

）, ’T
h

e P
oor L

aw
’ L
ondon M

acm
illan and C

o. p.55.

（
15
） S

idney and B
eatrice W

ebb 

（1963

）, ’E
n

glish
 P

oor L
aw

 H
istory P

art1: T
h

e O
ld

 P
oor L

aw
’ F
rank C

ass and C
o. p.397.

（
16
） 

実
際
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
が
普
遍
的
な
法
律
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
全
体
に
普
及
す
る
の
に
は
一
〇
〇
年
の
歳
月
が
か
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
17
） G
.H
im
m
elfarb, ibid.p.149.

（
18
） 1662. 14 C

harles Ⅱ
. cap. 12.

（
19
） R

.B
urn 

（1764

）, T
h

e H
istory of th

e P
oor L

aw
s, R
eprinted 1973 by A

ugustus M
. K
elly P

ublishers, pp106-111

五
〇



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
二
三
）

（
20
） P

.S
lack 

（1990

）, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw
, 1531-1782, C

am
bridge U

niversity P
ress,p.54.

（
21
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）, W
elfare’s F

orgotten
 P

ast,R
outredge p.52.

（
22
） 
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
最
近
で
はB

edfordshire

の
教
区
の
救
貧
法
運
用
事
例
を
分
析
し
た
、S

am
antha W

illiam
s 

（2011
）, P

overty, G
en

d
er an

d
 L

ife-C
ycle u

n
d

er th
e E

n
glish

 P
oor L

aw
 1760-1834, T

he R
oyal H

istorical S
ociety: T

he B
oydell 

P
ress 

を
参
照
願
い
た
い
。

（
23
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.50

（
24
） 1691. 3 W

illiam
 and M

ary, cap. 11. ’F
or ... supplying the D

efects of the form
er L
aw
s for the S

ettlem
ents of the P

oor ’

（
25
） P

.S
lack 

（1990

）, ibid. p.54.

（
26
） 1696-97. 8&

9 W
illiam

 Ⅲ
. cap. 30. ’F

or supplying som
e D
efects in the law

s for the R
elief of the P

oor ’

（
27
） P

.S
lack 

（1990

）, ibid. p.54.

（
28
） 1714. 1 G

eorge Ⅰ
. S
s 1, 2,C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid.,p.50.

（
29
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., pp.50-51.

（
30
） Ibid.p.51.

（
31
） Ibid.p.51

（
32
） 

こ
の
動
き
に
つ
い
て
は
矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
概
論
⑴
」、『
政
経
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
政
経
研
究
所
、

一－

二
四
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
33
） 1722. 9 G
eorge Ⅰ

. cap. 7. ’F
or A
m
ending the L

aw
s relating to the S

ettlem
ent,E

m
ploym

ent and R
elief of the P

oor  

（W
orkhouse 

T
est A

ct

）’

（
34
） P
. S
lack 

（1990

）, p.55.

（
35
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.54.

（
36
） 1795. 35 G

eorge Ⅲ
. cap. 101. A

n A
ct to prevent the R

em
oval of P

oor P
ersons until they shall becom

e actually C
hargeable

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
四
）

（
37
） 1796. 36 G

eorge Ⅲ
. cap. 10 and 23.

（
38
） P

ashley.R
 

（1852

）, P
au

parism
 an

d
 P

oor L
aw

s, L
ondon: L

ongm
an B

row
n G
reen and L

ongm
ans, by K

essinger P
ublishing ’s 

L
egacy R

eprints 

（
39
） Ibid.,p.253.

（
40
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.56.

（
41
） J.R

. P
oynter 

（1969

）, S
ociety an

d
 P

au
perism

, E
n

glish
 Id

eas on
 P

oor R
elief 1795-1834, R

outledge and K
egan P

aul 

L
im
ited, p7.

（
42
） 1809. 49 G

eorge Ⅲ
. cap. 14.

（
43
） 

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、A

nthony B
rundage 

（1988

）, E
n

glan
d

’s P
ru

ssian
 M

in
ister: E

d
w

in
 C

h
ad

w
ick an

d
 th

e P
olitics 

of G
overn

m
en

t G
row

th
, 1832-1854, T

he P
ennsylvania S

tate U
niversity P

ress 

邦
訳
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ブ
ラ
ン
デ
イ
ジ　

廣
重
準
四
郎
、

藤
井
徹　

訳
（
二
〇
〇
二
）、『
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク　

福
祉
国
家
の
開
拓
者
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
を
参
照
願
い
た
い
。

（
44
） M

. Q
uinn 

（ed.

） （2001

）, T
h

e C
ollected

 W
orks of Jerem

y B
en

th
am

; W
ritin

gs on
 th

e P
oor L

aw
s,V

ol. I, C
larendon P

ress

・

O
xford

（
45
） K

.D
.M
 S
nell 

（1985

）, A
n

n
als of th

e L
aborin

g P
oor: S

ocial C
h

an
ge an

d
 A

grarian
 E

n
glan

d
 1660-1900, C

am
bridge 

U
niversity P

ress P
.73. 

（
46
） L

ynn H
ollen L

ees 

（1998

）, T
h

e S
olid

arities of S
tran

gers, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw

s an
d

 th
e P

eople,1700-1948, C
am
bridge 

U
niversity P

ress, pp.73-81.

（
47
） 1782. 22 G

eorge Ⅲ
. cap. 83.

（
48
） A
nno R

egni G
E
O
R
G
II Ⅲ

. V
icesim

oS
ecundo.C

A
P
. 

　
　

L
X
X
X
III.A

n A
ct for the better R

elief　

and E
m
ploym

ent of the P
oor. 

﹇1782.

﹈

　
　

xxxviii. A
nd be it further enacted, T

hat if any poor P
erson shall be retarded on his or her P

assage through any P
arish, 

五
二



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
二
五
）

T
ow
nship, or P

lace, in w
hich he or she has no legal S

ettlem
ent, by R

eason of his or her m
eeting w

ith any A
ccident, or being 

affl  icted w
ith any dangerous S

ickness or bodily Infi rm
ity, w

ithout the M
eans of S

ubsistence, or of proceeding to the P
lace of 

his or her S
ettlem

ent, the G
uardian living near the P

lace w
here such distressed O

bject shall be, shall, and is hereby required, 

upon N
otice thereof, forthw

ith to provide L
odging, and suitable N

ourishm
ent and A

ssistance 

（and also C
loathing if necessary

） 

for such P
erson, until he or she can be rem

oved w
ith S

afety; 

（
以
下
略
）

（
49
） E

nglander D
. 

（1998

）, P
overty an

d
 P

oor L
aw

 R
eform

 in
 19

th C
en

tu
ry B

ritain
, 1834-1914  F

rom
 C

h
ad

w
ick to B

ooth, 

L
ongm

an p.120 

（
50
） W

. S
tark 

（ed.

） （1952
）, ”M

an
u

al of P
olitical E

con
om

y” in
 Jerem

y B
en

th
am

’s E
con

om
ic W

ritin
gs, 3vols. L

ondon, p.272

（
51
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
七
六－

八
三
頁

（
52
） M

. Q
uinn 

（ed.

） （2001

）,ibid,. pp.217-263.

（
53
） T

he P
oor-L

aw
 O
ffi  cers ’ Journal 

（ed.

） （1924

）, T
h

e L
aw

 R
elatin

g to th
e R

elief of th
e P

oor, L
on

d
on : P

oor law
 P
ublications 

L
M
D
. p.1.

（
54
） S

ection64-68.

（
55
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid.,p.47.

（
56
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.61

（
57
） 

ブ
ー
ス
（C
.B
ooth

）
と
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
（B

.S
.R
ow
ntree

）
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
研
究
に
よ
っ
て
貧
困
問
題
を

イ
ギ
リ
ス
の
主
要
な
社
会
政
策
課
題
の
押
し
上
げ
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ブ
ー
ス
は
汽
船
会
社
の
社
長
で
、

ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
は
製
菓
会
社
の
社
長
で
あ
り
、
貧
困
問
題
は
自
身
な
い
し
階
級
の
、
存
在
論
的
問
題
と
し
て
と
り
扱
う
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
貧
困
問
題
と
い
う
課
題
を
調
査
研
究
の
対
象
と
し
て
問
題
解
決
の
方
法
を
探
る
際
の
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
独
自
性
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
58
） 

矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）、「
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
思
想
│
旧
救
貧
法
か
ら
近
代
社
会
政
策
へ
」
日
本
大
学
法
学
会
、『
日
本
法
学
』

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
六
）

第
七
四
巻
第
一
号
、
二
七－

五
三
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
59
） 

矢
野　

聡
（
二
〇
一
一
）、「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
原
理
の
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
」　

日
本
大
学
政
経
研
究
所
、『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一

号
、
一－

二
六
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
60
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.62

（
61
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
一
六
頁

（
62
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.61.

（
63
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
一
五
八－

一
六
九
頁

五
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
二
七
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）

南　
　

部　
　
　
　
　

篤

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
の
概
念

　

1　

検
討
対
象
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
犯
罪
」

　

2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
登
場

　

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
広
が
り

　

4　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
へ

Ⅲ　

法
解
釈
に
よ
る
対
応
の
限
界

　

1　

デ
ー
タ
の
侵
害
と
文
書
犯
罪

　

2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
不
正
な
財
産
的
事
務
処
理
と
財
産
犯
罪

　

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
業
務
へ
の
加
害
行
為
な
ど　
（
以
上
本
号
、
以
下
次
号
）

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
八
）

Ⅳ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
を
め
ぐ
る
刑
事
立
法
の
動
向

　

1　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法

　

2　

不
正
ア
ク
セ
ス
刑
事
規
制
立
法

　

3　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法

Ⅴ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
規
制
の
課
題

　

1　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法
の
検
討

　

2　

刑
事
立
法
の
あ
り
方

│
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
か
ら

│

Ⅵ　

む
す
び

Ⅰ　

は
じ
め
に

情
報
・
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
社
会
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
恩
恵
を
も
た
ら
し

た
。
し
か
し
同
時
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
不
正
行
為
と
い
う
、
こ
の
社
会
に
と
っ
て
の
深
刻
な
脅
威
も
生
み

出
し
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
情
報
処
理
技
術
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
電
気
通
信
技
術
と
結
び
つ
い
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
行
し
始
め
る
と
、
そ
の
利
用
度
・
利
用
分
野
は
加
速
度
的
に
大
き
く
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
依
存
度
は
、
そ
れ
な
し
に
は
社
会
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
ほ
ど
高
ま
っ
て
行
く
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
し

に
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
社
会
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
支
え
ら
れ
た
社
会
は
、
い
い
か
え
れ
ば
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
そ
の
成
立
の
基
盤
と

五
六



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
二
九
）

す
る
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
依
存
度
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
宿
命
的
に
持
つ
性
質
で
あ
る
ヴ
ァ
ル
ネ

ラ
ビ
リ
テ
ィ
（vulnerability

、
脆
弱
性
）
も
、
必
然
的
に
背
負
い
こ
む
こ
と
と
な
る
（
1
）

。
ひ
と
た
び
シ
ス
テ
ム
の
障
害
が
生
じ
る
と
、
小
さ

な
ほ
こ
ろ
び
が
想
像
も
で
き
な
い
大
き
な
も
の
に
拡
大
し
、
社
会
生
活
が
麻
痺
し
た
り
大
規
模
な
災
害
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
（
2
）

。

そ
の
原
因
が
、
事
故
に
よ
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
こ
こ
に
論
じ
よ
う
と
す
る
犯
罪
・
不
正
行
為
に
よ
る
場
合
と
で
か
わ
り
は
な
い
。
む
し

ろ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
進
展
（
3
）

が
、
空
間
的
な
制
約
か
ら
人
間
の
能
力
を
解
放
し
、
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
、
故
意
の
行
為

│
シ
ス
テ

ム
へ
の
不
正
侵
入
・
加
害
な
ど

│
の
機
会
も
大
き
く
広
が
っ
た
点
で
は
、
事
故
よ
り
も
故
意
の
犯
罪
・
不
正
行
為
の
脅
威
こ
そ
が
よ
り

深
刻
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
今
日
注
目
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
発
展
を
背

景
に
、
こ
の
問
題
が
今
後
さ
ら
に
重
要
性
を
増
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
点
在
す
る
Ｉ
Ｔ
リ
ソ
ー
ス
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
資
源
）
を
活
用
す
る
た

め
の
利
用
技
術
の
発
展
形
態
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ー
ザ
が
必
要

と
す
る
Ｉ
Ｔ
リ
ソ
ー
ス
を
必
要
に
応
じ
て
必
要
な
分
だ
け
利
用
で
き
る
よ
う
提
供
す
る
画
期
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン

ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
登
場
・
発
展
に
よ
り
、
情
報
通
信
分
野
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
起
き
つ
つ
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
（
4
）

。
今
日
の
ク
ラ
ウ

ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
普
及
発
展
は
、
Ｉ
Ｔ
利
用
コ
ス
ト
縮
減
に
よ
る
効
率
化
、
高
機
能
化
、
地
理
的
に
離
れ
た
場
所
に
情
報
資
源

を
置
く
こ
と
に
よ
る
自
然
災
害
へ
の
有
効
な
備
え
等
の
点
で
も
意
義
を
有
す
る
が
、
同
時
に
、
今
後
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
か
ら
の
不
正
な

干
渉
・
侵
入
へ
の
対
処
と
い
う
課
題
も
さ
ら
に
重
要
性
を
増
す
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
（
5
）

。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
法
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
情
報
処
理
の
過
程
に
人
間
の
目
が
届
き
に
く
く
、
一
般
の
ユ
ー
ザ
に
と
っ

て
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
領
域
が
大
き
い
こ
と
、
ま
た
不
正
な
操
作
に
よ
り
記
録
の
改
ざ
ん
な
ど
が
行
わ
れ
て
も
痕
跡
が
残
り
難
く
発
見

五
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
〇
）

が
困
難
で
あ
る
と
い
っ
た
特
徴
な
ど
か
ら
、
犯
罪
・
不
正
行
為
へ
の
対
処
が
つ
ね
に
中
心
的
な
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
環
境

や
人
々
の
生
活
様
式
、
価
値
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
と
い
う
変
化
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
新
し
い
手
口
の
不
正
行
為
や
、
新
た
に
生
ま
れ
た
価
値
を
侵
害
す
る
不
正
行
為
な
ど
が
次
々
と
現
れ
、
刑
事
法
の
領
域
に
お
い
て

多
く
の
問
題
を
提
起
し
続
け
て
い
る
。

刑
事
規
制
の
分
野
で
は
、
は
じ
め
に
合
目
的
的
・
拡
張
的
な
法
解
釈
に
よ
る
対
応
が
試
み
ら
れ
る
（
6
）

が
、
や
が
て
柔
軟
な
法
解
釈
に
よ
る

対
応
の
困
難
さ
が
臨
界
点
を
超
え
た
部
分
か
ら
順
次
刑
事
立
法
に
よ
る
対
処
が
行
わ
れ
て
い
く
（
7
）

。

本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
か
か
わ
る
不
正
行
為
・
犯
罪
現
象
に
対
す
る
刑
事
規
制
立
法
の
展
開
過

程
を
眺
め
、
そ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
あ
る
べ
き
刑
事
規
制
の
方
向
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
刑
事
立
法

の
指
針
を
見
出
す
た
め
の
基
礎
的
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
に
関
連
し
て
生
じ
た
不
正
行
為

│
刑
罰
法
令
で
捕
捉
で
き
る
範
囲
外
の
も
の

も
含
め
る
趣
旨
で
「
不
正
行
為
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
以
下
で
は
端
的
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
と
い
う

│
に
直
面

し
た
時
期
の
刑
事
司
法
・
刑
法
学
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
概
念
の
把
握
の
点
か
ら
概
観
す
る
。
次
に
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
（
高
度
情
報
化
社
会
）
の
段
階
に
達
し
た
今
日
に
お
い
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
が
ど
の
よ
う
に

変
容
し
た
か
を
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
悪
用
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
侵
害
と
を
対
比
し
つ
つ
検
討
す
る
。
次
い
で
、
刑
事
立
法
に
よ
る
対
応
の

軌
跡
を
跡
づ
け
、
そ
の
問
題
点
を
探
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
規
制
の
考
察
を
試
み
る
。
止
ま
る
こ
と

の
な
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
が
さ
ら
な
る
課
題
を
生
み
続
け
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
以
上
、
今
後
の
あ
る
べ
き
刑
事
立
法
の
方
向
性

を
探
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
重
要
な
作
業
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
三
一
）

（
1
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
依
存
の
問
題
性
は
、
そ
の
技
術
が
、
不
可
避
的
な
属
性
と
し
て
脆
弱
性
・
脆
さ
を
と
も
な
う
こ
と
か
ら

生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
情
報
処
理
技
術
に
依
存
す
る
社
会
が
事
故
や
犯
罪
の
脅
威
に
対
し
て
い
か
に
抵
抗
力
が
弱
い
も
の
で
あ
る
か
を
描
い
た
、

A
ugust B

equai, H
ow
 to P

revent C
om
puter C

rim
e, 1983.

の
日
本
語
訳
書
で
あ
る
、
堀
部
政
男
＝
堀
田
牧
太
郎
訳
編
『
情
報
犯
罪
』（
啓
学

出
版
、
一
九
八
六
）
は
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
社
会
の
バ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
」
を
掲
げ
て
い
た
。

（
2
）　

こ
れ
を
強
く
印
象
付
け
た
の
が
、
一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
年
）
に
発
生
し
た
世
田
谷
電
話
ケ
ー
ブ
ル
火
災
事
故
で
あ
る
。
一
般
電
話

八
九
〇
〇
〇
回
線
に
加
え
て
、
デ
ー
タ
通
信
用
の
三
〇
〇
〇
回
線
が
不
通
と
な
っ
た
た
め
、
多
く
の
銀
行
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
不
通
と
な

り
、
警
察
・
消
防
へ
の
緊
急
通
報
も
途
絶
し
、
周
辺
道
路
で
は
、
信
号
機
が
車
両
通
行
量
を
検
知
し
て
点
滅
間
隔
を
調
整
す
る
信
号
制
御
が
で
き
な

く
な
る
な
ど
の
事
態
が
生
じ
、
完
全
復
旧
ま
で
に
九
日
間
を
要
し
た
。

情
報
化
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
直
撃
し
た
初
の
都
市
型
災
害
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
事
故
は
、
情
報
化
社
会
の
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
を
端
的
に
示

し
た
も
の
と
い
え
る
（
野
村
好
弘
＝
小
賀
野
晶
一
「
電
気
通
信
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任

│
世
田
谷
通
信
ケ
ー
ブ
ル
火
災
事
故
を
素
材
に
し

て

│
」
時
の
法
令
一
二
五
八
号
二
六
頁
（
一
九
八
五
）、
松
本
恒
雄
「
電
気
通
信
事
故
と
損
害
賠
償
論
の
課
題
（
上
）」
法
律
時
報
五
八
巻
六
号
八
七

頁
（
一
九
八
六
）、
落
合
誠
一
「
電
気
通
信
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
と
法
二
八
頁
（
一
九
八
八
）。）。

（
3
）　

わ
が
国
で
一
九
九
三
年
に
商
用
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
利
用
者
数
が
、
一
九
九
七
年
の
一
一
五
五
万
人
か
ら
二
〇
一
〇

年
の
九
四
六
二
万
人
と
、
一
三
年
間
で
八
・
二
倍
に
拡
大
し
た
（
総
務
省
編
『
平
成
二
三
年
版
情
報
通
信
白
書
』
三
三
頁
（
二
〇
一
一
））。

（
4
）　

ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
わ
が
国
の
利
用
実
績
は
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
日
米
間
の
利
用
実
績
格
差
は

二
〇
一
〇
年
度
で
二
・
五
倍
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
度
は
三
・
八
倍
の
差
で
あ
っ
た
か
ら
、
格
差
は
急
速
に
縮
小
し
つ
つ
あ
る
と

も
い
え
る
（
総
務
省
編
『
平
成
二
三
年
版
情
報
通
信
白
書
』
二
七
一
頁
）。

（
5
）　

ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
「
次
世
代
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら

二
〇
一
一
年
度
、
国
産
ク
ラ
ウ
ド
元
年
、
大
企
業
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ク
ラ
ウ
ド
の
検
討
を
優
先
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
、
海
外
ク

ラ
ウ
ド
の
日
本
進
出
が
本
格
化
、
二
〇
一
四
年
度
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｉ
Ｔ
リ
ソ
ー
ス
が
利
用
可
能
と
な
り
大
企
業
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド

環
境
へ
移
行
、
と
い
う
細
か
な
予
測
（
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
）
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
課
題
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
懸
念
の
払
拭
等
に
あ
る

五
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
二
）

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
野
村
総
合
研
究
所
『
Ｉ
Ｔ
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
一
年
版
』
東
洋
経
済
新
報
社
（
二
〇
一
一
）
六
五
頁
）。

（
6
）　

後
述
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
事
件
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
不
正
操
作
事
件
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
偽
造
事
件
、
テ
レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド
偽

造
事
件
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
7
）　

後
述
す
る
よ
う
に
、
電
磁
的
記
録
の
改
ざ
ん
行
為
・
消
去
行
為
等
の
明
確
な
犯
罪
化
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
財
産
的
事
務
処
理
に
お
け
る

不
正
行
為
の
処
罰
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
犯
罪
化
、
ス
キ
ミ
ン
グ
等
に
よ
る
カ
ー
ド
偽
造
準
備
行
為
等
の
犯
罪
化
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
わ
い

せ
つ
表
現
の
規
制
の
明
確
化
、
ウ
ィ
ル
ス
作
成
行
為
等
の
犯
罪
化
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

Ⅱ　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
の
概
念

1　

検
討
対
象
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
犯
罪
」

本
稿
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
が
注
目
を
浴
び
検
討
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
や
が
て
急
速
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
発
展
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
普
及
に
と
も
な
い
、「
情
報
犯
罪
」、「
ネ
ッ
ト
犯
罪
」、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
等
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称

が
現
れ
る
過
程
を
考
察
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
こ
で
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
犯
罪
の
定
義
か

ら
あ
る
程
度
自
由
な
用
法
に
よ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
厳
密
に
は
、
刑
罰
法
令
に
規
定
さ
れ
た
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
行

為
者
を
非
難
し
う
る
場
合
（
犯
罪
成
立
が
肯
定
し
う
る
場
合
）
に
、
は
じ
め
て
犯
罪
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

と
し
て
検
討
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
重
要
部
分
は
、
処
罰
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
自
体
が
検
討
を

要
す
る
こ
と
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
正
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
放
置
し
て
お
く
こ
と
が
耐
え

六
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
三
三
）

難
い
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
既
存
の
処
罰
規
定
に
よ
る
捕
捉
が
困
難
な
逸
脱
行
為
こ
そ
が
、
解
釈
論
に
お
い
て
、
立
法
論
に
お
い
て
、
検

討
す
べ
き
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
処
罰
可
能
な
不
正
行
為
と
法
の
不
備
に
よ
り
処
罰
か
ら
抜
け
落
ち
る
不
正
行
為
と
の
限
界
は
ど
こ

か
、
ま
た
、
後
者
の
ど
の
部
分
ま
で
を
立
法
に
よ
り
犯
罪
化
す
べ
き
範
囲
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま

ず
、
ひ
ろ
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
不
正
行
為
を
指
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
犯
罪
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
検
討
を
は
じ
め
る
こ
と
と
す

る
（
8
）

。2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
登
場

（
1
）　

新
た
な
犯
罪
現
象
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）
の
石
田
晴
久
氏
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
犯
罪
の
手
口
（
9
）

」
が
、
わ
が
国
で
最
初
に
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
犯
罪
を
紹
介
し
た
と
さ
れ
る
論
稿
で
あ
る
（
10
）

が
、
そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
学
会
で
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯

罪
」
と
い
う
「
あ
ま
り
学
会
ら
し
か
ら
ぬ
テ
ー
マ
の
研
究
発
表
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
、
Ａ
．
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
変
に
よ
り
横
領
を
行
う
、
Ｂ
．
計
算
機
時
間
を
売
る
、
Ｃ
．
自
社
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
競
争

相
手
に
売
る
、
Ｄ
．
自
社
の
保
持
す
る
デ
ー
タ
を
売
る
、
Ｅ
．
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
盗
み
出
し
て
売
る
、
と
い
う
五
つ
の
手
口
に
分
類
し
、

そ
の
特
徴
と
し
て
、
発
覚
し
に
く
い
こ
と
と
、
発
覚
し
て
も
法
律
上
処
罰
が
困
難
な
こ
と
を
あ
げ
、
ま
た
、
磁
気
記
録
の
消
去
や
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
パ
ン
チ
カ
ー
ド
の
引
き
抜
き
な
ど
容
易
に
で
き
る
不
正
操
作
が
大
混
乱
、
大
損
害
を
生
む
と
い
う
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
き
わ
め
て

も
ろ
い
面
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
ど
う
も
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
日
本
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
な
ど
と
い
う
も
の
に
対

し
て
は
、
法
律
は
ま
っ
た
く
無
防
備
な
よ
う
で
あ
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
将
来
に
備
え
て
、
電
子
計
算
機
法
律
学
と
で
も
い
っ
た
新
分
野
を
、

開
拓
す
る
人
が
出
て
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
。」
と
い
う
き
わ
め
て
先
見
性
に
富
む
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
点
が
印
象
的
で
あ
る
（
11
）

。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
四
）

刑
法
学
者
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、「
何
が
刑
法
の
適
用

対
象
と
な
る
か
」
と
、「
ど
こ
が
刑
法
解
釈
の
限
界
点
か
」
を
意
識
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
九
七
一

年
に
発
表
さ
れ
た
西
原
春
夫
博
士
の
論
稿
は
、
現
行
法
の
解
釈
範
囲
内
で
ど
の
よ
う
な
犯
罪
が
成
立
し
う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
不
正
行
為
を
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
と
、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
犯
罪
と
に
分
け
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
（
12
）

。

（
2
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
事
犯
の
増
加
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

一
九
八
〇
年
台
に
入
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や
、
銀
行
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
悪
用
事
案
が
注
目
を
あ
び
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
ろ
多
く
の
論
稿
を
発
表
さ
れ
た
板
倉
宏
博
士
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
を
広
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
行
為
、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
害
を
加
え
る
行
為
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
悪
用
す
る
行
為
、
に
分
類
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
13
）

。
ま
た
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
行
為
、
②
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
加
害
す
る
行
為
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
情
報
を
盗
み
取
る
行
為
、
④
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
犯
罪
、
の
四
つ
に
分
類
し
て
論
じ

る
論
稿
（
14
）

や
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
を
除
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
し
て
、
①
不
正
な
デ
ー
タ
の
入
力
、
②
デ
ー
タ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
不
正
の
入

手
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
破
壊
、
④
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
使
用
、
⑤
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
ざ
ん
、
⑥
磁
気
テ
ー
プ
な
ど
の
電
磁
的
記
録
物

の
損
壊
、
に
分
類
し
て
論
じ
る
も
の
（
15
）

な
ど
が
こ
の
こ
ろ
発
表
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。

一
方
、
こ
の
時
期
の
警
察
の
対
応
を
見
る
と
、
一
九
八
二
年
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
特
集
し
た
「
警
察
學
論
集
」
誌
上
の
論
稿
で
は
、

「
警
察
庁
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ー
タ
を
含
む
。）
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
又
は
こ
れ
を
悪
用

し
た
犯
罪
』
と
定
義
し
、
犯
罪
捜
査
及
び
防
犯
対
策
上
参
考
と
な
る
事
例
は
広
く
こ
れ
を
含
め
る
」
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
（
17
）

。
ま

六
二



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
三
五
）

た
、
一
九
八
二
年
版
警
察
白
書
に
は
、
前
年
の
金
融
機
関
の
現
金
自
動
支
払
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
犯
罪
や
、
不
正
デ
ー
タ
の
入
力
、
無

権
限
使
用
等
各
種
事
犯
が
多
発
し
た
こ
と
な
ど
、
初
め
て
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
の
記
述
が
現
れ
た
が
、
翌
一
九
八
三
年
版
（
昭
和
五
八

年
版
）
警
察
白
書
は
、「
科
学
技
術
の
進
歩
と
犯
罪
」
と
の
節
を
設
け
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、「
警
察
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
又
は
こ
れ
を
悪
用
し
た
犯
罪
』
と

定
義
し
て
、
そ
の
発
生
実
態
の
分
析
と
、
捜
査
及
び
防
犯
上
の
対
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
」
り
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
は
、
犯

行
の
態
様
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
…
と
そ
れ
以
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
た
上
で
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
を

除
外
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
は
、「『
不
正
デ
ー
タ
の
入
力
』、『
デ
ー
タ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
不
正
入
手
』、『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
破

壊
』、『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
使
用
』、『
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
ざ
ん
』、『
磁
気
テ
ー
プ
等
の
電
磁
的
記
録
物
の
損
壊
』
の
六
つ
の
類
型
が
あ

る
。」
と
し
て
い
た
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
あ
た
る
事
案
の
一
九
八
一
年
か
ら
八
二
年
ま
で
の
認
知
状
況
が
各
年
二
、
三
件
程
度
だ
っ
た
も
の
が
、

こ
こ
数
年
で
増
加
に
転
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。）。

（
3
）　

初
期
の
不
正
行
為
の
特
徴
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

以
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
を
め
ぐ
る
議
論
を
な
が
め
る
と
、
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
文
字
ど
お
り
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
先
進
国
ア
メ
リ
カ
の
状
況
が
伝
え
ら
れ
た
時
期
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
研
究
機
関
や
ご
く
一
部
の
企
業
な
ど
に
し
か
利
用

さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
門
的
知
識
・
技
能
を
有
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
な
ど
が
扱
う
も
の
で
、
身
近
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
」
と
し
て
は
、
磁
気
テ
ー
プ
な
ど
に
保
存
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
改
ざ
ん
や
消
去
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
犯
罪
」
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
銀
行
員
が
顧
客
の
預
金
の
利
子
計
算
に
関
し
虚
偽
デ
ー
タ

を
入
れ
て
差
額
を
自
分
の
口
座
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
と
か
、
在
庫
管
理
の
デ
ー
タ
を
不
正
操
作
し
て
製
品
を
横
領
す
る
、
と
い
っ
た

六
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
六
）

ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
多
く
は
、「
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
パ
ン
チ
ャ
ー
、
現
場
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
な
ど
、
専
門
的
な
知
識
と
技
術
を
持
つ
者
の
み
が
犯
す
こ
と
が
で
き
、
第
三
者
は
一
般
に
そ
れ
ら
の
者
と
共
謀
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
」
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
19
）

の
で
あ
る
。

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
広
が
り

（
1
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
急
増

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
が
大
き
な
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
各
種
の
不
正
行
為
も
急
速
に
増
え
、
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
八
一
年
に
は
、
銀
行
職
員
の
オ
ペ
レ
ー
タ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
端
末
を
不
正
操
作
し
て
架
空
口
座
か
ら
一
億
三
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
出

し
た
三
和
銀
行
事
件
や
、
機
械
の
テ
ス
ト
と
偽
り
端
末
操
作
を
さ
せ
て
架
空
口
座
か
ら
三
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
出
し
た
平
和
相
互
銀
行
事

件
、
社
員
ぐ
る
み
で
長
期
間
に
わ
た
り
オ
ン
ラ
イ
ン
端
末
を
不
正
操
作
し
架
空
貸
付
口
座
か
ら
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
出
し
た
北
浜

ク
レ
ジ
ッ
ト
事
件
、
銀
行
職
員
の
オ
ペ
レ
ー
タ
が
Ｃ
Ｄ
カ
ー
ド
に
デ
ー
タ
を
書
き
込
む
な
ど
し
て
不
正
に
作
り
二
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
出

し
た
近
畿
相
互
銀
行
事
件
、
他
人
の
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
無
断
使
用
し
電
話
回
線
経
由
で
大
学
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
不
正
に
使
用
し
た

岡
山
大
学
事
件
な
ど
（
20
）

、
次
々
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
が
起
こ
り
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
元
年
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
（
21
）

。

こ
の
時
期
は
、
多
く
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
事
案
が
発
生
し
、
ま
た
被
害
も
小
さ
く
な
い
も
の
の
、
依
然
と
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
利
用
が
金
融
機
関
を
中
心
と
す
る
企
業
と
研
究
機
関
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
概
念
に
そ
れ
ほ
ど
変
化

は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
金
融
機
関
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
一
般
に
開

か
れ
て
い
く
分
野
で
は
、
そ
れ
に
と
も
な
い
Ｃ
Ｄ
犯
罪
な
ど
が
増
加
し
て
行
く
が
、
窃
盗
等
の
伝
統
的
な
財
産
犯
罪
の
延
長
線
上
の
新
た
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
三
七
）

な
手
口
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
前
述
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
を
除
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
2
）　

シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
対
す
る
加
害
の
視
点

ま
た
、
は
じ
め
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ー
タ
を
含
む
。）
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
又
は
こ
れ
を

悪
用
し
た
犯
罪
」
と
し
て
い
た
（
22
）

警
察
庁
は
、
後
に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
阻
害
し
、
又
は
こ
れ
を
不
正
に
使
用
す
る
犯

罪
」
と
定
義
を
変
更
し
て
い
る
（
23
）

が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
部
分
的
な
侵

害
対
象
の
と
ら
え
か
た
か
ら
、「
シ
ス
テ
ム
の
機
能
」
に
着
目
し
た
把
握
へ
と
発
展
的
に
定
義
を
変
更
し
て
い
る
点
が
、
こ
の
間
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
急
速
な
増
加
を
反
映
し
た
変
化
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
、
基
本
的
に
は
従
来
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
続
け
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
刑
事
法
学
の
議
論
の
状
況
に
も
、
立
法
そ
の
他
の
法
状
況
に
も
大
き
な
質
的
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

（
3
）　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
緩
や
か
な
進
行

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
徐
々
に
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
始
め
る
が
、
依
然
と
し
て
大
学
や
研
究
機
関
の
学
術

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
情
報
の
や
り
取
り
は
、
金
融
機
関
の
業
務
用
シ
ス
テ
ム
な

ど
の
閉
ざ
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
般
の
個
人
ユ
ー
ザ
ー
が
参
加
す
る
の
は
会
員
同
士
の
パ
ソ
コ
ン
通
信
が
あ
る
の

み
で
、
こ
れ
も
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
こ
ろ
ま
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
は
発
展
途
上
と

も
い
え
る
過
渡
的
段
階
に
あ
っ
た
。
金
融
機
関
の
オ
ン
ラ
イ
ン
悪
用
型
の
財
産
侵
害
行
為
（
内
部
者
に
よ
る
不
正
送
金
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
）
や
、

デ
ー
タ
の
不
正
入
手
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
向
け
ら
れ
た
侵
害
な
ど
は
増
加
し
続
け
、
刑
事
立
法
に
よ
る
対
応
が
行
わ
れ
る

（
後
述
す
る
一
九
八
七
年
の
刑
法
一
部
改
正
）
も
の
の
、
そ
こ
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保
護
を
正
面
に
見
据
え
た
対
応
は
見
送
ら
れ
た
の
で
あ

六
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
八
）

る
。4　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
へ

（
1
）　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
普
及

状
況
が
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
以
降
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
通
信
機
器
等
の
進
歩
と
通

信
環
境
の
整
備
が
進
み
、
一
般
の
個
人
や
企
業
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
利
用
す
る
形
態
が
急
速

に
普
及
し
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
や
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
容
易
に
な
り
開
か
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
実
現
す

る
と
、
金
融
機
関
の
内
部
者
な
ど
に
よ
る
事
案
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
は
大
き
く
変
容
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
詐
欺
や
名
誉
毀
損
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
事
案
な
ど
が
急
増
し
、
ま
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
正
侵
入
事
案
（
い

わ
ゆ
る
ハ
ッ
キ
ン
グ
等
）
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
が
便
利
で
強
力
な
犯
行
手
段
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
（
24
）

。

こ
の
時
期
以
降
に
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
に
代
わ
っ
て
、「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
や
が
て
、

「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
と
の
呼
称
が
現
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
＝
情
報
処
理
技
術
に
関
連
す
る
不
正
行
為
の
呼
称
の
変
化
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。

（
2
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
か
ら
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
へ

ま
ず
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
な
い
し
は
専
用
回
線
で
結
ば
れ
た
閉
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
時
期
の
、
そ
の
悪
用
を
意
味
す
る
名
称
と
し
て
出
発
し
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
犯
行
手
段
と
し
て
「
本

格
的
に
」
そ
の
威
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
電
気
通
信
技
術
と
結
び
つ
き
、
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
り
大

六
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
三
九
）

量
・
迅
速
な
情
報
の
や
り
取
り
の
能
力
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
動
き
出
し
たe-Japan

構
想
と

い
う
政
府
の
政
策
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
常
時
接
続
の
一
般
化
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
化
を
推
進
し
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
加
速
し
た
。
そ

し
て
そ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
社
会
経
済
構
造
全
体
が
情
報
処
理
・
情
報
通
信
技
術
（Inform

ation-C
om
unication T

echnology

）
に
依
存

し
た
も
の
と
な
っ
て
以
降
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
加
害
行
為
は
、
き
わ
め
て
深
刻
な
脅
威
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
行
く
。

「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
」
は
そ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
注
目
を
あ
び
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
、
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
開
催
さ
れ
た

第
二
四
回
主
要
国
首
脳
会
議
（
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
）
に
お
い
て
、
国
際
犯
罪
の
テ
ー
マ
の
中
で
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
（high-tech crim

e

）

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
高
い
関
心
を
集
め
た
。
首
脳
会
議
の
討
議
の
結
果
は
、
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
中
に
、
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
と
闘
う
た
め
の

証
拠
と
し
て
の
電
子
デ
ー
タ
の
取
得
・
保
存
等
に
関
す
る
手
続
法
的
枠
組
み
整
備
と
、
国
際
協
力
、
産
業
界
に
対
す
る
協
力
の
呼
び
か
け

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、「
こ
う
し
た
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
お
よ
び
そ
の
他
の
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
悪
用

を
含
む
広
い
範
囲
の
犯
罪
と
の
闘
い
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。
以
後
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、「
ハ
イ
テ

ク
犯
罪
」
と
い
う
呼
称
が
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
26
）

。
し
か
し
こ
れ
も
、
先
端
的
技
術
革
新
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
事
態

│

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
了
解
し
う
る
変
化
の
途
上
に
あ
る
事
態

│
で
あ
っ
て
、
や
は
り
過
渡
的
な
状
況
を
背
景
と
す

る
表
現
で
あ
っ
た
。

（
3
）　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
と
サ
イ
バ
ー
犯
罪

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
新
た
な
情
報
空
間
を
意
味
す
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

（cyberspace

）
と
い
う
言
葉
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
り
、
サ
イ
バ
ー
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
（cyber econom

y

）、
サ
イ
バ
ー
・
モ
ー
ル
（cyber m

all

）、
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
〇
）

サ
イ
バ
ー
法
（cyber law

）
な
ど
が
新
し
い
仕
組
み
・
枠
組
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
（
27
）

、
次
に
は
、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
（
28
）

」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。

サ
イ
バ
ー
犯
罪
は
、
第
一
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
犯
行
手
段
に
用
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
、
ま
た
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
加
害
対
象
と
す
る
犯
罪
を
中
心
と
す
る
不
正
行
為
の
範
疇
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
よ
り

重
要
な
点
は
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
自
体
の
機
能
・
秩
序
・
価
値
を
侵
害
す
る
不
正
行
為
を
含
む
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
を
作
成
・
使
用
す
る
行
為
は
、
伝
統
的
な
「
業
務
妨
害
罪
」
の
延
長

線
上
に
捉
え
ら
れ
る
犯
罪

│
業
務
妨
害
の
予
備
段
階
を
犯
罪
化
す
る
「
処
罰
の
前
倒
し
」

│
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

の
正
常
な
機
能
・
秩
序
を
害
し
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
電
子
情
報
空
間
へ
の
信
頼
を
害
す
る
性
質
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
）」
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
段
階
に
そ
っ
て
、「
ハ
イ
テ

ク
犯
罪
」、「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
へ
と
姿
を
変
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
中
心
的
要
素
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
の
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
こ
の
問
題
領
域
の
中
心
的
本
質
的
要
素
を
考
慮
し

つ
つ
、
か
つ
、
検
討
対
象
を
も
ら
さ
ず
広
く
と
ら
え
る
趣
旨
で
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
」
と
の
呼
称
を

用
い
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
た
視
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
以
下
に
、
法
解
釈
上
の
限
界
の
問
題
、
刑
事
立
法
の
対
応
の
問
題
を
検
討
し

て
行
く
。

（
8
）　

た
と
え
ば
、
こ
の
分
野
の
研
究
の
草
分
け
的
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
ド
ン
・
パ
ー
カ
ー
は
、
研
究
対
象
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
ひ
ろ
く
、

「
何
ら
か
の
形
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
被
害
者
は
損
失
を
こ
う
む
る
か
そ
の
可
能
性
が
あ
り
、
加
害
者
は
利
益
を
得
る
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
四
一
）

か
そ
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
な
意
図
的
な
行
為
」
を
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
悪
用
」
と
定
義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
（
ド
ン
・
Ｂ
・
パ
ー
カ
ー

著
・
鵜
澤
昌
和
監
訳
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
研
究
総
論
』
秀
潤
社
（
一
九
八
四
）
二
〇
頁
以
下
）。
研
究
対
象
の
設
定
に
あ
た
り
、
意
識
的
に
、「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
（com

puter crim
e

）」
で
は
な
く
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
悪
用
（com

puter abuse

）」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た

（P
arker, F

ighting C
om
puter C

rim
e, 1983,pp.16-17.

）
点
が
示
唆
的
で
あ
る
。

（
9
）　

石
田
晴
久
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
犯
罪
の
手
口
」
蟻
塔
一
八
五
号
昭
和
四
六
年
三
月
号
一
頁
（
一
九
七
一
）。
な
お
、
そ
の
後
の
、
石

田
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
四
巻
六
号
二
九
頁
（
一
九
七
一
）
も
参
照
。

（
10
）　

西
原
春
夫
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
と
刑
事
法
上
の
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
四
号
三
五
頁
（
一
九
七
一
）。

（
11
）　

石
田
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
悪
用
す
る
犯
罪
の
手
口
」
前
掲
（
註（
9
））
論
文
一
頁
以
下
。

（
12
）　

西
原
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
と
刑
事
法
上
の
諸
問
題
」
前
掲
（
註（
10
））
論
文
三
六
頁
。

（
13
）　

板
倉
宏
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
九
号
（
一
九
八
一
）
二
一
頁
。
な
お
、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
法
律
」
ビ
ジ
ネ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
九
巻
七
号
五
一
頁
以
下
（
一
九
八
二
）、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
二
年
七
月
号
一
〇
〇

頁
以
下
（
一
九
八
二
）、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
上
の
問
題
点
」
研
修
四
〇
九
号
三
頁
以
下
（
一
九
八
三
）、
同
「
新
し
い
犯
罪
へ
の
対

応
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
〇
号
六
七
頁
以
下
（
一
九
八
五
）、
同
「
情
報
犯
罪
と
刑
事
立
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
五
号
九
八
頁
以
下
（
一
九
八
七
）、

同
「
情
報
犯
罪
と
刑
事
法
」
警
察
学
論
集
四
〇
巻
四
号
一
〇
九
頁
以
下
（
一
九
八
七
）、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
事
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
〇
七

号
参
照
。

（
14
）　

大
谷
實
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
（
上
）

│
刑
法
の
改
正
問
題
お
よ
び
罪
刑
法
定
主
義
と
関
連
づ
け
て

│
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
三
号
二
〇

頁
（
一
九
八
五
）、
同
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
と
刑
法
の
改
正
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
〇
二
号
二
頁
（
一
九
八
六
）。

（
15
）　

宮
野
彬
「
情
報
犯
罪
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
高
度
情
報
化
社
会
の
展
開
と
課
題
』
二
六
四
頁
。

（
16
）　

こ
の
他
に
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
多
種
多
様
性
・
広
範
性
、
現
行
法
規
に
触
れ
な
い
も
の
も
含
め
る
必
要
が
あ
る
等
の
理
由
を
あ
げ
、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
何
ら
か
の
形
で
介
在
し
た
社
会
悪
行
為
」
と
定
義
す
る
見
解
（
鳥
居

壮
行
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
研
究
」
警
察
学
論
集
三
二
巻
六
号
（
一
九
七
九
））
や
、
定
義
に
と
ら
わ
れ
て
視
点
を
ゆ
が
め
た
り
形
式
論
に
陥
る
こ

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
二
）

と
を
避
け
る
等
の
考
慮
か
ら
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
た
反
社
会
的
行
為
、
な
ら
び
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
存
在
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
反
社
会
的

行
為
」
と
捉
え
る
見
解
（
金
井
浄
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
特
質
」
警
察
学
論
集
三
五
巻
六
号
（
一
九
八
二
））
が
み
ら
れ
る
。

（
17
）　

人
見
信
男
（
警
察
庁
捜
査
第
一
課
課
長
補
佐
）「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
警
察
学
論
集
三
五
巻
一
一
号
一
〇
頁
（
一
九
八
二
）。
ま

た
、
廣
畑
史
朗
（
警
察
庁
調
査
統
計
官
付
警
視
）「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
の
適
用
」
同
誌
同
号
四
五
頁
（
一
九
八
二
）
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

犯
罪
の
態
様
分
類
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
を
除
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
、「
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
不
正
の
デ
ー
タ
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
不

法
に
財
物
を
得
た
も
の
、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
不
正
な
方
法
で
入
手
し
た
も
の
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
破
壊
し
た
も
の
、

④
権
限
な
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
た
も
の
」
に
分
類
し
論
じ
て
い
る
。

（
18
）　

警
察
庁
編
『
昭
和
五
八
年
版
警
察
白
書
』（
一
九
八
三
）
五
頁
以
下
。

（
19
）　

西
原
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
と
刑
事
法
上
の
諸
問
題
」
前
掲
（
註（
10
））
論
文
三
七
│
三
八
頁
。
な
お
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
著
作
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
な
ど
（
た
と
え
ば
、
堀
内
恭
一
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

│
情

報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

│
』
日
本
工
業
新
聞
社
（
一
九
七
四
））
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

（
20
）　

こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
小
林
道
男
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
防
止
対
策
」
警
察
学
論
集
三
五
巻
一
一
号
六
四
頁
以
下
（
一
九
八
二
）、
人

見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））、
安
井
正
男
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
』
財
経
詳
報
社

（
一
九
八
四
）
一
六
九
頁
以
下
、
菅
野
文
友
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

│
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
対
応

│
』
日
科

技
連
出
版
社
（
一
九
八
九
）
五
五
頁
以
下
、
菅
野
文
友
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
か
ら
く
り
』
コ
ロ
ナ
社
（
一
九
九
〇
）
二
八
頁
以
下
、
中
山
研
一

＝
神
山
敏
雄
編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
等
に
関
す
る
刑
法
一
部
改
正
（
注
釈
）
改
定
増
補
版
』
成
文
堂
二
九
頁
以
下
（
一
九
八
九
）
参
照
。

（
21
）　

ト
マ
ス
ホ
ワ
イ
ト
サ
イ
ド
・
湯
沢
章
伍
訳
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪　
恐
る
べ
き
ア
メ
リ
カ
』（
一
九
八
二
）
は
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、「
い
ず
れ
の
事
件
も
、
本
書
に
引
用
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
源
流
を
見
る
、〝
本
格
的
〞
な
犯

罪
」
と
し
、「
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
年
）
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
元
年
と
い
え
る
の
で
は
」
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
（
同
書
一
九
〇
頁
）。
な
お
、

こ
の
時
期
に
は
、「
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
学
会
」
が
機
関
誌
「
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
創
刊
号
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
同
誌
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯

罪
を
中
心
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（《
特
集　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
犯
罪
：
三
浦
賢
一
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
概
観
」、
金
井
浄
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

七
〇



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
四
三
）

犯
罪
の
特
質
に
つ
い
て
」、
加
藤
直
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
予
防

│
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
管
理
者
と
し
て
の
対
応

│
」、
白
石
高
義
「
デ
ー
タ
保

護
の
技
術
的
対
策
」、
中
山
隆
夫
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
」、
辛
島
睦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
」、

宮
澤
浩
一
「
日
本
の
刑
法
か
ら
見
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」》
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
号
（
一
九
八
三
）
五
頁
以
下
）。

（
22
）　

人
見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））一
〇
頁
。

（
23
）　

警
察
庁
編
『
一
九
九
〇
年
版
警
察
白
書
』
九
二
頁
。

（
24
）　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
侵
入
事
案
の
増
加
等
の
こ
の
よ
う
な
変
化
の
予
測
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
。「
わ
が
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
犯
罪
の
今
後
に
つ
い
て
、
楽
観
を
許
さ
な
い
そ
の
他
の
要
因
と
し
て
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
『
ハ
ッ

カ
ー
予
備
軍
』
の
青
少
年
の
急
増
や
、
通
信
回
線
の
自
由
化
に
伴
う
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
デ
ー
タ
通
信
利
用
の
機
会
の
増
加
な
ど
も
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
」
た
の
で
あ
る
（
原
田
豊
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
研
究
動
向
」
科
学
警
察
研
究
所
報
告
二
五
巻
二
号
九
一
頁
（
一
九
八
四
））。

（
25
）　

共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
全
文
は
、
外
務
省
の
ウ
ェ
ブ
・
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
（T

he B
irm
ingham
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）。
な
お
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
、
そ
の
別
添
、「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
と
闘

う
た
め
の
原
則
と
行
動
計
画
」
に
つ
い
て
は
、「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
の
現
状
と
警
察
の
取
組
み
」
を
特
集
す
る
一
九
九
八
年
版
の
警
察
白
書
が
詳
し
い
。

（
26
）　

警
察
白
書
は
、
初
め
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
言
及
し
た
一
九
八
二
年
以
来
、
一
九
九
七
年
ま
で
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
の
呼
称
を
用
い
て

き
た
が
、
一
九
九
八
年
か
ら
「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
」
と
の
表
記
に
改
め
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
の
項
目
で
こ
の
問
題
を
扱

う
よ
う
に
な
り
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
（
警
察
庁
編
『
昭
和
五
七
年
〜
平
成
二
三
年
版
警
察
白
書
』）。
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
犯
罪
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
電
磁
的
記
録
を
対
象
と
し
た
犯
罪
等
、
情
報
技
術
を
利
用
す
る
犯
罪
を
指

す
も
の
と
さ
れ
る
。
警
察
庁
は
、
従
来
、
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
と
呼
称
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、「
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
て
」、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
称
す
る

よ
う
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
と
さ
れ
る
（
同
『
平
成
一
六
年
警
察
白
書
』
一
二
八
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
以
外
の
他
の
先
端

技
術
も
含
む
「
ハ
イ
テ
ク
」
と
い
う
用
語
を
避
け
、
意
識
的
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
」
の
名
称
を
用
い
る
論
稿
と
し
て
、
佐
久
間
修
「
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
侵
害
と
財
産
犯
」
産
大
法
学
三
二
巻
二
・
三
号
（
一
九
九
八
）
一
五
〇
頁
以
下
を
参
照
。

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
四
）

（
27
）　
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
」、「
サ
イ
バ
ー
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」、「
サ
イ
バ
ー
・
モ
ー
ル
」、「
サ
イ
バ
ー
法
」
等
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
北
川
高
嗣
＝

須
藤
修
＝
西
垣
通
＝
浜
田
純
一
＝
吉
見
俊
哉
＝
米
本
昌
平
『
情
報
学
辞
典
』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
二
）
を
参
照
。

（
28
）　

サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
電
磁
的
記
録
対
象
犯
罪
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
悪
用
犯
罪
な
ど
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技

術
及
び
電
気
通
信
技
術
を
悪
用
し
た
犯
罪
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
本
田
尚
志
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
」
警
察
時
報

六
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
五
）
一
五
頁
）。

Ⅲ　

法
解
釈
に
よ
る
対
応
の
限
界

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
関
連
の
事
故
や
不
正
行
為
は
、
情
報
化
社
会
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
登
場

し
た
際
に
は
、
そ
の
と
き
の
法
制
度
と
法
律
学
が
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
問
題
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
急
激
な
技

術
革
新
か
ら
生
じ
た
新
し
い
課
題
に
、
既
存
の
伝
統
的
な
法
体
系
・
法
制
度
が
十
分
対
応
で
き
な
い
の
は
、
も
と
よ
り
当
然
な
こ
と
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
刑
法
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
（
29
）

。

す
べ
て
の
法
は
、
そ
れ
が
制
定
さ
れ
た
時
代
の
社
会
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
九
〇
七
年
（
明

治
四
〇
年
）
制
定
の
現
行
刑
法
も
、
そ
の
時
代
の
社
会
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
あ
り
方
、
技
術
革
新
の
程
度
な
ど
、
そ
の
当
時
の
社
会

構
造
や
人
々
の
生
活
様
式
の
あ
り
よ
う
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
時
代
が
下
る
と
、
個
々
の
犯
罪
類
型
の
内
容
に
お
い
て

│
さ
ら
に
は
基
本
的
枠
組
み
の
一
部
に
お
い
て
さ
え

│
、
今
日
の
社
会
に
適
合
し
な
い
部
分
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

文
書
概
念
を
例
に
と
れ
ば
、
従
来
の
紙
に
記
載
さ
れ
て
利
用
・
保
存
に
供
さ
れ
て
き
た
文
書
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
事
務
処
理
で
急
速

に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
（
磁
気
記
録
）
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
今
日
で
は
、
行
政
が
扱
う
各
種
の
記
録
を
は
じ
め
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
情
報
が
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
四
五
）

電
磁
的
記
録
の
形
態
で
記
録
・
保
存
さ
れ
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
文
書
概
念
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
文
書
偽
造
罪
や
文
書
毀
棄
罪
は
、
紙
な
ど
の
物
体
に
書
か
れ
た
可
視
性
・
可
読
性
あ
る
文
書
を
念
頭
に
、
そ
れ
ぞ
れ
文
書
の
公
共
信

用
性
、
文
書
の
効
用
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
保
護
が
及
び
難
い
部
分
を

生
じ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
、
最
初
の
わ
が
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
対
策
刑
事
立
法
と
な
っ
た
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）
刑
法
一
部
改
正

以
前
の
状
況
を
中
心
に
、
法
解
釈
に
よ
る
対
応
の
限
界
線
上
に
現
れ
た
問
題
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

デ
ー
タ
の
侵
害
と
文
書
犯
罪

（
1
）　

デ
ー
タ
の
信
用
性
の
侵
害

文
書
は
、
取
引
や
各
種
の
証
明
事
務
な
ど
社
会
生
活
上
種
々
の
場
面
で
重
要
な
証
明
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

そ
の
偽
造
・
変
造
な
ど
の
公
共
信
用
性
を
害
す
る
行
為
を
文
書
偽
造
の
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
罰
を
担
保
に
文
書
の
公
共

信
用
性
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。

文
書
を
保
護
す
る
理
由
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
人
が
そ
の
文
書
を
見
て
一
定
の
事
実
を
読
み
取
り
そ
の
文
書
の
存
在
を
拠
り
所
と
し
て

各
種
の
取
引
・
事
務
処
理
等
を
行
う
と
い
う
重
要
な
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
か
ら
、
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
文
書
と
は
、「
文
字
ま

た
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
符
号
を
用
い
、
一
定
程
度
の
永
続
性
を
も
っ
て
、
物
体
上
に
記
載
さ
れ
た
意
思
や
観
念
の
表
示
を
い
う
」
と
解

さ
れ
て
き
た
（
30
）

。

こ
こ
で
は
、
紙
な
ど
に
記
載
さ
れ
、
可
視
性
・
可
読
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
情
報
処
理
技
術
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
紙
上
に
固
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
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号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
六
）

定
・
表
示
さ
れ
た
文
書
は
次
々
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
処
理
に
適
し
た
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
行
き
、
そ
の
結
果
、
多

く
の
重
要
な
記
録
が
、
伝
統
的
な
刑
法
上
の
文
書
が
要
求
す
る
「
可
視
性
・
可
読
性
」
を
持
た
な
い
も
の
に
移
し
替
え
ら
れ
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
以
下
の
事
案
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
を
刑
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
し

う
る
の
か
と
い
う
文
書
概
念
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
課
題
と
し
て
現
れ
た
。

①
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん
の
事
案

今
日
で
は
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
預
金
の
払
い
戻
し
等
の
処
理
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（A

utom
ated T

eller M
achine

＝
現
金
自
動
預
払
機
）
を

用
い
て
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
も
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
へ
の
デ
ー
タ
記
録
や
生
体
認
証
方
式

の
採
用
な
ど
不
正
行
為
へ
の
効
果
的
な
対
処
に
意
を
尽
く
し
た
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
を
始

め
て
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ

│
Ｃ
Ｄ
（C
ash D

ispenser

＝
現
金
自
動
支
払
機
）
の
利
用
が
主
流
で
あ
っ
た

│
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い

た
初
期
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
、
暗
証
番
号
な
ど
の
デ
ー
タ
を
カ
ー
ド
自
体
の
磁
気
記
録
部
分
に
保
存
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
比

較
的
容
易
に
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
預
金
を
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
偽
の
カ
ー
ド
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
、
一
九
八
一
年
に
発
生
し
た
近
畿
相
互
銀
行
事
件
は
、
銀
行
の
オ
ペ
レ
ー
タ
の
職
に
あ
っ
た
被
告
人
が
、
職
務
上
知
っ
た
他
人

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
情
報
を
利
用
し
、
窃
取
し
た
カ
ー
ド
の
磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
部
分
に
デ
ー
タ
を
印
磁
す
る
な
ど
し
て
不

正
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
作
り
だ
し
、
こ
れ
を
用
い
て
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
約
二
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事

案
で
は
、
不
正
に
作
ら
れ
た
電
磁
的
記
録
部
分
を
含
む
カ
ー
ド
が
文
書
に
当
た
る
と
い
え
る
か
が
争
わ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
文
書
性
を
肯

定
し
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
、
窃
盗
罪
等
で
有
罪
を
言
い
渡
し
た
（
31
）

。

②
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
へ
の
虚
偽
記
録
の
事
案

七
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
四
七
）

自
動
車
登
録
制
度
は
最
も
早
い
時
期
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
処
理
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
前
の
紙
の
登
録
簿

に
調
製
さ
れ
て
い
た
も
の
に
代
わ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
等
の
記
録
媒
体
が
、
従
来
の
自
動
車
登
録
簿
と
同
様
に
自

動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
電
磁
的
記
録
に
か
か
る
フ
ァ
イ
ル
の
性
格
が
文
書
性
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
事
例
、
す
な
わ
ち
、
自
動

車
登
録
を
し
よ
う
と
し
た
者
が
、
そ
の
際
に
虚
偽
の
申
告
を
し
て
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
収
納
さ
れ
た
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
不
実
の
記
載

を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
不
実
の
記
録
を
さ
せ
る
行
為
が
、（
当
時
の
刑
法
一
五
七
条
所
定
の
）
公
正
証
書
原
本
不

実
記
載
罪
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
電
磁
的
記
録
物
で
あ
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
は
「
公
正

証
書
の
原
本
に
あ
た
る
」
と
の
判
断
を
示
し
た
（
32
）

。

ま
ず
、
①
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
事
案
で
は
、
被
告
人
が
、「
㋑
発
行
銀
行
名
が
記
名
印
字
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
原
版
に
、
他
人
の
氏
名
を
凸
字
で
刻
字
し
、
㋺
磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
（
磁
性
体
の
塗
布
さ
れ
た
樹
脂
製
磁
気
テ
ー
プ
を
帯
状
に
埋
め

込
ん
だ
形
態
）
部
分
に
、
エ
ン
コ
ー
ダ
（
磁
気
印
字
機
）
を
用
い
て
暗
証
番
号
を
印
磁
し
た
（
磁
気
的
に
書
き
込
ん
だ
）
行
為
が
有
印
私
文
書

偽
造
罪
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
㋑
の
部
分
は
可
視
性
・
可
読
性
を
備
え
て
お
り
文
書
性
に
問
題
な
い
が
、
㋺
の
部
分
は

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
等
専
用
の
機
器
に
よ
ら
な
け
れ
ば
人
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
文
書
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
用
途
・
性
質
上
は
、
Ｃ
Ｄ
機
に
用
い
て
現
金
の
引
き
出
し
を
行
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
本
来
的
機
能
か
ら

み
る
と
最
も
重
要
な
の
は
㋺
の
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
検
察
官
は
、
⒜
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
等
の
電
磁
的
記
録
は
、
Ｃ
Ｄ
機
に
内

蔵
さ
れ
た
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
視
覚
可
能
で
あ
り
、
⒝
電
磁
的
記
録
の
う
ち
口
座
番
号
等
の
内
容
は
、
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
打
ち
出
さ
れ

る
プ
リ
ン
ト
上
に
文
字
・
数
字
と
し
て
読
み
取
れ
る
、
と
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
た
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
磁
気
ス
ト

七
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八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
八
）

ラ
イ
プ
中
の
暗
証
番
号
等
の
内
容
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
と
同
様
に
直
接
肉
眼
で
視
覚
で
き
な
い
が
、
Ｃ
Ｄ
機
に
用
い
れ
ば
読
み

取
り
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
取
引
店
番
号
、
口
座
番
号
な
ど
が
打
ち
出
さ
れ
る
レ
シ
ー
ト
も
、
カ
ー
ド
の
磁
気
記
録
と
は
形
式
的
に
は
別

の
文
書
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
一
体
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
。

し
か
し
、
文
書
偽
造
の
概
念
の
中
核
部
分
は
、
作
成
名
義
の
偽
り
に
あ
る
が
、
電
磁
的
記
録
は
性
質
上
作
成
名
義
人
が
誰
か
を
観
念
す

る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
文
書
偽
造
の
成
立
を
認
め
る
見
解
も
、
カ
ー
ド
の
券
面
上
に
表
示
さ
れ
た
銀
行
名

や
預
金
者
の
氏
名
部
分
と
、
電
磁
的
記
録
部
分
と
を
一
体
的
に
捉
え
る
見
方
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
33
）

。

し
た
が
っ
て
、
可
視
的
表
示
部
分
を
全
く
欠
い
た
場
合
は
、
も
は
や
文
書
偽
造
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
も
っ

ぱ
ら
Ｃ
Ｄ
機
に
挿
入
使
用
す
る
目
的
で
、
銀
行
名
も
預
金
者
名
の
表
示
も
ま
っ
た
く
な
い
白
地
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
版
に
磁
気
テ
ー
プ
を

貼
り
付
け
、
そ
こ
に
銀
行
の
通
信
回
線
か
ら
取
得
し
た
デ
ー
タ
を
解
読
し
て
得
た
暗
証
番
号
等
を
印
磁
し
た
カ
ー
ド
（「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
」
の
外
観
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
も
の
）
を
作
り
出
し
て
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
窃
取
し
た
事
案
（
い
わ
ゆ
る
札
幌
電
電
公
社
事
件
）

で
は
、
私
文
書
偽
造
罪
で
の
訴
追
は
見
送
ら
れ
て
い
る
（
34
）

。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
電
磁
的
記
録
部
分
を
不
正
に
作
り
出
す
行
為
を
文
書
偽
造
罪
に
問
う
こ
と
に
は
、
可
視
性
・
可

読
性
の
な
い
記
録
を
不
正
に
作
り
出
す
行
為
に
「
文
書
の
公
共
信
用
性
」
の
侵
害
を
認
め
う
る
か
、
作
成
名
義
の
偽
り
が
公
共
信
用
性
侵

害
を
惹
起
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
に
作
成
名
義
を
観
念
し
に
く
い
電
磁
的
記
録
を
文
書
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い

う
本
質
的
に
困
難
な
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
の
信
用
性
の
保
護
を
、
文
書
の
信
用
性
の
保
護
の
枠
組
み
に
期
待
す
る

こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
②
の
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
、
不
実
の
記
録
を
さ
せ
る
行
為
に
関
し
て

七
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
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は
、
公
正
証
書
原
本
不
実
記
載
罪
の
成
立
を
認
め
た
高
裁
判
例
の
集
積
が
あ
っ
た
（
35
）

が
、
前
述
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
事
案
と
異
な
る
点

は
、
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
「
磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
の
電
磁
的

記
録
は
、
Ｃ
Ｄ
機
を
作
動
さ
せ
る
、
い
わ
ば
合
鍵
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
視
覚
可
能
な
状
態
に
再
生
さ
れ
た
も
の
が
公

共
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
」
こ
と
と
の
対
比
で
、
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
文
書
性
は
認
め
や
す
い
と
す
る
こ
と
に
は

理
由
が
あ
る
と
す
る
指
摘
も
あ
っ
た
（
36
）

。

し
か
し
、
②
の
最
高
裁
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
一
般
の
文
書
性
を
ひ
ろ
く
認
め
た

も
の
と
は
言
い
難
い
、
と
解
す
る
見
方
も
有
力
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
決
定
に
は
、
本
件
の
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
は
「
文
書
」
で
は
な

い
が
、「
公
正
証
書
の
原
本
」
に
は
あ
た
る
と
す
る
谷
口
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
。「
公
正
証
書
の
原
本
」
は
必
ず
し
も

「
文
書
」
で
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
法
解
釈
の
一
貫
性
か
ら
も
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
電
磁
的
記
録
一
般
を
「
文
書
」
と
す
る
に
は
刑
法
の
解
釈
上
、
か
な
り
の
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
の
で
あ
る
（
37
）

。

な
お
、
一
九
八
七
年
刑
法
一
部
改
正
後
の
事
案
で
あ
る
が
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
通
話
可
能
度
数
デ
ー
タ
改
ざ
ん
の
ケ
ー
ス
も
、
法

解
釈
の
限
界
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

今
日
、
一
般
に
普
及
し
て
い
る
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
は
、
偽
変
造
行
為
の
被
害
に
さ
ら
さ
れ

た
点
で
も
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
通
話
可
能
度
数
デ
ー
タ
も
、
一
九
八
七
年
改
正
後
の
刑
法
一
六
一
条

の
二
に
い
う
電
磁
的
記
録
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
不
正
に
改
変
す
る
行
為
は
、「
人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
そ
の

事
務
処
理
の
用
に
供
す
る
権
利
・
義
務
に
関
す
る
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作
っ
た
も
の
」
と
し
て
、
私
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
に
該
当

七
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す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
定
の
通
話
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
権
利
が
化
体
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
部
分
と
あ
わ
せ
て
、
そ
の
よ
う
な
権

利
を
表
示
し
た
外
観
を
も
ち
、
譲
渡
性
を
そ
な
え
た
有
価
証
券
と
し
て
流
通
し
て
い
る
実
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
可
視
性
を

欠
く
電
磁
的
記
録
部
分
と
、
可
視
的
な
カ
ー
ド
面
全
体
と
を
一
体
的
に
と
ら
え
る
と
、
電
磁
的
記
録
部
分
の
み
の
改
ざ
ん
行
為
も
、
有
価

証
券
の
変
造
罪
に
あ
た
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
私
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
は
五
年
の
懲
役
を
上
限
と
す
る
の
に
対
し
、
有
価

証
券
変
造
罪
は
一
〇
年
の
懲
役
を
上
限
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
特
に
、
一
六
一
条
の
二
は
、
行
使
の
目
的
で
人
に
交
付
す
る
行
為
を
処
罰

す
る
規
定
を
欠
く
た
め
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
変
造
が
有
価
証
券
変
造
に
あ
た
ら
な
い
と
の
解
釈
を
と
る
と
、
多
く
の
不
正
に
作
ら
れ
た

テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
密
売
行
為
が
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
が
激
し
く
争
わ
れ
た
。

裁
判
所
は
、
ほ
ぼ
積
極
の
見
解
を
と
っ
た
（
38
）

が
、
な
か
に
は
消
極
の
判
断
を
示
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
千

葉
地
裁
の
無
罪
判
決
は
、
有
価
証
券
は
文
書
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、「
昭
和
六
二
年
の
刑
法
一
部
改
正
に
よ
っ
て

電
磁
的
記
録
の
定
義
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
文
書
の
多
く
が
電
磁
的
記
録
に
置
き
換
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
こ

れ
等
の
記
録
の
改
竄
、
毀
棄
等
の
不
正
行
為
を
的
確
に
処
罰
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
従
前
の
文
書
の
偽
変
造
罪
、
毀
棄
罪
等
と
同
様

の
処
罰
規
定
を
設
け
る
必
要
が
生
じ
た
が
、
従
来
の
文
書
概
念
で
は
可
視
性
可
読
性
が
そ
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
り
、
作
成
名
義
が
観
念

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
人
の
五
感
の
作
用
で
は
記
録
の
存
在
及
び
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
も
入
力
し
た
デ
ー
タ
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
ほ
か
の
デ
ー
タ
な
ど
と
と
も
に
処
理
、
加
工
さ

れ
て
作
り
出
さ
れ
る
な
ど
複
数
の
者
の
意
思
や
行
為
が
か
か
わ
る
こ
と
が
多
く
、
作
成
名
義
も
観
念
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
の

で
、
新
た
に
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
の
定
義
規
定
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
従
来
の
文
書
概
念
と
電
磁
的
記
録
と
を
截
然
と

区
別
す
る
こ
と
と
な
り
、
従
来
の
文
書
偽
造
・
同
行
使
に
見
合
う
電
磁
的
記
録
の
不
正
作
出
・
同
供
用
と
い
う
構
成
要
件
を
新
設
し
た
。

七
八



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
五
一
）

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
電
磁
的
記
録
部
分
は
文
書
で
は
な
く
、
有
価
証
券
に
も
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。」
と
し
た
（
39
）

。

従
来
、
有
価
証
券
も
文
書
の
一
種
で
あ
り
、
当
然
に
文
書
性
が
要
求
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
を
新
設

し
た
一
九
八
七
年
改
正
後
も
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
有
価
証
券
と
し
て
扱
う
た
め
に
は
、
す
で
に
み
た
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
最
高

裁
決
定
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、「
有
価
証
券
」
に
あ
た
る
か
否
か
を
端
的
に
検
討
し
、
そ
の
際
「
文
書
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
問
題
で

は
な
い
、
と
す
る
立
論
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
法
解
釈
の
一
貫
性
・
体
系
的
整
合
性

の
点
か
ら
疑
問
が
あ
り
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
領
域
で
も
、
立
法
的
対
応
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
40
）

。

（
2
）　

デ
ー
タ
の
効
用
の
侵
害

│
電
磁
的
記
録
の
消
去
と
毀
棄
罪

│

文
書
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
生
活
上
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
重
要
な
機
能
を
営
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
文
書
の
「
信
用
性
の

保
護
」
と
は
別
に
、
そ
の
「
効
用
の
保
護
」
と
い
う
角
度
か
ら
、
刑
法
は
公
用
文
書
、
私
用
文
書
の
毀
棄
罪
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
、
伝
統
的
な
文
書
概
念
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
法
解
釈
上
の
困
難
な
問
題
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
等
と
は
異
な
り
、
磁
気
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
等
の
記
録
媒
体
に
収
納
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
行
為
が
実

際
に
問
題
と
さ
れ
た
事
案
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
41
）

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
可
視
性
・
可
読
性
を
欠
く
た
め
刑
法
上
の
文

書
と
は
い
え
な
い
と
す
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
に
置
き
換
え
ら
れ
た
多
く
の
デ
ー
タ
が
刑
法
に
よ
る
保
護
の
埒
外
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
観
点
か
ら
、
議
論
の
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
42
）

。
伝
統
的
な
文
書
毀
棄
行
為
の
態
様
が
、
書

類
を
引
き
裂
く
、
焼
き
捨
て
る
な
ど
を
典
型
的
な
行
為
と
し
て
想
定
し
て
い
る
た
め
、
物
理
的
破
壊
を
伴
わ
な
い
場
合
に
は
適
用
の
可
否

が
判
然
と
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

厳
格
に
解
す
る
と
、
デ
ィ
ス
ク
等
の
デ
ー
タ
を
保
存
し
た
媒
体
ご
と
一
つ
の
「
電
磁
的
記
録
物
」
と
考
え
、
そ
の
内
容
の
消
去
を
器
物
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損
壊
罪
に
問
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
デ
ィ
ス
ク
等
記
録
メ
デ
ィ
ア
の
「
デ
ー
タ
を
記
録
す
る
」
と
い
う
効
用
自
体
は
害
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
毀
棄
罪
を
「
物
の
効
用
」
を
保
護
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、
他
人
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
録
画
内
容
を
無
断

で
消
去
し
て
も
、
器
物
損
壊
罪
な
ど
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
43
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
価
値
の
あ
る
内
容
、
重
要
な
デ
ー
タ
が
収
納
さ
れ
て
い
る
媒
体
（
た
と
え
ば
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
デ
ィ
ス
ク
な
ど
）
の
「
効

用
」
は
、「
記
録
を
行
え
る
」
と
い
う
働
き
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
内
容
を
再
生
・
利
用
で
き
る
」
と
い
う
働
き
も

含
ま
れ
る
と
考
え
る
と
、
内
容
の
消
去
自
体
が
毀
棄
罪
を
構
成
す
る
と
解
す
る
余
地
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
（
44
）

。

こ
う
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
デ
ー
タ
自
体
の
効
用
は
、
毀
棄
罪
に
よ
る
保
護
の
範
囲
な
い
し
保
護
が
及
ぶ
か
否
か
が
明
確
で
な
く
、

不
安
定
な
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
不
正
な
財
産
的
事
務
処
理
と
財
産
犯
罪

情
報
処
理
技
術
の
応
用
分
野
の
中
で
も
比
較
的
初
期
の
段
階
で
実
用
化
さ
れ
普
及
が
始
ま
っ
た
の
が
金
融
機
関
な
ど
の
業
務
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
従
来
、
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
た
金
銭
の
決
済
処
理
な
ど
の
財
産
的
事
務
処
理
の
大
部
分
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム

（
機
械
）
を
用
い
て
人
の
判
断
作
用
を
全
く
介
さ
ず
に
行
わ
れ
る
方
式
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
詐
欺
罪
な
ど
の
財
産
犯
罪
は
、
人

の
判
断
作
用
に
働
き
か
け
て
行
わ
れ
る
不
正
行
為
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
自
動
化
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
の
処
理
に
適
用
す
る
の
は
難

し
い
。
ま
た
、
現
金
や
証
券
な
ど
物
体
の
移
動
を
と
も
な
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
電
子
マ
ネ
ー
の
移
転
に
よ
っ
て
取
引
の
決
済
が
行
わ
れ
る

の
が
常
態
に
な
る
と
、
窃
盗
、
横
領
な
ど
の
伝
統
的
な
犯
罪
類
型
の
適
用
に
困
難
を
来
す
部
分
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　

Ｃ
Ｄ
犯
罪

わ
が
国
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
を
悪
用
す
る
犯
罪
と
し
て
最
初
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
金
融
機
関
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム

八
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ク
に
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す
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犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
五
三
）

を
利
用
し
た
財
産
犯
罪
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
Ｃ
Ｄ
機

（C
ash D

ispencer

）、
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
（A

utom
ated T

eller M
achine

）
か
ら
不
正
に
現
金
を
引
き
出
す
犯
罪
が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
、
誰
に
で
も
容
易
に
犯
行
の
機
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
拾
得
、
窃
取
、
詐
取
、

横
領
な
ど
に
よ
り
取
得
し
た
者
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
暗
証
番
号
を
知
り
現
金
を
引
き
出
す
と
い
う
形
態
が
一
般
的
で
あ
る
（
45
）

。

こ
れ
ら
の
多
く
は
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
設
置
す
る
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
不
正
に
現
金
を
引
き
出
す
手
口
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
伝
統
的

な
財
産
犯
罪
と
実
質
が
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
の
不
正
な
現
金
の
引
出
し
行
為
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
が
確
立
し

た
判
例
で
あ
る
。
Ｃ
Ｄ
機
は
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関
が
設
置
・
管
理
し
稼
働
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
機
器
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い
る
現

金
の
占
有
は
金
融
機
関
に
あ
る
の
で
、
権
限
な
く
カ
ー
ド
を
用
い
て
口
座
名
義
人
の
預
金
を
引
き
出
す
行
為
は
、
他
人
（
＝
金
融
機
関
）

の
占
有
を
侵
害
し
て
財
物
を
窃
取
し
た
と
評
価
さ
れ
る
（
46
）

。

な
お
、
自
己
名
義
の
カ
ー
ド
悪
用
に
つ
き
、「
返
済
の
意
思
が
な
い
の
に
、
当
初
か
ら
不
正
に
使
用
す
る
目
的
で
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
、
こ
れ
を
使
用
し
自
動
支
払
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
す
行
為
は
窃
盗
罪
を
構

成
す
る
」
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
47
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
Ｃ
Ｄ
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
窃
盗
罪
の
適
用
に
よ
る
処
理
に
格
別
問
題
は
な
く
、
安
定
し
た
法
状
況
に
あ
っ

た
と
い
い
う
る
。

（
2
）
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
悪
用
と
財
産
犯
罪

こ
れ
に
対
し
て
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
内
部
の
者
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
悪
用
の
事
案
は
、
こ
れ
も
本
質
的
に
は
伝
統
的

な
財
産
犯
罪
の
新
し
い
手
口
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｄ
犯
罪
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
た
。
金
融
機
関

八
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
五
四
）

の
職
員
な
ど
内
部
者
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
端
末
か
ら
不
正
な
操
作
を
行
い
現
金
や
財
産
上
の
利
益
を
取
得
す
る
こ
の
形
態
の

犯
罪
は
、
た
と
え
ば
、
銀
行
の
行
員
が
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
口
座
に
宛
て
て
架
空
の
入
金
操
作
を
行
な
い
、
後
に
そ
こ
か
ら
現
金
を

引
き
出
し
た
り
、
振
替
を
行
っ
た
り
す
る
態
様
で
行
わ
れ
た
。
本
稿
Ⅱ
│
3
│（
1
）で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
三
和
銀
行
事
件
を
は
じ
め
、

平
和
相
互
銀
行
事
件
、
北
浜
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
件
、
大
阪
サ
ラ
金
事
件
な
ど
多
数
の
事
例
が
あ
る
（
48
）

。

こ
れ
等
の
事
例
は
、
内
部
関
係
者

│
あ
る
い
は
元
内
部
者

│
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
大
き
な
被
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
覚
し
に
く

い
密
室
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
中
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
す
る
専
門
知
識
を
駆
使
し
た
巧
妙
な
犯
行
と
い
う
特
徴
を
持
つ

も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
金
等
を
取
得
し
た
時
点
で
は
、
窃
盗
・
詐
欺
・
横
領
等
の
財
産
犯
罪
に
問
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
、
現
金
の
引
出
し
前
の
段
階
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。

①　

不
正
に
端
末
を
操
作
し
て
デ
ー
タ
を
入
力
し
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
口
座
（
当
時
は
架
空
名
義
の
口
座
が
比
較
的
容
易
に
開
設
で
き

た
）
に
架
空
の
入
金
操
作
を
行
い
、
そ
の
口
座
残
額
を
増
加
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
窃
盗
に
も
詐
欺
に
も
問
え
な
か
っ
た
。

現
金
（
＝
財
物
）
が
取
り
出
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
窃
盗
罪
に
あ
た
ら
ず
、
ま
た
、
一
連
の
財
産
的
事
務
処
理
が
人
の
判
断
作
用
を
介

す
る
こ
と
な
く
機
械
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上

│
機
械
は
錯
誤
に
陥
る
こ
と
は
な
い

│
、
詐
欺
罪
の
余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
二
項
詐
欺
で
も
捕
捉
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
49
）

。

②　

架
空
の
入
金
が
行
わ
れ
た
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
落
し
が
行
わ
れ
て
も
（
債
務
の
弁
済
が
な
さ
れ
行
為
者
が
具
体
的
に
財
産
上
の
利
益

を
得
て
い
て
も
）
同
様
に
依
然
と
し
て
罪
責
を
問
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。

③　

引
出
さ
れ
た
段
階
で
窃
盗
罪
に
問
う
場
合
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
元
々
行
為
者
の
預
金
が
一
〇
〇
万
円
あ
っ
た
口
座

に
、
架
空
入
金
に
よ
り
一
〇
〇
万
円
が
増
加
し
預
金
残
高
が
二
〇
〇
万
円
の
状
態
と
な
っ
た
後
に
一
〇
〇
万
円
が
引
出
さ
れ
た
場
合
、

八
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
五
五
）

元
々
あ
っ
た
一
〇
〇
万
円
と
架
空
入
金
さ
れ
た
一
〇
〇
万
円
と
は
論
理
的
に
判
別
不
可
能
で
あ
り
、
一
〇
〇
万
円
の
引
き
出
し
を
「
他
人

の
物
」
を
窃
取
し
た
と
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
実
質
が
窃
盗
、
詐
欺
な
ど
の
財
産
犯
罪
に
等
し
い
内
実
の
不
正
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

金
の
引
き
出
し
や
財
物
の
取
得
を
待
た
な
け
れ
ば
罪
責
を
追
及
で
き
な
い
事
態

│
処
罰
の
間
隙

│
が
生
じ
、
そ
れ
が
、
後
述
す
る
刑

事
立
法
を
促
す
最
も
大
き
な
動
因
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
業
務
へ
の
加
害
行
為
な
ど

（
1
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
加
害
と
業
務
妨
害
罪

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
普
及
が
す
す
む
に
つ
れ
、
そ
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
人
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
て

行
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
家
庭
で
、
趣
味
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
用
途
等
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

今
日
の
状
況
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
は
研
究
所
な
ど
専
門
家
に
よ
る
利
用
や
、
一
部
の
企
業
活
動
に
お
け
る
利
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

む
し
ろ
業
務
に
用
い
ら
れ
る
場
面
が
先
行
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
種
々
の
業
務
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
重
要
度
が
ま
す
ま
す

高
ま
っ
て
い
く
に
と
も
な
い
、
業
務
に
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
加
害
行
為
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が

重
要
な
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
人
の
業
務
用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
加
害
行
為
に
よ
り
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
、
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
三
条
・
同

二
三
四
条
）
の
適
用
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
い
う
「
業
務
」
と
は
、
精
神
的
で
あ
る
と
経
済
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
広

く
職
業
そ
の
他
、
社
会
生
活
上
の
地
位
に
基
づ
き
継
続
的
に
行
わ
れ
る
事
務
ま
た
は
事
業
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
50
）

と
こ
ろ
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
業
務
に
使
用
中
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
け
ら
れ
た
加
害
行
為
は
、
同
罪
を
構
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
五
六
）

し
か
し
、
業
務
妨
害
罪
は
、「
虚
偽
の
風
説
の
流
布
」、「
偽
計
」、「
威
力
」
を
実
行
行
為
と
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
、
人
の
意
思
・
判
断
作
用
に
働
き
か
け
て
妨
害
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
り

│
判
例
実
務
上
相
当
程
度
拡
張
的
に
把
握
さ
れ

て
い
る
（
51
）

と
は
い
え

│
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
直
接
加
え
ら
れ
る
物
理
的
破
壊
や
動
作
阻
害
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の

で
あ
る
。「
威
力
」
業
務
妨
害
に
も
、「
偽
計
」
業
務
妨
害
に
も
問
え
な
い
場
合
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
生
活
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

シ
ス
テ
ム
へ
の
依
存
度
の
高
ま
り
や
、
加
害
行
為
が
重
要
な
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
直
撃
し
か
ね
な
い
事
態
も
想
定
さ
れ
る
以
上
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
業
務
の
よ
り
適
切
な
保
護
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
52
）

。

（
2
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
・
不
正
ア
ク
セ
ス

研
究
機
関
や
企
業
の
所
有
す
る
運
転
コ
ス
ト
の
高
額
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
を
、
無
断
で
不
正
に
使
用
す
る
行
為
は
、
比
較
的

は
や
い
時
期
に
現
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
一
九
八
〇
年
五
月
、
マ
イ
コ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
の
従
業
員
が
、
岡
山
大
学
の
助
教
授
の
同
大
学
計
算
セ
ン
タ
ー
登
録
番
号
（
Ｉ
Ｄ
）
と

パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
手
し
、
こ
れ
を
用
い
て
数
カ
月
の
間
、
の
べ
四
五
時
間
に
わ
た
り
電
話
回
線
経
由
で
同
セ
ン
タ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

ア
ク
セ
ス
し
無
断
で
使
用
し
て
い
た
（
使
用
料
約
一
六
万
円
）
こ
と
が
発
覚
し
た
。
②
一
九
八
一
年
八
月
、
某
公
団
職
員
ら
が
、
全
国
高
等

学
校
野
球
選
手
権
大
会
の
試
合
に
関
し
て
、
現
金
合
計
一
六
万
円
余
り
を
賭
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
野
球
ト
ト
カ
ル
チ
ョ
」
と
称
す
る
賭
博

を
行
い
、
そ
の
際
、
賭
け
金
の
計
算
処
理
を
行
う
特
別
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
た
上
、
同
公
団
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
不
正
に
使
用
し
て

い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
い
ず
れ
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
使
用
に
つ
い
て
は
適
用
条
文
を
欠
く
た
め
立
件
さ
れ
な
か
っ
た
（
53
）

。

こ
の
よ
う
な
利
用
権
限
の
な
い
者
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
使
用

│
マ
シ
ン
・
タ
イ
ム
の
盗
用
と
も
呼
ば
れ
る

│
は
、
一
台

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
並
行
し
て
同
時
に
複
数
の
ユ
ー
ザ
が
利
用
で
き
る
タ
イ
ム
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
処
理
を
用
い
て
、
本
来
の
業
務
で
稼
働

八
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
五
七
）

中
の
運
転
コ
ス
ト
の
高
額
な
シ
ス
テ
ム
を
、
不
正
に
対
価
を
支
払
わ
ず
に
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
点
で
、
あ
る
種
の
「
利
益
窃
盗
」
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
発
覚
し
た
事
案
の
よ
う
な
大
型
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
な
く
と
も
、
勤
務
先
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
私
的
な

目
的
で
使
用
し
た
り
、
外
部
か
ら
電
話
回
線
等
を
介
し
て
接
続
し
て
使
用
し
た
り
す
る
行
為
も
含
め
て
、
処
罰
す
る
た
め
の
い
か
な
る
刑

罰
法
令
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
無
権
限
使
用
」
の
問
題
性
は
、
他
人
の
所
有
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
重

要
な
「
資
源
」
を
無
断
で
利
用
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
利
用
す
る
た
め
に
無
断
で
シ
ス
テ
ム
に
侵
入
す
る
と
い
う
側
面

に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
54
）

。

す
な
わ
ち
、
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
や
、
デ
ー
タ
の
不
正
入
手
、
デ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
消
去
や
改
ざ
ん
な
ど
多
く
の

不
正
行
為
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
な
侵
入
（
無
権
限
の
ア
ク
セ
ス
）
を
手
段
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
化
の

要
否
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
の
不
正
な
ア
ク
セ
ス
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
五
年
、
わ
が

国
で
は
電
気
通
信
事
業
の
自
由
化
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
通
信
の
自
由
化
が
ハ
ッ
カ
ー
を
生
む
土
壌
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
た
（
55
）

。
公
衆
通
信
回
線
を
経
由
す
る
な
ど
し
て
不
正
に
他
人
の
シ
ス
テ
ム
に
侵
入
し
、
デ
ー
タ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
盗
み
見
た

り
、
破
壊
・
消
去
・
改
変
な
ど
を
行
な
い
個
人
情
報
や
企
業
秘
密
、
行
政
機
関
の
情
報
、
さ
ら
に
国
家
の
防
衛
に
関
す
る
秘
密
情
報
を
侵

害
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
に
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
な
ど
の
事
態
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
わ
が
国
の
実
例
と
し
て
は
、
①
Ｋ
Ｄ
Ｄ
（
当
時
の
国
際
電
信
電
話
公
社
）
の
国
際
公
衆
デ
ー
タ
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
利
用

者
（
企
業
や
公
立
の
研
究
機
関
）
の
シ
ス
テ
ム
が
、
海
外
か
ら
不
正
侵
入
さ
れ
、
フ
ァ
イ
ル
に
落
書
き
さ
れ
る
等
の
被
害
を
受
け
た
事
例
（
56
）

、

②
筑
波
学
園
研
究
都
市
の
文
部
省
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
学
研
究
所
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
が
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
国
際
通
信
回
線
を
介
し

て
西
ド
イ
ツ
か
ら
不
正
侵
入
さ
れ
た
事
例
（
57
）

、
ま
た
、
実
害
が
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
③
大
阪
工
業
大
学
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
五
八
）

磁
気
デ
ィ
ス
ク
中
に
収
納
さ
れ
た
研
究
用
数
値
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
学
生
の
成
績
・
入
試
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
二
五
〇
〇
件
の
最
重
要
デ
ー
タ

が
、
何
者
か
が
何
ら
か
の
方
法
で
入
手
し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
を
用
い
て
学
内
の
端
末
か
ら
シ
ス
テ
ム
に
侵
入
し
消
去
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
打
込
む

と
い
う
手
口
で
消
去
し
た
と
い
う
事
例
（
58
）

が
あ
る
（
59
）

。

こ
れ
ら
の
不
正
侵
入
事
案
は
、
い
ず
れ
も
刑
事
責
任
の
追
及
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
重
要
デ
ー
タ
の
消
去
と
い
う
実
害
を
生
じ
た
③
の

事
案
も
、
毀
棄
罪
適
用
に
よ
る
訴
追
は
全
く
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
法
的
責
任
を
含
め
追
及
は
断
念
さ
れ
て
い
る
（
60
）

。

そ
の
後
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
多
く
の
有
力
な
刑
法
学
者
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
法
制
度
調
査
研
究
委
員

会
」
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
侵
害
行
為
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
、
積
極
的
な
立
法
提
言
を
含
む
検
討
結
果
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
加
害
行
為
に
関
す
る
刑
事
法
的
対
応
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
61
）

な
ど
、
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
刑

事
規
制
に
向
け
た
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

（
29
）　

た
と
え
ば
、
旧
刑
法
下
に
、
電
気
の
利
用
普
及
と
い
う
技
術
革
新
に
と
も
な
っ
て
、
従
来
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
電
気
盗
用
の
事
案
が
現
れ

た
が
、
最
初
は
「
管
理
可
能
性
」
を
用
い
た
拡
張
的
法
解
釈
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
（
大
判
明
三
六
・
五
・
二
一
刑
録
九
輯
八
七
四
頁
）、
後
に
立

法
的
解
決
が
行
わ
れ
た

│
現
行
刑
法
制
定
時
に
電
気
を
「
財
物
と
み
な
す
」
二
四
五
条
が
設
け
ら
れ
た

│
経
緯
が
あ
る
。

（
30
）　

大
判
明
四
三
・
九
・
三
〇
刑
録
一
六
輯
一
五
七
二
頁
。
学
説
も
、「
文
字
そ
の
他
の
符
号
に
よ
っ
て
意
思
ま
た
は
観
念
を
表
示
し
た
物
」（
団
藤

重
光
『
刑
法
綱
要
第
三
版
』
創
文
社
（
一
九
九
〇
）
二
七
一
頁
）
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
な
お
、「
①
媒
体
の
上
に
可
視
的
・
可
読
的
な
状
態

で
固
定
さ
れ
た
、
人
の
意
思
・
観
念
の
表
示
で
あ
っ
て
、
②
意
思
・
観
念
の
表
示
の
主
体
で
あ
る
作
成
名
義
人
が
認
識
可
能
な
も
の
を
い
う
」
と
す

る
山
口
教
授
は
、「
作
成
名
義
人
の
認
識
可
能
性
の
要
件
が
付
加
さ
れ
る
の
は
…
文
書
が
証
拠
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
」
と
さ
れ
る

（
山
口
厚
『
刑
法
各
論
（
第
二
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
〇
）
四
三
〇
頁
）。
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
五
九
）

（
31
）　

大
阪
地
判
昭
五
七
・
九
・
九
判
例
時
報
一
〇
六
七
号
一
五
九
頁
。

（
32
）　

最
決
昭
五
八
・
一
一
・
二
四
刑
集
三
九
巻
九
号
一
五
三
八
頁
。

（
33
）　

積
極
の
見
解
を
支
持
す
る
学
説
も
、
カ
ー
ド
券
面
上
の
可
視
的
表
示
部
分
と
一
体
的
に
観
察
す
れ
ば
作
成
名
義
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ

て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
私
文
書
偽
造
罪
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
、
と
し
て
い
る
（
板
倉
宏
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
私
文

書
偽
造
罪

│
大
阪
地
裁
九
月
九
日
判
決
を
め
ぐ
っ
て

│
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
五
巻
一
二
号
二
五
頁
（
一
九
八
二
））。
ほ
ぼ
同
様
に
こ
の
判
決
を

支
持
す
る
見
解
と
し
て
、
戸
田
信
久
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
改
ざ
ん
に
対
し
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
」
研
修
四
一
三
号

（
一
九
八
二
）
四
七
頁
以
下
。

（
34
）　

但
木
敬
一
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
研
修
四
〇
八
号
五
五
頁
。

（
35
）　

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
判
昭
五
二
・
一
・
二
七
判
例
時
報
八
五
二
号
一
二
六
頁
（
そ
の
評
釈
と
し
て
、
宮
澤
浩
一
「
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
（
電

磁
的
記
録
物
）
は
刑
法
一
五
七
条
一
項
の
『
公
正
証
書
の
原
本
』
か
」
判
例
評
論
二
三
一
号
（
一
九
七
八
）
一
五
六
頁
以
下
。）、
広
島
高
判
昭

五
三
・
九
・
二
九
判
例
時
報
九
一
三
号
一
一
九
頁
。
な
お
、
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
が
公
正
証
書
の
原
本
に
あ
た
る
と
し
た
最
初
の
判
決
（
そ
し
て

ま
た
、
電
磁
的
記
録
の
文
書
性
を
肯
定
し
た
最
初
の
判
決
）
は
、
福
岡
地
裁
久
留
米
支
判
昭
四
九
・
一
二
・
四
（
判
例
集
未
登
載
）
と
さ
れ
る
（
原

田
國
男
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
磁
気
テ
ー
プ
の
文
書
性
」
研
修
三
三
二
号
六
七
頁
）。

（
36
）　

板
倉
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
私
文
書
偽
造
罪
」
前
掲
（
註（
33
））
二
七
頁
。
な
お
、
吉
田
淳
一
「
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
は
公
正
証
書
原
本

か
」
警
察
學
論
集
三
〇
巻
一
二
号
（
一
九
七
七
）
一
七
四
頁
は
、
消
極
的
見
解
に
立
ち
、「
や
は
り
本
来
立
法
的
解
決
を
要
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。

（
37
）　

積
極
の
結
論
を
支
持
す
る
学
説
も
、
谷
口
補
足
意
見
が
、
自
動
車
登
録
に
関
す
る
法
令
の
改
正
（
従
来
の
自
動
車
登
録
原
簿
か
ら
自
動
車
登
録

フ
ァ
イ
ル
へ
と
変
更
し
た
も
の
）
に
よ
り
刑
法
の
構
成
要
件
が
補
足
修
正
さ
れ
た
と
の
理
論
構
成
を
、「
窮
余
と
は
い
え
巧
妙
な
説
明
」
と
し
、
多

数
意
見
が
公
正
証
書
の
原
本
に
あ
た
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
、
そ
の
文
書
性
に
つ
い
て
格
別
の
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
も
「
意
味
深
長
と
い
う

べ
き
」
と
評
し
て
い
る
（
団
藤
『
刑
法
綱
要
第
三
版
』
前
掲
（
註（
30
））
二
九
八
│
二
九
九
頁
）。

（
38
）　

東
京
地
判
平
一
・
八
・
八
判
時
一
三
一
九
号
一
五
八
頁
な
ど
。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
六
〇
）

（
39
）　

千
葉
地
判
平
一
・
一
一
・
二
判
例
時
報
一
三
三
二
号
一
五
〇
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
に
最
高
裁
は
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
を
刑
法
上
の
有
価
証

券
と
認
め
る
積
極
判
断
を
示
し
、
争
い
に
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
（
最
決
平
成
三
・
四
・
五
判
例
時
報
一
三
八
三
号
一
一
八
頁
）。

（
40
）　

改
ざ
ん
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
改
ざ
ん
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
と
変
造
有
価
証
券
交
付
罪
の
成
否
」

法
学
紀
要
三
二
巻
三
九
七
頁
以
下
（
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
41
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
事
案
を
詳
細
に
紹
介
し
た
当
時
の
論
稿
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
海
外
の
事
例
と
し
て
、
保
険
会
社
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
担
当
職
員
が
会
社
の
重
要
な
磁
気
テ
ー
プ
の
中
身
を
消
す
な
ど
し
て
二
三
億
円
余
り
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
例
や
、
会
社
の
従
業
員
が
磁
石
を

使
っ
て
磁
気
テ
ー
プ
の
エ
ラ
ー
チ
ェ
ッ
ク
・
コ
ー
ド
を
消
去
し
た
事
例
、
磁
気
テ
ー
プ
を
先
の
と
が
っ
た
道
具
で
突
い
て
使
用
不
能
に
し
た
、
な
ど

の
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
実
例
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
（
人
見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））
一
〇
頁

以
下
）。

（
42
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
早
い
時
期
に
扱
っ
た
論
稿
の
な
か
に
も
、
磁
気
記
録
の
消
去
行
為
を
文
書
毀
棄
や
器
物
損
壊
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
か

を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
（
西
原
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
と
刑
事
法
上
の
諸
問
題
」
前
掲
（
註（
10
））
三
六
頁
）。

（
43
）　

板
倉
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
」
前
掲
（
註（
13
））
一
〇
二
頁
。

（
44
）　

廣
畑
史
朗
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
の
適
用
」
警
察
學
論
集
三
五
巻
一
一
号
五
四
頁
（
一
九
八
二
）。

（
45
）　

今
日
で
も
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
手
口
の
Ｃ
Ｄ
犯
罪
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
不
正
使
用
と
並
び
、
カ
ー
ド
犯
罪
の
大
半
を
占
め
て
い
る
と
さ

れ
る
（
警
察
庁
編
『
平
成
二
三
年
版
警
察
白
書
』
七
五
頁
）。

（
46
）　

窃
取
し
た
他
人
名
義
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
銀
行
の
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
事
案
に
つ
き
、「
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
現
金

の
窃
盗
罪
が
成
立
し
、
銀
行
が
カ
ー
ド
の
名
義
人
に
対
し
て
免
責
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
同
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し

た
裁
判
例
が
あ
る
（
東
京
高
判
昭
五
五
・
三
・
三
刑
裁
月
報
一
二
巻
三
号
六
七
頁
）。

（
47
）　

高
松
高
判
昭
六
〇
・
五
・
三
〇
高
検
速
報
四
二
六
号
。

（
48
）　

人
見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））
九
頁
、
小
林
道
男
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
防
止
対
策
」
警
察
学
論
集
三
五
巻

一
一
号
六
四
頁
以
下
（
一
九
八
二
）、
中
山
研
一
＝
神
山
敏
雄
編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
等
に
関
す
る
刑
法
一
部
改
正
（
注
釈
）
改
定
増
補
版
』
成
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
）（
南
部
）

（
二
六
一
）

文
堂
二
九
頁
以
下
（
一
九
八
九
）
参
照
。

（
49
）　

実
際
に
、
前
述
の
三
和
銀
行
事
件
で
は
、
犯
人
は
数
回
に
わ
た
り
計
一
億
八
〇
〇
〇
万
円
の
架
空
振
替
入
金
操
作
を
行
っ
て
架
空
口
座
に
そ
の

金
額
を
記
帳
さ
せ
た
が
、
罪
責
を
問
わ
れ
た
の
は
、
最
終
的
に
手
に
し
た
現
金
、
保
証
小
切
手
計
一
億
三
〇
〇
〇
万
円
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
人

見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））
三
一
頁
）。

（
50
）　

大
判
大
一
〇
・
一
〇
・
二
四
刑
録
二
七
輯
六
四
三
頁
。
学
説
上
も
こ
れ
を
承
認
す
る
見
解
が
通
説
と
い
っ
て
よ
い
（
団
藤
『
刑
法
綱
要
第
三

版
』
前
掲
（
註（
2
））
五
三
五
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
（
第
四
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
七
）
一
六
五
頁
、
山
口
『
刑
法
各
論

（
第
二
版
）』
前
掲
（
註（
30
））
一
五
五
│
一
五
六
頁
な
ど
）。

（
51
）　

山
口
『
刑
法
各
論
（
第
二
版
）』
前
掲
（
註（
30
））
は
、
虚
偽
の
風
説
の
流
布
・
偽
計
・
威
力
は
、「
本
来
、
人
の
意
思
を
介
し
た
妨
害
手
段
を

意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
が
、
…
判
例
に
よ
り
拡
張
さ
れ
、
端
的
な
業
務
妨
害
ま
で
が
捕
捉
さ
れ
る
に
至
っ
て
」
お
り
、「
妨
害
の
態
様
と
し
て
、
犯

罪
成
立
を
限
定
す
る
意
義
は
極
め
て
薄
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
（
同
書
一
六
二
頁
以
下
）。

（
52
）　

な
お
、
こ
の
業
務
妨
害
に
関
連
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
問
題
が
後
に
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
が
、
昭
和
六
二
年
改
正
前
の
こ
の

時
期
に
は
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
立
法
課
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
53
）　

人
見
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
発
生
状
況
」
前
掲
（
註（
17
））
三
五
頁
。
な
お
、
同
論
文
に
、
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
使
用
事
案
の
紹
介
が

あ
る
（
同
二
三
頁
以
下
）。

（
54
）　

対
価
を
払
わ
ず
に
他
人
の
物
を
権
限
な
く
使
用
す
る
行
為
一
般
を
犯
罪
化
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
勤
務
先

会
社
の
機
器
を
用
い
た
仕
事
中
の
私
用
電
話
や
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
な
ど
は
、
内
部
的
ル
ー
ル
等
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
規
律
し
う
る
の
で
あ
る
。

（
55
）　

こ
の
時
期
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
将
来
に
つ
い
て
、
原
田
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
研
究
動
向
」
前
掲
（
註（
24
））
九
一
頁
は
、
通

信
回
線
自
由
化
に
と
も
な
い
デ
ー
タ
通
信
利
用
機
会
が
増
加
す
る
こ
と
に
加
え
、
憂
慮
す
べ
き
点
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
普
及
に

よ
る
「
ハ
ッ
カ
ー
予
備
軍
」
急
増
の
点
を
あ
げ
て
い
た
。

（
56
）　

一
九
八
六
年
二
月
二
四
日
付
毎
日
新
聞
。

（
57
）　

一
九
八
六
年
二
月
三
日
付
毎
日
新
聞
。

八
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
六
二
）

（
58
）　

一
九
八
四
年
七
月
二
七
日
付
毎
日
新
聞
。

（
59
）　

以
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
不
正
侵
入
等
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
詳
細
に
紹
介
す
る
、
室
伏
哲
郎
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
戦
争

│

日
本
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
・
攻
防
最
前
線

│
』
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
（
一
九
八
七
）
を
参
照
。

（
60
）　

室
伏
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
戦
争
』
前
掲
（
註（
59
））
一
〇
二
頁
以
下
。

（
61
）　

日
本
情
報
処
理
開
発
協
会
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
加
害
行
為
に
関
す
る
刑
事
法
的
対
応
』（
一
九
九
〇
）。
な
お
、

こ
れ
を
紹
介
す
る
記
事
と
し
て
、「
シ
ス
テ
ム
侵
害
罪
立
法
化
の
動
き
」
経
営
法
務
一
七
九
号
二
二
頁
以
下
（
一
九
九
一
）。 九

〇



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
六
三
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

米
国
の
憲
法
に
は
、
わ
が
国
憲
法
八
一
条
に
相
当
す
る
裁
判
所

の
憲
法
判
断
権
が
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判

例
を
通
じ
て
そ
れ
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
確
立
し
た
の
が
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
第

四
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
主
導
に
よ
る
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ

ス
ン
事
件
判
決
で
あ
る
事
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
た
め
に
、
そ
の
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
判
決
が
最
初
の

憲
法
判
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
払
拭
す
べ
く
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
イ

初
代
長
官
や
オ
リ
バ
ー
・
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
第
三
代
長
官
の
時
代
に

す
で
に
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
判
断
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
憲

法
判
断
権
は
、
決
し
て
判
例
だ
け
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
無
く
、

憲
法
そ
の
他
の
成
文
法
も
若
干
で
は
あ
る
が
存
在
し
て
い
た
。
そ

う
し
た
総
合
的
情
況
も
、
本
稿
で
は
併
せ
て
紹
介
し
た
い
。

一　

米
合
衆
国
憲
法
の
最
初
期

米
国
憲
法
判
例
を
理
解
す
る
に
は
米
合
衆
国
憲
法
の
条
文
の
意

味
を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
が

制
定
さ
れ
た
経
緯
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
簡
単

米
国
初
期
の
憲
法
判
例

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

九
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
六
四
）

員
や
、
そ
の
た
め
の
兵
器
・
設
備
の
提
供
を
強
制
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
当
時
、
邦
境
を
巡
っ
て
未
解
決
の
紛
争

が
多
数
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
各
邦
間
で
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、

議
会
は
、
調
停
役
お
よ
び
裁
判
官
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
邦
に

議
会
の
決
定
を
受
け
入
れ
る
よ
う
義
務
付
け
る
権
限
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
欠
陥
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の

が
、
連
合
政
府
は
租
税
高
権
を
持
た
ず
、
そ
の
財
政
は
各
州
の
分

担
金
で
賄
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
独
立
戦
争
下
に

お
い
て
、
各
邦
も
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
分
担
金
が

約
束
通
り
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
連
合

は
、
財
政
経
費
の
分
担
に
応
じ
な
い
邦
を
罰
す
る
権
限
を
持
た
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
連
合
は
き
わ
め
て
厳
し
い
財
政
赤
字
に
見

舞
わ
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
指
揮
下
の
兵
士
に
給
料
を
払
う
こ
と
さ
え

満
足
に
で
き
ず
、
独
立
戦
争
の
さ
な
か
に
、
軍
が
反
乱
を
起
こ
し

た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
3
）
。

そ
こ
で
、
独
立
戦
争
に
勝
利
す
る
と
、
よ
り
し
っ
か
り
し
た
連

邦
憲
法
を
作
ろ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
り
、
一
七
八
七
年
五
月

二
五
日
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
憲
法
制
定
会
議
が
開
催
さ
れ
、

互
い
の
譲
歩
の
中
で
新
憲
法
の
起
草
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
時
も
、
各
州
の
批
准
は
大
変
難
航
し
た
。
そ
の
後
の
合
衆
国
憲

に
合
衆
国
憲
法
制
定
の
歴
史
を
紹
介
す
る
。

北
米
大
陸
に
あ
っ
た
一
三
の
英
国
植
民
地
は
、
一
七
七
六
年
に

大
陸
会
議
（C

ontinental C
ongress

）
を
開
い
て
英
国
か
ら
の

独
立
を
宣
言
し
た
。
そ
れ
に
引
き
続
き
、
大
陸
会
議
は
一
六
ヶ
月

に
及
ぶ
討
論
の
末
、
一
七
七
七
年
一
一
月
一
五
日
に
連
合
規
約

（A
rticles of C

onfederation and P
erpetual U

nion

）
を
採

択
し
た
。
連
合
規
約
は
、
各
邦
（
1
）
間
の
連
合
を
緩
や
か
な
も
の
と

し
、
権
限
が
非
常
に
限
ら
れ
た
連
合
政
府
を
樹
立
し
た
。
防
衛
、

国
家
財
政
、
通
商
と
い
っ
た
極
め
て
基
幹
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、

連
合
政
府
は
各
邦
議
会
の
意
向
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
規
約
は
、
一
七
八
一
年
三
月
一
日
に
す
べ
て
の

邦
の
承
認
を
得
て
発
効
し
た
（
2
）
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
最
初
の
連
邦
憲

法
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
規
約
に
は
い
く
つ
か
の
致
命
的
欠
陥
が
あ
っ
た
。

第
一
に
、
連
合
規
約
に
は
、
行
政
府
に
よ
る
法
の
執
行
や
、
連
合

の
裁
判
制
度
に
よ
る
法
の
解
釈
に
関
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
。
議

会
が
連
合
政
府
の
唯
一
の
機
関
だ
っ
た
。
第
二
に
、
議
会
に
は
、

各
邦
の
意
に
反
し
た
行
動
を
強
制
す
る
権
限
は
な
か
っ
た
。
議
会

は
、
建
て
前
で
は
、
戦
争
を
宣
言
し
、
軍
隊
を
召
集
す
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
各
邦
に
対
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
人
数
の
兵
士
の
動

九
二



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
六
五
）

（A
lexander H

am
ilton

）、
マ
デ
ィ
ス
ン
（Jam

es M
adison

）、

ジ
ェ
イ
（John Jay

）
の
三
人
が
協
力
し
、
憲
法
の
解
釈
に
関
す

る
一
連
の
優
れ
た
論
文
を
新
聞
紙
上
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
お
か
げ
で
、
合
衆
国
憲
法
は
同
州
で
も
小
差
で
は
あ
る
が
、
可

決
・
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
が
、
そ
の
後
ま
と
め
ら
れ
て
、

『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
と
題
さ
れ
る
論
文
集
と
な
っ
た
。
今

日
、『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
は
、
合
衆
国
憲
法
制
定
当
時
の

考
え
方
を
伝
え
る
最
も
重
要
な
文
書
と
し
て
、
米
国
の
憲
法
判
決

で
も
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
い
る
（
6
）
。

（
一
）　

一
七
八
九
年
司
法
権
法

1　

司
法
権
法
を
取
り
巻
く
情
況

憲
法
そ
の
も
の
は
、
こ
う
し
て
難
産
の
末
成
立
し
た
が
、
妥
協

に
妥
協
を
重
ね
て
制
定
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
条
文
に
は
不
明
確
な

点
が
多
く
、
そ
の
実
質
的
補
完
は
、
第
一
回
連
邦
議
会
に
お
け
る

立
法
作
業
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
立
法
の
中
で
も
、
合
衆
国
憲
法
三
条
一
節
（
連
邦
裁

判
所
）「
合
衆
国
の
司
法
権
は
最
高
裁
判
所
と
連
邦
議
会
が
随
時

制
定
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
。」
を
受
け
て
、
一
七
八
九

年
九
月
二
四
日
に
成
立
し
た
連
邦
司
法
権
法
（T

he U
nited 

法
の
歴
史
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
批
准
で
あ
っ
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、

宗
教
・
言
論
・
報
道
・
集
会
の
自
由
、
陪
審
に
よ
る
審
理
を
受
け

る
権
利
、
不
当
な
捜
索
や
逮
捕
の
禁
止
な
ど
に
関
し
、
計
一
〇
項

目
に
つ
い
て
連
邦
の
立
法
権
を
制
限
す
る
と
い
う
修
正
条
項
を
追

加
す
る
、
と
い
う
条
件
付
き
で
憲
法
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
多

く
の
州
が
こ
れ
に
追
随
し
た
。
そ
し
て
こ
の
一
〇
項
目
の
修
正
条

項
は
一
七
九
一
年
に
第
一
修
正
か
ら
第
一
〇
修
正
と
し
て
合
衆
国

憲
法
に
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
歴
史
の
変
遷
の
中
で
、
こ
の
規

定
は
個
人
の
基
本
的
人
権
の
保
障
規
定
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
今
日
で
は
「
権
利
章
典
（B
ill of R

ights

）」
と
呼
ば

れ
る
に
到
っ
て
い
る
。

合
衆
国
憲
法
は
、
そ
の
発
効
に
全
一
三
州
で
は
な
く
、
九
州
の

批
准
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
た
（
4
）
の
で
、
一
七
八
八
年
六
月

二
一
日
に
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
が
批
准
し
た
時
点
で
成
立
し

た
（
5
）
。ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
批
准
は
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
が
、
合
衆
国

憲
法
に
別
の
意
味
で
の
重
要
な
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
合
衆
国
憲
法
の
批
准
に
反
対
す
る
者
が
非

常
に
多
か
っ
た
の
で
、
憲
法
起
草
者
の
う
ち
、
ハ
ミ
ル
ト
ン

九
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
六
六
）

し
た
の
が
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
（O

liver E
llsw
orth

）
で
あ
る
。
彼

は
、
独
立
戦
争
前
に
お
い
て
は
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
て
い
た
人

物
で
、
合
衆
国
憲
法
の
草
稿
作
成
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
い
、

合
衆
国
憲
法
に
署
名
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
貢
献
が
大
き
く
、

合
衆
国
建
国
の
父
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

憲
法
成
立
後
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
選
出
の
初
代
の
上
院
議
員
と

し
て
活
躍
し
た
。
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
の
提
出
に
か
か
る
司
法
権
法
は
、

上
院
に
お
け
る
第
一
号
議
案
で
あ
っ
た
。
司
法
権
法
が
上
院
で
可

決
さ
れ
る
と
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
は
権
利
章
典
の
上
院
に
お
け
る
承

認
を
推
進
し
た
。
こ
れ
は
、
下
院
に
お
い
て
は
、『
ザ
・
フ
ェ
デ

ラ
リ
ス
ト
』
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
マ
デ
ィ
ス
ン
が
推
進
し
て

い
た
。
他
方
、
マ
デ
ィ
ス
ン
は
下
院
で
司
法
権
法
を
提
案
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
司
法
権
法
と
権
利
章
典
が
、
提
案
者
達
の
頭

の
中
で
一
対
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
司
法
審

査
権
を
確
立
す
る
こ
と
で
連
邦
政
府
の
権
限
を
確
保
し
、
他
方
、

権
利
章
典
に
よ
っ
て
、
連
邦
政
府
が
州
と
市
民
の
権
利
を
侵
害
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
保
障
し
た
の
で
あ
る
。

2　

法
律
の
内
容

同
法
は
、
最
高
裁
判
事
の
数
を
六
人
と
し
た
。
長
官
一
名
及
び

五
人
の
陪
席
判
事
で
あ
る
。

S
tates Judiciary A

ct of 1789 

（ch. 20, 1 S
tat. 73 （7

）
））
は
、

そ
の
後
の
連
邦
に
お
け
る
司
法
活
動
の
骨
格
を
作
り
出
し
た
も
の

で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
合
衆
国
憲
法
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
司
法
機
関
は
各

州
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
連
邦
司
法
制
度
を
作
り

出
す
こ
と
の
是
非
は
、
憲
法
の
批
准
論
議
中
で
、
す
で
に
激
し
い

議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
反
連
邦
主
義
者
達
は
、
司
法
権
を

連
邦
に
よ
る
専
制
政
治
の
潜
在
的
な
道
具
と
、
公
然
と
非
難
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
憲
法
を
批
准
し
た
後
に
お
い
て
も
、

強
力
な
司
法
に
反
対
す
る
派
は
、
連
邦
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所

以
外
に
は
、
地
域
的
な
海
事
裁
判
（local adm

iralty judges

）

に
限
定
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
議
会
は
、
し
か
し
、
こ
の
反
対
を

押
し
切
っ
て
司
法
権
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
裁
判
所

制
度
を
確
立
し
、
連
邦
の
各
州
内
に
お
け
る
国
内
法
執
行
の
た
め

の
、
よ
り
広
範
な
管
轄
権
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

司
法
権
法
は
、
憲
法
修
正
一
条
か
ら
修
正
一
〇
条
ま
で
の
、
今

日
権
利
章
典
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
条
項
と
表
裏
の
関

係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
一
〇
条
の
う
ち
五
箇
条
ま
で

が
主
に
司
法
手
続
で
対
応
す
る
べ
き
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
（
8
）
。

司
法
権
法
と
、
権
利
章
典
の
成
立
に
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た

九
四



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
六
七
）

憲
法
と
矛
盾
す
る
法
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
た
場
合
に
、
連
邦

最
高
裁
判
所
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
権
限
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
州
の
最
高
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
州
や
地
方
の
法

律
の
合
憲
性
に
関
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
訴
す
る
こ
と

が
で
き
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
必
要
と
認
め
れ
ば
、
違
憲
だ
と
し

て
そ
れ
を
否
定
で
き
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
連

邦
政
府
に
州
政
府
に
対
す
る
当
時
に
お
け
る
唯
一
の
実
質
的
優
越

権
を
与
え
た
。
同
条
は
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
が
、
わ
ざ
と
大
変
入
り

組
ん
だ
表
現
を
と
っ
た
た
め
、
審
議
当
時
、
そ
の
精
確
な
内
容
を

誰
も
理
解
せ
ず
、
看
過
さ
れ
た
た
め
成
立
し
た
、
と
い
わ
れ
る
（
12
）
。

二　

ジ
ェ
イ
・
コ
ー
ト

一
七
八
九
年
九
月
二
四
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
は
司
法
権
法

に
署
名
し
た
。
同
日
付
で
第
一
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
に
、

『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
時

点
で
外
務
大
臣
（S

ecretary of F
oreign A

ff airs

）
で
あ
っ
た

ジ
ェ
イ
（John Jay

）
を
任
命
し
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
同
時
に
ブ
レ
ア
（John B

lair

＝
合
衆
国
憲

法
署
名
者
）、
ク
ッ
シ
ン
グ
（W

illiam
 C
ushing

＝
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
憲
法
批
准
会
議
副
議
長
）、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（Jam

es 

同
法
制
定
当
時
は
、
ま
だ
合
衆
国
憲
法
を
一
一
州
し
か
批
准
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
同
法
は
そ
れ
を
一
三
の
司
法
区
（judicial 

district
）
に
分
け
た
。
即
ち
、
原
則
と
し
て
各
州
が
そ
れ
ぞ
れ

一
司
法
区
と
さ
れ
た
が
、
例
外
と
し
て
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
と
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
そ
れ
ぞ
れ
二
司
法
区
に
分
け
ら
れ
た
（
9
）
。

各
地
区
に
は
高
等
裁
判
所
（circuit court （10
）
）
と
地
方
裁
判
所

（district court

）
が
設
け
ら
れ
た
（
11
）
。
高
等
裁
判
所
は
、
常
設
で

は
な
く
、
そ
の
司
法
区
の
地
方
裁
判
所
判
事
一
名
と
最
高
裁
判
所

判
事
二
名
で
構
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
判
事
は
、
最
高
裁

判
事
と
し
て
の
業
務
の
他
に
、
担
当
す
る
高
等
裁
判
所
を
巡
回

（circuit

）
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
等
裁
判
所
の

権
限
は
、
刑
事
事
件
で
は
重
罪
、
民
事
訴
訟
で
は
訴
額
が
五
〇
〇

ド
ル
以
上
の
訴
訟
及
び
州
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
で
あ
る
。
そ
れ

に
加
え
、
地
方
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
審
で
あ
っ
た
。

地
方
裁
判
所
は
、
判
事
一
名
で
構
成
さ
れ
、
海
事
事
件
、
軽
犯

罪
及
び
一
〇
〇
ド
ル
以
上
の
民
事
事
件
を
管
轄
し
た
。

裁
判
に
お
い
て
は
、
自
ら
訴
訟
を
行
っ
て
も
良
い
し
、
代
理
人

を
立
て
て
も
良
い
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
歴
史
の
中
で
、
特
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、

同
法
第
二
五
条
で
あ
る
。
州
の
最
高
裁
判
所
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

九
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
六
八
）

（
一
）　

ウ
ェ
ス
ト
対
バ
ー
ン
ズ
事
件

W
est v. B

arnes

事
件
（
14
）
は
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
が
下
し
た

最
初
の
事
件
で
あ
り
、
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
た
最
初
期
の
事
例
で

あ
り
、
そ
し
て
顕
在
化
は
し
な
か
っ
た
が
、
違
憲
立
法
審
査
権
の

行
使
が
問
題
と
な
っ
た
最
初
の
事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

事
件
で
は
、
紙
幣
を
債
務
の
履
行
に
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
法
の
合
憲
性
及
び
一
七
八
九
年
司
法
権
法

の
定
め
る
上
訴
期
間
の
制
限
規
定
の
合
憲
性
が
問
題
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
司
法
審

査
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
立
法
府
へ
の
敬
譲
か
ら
と

い
わ
れ
て
い
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

1　

判
決
の
背
景

ウ
ェ
ス
ト
（W

illiam
 W
est

）
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
在

住
の
農
民
兼
宿
屋
の
主
人
で
あ
り
、
独
立
戦
争
時
に
は
民
兵
団
の

将
軍
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
は
、
一
七
六
三
年
に
、
糖
蜜
酒

（m
olasses

）
取
引
に
失
敗
し
、
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
町
の
ジ
ェ
ン
ク

ス
家
（Jenckes fam

ily

）
か
ら
、
五
〇
〇
エ
ィ
カ
ー
（
15
）
の
農
場
を

担
保
に
融
資
を
受
け
た
。
ウ
ェ
ス
ト
は
、
二
〇
年
間
に
わ
た
り
融

資
に
対
す
る
支
払
い
を
行
い
、
一
七
八
五
年
に
残
額
を
支
払
う
た

め
に
、
彼
の
資
産
の
一
部
を
宝
ク
ジ
方
式
で
販
売
す
る
許
可
を
州

W
ilson

＝
独
立
宣
言
署
名
者
）、
ア
イ
ア
デ
ル
（Jam

es Iredell
＝
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
連
邦
主
義
の
指
導
者
）
及
び
ラ

ト
リ
ッ
ジ
（John R

utledge

＝
合
衆
国
憲
法
署
名
者
）
を
陪
席

判
事
に
選
ん
だ
。
こ
れ
ら
五
人
も
建
国
の
父
な
い
し
そ
れ
に
準
じ

る
活
躍
を
し
た
人
物
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
に
は
、
合
衆
国
憲
法
二
条
二
節

二
項
に
よ
り
、
上
院
の
助
言
と
承
認
（A

dvice and C
oncent

）

を
必
要
と
す
る
（
13
）
が
、
ジ
ェ
イ
・
コ
ー
ト
の
六
人
の
場
合
、
九
月

二
六
日
に
は
早
く
も
承
認
が
得
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
活
動
を
開
始
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
で
あ
る
が
、
連

邦
地
裁
等
も
同
時
に
開
設
さ
れ
た
た
め
、
上
告
さ
れ
る
事
件
は
少

な
く
、
こ
の
結
果
、
ジ
ェ
イ
・
コ
ー
ト
の
活
動
は
も
っ
ぱ
ら
様
々

な
規
則
や
手
続
き
を
定
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。
ジ
ェ
イ
の

六
年
近
い
任
期
中
に
下
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
わ
ず
か

四
件
だ
っ
た
。
そ
の
四
件
の
判
決
の
う
ち
、
合
衆
国
憲
法
に
関
連

す
る
判
決
は
、
一
七
九
一
年
に
判
決
が
下
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
対

バ
ー
ン
ズ
事
件
（W

est v. B
arnes, 2 U

.S
. 401 

（1791

））
と
、

一
七
九
三
年
に
判
決
が
下
さ
れ
た
チ
ザ
ム
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件

（C
hisholm

 v. G
eorgia, 2 U

.S
. 

（2 D
all.

） 419 

（1793

））
で

あ
る
。
以
下
、
順
次
、
紹
介
し
た
い
。

九
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米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
六
九
）

バ
ー
ン
ズ
（D

avid L
eonard B

arnes

）
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
在
住
の
著
名
な
弁
護
士
で
あ
り
、
後
に
連
邦
判
事
に

な
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
妻
は
ジ
ェ
ン
ク
ス
家
の
相
続
人
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
訴
訟
を
担
当
し
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
債
務

の
履
行
に
は
金
貨
な
い
し
銀
貨
に
よ
る
支
払
い
が
必
要
で
あ
り
、

紙
幣
を
拒
否
で
き
る
と
主
張
し
て
連
邦
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し

た
。
異
な
る
州
の
市
民
間
の
訴
訟
の
管
轄
権
は
連
邦
裁
判
所
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ェ
ス
ト
は
本
人
訴
訟
で
奮
闘
し
た
が
、
連
邦
高
裁
で
負
け
た
（
16
）

た
め
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
ウ
ェ
ス
ト
は
、
自
ら
は

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
旅
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
代

理
人
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
検
事
総
長
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
（W

illiam
 B
radford, Jr.

）
を
選
任
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
件
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
こ
の
裁
判
に

お
け
る
主
要
争
点
は
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
法
の
合
憲
性
に

な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
バ
ー
ン
ズ
の
巧
み

な
法
廷
戦
術
に
よ
り
、
そ
の
点
が
顕
在
化
す
る
こ
と
無
く
終
わ
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ン
ズ
は
上
告
手
続
き
の
瑕
疵
に

狙
い
を
絞
っ
て
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
八
九
年
司
法
権
法
に
よ
れ
ば
、
高
裁
判
決
か
ら
一
〇
日
以

に
求
め
た
。
独
立
戦
争
中
の
彼
の
功
績
を
評
価
し
、
州
は
彼
に
許

可
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド

州
は
自
ら
の
財
政
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
紙
幣
を
発
行
し
て

い
た
。
こ
の
結
果
、
そ
の
宝
籤
収
益
の
ほ
と
ん
ど
は
金
貨
や
銀
貨

で
は
な
く
紙
幣
で
支
払
わ
れ
た
。

ウ
ェ
ス
ト
は
そ
れ
に
よ
り
ジ
ェ
ン
ク
ス
家
に
対
し
て
融
資
を
返

済
す
る
の
に
十
分
な
資
金
を
得
た
の
で
、
紙
幣
で
支
払
お
う
と
し

た
が
、
ジ
ェ
ン
ク
ス
側
で
は
、
そ
の
受
け
取
り
を
拒
絶
し
た
。

ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
議
会
は
、
紙
幣
で
の
取
引
に
対
す
る
抵

抗
を
予
測
し
、
一
七
八
六
年
五
月
、
債
務
者
は
州
裁
判
所
に
債
務

金
額
を
支
払
う
こ
と
で
債
務
を
履
行
で
き
る
と
す
る
法
律
を
制
定

し
た
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
債
務
金
額
を
裁
判
所
に
支

払
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
債
権
者
に
対
し
、
支
払

い
を
受
け
取
る
た
め
に
一
〇
日
以
内
に
出
頭
す
る
よ
う
に
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
が
一
〇
日
以
内
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
裁
判
官
に
は
、
債
務
は
履
行
さ
れ
た
と
い
う
証
明
書
を

発
行
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
ウ
ェ
ス
ト
は
一
七
八
九
年
九
月
一
六
日
に
債
務
の
全

額
を
裁
判
所
に
支
払
っ
た
が
、
ジ
ェ
ン
ク
ス
側
は
出
頭
し
な
か
っ

た
。

九
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
七
〇
）

悪
い
こ
と
に
、
ウ
ェ
ス
ト
が
紙
幣
を
裁
判
所
に
供
託
し
た
わ
ず

か
三
日
後
に
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
は
、
問
題
の
法
律
を
停

止
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ェ
ス
ト
は
、
バ
ー
ン
ズ
と
の
紛
争

と
は
別
に
、
州
か
ら
資
金
を
回
収
す
る
訴
訟
を
提
起
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。

一
七
九
二
年
、
バ
ー
ン
ズ
は
ウ
ェ
ス
ト
と
そ
の
家
族
を
農
場
か

ら
立
ち
退
か
せ
よ
う
と
し
た
が
、
地
方
保
安
官
は
、
そ
の
要
求
に

応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ー
ン
ズ
は
改
め
て
、

ウ
ェ
ス
ト
に
対
し
て
立
ち
退
き
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

一
七
九
三
年
六
月
に
、
裁
判
所
は
、
ウ
ェ
ス
ト
敗
訴
の
判
決
を

下
し
、
農
場
が
バ
ー
ン
ズ
の
所
有
に
属
す
る
事
を
認
め
た
。
さ
ら

に
一
七
九
四
年
に
、
陪
審
員
は
、
ウ
ェ
ス
ト
が
バ
ー
ン
ズ
に
対
し

て
損
害
賠
償
九
〇
ド
ル
、
最
高
裁
へ
の
抗
告
訴
訟
費
用
の
五
九
ド

ル
九
〇
セ
ン
ト
の
支
払
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。

（
二
）　

チ
ザ
ム
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件
（
17
）

1　

判
決
の
背
景

こ
の
事
件
で
は
、
合
衆
国
憲
法
第
三
条
第
二
節
の
解
釈
が
問
題

と
な
っ
た
。
こ
の
当
時
に
お
け
る
第
二
節
は
次
の
よ
う
に
定
め
て

内
に
上
告
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ウ
ェ
ス
ト
は
、
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
連
邦
最
高
裁
判
所
書
記
官
で
あ
る
タ
ッ
カ
ー

（John T
ucker

）
に
裁
判
記
録
そ
の
他
の
書
類
を
送
付
す
る
と
共

に
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
自
分
の
代
理
人
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド

に
も
送
付
し
た
。

タ
ッ
カ
ー
に
送
ら
れ
た
原
本
が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち

タ
ッ
カ
ー
が
そ
れ
を
遅
れ
て
受
け
取
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ

か
に
紛
れ
込
ま
せ
て
失
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

ウ
エ
ス
ト
の
上
告
が
正
式
に
受
理
簿
に
記
載
さ
れ
る
以
前
に
、

一
〇
日
間
が
経
過
し
て
い
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
七
九
一
年
八
月
二
日
に
ウ
ェ
ス
ト
対

バ
ー
ン
ズ
事
件
の
口
頭
弁
論
を
開
催
し
た
。
裁
判
所
は
、
債
務
履

行
が
あ
っ
た
か
否
か
で
は
無
く
、
手
続
き
上
の
瑕
疵
の
問
題
に
対

処
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
五
裁
判
官
（
ラ
ト
リ
ッ
ジ
は

出
席
し
て
い
な
か
っ
た
）
の
全
会
一
致
に
よ
っ
て
、
上
告
は
期
間

徒
過
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
。
立
法
府
は
、
ロ
ー

ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
か
ら
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
ま

で
の
距
離
を
考
慮
せ
ず
に
、
わ
ず
か
一
〇
日
の
上
告
期
間
を
設
定

し
た
点
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
そ
の

点
を
違
憲
と
は
し
な
か
っ
た
。

九
八



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
七
一
）

し
、
出
廷
を
拒
ん
だ
。

2　

判
決
の
内
容

最
高
裁
判
所
は
四
対
一
の
裁
決
で
、
原
告
有
利
の
判
決
を
下
し

た
（
反
対
し
た
の
は
ア
イ
ア
デ
ル
判
事
で
あ
る
）。

こ
の
判
決
で
、
ジ
ェ
イ
は
三
つ
の
論
点
を
あ
げ
て
い
る
。

第
一
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
は
い
か
な
る
意
味
で
、
主
権
国
家
か
。

第
二
に
、
訴
訟
対
象
性
（S

uability （19
）
）
は
そ
の
様
な
主
権
と

は
相
容
れ
な
い
の
か
。

第
三
に
、
憲
法
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
訴
訟
を
拒
む
権
限
を
認
め

て
い
る
か
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
前
文
が
「
わ
れ
ら
合
衆

国
の
人
民
は
…
こ
の
憲
法
を
制
定
し
、
確
定
す
る
。」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
引
用
し
て
、
ジ
ェ
イ
は
言
う
。

「
我
々
は
人
民
が
全
国
の
主
権
者
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、

憲
法
が
作
り
出
し
た
主
権
と
い
う
語
は
、
州
政
府
を
拘
束
し
、

州
憲
法
は
こ
れ
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

制
定
者
の
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」

合
衆
国
は
、
主
権
を
持
っ
た
州
の
連
合
体
な
の
か
、
そ
れ
と
も

合
衆
国
人
民
が
主
権
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
後
に
は

南
北
戦
争
を
引
き
起
こ
す
に
到
る
合
衆
国
憲
法
解
釈
上
最
大
の
論

い
た
。「

合
衆
国
の
司
法
権
は
つ
ぎ
の
諸
事
件
に
及
ぶ
。
こ
の
憲

法
、
合
衆
国
の
法
律
お
よ
び
合
衆
国
の
権
限
に
も
と
づ
き
締

結
さ
れ
た
、
ま
た
は
将
来
締
結
さ
れ
る
条
約
の
も
と
で
発
生

す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
お
よ
び
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
す
べ
て
の

事
件
。
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
に
か
か
わ
る

す
べ
て
の
事
件
。
海
事
法
お
よ
び
海
事
裁
判
権
に
関
す
る
す

べ
て
の
事
件
。
合
衆
国
が
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
争
訟
。
二

以
上
の
州
の
間
の
争
訟
（
18
）
。
州
と
他
州
の
市
民
と
の
間
の
訴

訟
。
異
な
る
州
の
市
民
間
の
争
訟
。
同
じ
州
の
市
民
間
の
争

訟
で
あ
っ
て
、
異
な
る
州
か
ら
付
与
さ
れ
た
土
地
の
権
利
を

主
張
す
る
争
訟
。
一
州
ま
た
は
そ
の
市
民
と
外
国
ま
た
は
そ

の
市
民
も
し
く
は
臣
民
と
の
間
の
争
訟
。」

一
七
九
二
年
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
、
フ
ァ
ー
ク
ァ

（R
obert F

arquhar

）
の
資
産
の
遺
言
執
行
人
チ
ザ
ム

（A
lexander C

hisholm

）
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
間
に

フ
ァ
ー
ク
ァ
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
供
給
し
た
物
資
の
補
償
を
求
め

て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
を
最
高
裁
判
所
に
訴
え
た
。
被
告
の
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
は
、
州
の
「
主
権
」
を
理
由
と
し
て
、
同
意
し
な
い
自
州

に
対
す
る
訴
訟
の
た
め
に
法
廷
に
出
頭
す
る
必
要
は
無
い
と
主
張

九
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
七
二
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
訴
訟
対
象
性
と
州
主
権
は
整
合
性
が
あ
る
。

「
司
法
権
の
こ
の
よ
う
な
拡
張
は
、
争
訟
を
解
決
す
る
こ

と
で
あ
る
た
め
、
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に

そ
れ
は
許
さ
れ
る
。
州
が
原
告
で
あ
る
争
訟
だ
け
で
は
な
く
、

被
告
と
な
る
場
合
も
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
政
治
的

に
賢
明
で
あ
る
。
両
方
の
場
合
が
そ
れ
故
に
司
法
救
済
の
合

理
的
な
範
囲
で
あ
り
、
明
白
、
平
明
、
か
つ
文
言
通
り
の
解

釈
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

こ
う
し
て
、
ジ
ェ
イ
は
合
衆
国
憲
法
三
条
二
節
が
、
連
邦
裁
判

所
に
は
個
人
と
州
の
間
の
論
争
を
審
問
す
る
肯
定
的
権
限
が
あ
る

と
認
め
た
。

3　

判
決
の
そ
の
後

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
他
州
の
市
民
の
訴
え
を

州
は
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
公
然
と
州
に

よ
っ
て
無
視
さ
れ
る
と
い
う
事
件
は
、
こ
の
後
に
お
い
て
も
繰
り

返
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
事
件
は
、
最
初
の
憲
法
判
断
で
あ
っ

た
と
同
時
に
、
州
に
受
け
入
れ
を
拒
否
さ
れ
た
最
初
の
事
件
と
も

な
っ
た
。

こ
れ
に
な
ら
っ
て
他
の
州
も
同
様
の
権
利
を
求
め
た
。
結
局
、

点
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
、
前
者
の
解
釈
を
正
し
い
と
考
え

た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
、『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
一
人
、

ジ
ェ
イ
は
明
確
に
合
衆
国
こ
そ
が
主
権
の
主
体
で
あ
る
と
述
べ
た

の
で
あ
る
。
各
州
の
主
権
は
、
い
わ
ば
そ
の
残
余
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

欧
州
に
お
い
て
は
、
王
は
悪
を
な
せ
ず
（K

ing can do no 
w
rong

）
と
い
わ
れ
、
絶
対
王
政
の
下
に
お
い
て
は
王
と
は
国
家

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
国
家
無
答
責
の
原
則
が
貫
か
れ
た
。
わ

が
国
に
お
い
て
も
、
現
在
も
天
皇
無
答
責
が
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
こ
の
伝
統
の
下
に
あ
る
。
ジ
ェ
イ
は
、
欧
州
に
お
い
て
王
に
属

す
る
主
権
は
、
米
国
で
は
人
民
に
帰
属
す
る
と
説
く
。

「
欧
州
の
王
は
個
人
的
に
権
力
、
尊
厳
、
そ
し
て
優
越
性

を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
我
々
の
統
治
担
当
者
は
そ

の
い
ず
れ
も
持
た
ず
、
単
に
職
務
と
し
て
そ
の
地
位
に
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
な
い
し
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
主
権
に
関
与
せ

ず
、
一
般
私
人
以
上
の
何
ら
の
資
格
も
有
し
て
い
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
州
が
訴
訟
対
象
性
を
有
す
る
と
し
た
。

第
二
の
訴
訟
対
象
性
と
州
主
権
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
合
衆

国
憲
法
が
州
と
州
と
の
訴
訟
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
20
）
。

そ
れ
は
結
局
、
あ
る
州
の
人
民
と
他
の
州
の
人
民
の
間
の
訴
訟
で

一
〇
〇



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
七
三
）

こ
の
米
仏
間
の
貿
易
を
英
国
が
実
力
で
阻
ん
だ
こ
と
か
ら
、
米
英

関
係
が
緊
張
し
た
。
マ
デ
ィ
ス
ン
は
英
国
と
の
戦
争
を
主
張
し
た

が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
戦
争
回
避
に
む
け
て
努
力
す
る
べ
く
、
ジ
ェ

イ
を
英
国
へ
派
遣
し
て
、
両
国
関
係
の
改
善
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
一
七
九
四
年
に
英
国
に
有
利
で
フ
ラ
ン
ス
に
敵
対
す

る
内
容
の
条
約
が
締
結
さ
れ
た
（
22
）
。
同
条
約
は
ジ
ェ
イ
条
約

（Jay ’s T
reaty

）
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
条
約
締
結
に
怒
っ
た
マ
デ
ィ
ス
ン
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
や

ジ
ェ
イ
と
袂
を
分
か
ち
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
結
ん
で
共
和
党

（R
epublican

）
を
結
成
し
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
中
心
と
す
る
連
邦

党
（F

ederalist

）
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
（
23
）
。
こ
れ
が
、
マ
ー

ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
の
根
本
的
な
原
因
と
な
る
。

三　

エ
ル
ス
ワ
ー
ス
・
コ
ー
ト

一
七
九
五
年
五
月
、
ジ
ェ
イ
は
第
二
代
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事

に
選
出
さ
れ
た
た
め
、
同
年
六
月
二
九
日
に
連
邦
最
高
裁
判
所
長

官
を
辞
任
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
第
二
代
長
官
に
、
陪
席
判
事

の
一
人
ラ
ト
リ
ッ
ジ
（John R

utledge

）
を
合
衆
国
上
院
が
休

会
中
に
任
命
し
た
（
24
）
。
ラ
ト
リ
ッ
ジ
は
一
七
九
五
年
七
月
一
日
に
着

任
し
た
。

連
邦
議
会
は
、
一
七
九
四
年
三
月
五
日
、
第
一
一
修
正
を
可
決
し

た
。
一
七
九
五
年
一
月
二
三
日
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
批
准
に
よ
っ

て
修
正
条
項
は
成
立
し
た
（
21
）
。

第
一
一
修
正
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
合
衆
国
の
司
法
権
は
、
合
衆
国
の
一
州
に
対
し
て
、
他

州
の
市
民
ま
た
は
外
国
の
市
民
も
し
く
は
臣
民
が
提
起
し
た

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
ま
た
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
い
か
な
る
訴
訟

に
も
及
ぶ
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」

す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
あ
る
州
ま
た
は
外
国
の
市
民
が
他
の

州
を
訴
え
る
場
合
の
連
邦
司
法
権
を
、
明
文
に
よ
り
排
除
し
た
の

で
あ
る
。

（
三
）　

ジ
ェ
イ
条
約

ジ
ェ
イ
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
在
任
中
に
、
ワ
シ
ン
ト

ン
に
よ
り
ロ
ン
ド
ン
に
特
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
七
八
九
年
に
勃
発
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
急
進
化
し
、
一
七
九
三

年
に
革
命
政
府
が
ル
イ
一
六
世
を
処
刑
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
英

国
は
対
仏
大
同
盟
を
結
成
し
て
革
命
へ
干
渉
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
合
衆
国
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
中

立
の
立
場
を
と
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
貿
易
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。

一
〇
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
七
四
）

（
一
）　

ヒ
ル
ト
ン
対
合
衆
国
事
件
（
26
）

1　

判
決
の
背
景

一
七
九
六
年
に
下
さ
れ
た
こ
の
判
決
は
、
米
国
連
邦
最
高
裁
判

所
に
よ
る
、
立
法
に
対
す
る
最
初
の
憲
法
判
断
と
し
て
有
名
で
あ

る
。事

件
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
住
む
ヒ
ル
ト
ン
（D

aniel 
L
aw
rence H

ylton

）
が
「
乗
用
馬
車
に
租
税
を
課
す
る
法
律
」

と
い
う
連
邦
法
（
27
）
に
反
し
、
そ
の
所
有
す
る
乗
用
馬
車
（carriage 

for the conveyance of persons

）
の
台
数
に
応
じ
た
租
税

（duty

）
計
二
〇
〇
〇
ド
ル
を
支
払
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
地
方

検
事
に
よ
り
起
訴
さ
れ
、
罰
金
刑
を
求
め
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
ヒ
ル
ト
ン
は
、
貸
し
馬
車
屋
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
レ
ン

タ
ル
用
の
二
輪
馬
車
（chariots

）
を
一
二
五
台
所
有
し
て
い
た

た
め
、
こ
の
よ
う
な
多
額
と
な
っ
て
い
る
。
被
告
は
上
述
の
法
律

は
違
憲
で
無
効
で
あ
る
と
し
て
租
税
債
務
の
不
存
在
を
主
張
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

合
衆
国
憲
法
第
一
条
は
議
会
の
権
限
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の

判
決
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
い
く
つ
か
の
条
項
の
解
釈
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
休
会
任
命
後
間
も
な
い
七
月
一
六
日
、
ラ
ト
リ
ッ

ジ
は
、
英
国
と
の
間
に
結
ば
れ
た
ジ
ェ
イ
条
約
を
「
こ
の
た
わ
い

も
な
い
文
書
に
署
名
す
る
く
ら
い
な
ら
大
統
領
は
死
ん
だ
方
が
良

い
。
そ
れ
を
採
択
す
る
よ
り
も
戦
争
を
選
ぶ
（
25
）
」
と
述
べ
る
な
ど
、

明
白
に
共
和
党
寄
り
よ
り
の
言
動
を
示
し
た
た
め
、
連
邦
党
が
多

数
を
占
め
る
上
院
は
一
七
九
五
年
一
二
月
一
五
日
に
ラ
ト
リ
ッ
ジ

に
対
す
る
指
名
を
拒
絶
し
た
。
そ
の
結
果
、
ラ
ト
リ
ッ
ジ
に
対
す

る
休
会
指
名
は
上
院
会
期
の
終
了
と
共
に
自
動
的
に
期
限
切
れ
と

な
っ
た
。
ラ
ト
リ
ッ
ジ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
歴
史

の
中
で
唯
一
人
、
本
人
の
意
に
反
し
て
職
を
追
わ
れ
た
判
事
で
あ

る
。そ

こ
で
ワ
シ
ン
ト
ン
は
第
三
代
長
官
と
し
て
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
を

一
七
九
六
年
四
月
四
日
に
選
任
し
た
。
彼
に
つ
い
て
は
問
題
な
く

上
院
の
承
認
が
得
ら
れ
た
。

そ
の
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
憲
法
判
例
が
ヒ
ル
ト

ン
事
件
と
ホ
リ
ン
グ
ワ
ー
ス
事
件
で
あ
る
。
特
に
ヒ
ル
ト
ン
事
件

は
、
後
々
ま
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
重
要
な
憲
法
判
例
と
な
っ

た
。

一
〇
二



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
七
五
）

人
頭
税
（poll tax

）
が
、
合
衆
国
憲
法
一
条
二
節
三
項
前
半

に
言
う
直
接
税
に
該
当
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
悪

税
と
し
て
定
評
の
あ
る
人
頭
税
（
31
）
で
、
連
邦
財
政
を
ま
か
な
う
の
は

妥
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
人
頭
税
以
外
に
は
何
が
直
接
税
に
該

当
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ヒ
ル
ト
ン
は
、
馬
車
税
は
直
接
税
で

あ
り
、
人
口
調
査
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
違
憲
だ
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。

エ
ル
ス
ワ
ー
ス
長
官
は
、
こ
の
判
決
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て

し
か
意
見
を
書
い
て
い
な
い
（
32
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
馬
車
税
は
直
接

税
で
は
な
い
。
直
接
税
は
人
頭
税
と
土
地
税
（taxes on land

）

だ
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
他
の
判
事
の
意
見
で
も
同
じ
で
、
そ
の

結
果
、
そ
の
後
に
残
る
重
要
な
判
例
と
な
っ
た
。

初
代
の
合
衆
国
財
務
長
官
と
な
っ
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
こ
の
よ

う
に
合
衆
国
憲
法
が
直
接
税
に
厳
し
い
姿
勢
を
取
っ
た
の
で
、
必

然
的
に
間
接
税
を
、
そ
の
税
制
の
中
心
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
彼
が
選
ん
だ
の
は
、
具
体
的
に
は
関
税
で
あ
る
。
他
の
形

態
の
租
税
と
異
な
り
、
関
税
は
連
邦
の
専
権
事
項
と
な
っ
て
い
て

州
税
と
の
競
合
が
な
い
た
め
、
諸
州
と
の
軋
轢
が
無
く
、
か
つ
少

な
い
経
費
で
徴
収
が
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

一
七
八
九
年
関
税
法
（the T

ariff  A
ct of 1789

）
が
、
米
国
最

（
1
）　

直
接
税

ヒ
ル
ト
ン
は
、
ま
ず
馬
車
税
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条
二
節
三
項

前
半
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
次
の
よ
う
な
条
文
で
あ
る
。

「
下
院
議
員
と
直
接
税
は
、
連
邦
に
加
わ
る
各
州
の
人
口

に
比
例
し
て
各
州
間
に
配
分
さ
れ
る
。
各
州
の
人
口
は
、
年

期
を
定
め
て
労
務
に
服
す
る
者
（
28
）
を
含
み
、
か
つ
、
納
税
義
務

の
な
い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
除
い
た
自
由
人
の
総
数
に
、
自
由

人
以
外
の
す
べ
て
の
者
の
数
の
五
分
の
三
を
加
え
た
も
の
と

す
る
（
29
）
。」

こ
の
条
文
は
、
連
合
の
持
っ
て
い
た
、
租
税
高
権
を
持
た
な
い

と
い
う
根
本
的
な
弱
点
を
カ
バ
ー
す
る
狙
い
で
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
独
立
戦
争
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し

（N
o taxation w

ithout representation

）」
を
反
映
し
て
、
下

院
議
員
の
議
席
数
と
課
税
額
が
連
動
す
る
と
い
う
世
界
で
も
誠
に

珍
し
い
規
定
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
連
邦
が
徴
収
し
う
る
直
接
税
は
、
各
州
の
人
口
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
節
四
項
は
、
さ
ら
に
「
人
頭
税
そ

の
他
の
直
接
税
は
、
こ
の
憲
法
に
規
定
し
た
人
口
調
査
ま
た
は
算

定
に
も
と
づ
く
割
合
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
賦
課
し
て
は
な

ら
な
い
。」
と
定
め
て
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
た
（
30
）
。

一
〇
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
七
六
）

こ
こ
に
は
既
に
今
日
の
違
憲
審
査
に
関
す
る
自
制
説
（
疑
わ
し

き
は
同
位
の
国
家
機
関
の
判
断
に
従
う
）
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

（
2
）　

間
接
税

直
接
税
で
な
け
れ
ば
、
何
か
と
い
う
事
が
次
に
問
題
と
な
る
。

憲
法
的
に
問
題
に
な
っ
た
の
が
、
同
条
八
節
一
項
の
冒
頭
の
次
の

よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
連
邦
議
会
は
、
次
の
権
限
を
有
す
る
。
合
衆
国
の
債
務

を
弁
済
し
、
共
同
の
防
衛
お
よ
び
一
般
の
福
祉
に
備
え
る
た

め
に
、
租
税
、
関
税
、
輸
入
税
お
よ
び
消
費
税
を
賦
課
し
、

徴
収
す
る
権
限
。
但
し
、
す
べ
て
の
関
税
、
輸
入
税
お
よ
び

消
費
税
は
、
合
衆
国
全
土
で
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
33
）
。」

国
家
で
あ
る
限
り
、
徴
税
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
当
た
り
前

の
よ
う
に
思
う
（
34
）
。
し
か
し
、
国
家
の
徴
税
権
は
国
家
権
力
の
最
も

典
型
的
な
発
動
で
有
り
、
自
由
の
敵
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
規

定
無
し
に
は
徴
税
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
と
は
関
係
が
無
い
が
、
本
項
に
基
づ
く
課
税
権
は

「
合
衆
国
の
債
務
を
弁
済
し
、
共
同
の
防
衛
お
よ
び
一
般
の
福
祉
」

と
い
う
目
的
の
た
め
と
い
う
制
約
の
下
に
の
み
行
使
し
う
る
と
読

め
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

初
の
税
法
と
な
る
。
そ
の
後
、
関
税
収
入
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

ま
で
米
国
歳
入
の
中
心
で
あ
り
続
け
る
。
一
九
一
三
年
の
第
一
六

修
正
と
い
う
形
の
憲
法
改
正
に
よ
り
、
所
得
税
法
の
正
式
導
入
が

可
能
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
首
座
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
当
時
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
文
は
、
英
国
の
判
決
の

伝
統
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
事
が
自
分
の
意
見
を
順
番
に
述
べ
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
判
決
文
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
廷

の
意
見
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
判
り
に
く
い
。
適
宜
、

判
事
の
意
見
を
紹
介
す
る
。

チ
ェ
イ
ス
判
事
（S

am
uel C

hase
）
の
こ
の
点
に
関
す
る
意

見
は
興
味
深
い
。

「
原
告
は
、
高
等
裁
判
所
で
、
馬
車
へ
の
課
税
は
直
接
税

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
腐
心
し
た
が
、
私
は
納

得
し
て
い
な
い
。
私
が
思
う
に
、
そ
れ
は
か
な
り
疑
わ
し
い
。

そ
し
て
、
疑
問
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
高
等
裁
判
所
の
判
決

を
維
持
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
、
連
邦
議
会
の
判

断
（
馬
車
税
は
直
接
税
で
は
な
く
、D

uties

で
あ
る
と
構

成
し
た
）
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
私
は
馬
車
税
は
、
憲
法
の

文
言
か
ら
す
る
限
り
直
接
税
で
は
な
い
と
考
え
る
方
向
に
傾

斜
し
て
い
る
。」

一
〇
四



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
七
七
）

さ
れ
な
い
。

私
に
は
、
消
費
（expence

）
に
対
す
る
税
は
間
接
税
と

思
え
る
。
そ
し
て
私
は
、
乗
用
馬
車
に
対
す
る
年
次
税
は
、

そ
の
種
類
の
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
馬
車
は
消
費
商
品

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
課
税
は
所
有
者
の
消
費
に
対
す
る

課
税
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
判
事
は
、
定
義
が
明
確
に
で
き
な
い
以

上
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
連
邦
議
会
の
権
限

だ
と
憲
法
起
草
者
は
考
え
て
い
た
は
ず
だ
と
し
て
い
る
。

（
二
）　

ホ
リ
ン
グ
ワ
ー
ス
対
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
事
件

エ
ル
ス
ワ
ー
ス
・
コ
ー
ト
で
、
今
ひ
と
つ
、
憲
法
判
例
と
い
え

る
判
決
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
九
八
年
の
ホ
リ
ン
グ
ワ
ー
ス
対

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
事
件
（H

ollingsw
orth v. V

irginia, 3 U
.S
. 

（3 D
all.

） 378 

（1798

））
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
に

つ
い
て
は
、
こ
の
判
決
文
に
書
い
て
あ
る
以
外
の
情
報
が
な
く
、

判
決
文
の
中
で
は
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
の
で
、

ど
の
よ
う
な
事
件
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
が
、
不
動
産
（E

state

）
に

対
す
る
保
障
を
行
っ
て
い
た
の
を
、
州
憲
法
を
改
正
し
て
廃
止
し

こ
の
点
の
解
釈
は
、『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
執
筆
者
の

間
に
お
い
て
す
ら
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ

デ
ィ
ス
ン
は
、
こ
れ
を
文
字
通
り
、
厳
格
に
理
解
す
る
、
と
い
う

立
場
を
と
っ
た
（
35
）
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
課
税
・
歳
出

権
限
は
一
条
八
節
に
書
か
れ
て
い
る
議
会
の
権
限
に
対
応
し
て
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
36
）
。
連
邦
議
会
は
、
ハ
ミ
ル
ト

ン
の
説
を
採
用
し
て
立
法
活
動
を
行
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
も
、
後

年
、
こ
れ
を
明
確
に
支
持
し
た
（
37
）
。

こ
の
事
件
で
直
接
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
条
八
節
の

「taxes, duties, im
posts and excises

」
と
い
う
言
葉
が
何
を

意
味
す
る
か
で
あ
っ
た
。
特
に
、
直
接
税
の
概
念
に
関
連
し
て
、

大
き
な
問
題
だ
っ
た
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
チ
ェ
イ
ス
判
事
の
意
見
を
紹
介
し
て
お
く
。

「
私
は
、
乗
用
馬
車
の
年
次
税
は
、
議
会
に
与
え
ら
れ
た

D
uties

を
課
す
る
権
限
内
に
あ
る
と
考
え
る
。D

uties
と

い
う
用
語
はT
ax

と
い
う
用
語
に
次
い
で
最
も
包
括
的
な

も
の
で
、
英
国
で
実
例
が
あ
り
（
そ
の
用
例
か
ら
我
々
は

taxes, duties, im
posts, excises, custom

s

な
ど
の
一
般

的
な
着
想
を
得
る
）
印
紙
税
（taxes on stam

ps

）、
通
行

税
（tolls for passage

）
等
々
を
含
み
、
輸
入
税
に
限
定

一
〇
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
七
八
）

の
署
名
は
要
し
な
い
、
と
い
う
憲
法
判
断
を
確
定
し
た
点
に
、
こ

の
判
決
の
重
要
性
が
あ
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

こ
こ
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
米
国
で
は
、
違
憲
立
法
審
査
権
は
、

確
か
に
わ
が
国
憲
法
と
違
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
レ
ベ
ル
の
明
文
の

規
定
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
決
し
て
立
法
レ
ベ
ル
で
予
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
事
実
、
連
邦
最

高
裁
判
所
が
で
き
た
ば
か
り
で
、
ほ
と
ん
ど
上
告
事
件
が
な
か
っ

た
ジ
ェ
イ
・
コ
ー
ト
や
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
・
コ
ー
ト
の
時
点
で
、
す

で
に
憲
法
事
件
は
提
起
さ
れ
、
裁
判
所
も
そ
れ
に
正
面
か
ら
向
き

合
っ
て
判
決
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中

で
、
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
は
出
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
ゼ
ロ
か
ら
の
出
現
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
マ
ー
シ
ャ

ル
・
コ
ー
ト
の
活
動
を
視
る
上
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
点
と
考

え
る
。

（
1
）　S

tate

と
い
う
言
葉
は
、
通
例
、
合
衆
国
憲
法
の
下
で
は
州
と

訳
す
が
、
連
合
規
約
の
下
で
は
邦
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿

に
お
い
て
も
そ
れ
に
従
っ
て
訳
語
を
使
い
分
け
て
い
る
。

（
2
）　

一
三
邦
の
承
認
日
時
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
た
め
、
そ
の
改
正
が
無
効
だ
と
争
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

こ
の
事
件
で
関
連
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
先
に
紹
介
し
た

チ
ザ
ム
事
件
判
決
に
対
し
て
、
合
衆
国
憲
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た

と
い
う
点
で
あ
る
。

直
接
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
憲
法
修
正
案
が
、
大
統
領
に
提

出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
改
正
も
法

案
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
下
院
お
よ
び
上
院
を
通
過
し
た

す
べ
て
の
法
律
案
は
、
法
律
と
な
る
に
先
立
ち
、
合
衆
国
大
統
領

に
送
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
に
、
大
統
領
の
署
名
が
行

わ
れ
て
い
な
い
点
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
文
が
大
統
領

に
与
え
て
い
る
拒
否
権
は
、
上
下
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分
の
二
の

多
数
で
議
決
さ
れ
れ
ば
覆
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
憲
法
の
改
正
を
発
議
す
る
に
は
上
下
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の

三
分
の
二
の
多
数
に
よ
る
議
決
が
必
要
と
さ
れ
る
（
38
）
。
し
た
が
っ

て
、
大
統
領
と
し
て
、
憲
法
改
正
の
発
議
が
な
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

拒
否
権
を
発
動
す
る
余
地
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
修
正
が

有
効
に
成
立
す
る
の
に
、
大
統
領
の
署
名
は
必
要
で
は
な
い
。
そ

れ
と
同
様
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
場
合
に
も
、
知
事
の
署
名
が
な

く
と
も
憲
法
修
正
は
有
効
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
り
、
合
衆
国
憲
法
の
改
正
に
、
大
統
領

一
〇
六



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
七
九
）

（
4
）　

合
衆
国
憲
法
七
条
は
、
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
こ
の
憲
法
は
、
九
州
の
憲
法
会
議
の
承
認
が
あ
れ
ば
、
承
認
し

た
州
の
間
で
成
立
す
る
も
の
と
す
る
。」

（
5
）　

各
州
の
批
准
年
月
日
と
の
そ
の
際
の
憲
法
制
定
会
議
に
於
け

る
賛
否
の
票
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

賛
成　

反
対

1　

一
七
八
七
年
一
二
月　

七
日　
　

デ
ラ
ウ
エ
ア　
　
　
　
　　

30　
　

0

2　

一
七
八
七
年
一
二
月
一
二
日　
　

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア　
　
　　

46　
　

23

3　

一
七
八
七
年
一
二
月
一
八
日　
　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー　
　　

38　
　

0

4　

一
七
八
八
年　

一
月　

二
日　
　

ジ
ョ
ー
ジ
ア　
　
　
　
　　

26　
　

0

5　

一
七
八
八
年　

一
月　

九
日　
　

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト　
　
　
　　

128　
　

40

6　

一
七
八
八
年　

二
月　

六
日　
　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ　
　　

187　
　

168

7　

一
七
八
八
年　

四
月
二
八
日　
　

メ
リ
ー
ラ
ン
ド　
　
　
　　

63　
　

11

8　

一
七
八
八
年　

五
月
二
三
日　
　

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ　
　　

149　
　

73

9　

一
七
八
八
年　

六
月
二
一
日　
　

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー　　

57　
　

47

10　

一
七
八
八
年　

六
月
二
五
日　
　

バ
ー
ジ
ニ
ア　
　
　
　
　　

89　
　

79

11　

一
七
八
八
年　

七
月
二
六
日　
　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク　
　
　
　　

30　
　

27

12　

一
七
八
九
年
一
一
月
二
一
日　
　

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ　
　　

194　
　

77

13　

一
七
九
〇
年　

五
月
二
九
日　
　

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド　
　　

34　
　

32

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
は
全
米
五
〇
州
中
最
小
の
州
で
、
日
本

だ
と
滋
賀
県
と
同
程
度
の
面
積
し
か
な
い
。
同
州
は
、
中
央
集
権

化
に
反
対
し
、
一
七
八
七
年
の
合
衆
国
憲
法
制
定
会
議
も
ボ
イ

コ
ッ
ト
し
た
。
合
衆
国
成
立
後
も
憲
法
の
批
准
を
た
め
ら
っ
て
い

た
が
、
連
邦
か
ら
外
国
と
宣
告
さ
れ
、
他
州
と
の
交
易
品
に
関
税

1　

一
七
七
八
年　

二
月　

五
日　
　

サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ

2　

一
七
七
八
年　

二
月　

六
日　
　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

3　

一
七
七
八
年　

二
月　

九
日　
　

ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド

4　

一
七
七
八
年　

二
月
一
二
日　
　

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

5　

一
七
七
八
年　

二
月
二
六
日　
　

ジ
ョ
ー
ジ
ア

6　

一
七
七
八
年　

三
月　

四
日　
　

ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー

7　

一
七
七
八
年　

三
月　

五
日　
　

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア

8　

一
七
七
八
年　

三
月
一
〇
日　
　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

9　

一
七
七
八
年　

四
月　

五
日　
　

ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ

10　

一
七
七
八
年
一
一
月
一
九
日　
　

ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー

11　

一
七
七
八
年
一
二
月
一
五
日　
　

バ
ー
ジ
ニ
ア

12　

一
七
七
九
年　

二
月　

一
日　
　

デ
ラ
ウ
ェ
ア

13　

一
七
八
一
年　

三
月　

一
日　
　

メ
リ
ー
ラ
ン
ド

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
批
准
の
た
め
に
何
年
も
掛
か
っ
た
の
は
、

西
部
の
ま
だ
開
拓
さ
れ
て
い
な
い
土
地
に
関
す
る
各
邦
の
領
有
権

主
張
が
収
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
特
に
、
独
立
宣

言
の
中
心
的
執
筆
者
で
あ
り
、
後
に
第
三
代
大
統
領
に
な
っ
た

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
知
事
を
務
め
る
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
批
准
が

非
常
に
遅
れ
て
最
後
に
な
っ
た
の
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
と
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
が
オ
ハ
イ
オ
川
渓
谷
の
領
有
権
主
張
を
取
り
下
げ
る
ま

で
は
批
准
し
な
い
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
。

（
3
）　

ロ
ン
・
チ
ャ
ー
ナ
ウ
著
『
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン

伝
』
上
巻
二
九
六
頁
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
二
〇
〇
五
年
刊
参
照
。

一
〇
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
〇
）

（
9
）　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
地
区
割
り
は
、
今
日
の
メ
イ
ン
州

と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
相
当
す
る
。
同
様
に
、
バ
ー
ジ
ニ
ア

州
の
地
区
割
り
は
今
日
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
と
、
今
日
の
バ
ー
ジ

ニ
ア
州
及
び
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
を
合
し
た
も
の
に
相
当
す

る
。
司
法
権
法
の
地
区
割
り
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
州
の
分
割
を

先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
10
）　

わ
が
国
で
は
、C

ircuit court

は
、
巡
回
裁
判
所
と
訳
す
る

例
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
後
年

に
お
い
て
は
固
定
的
な
裁
判
所
と
な
り
、
判
事
が
巡
回
す
る
こ
と

は
な
く
な
る
。
ま
た
、
各
州
に
も
同
じ
くC

ircuit court

と
呼
ば

れ
る
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
今
日
で
は
巡
回
す

る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
例
え
ば
ハ
ワ
イ
州
の
そ
れ
は
わ
が
国
の

家
庭
裁
判
所
に
類
似
し
た
機
能
を
持
つ
下
級
裁
判
所
で
あ
る
な
ど
、

審
級
も
含
め
て
実
質
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
紛
ら
わ
し

さ
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
地
裁
と
最
高
裁
の
中
間
の
上
訴

裁
判
所
を
意
味
す
る
場
合
に
は
「
高
等
裁
判
所
」
と
訳
し
た
。

（
11
）　

今
日
の
メ
イ
ン
州
と
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
に
相
当
す
る
司
法
区

で
は
、
高
等
裁
判
所
は
設
け
ら
れ
ず
、
地
方
裁
判
所
が
高
等
裁
判

所
機
能
も
果
た
し
た
。

（
12
）　

一
七
八
九
年
司
法
権
法
二
五
条
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

T
hat a final judgm

ent or decree in any suit, in the 
highest court of law

 or equity of a S
tate in w

hich a 
decision in the suit could be had, w

here is draw
n in 

が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
の
危
機
感
か
ら
、
他
州
か
ら
非
常
に
遅
れ
て

し
ぶ
し
ぶ
批
准
し
た
。

（
6
）　
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』（T

he F
ederalist P

apers

）
は
、

計
八
五
編
の
連
作
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
論
文
の
う
ち
七
七
編
は
、

一
七
八
七
年
一
〇
月
か
ら
一
七
八
八
年
八
月
ま
で
「T

he 
Independent Journal

」
紙
、「T

he N
ew
 Y
ork P

acket

」
紙
、

又
は
「the D

aily A
dvertiser

」
紙
に
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

こ
れ
に
他
の
八
編
を
加
え
て
編
集
し
た
も
の
が
、『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ

リ
ス
ト
』
と
題
さ
れ
て
一
七
八
八
年
に
二
巻
本
でJ. &
 A
. 

マ
ク

リ
ー
ン
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
は
一
九
九
八
年
に
福

村
書
店
よ
り
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

一
七
八
九
年
司
法
権
法
の
正
式
名
称
は
「A

n A
ct to 

establish the Judicial C
ourts of the U

nited S
tates

」
で
、

T
he U

nited S
tates Judiciary A

ct

は
通
称
で
あ
る
。
わ
が
国

の
裁
判
所
法
に
相
当
す
る
立
法
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
こ
の
法
律

が
紹
介
さ
れ
る
時
に
は
「
司
法
権
法
」
の
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
い

る
例
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

（
8
）　

直
接
に
は
、
修
正
五
条
（
大
陪
審
の
保
障
、
二
重
の
危
険
の

禁
止
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
、
財
産
権
の
保
障
）、
修
正
六
条
（
陪
審
、

迅
速
な
公
開
裁
判
、
刑
事
被
告
人
の
権
利
）、
修
正
七
条
（
民
事
陪

審
）
修
正
八
条
（
過
大
な
保
釈
保
証
金
及
び
残
酷
な
刑
罰
の
禁
止
）

の
四
箇
条
で
あ
る
。
し
か
し
、
修
正
四
条
（
不
合
理
な
捜
索
、
逮

捕
、
押
収
の
禁
止
）
も
ま
た
、
司
法
過
程
と
密
接
な
結
び
つ
き
を

有
し
て
い
る
た
め
、
数
え
ら
れ
る
。

一
〇
八



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
八
一
）

cause for a fi nal decision as before provided, m
ay at their 

discretion, if the cause shall have been once rem
anded 

before, proceed to a fi nal decision of the sam
e, and aw

ard 
execution. B

ut no other error shall be assigned or 
regarded as a ground of reversal in any such case as 
aforesaid, than such as appears on the face of the record, 
and im

m
ediately respects the before m

entioned questions 
of validity or construction of the said constitution, 
treaties, statutes, com

m
issions, or authorities in dispute.

（
13
）　

合
衆
国
憲
法
二
条
二
項
二
文
は
次
の
様
に
規
定
し
て
い
る
。

「
大
統
領
は
、
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
、
最
高
裁

判
所
の
裁
判
官
、
な
ら
び
に
、
こ
の
憲
法
に
そ
の
任
命
に
関
し
て

特
段
の
規
定
の
な
い
官
吏
で
あ
っ
て
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

る
他
の
す
べ
て
の
合
衆
国
官
吏
を
指
名
し
、
上
院
の
助
言
と
承
認

を
得
て
、
こ
れ
を
任
命
す
る
。」

（
14
）　

こ
の
事
件
の
正
式
の
判
決
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
米
国
最
高
裁
判
所
判
決
に
関
す
る
公
式
出
版
物
で
、2 

U
.S
. 401

と
い
う
番
号
に
は
、
現
在
で
は
、O

S
W
A
L
D
 v. 

S
T
A
T
E
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
 - 2 U

.S
. 401 

と
い
う
翌
一
七
九
二

年
に
判
決
が
下
さ
れ
た
事
件
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

正
式
な
判
決
文
が
失
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
事
件
の
詳
細
が

今
日
判
明
す
る
の
は
、
こ
の
事
件
が
連
邦
最
高
裁
判
所
の
最
初
の

判
決
で
あ
っ
た
た
め
に
、
当
時
大
き
な
社
会
的
関
心
を
呼
び
、
新

聞
に
詳
細
な
報
道
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

question the validity of a treaty or statute of, or an 
authority exercised under the U

nited S
tates, and the 

decision is against their validity; or w
here is draw

n in 
question the validity of a statute of, or an authority 
exercised under any S

tate, on the ground of their being 
repugnant to the constitution, treaties or law

s of the 
U
nited S

tates, and the decision is in favour of such their 
validity, or w

here is draw
n in question the construction of 

any clause of the constitution, or of a treaty, or statute 
of, or com

m
ission held under the U

nited S
tates, and the 

decision is against the title, right, privilege or exem
ption 

specially set up or claim
ed by either party, under such 

clause of the said C
onstitution, treaty, statute or 

com
m
ission, m

ay be re-exam
ined and reversed or affi  rm

ed 
in the S

uprem
e C
ourt of the U

nited S
tates upon a w

rit of 
error, the citation being signed by the chief justice, or 
judge or chancellor of the court rendering or passing the 
judgm

ent or decree com
plained of, or by a justice of the 

S
uprem

e C
ourt of the U

nited S
tates, in the sam

e m
anner 

and under the sam
e regulations, and the w

rit shall have 
the sam

e eff ect, as if the judgm
ent or decree com

plained 
of had been rendered or passed in a circuit court, and the 
proceeding upon the reversal shall also be the sam

e, 
except that the S

uprem
e C
ourt, instead of rem

anding the 

一
〇
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
二
）

to them
.

こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
先
行
す
る
翻
訳
例
が

見
当
た
ら
ず
、
本
稿
で
は
「
訴
訟
対
象
性
」
と
い
う
訳
を
当
て
る

こ
と
と
し
た
。

（
20
）　

三
条
二
節
一
項
に
「
二
以
上
の
州
の
間
の
争
訟
」
が
連
邦
裁

判
所
の
権
限
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
連
邦
へ
批
准
し
た
こ
と
の
告
知
を
怠
っ
た

た
め
に
、
国
務
省
が
正
式
に
修
正
が
発
効
を
確
認
し
た
の
は

一
七
九
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

（
22
）　

こ
の
条
約
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
、
①
ミ
シ
シ
ッ
ピ

川
を
英
国
に
開
放
す
る
、
②
英
国
の
敵
国
（
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
）

の
私
掠
船
に
対
す
る
補
給
を
禁
止
す
る
、
③
独
立
戦
争
以
前
の
米

国
人
の
英
国
人
に
対
す
る
負
債
は
支
払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
23
）　

こ
の
共
和
党
は
、
今
日
の
米
国
の
政
党
で
あ
る
共
和
党

（R
epublican P

arty

）
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
こ
に
紹
介
し
て
い

る
共
和
党
は
一
八
二
〇
年
に
分
裂
し
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（A

ndrew
 

Jackson

）
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
民
主
共
和
党

（D
em
ocratic-R

epublican P
arty

）
と
名
乗
る
政
党
を
結
党
し
、

一
八
二
八
年
大
統
領
選
挙
で
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
第
七
代
大
統
領
に
押

し
上
げ
た
。
そ
れ
が
一
八
三
〇
年
に
民
主
党
（D

em
ocratic 

P
arty

）
と
改
名
し
て
な
っ
て
今
日
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
、
今
日

の
共
和
党
は
、
む
し
ろ
連
邦
党
の
後
裔
で
、
黒
人
奴
隷
制
反
対
を

掲
げ
て
一
八
五
四
年
に
結
成
さ
れ
、
リ
ン
カ
ー
ン
を
第
一
六
代
大

統
領
に
押
し
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
共
和
党
と
こ
こ
に

（
15
）　

一
エ
ィ
カ
ー
＝4 046.85642 m

2

、
す
な
わ
ち
約
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
る
。

（
16
）　

そ
の
時
の
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
連
邦
高
裁
判
事
は
ジ
ェ
イ

連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
、
ク
ッ
シ
ン
グ
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
及

び
地
裁
判
事
の
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
（H

enry M
archant

）
の
三
名
で

構
成
さ
れ
て
い
た
。
高
裁
段
階
に
お
け
る
ウ
ェ
ス
ト
側
の
敗
訴
理

由
は
、
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
不
明
で
あ
る
。

（
17
）　C

hisholm
 v. G

eorgia, 2 U
.S
. 

（2 D
all.

） 419 

（1793

）

（
18
）　

合
衆
国
憲
法
の
邦
訳
に
関
し
て
は
様
々
な
も
の
が
公
表
さ
れ

て
い
る
が
、
米
国
自
身
が
そ
の
翻
訳
に
責
任
を
有
し
て
い
る
も
の

を
採
用
す
る
の
が
最
も
妥
当
と
の
判
断
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

米
国
在
日
大
使
館
が
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
に
掲
記
し
て
い
る

邦
訳
を
原
則
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

http://aboutusa.japan.usem
bassy.gov/j/jusaj-

constitution.htm
l

な
お
、
英
語
そ
の
も
の
の
持
つ
語
義
の
多
様
性
か
ら
、
上
記
翻

訳
に
問
題
が
あ
る
場
合
が
現
実
問
題
と
し
て
多
々
あ
る
。
本
稿
で

は
、
そ
う
し
た
問
題
箇
所
で
は
、
例
え
ば
注（
33
）の
よ
う
に
、
そ

の
都
度
そ
の
語
義
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

（
19
）　

こ
の
「S
uability

」
と
い
う
言
葉
は
、
ジ
ェ
イ
が
こ
の
問
題

を
議
論
を
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
次
の

様
に
ジ
ェ
イ
は
述
べ
て
い
る
。

“S
uability ” and “suable ” are w

ords not in com
m
on use, 

but they concisely and correctly convey the idea annexed 

一
一
〇



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
八
三
）

conveying of passengers, the several duties and rates 
follow

ing, to w
it: F

or and upon every coach, the yearly 
sum
 of ten dollars;

│for and upon every chariot, the 
yearly sum

 of eight dollars;

│for and upon every phæ
ton 

and coachee, six dollars;

│for and upon every other four 
w
heel, and every tw

o w
heel top carriage, tw

o dollars;

│

and upon every other tw
o w
heel carriage, one dollar. 

P
rovided alw

ays, T
hat nothing herein contained shall be 

construed to charge w
ith a duty, any carriage usually and 

chiefl y em
ployed in husbandry, or for the transporting or 

carrying of goods, w
ares, m

erchandise, produce or 
com
m
odities ”

（
28
）　
「
自
由
人
以
外
の
す
べ
て
の
者
の
数
の
五
分
の
三
」
と
は
、
奴

隷
は
五
分
の
三
と
数
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南

部
諸
州
は
、
連
邦
に
お
け
る
発
言
権
を
確
保
す
る
目
的
か
ら
奴
隷

も
人
数
に
含
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
北
部
諸
州
は
こ
れ
に
反
対

し
、
そ
の
妥
協
と
し
て
決
ま
っ
た
。

（
29
）　

こ
こ
に
紹
介
し
た
文
言
の
う
ち
、
第
二
文
と
し
て
訳
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、
そ
の
後
、
第
一
四
修
正
及
び
第
一
六
修
正
に
よ
り

改
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
実
効
性
を
持
た
な
い
。

（
30
）　

こ
の
条
項
は
、
第
一
六
修
正
に
よ
り
、
今
日
で
は
削
除
さ
れ

て
い
る
。

（
31
）　

人
頭
税
と
は
、
そ
の
人
の
経
済
能
力
に
関
係
な
く
、
全
て
の

国
民
一
人
に
つ
き
一
定
額
を
課
す
税
金
で
あ
る
。
所
得
の
無
い
人

紹
介
し
た
共
和
党
を
区
別
す
る
た
め
、
一
七
九
六
年
や
一
八
〇
〇

年
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
共
和
党
に
関
し
て
も
、
民
主
共
和
党

と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
例
が
米
国
・
わ
が
国
と
も
に
多
い
が
、

間
違
い
な
の
で
、
そ
れ
に
は
従
っ
て
い
な
い
。

（
24
）　

こ
れ
を
休
会
任
命
（R

ecess A
ppointm

ent

）
と
い
う
。
休

会
任
命
は
合
衆
国
憲
法
の
第
二
条
第
二
節
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い

る
。「
大
統
領
は
上
院
の
休
会
中
に
生
じ
う
る
す
べ
て
の
空
席
を
、

次
の
会
期
末
を
期
限
と
し
て
任
命
に
よ
り
埋
め
る
権
限
を
有
す
る
」。

休
会
任
命
さ
れ
た
場
合
に
は
、
し
た
が
っ
て
次
の
会
期
末
ま
で
に

上
院
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
25
）　

原
語
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

“H
e had rather the P

resident should die than sign that 
puerile instrum

ent ” and that he “preferred w
ar to an 

adoption of it ”

．

（
26
）　H

ylton v. U
nited S

tates, 3 U
.S
. 171 

（1796
）

（
27
）　

原
名
はA

n act laying duties upon carriages for the 
conveyance of persons

（T
he act of C

ongress of June 5, 
1794

）
で
あ
る
。
同
法
第
一
条
は
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。

“B
e it enacted by the S

enate and H
ouse of 

R
epresentatives of the U

nited S
tates of A

m
erica in 

C
ongress assem

bled, T
hat there shall be levied, collected 

and paid, upon all carriages for the conveyance of 
persons, w

hich shall be kept by or for any person, for his 
or her ow

n use, or to be let out to hire, or for the 

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
四
）

い
る
判
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
膨
大
な

量
の
憲
法
訴
訟
が
こ
の
条
項
を
巡
っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）　

マ
デ
ィ
ス
ン
「
第
四
一
篇　

連
邦
政
府
の
権
限
」『
ザ
・
フ
ェ

デ
ラ
リ
ス
ト
』
斎
藤 

真
・
武
則 

忠
見
（
翻
訳
）
福
村
書
店

一
九
九
八
年
刊
一
九
八
頁
以
下
、
特
に
二
〇
三
頁
〜
二
〇
四
頁
参

照
。

（
36
）　

ハ
ミ
ル
ト
ン
が
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
中
で
、
税
制
に

関
し
て
述
べ
て
い
る
箇
所
は
非
常
に
多
い
。
特
に
、「
第
三
〇
篇　

課
税
権
」
一
四
一
頁
以
下
、「
第
三
一
篇　

無
制
限
課
税
権
の
不
可

欠
性
」
一
四
六
頁
以
下
、「
第
三
二
篇　

専
属
的
課
税
分
野
と
重
複

的
課
税
分
野
」
一
五
〇
頁
以
下
、「
第
三
三
篇　

必
要
に
し
て
適
当

条
項
と
最
高
法
条
項
」
一
五
三
頁
以
下
、「
第
三
四
篇　

連
邦
と
州

の
共
同
課
税
管
轄
権
」
一
五
六
頁
以
下
、「
第
三
五
篇　

輸
入
関
税

に
限
定
し
た
場
合
の
不
公
平
」
一
六
一
頁
以
下
、「
第
三
六
篇　

代

表
者
数
と
国
内
税
」
一
六
五
頁
以
下
、
の
各
篇
は
集
中
的
に
税
制

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
文
に
述
べ
た
こ
と
は
、
直
接
に
は
、

「
第
三
三
篇　

必
要
に
し
て
適
当
条
項
と
最
高
法
条
項
」
に
依
拠
し

て
い
る
が
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
は
、
上
記
す
べ
て
の
論
考
を
通

じ
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
示
し
た
頁
は
い
ず
れ
も
注（
35
）

紹
介
書
の
該
当
ペ
ー
ジ
で
あ
る
）。

（
37
）　U

nited S
tates v. B

utler, 297 U
.S
. 1 

（1936

）

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
中
心
と
な
っ
た
法
律
に
農
業
調
整
法

（A
gricultural A

djustm
ent A

ct of 1933

）
が
あ
る
。
こ
の
訴

訟
で
は
、
同
法
の
特
定
の
条
文
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
法

に
も
課
税
す
る
税
と
い
う
点
で
は
消
費
税
と
同
様
で
あ
る
が
、
消

費
税
の
場
合
、
消
費
能
力
に
比
例
し
て
課
税
額
が
増
え
る
の
で
、

あ
る
程
度
累
進
制
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
頭
税
の

税
額
は
一
律
な
の
で
、
所
得
の
少
な
い
人
の
負
担
が
最
大
に
な
る

税
制
で
あ
る
た
め
、
悪
税
と
さ
れ
る
。
最
近
時
の
例
を
挙
げ
る
と
、

英
国
で
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
一
九
九
〇
年
に
導
入
し
た
が
、
国
民

世
論
の
反
発
が
強
く
、
そ
の
年
の
う
ち
に
同
首
相
は
辞
任
に
追
い

込
ま
れ
、
人
頭
税
そ
の
も
の
も
一
九
九
三
年
に
は
廃
止
さ
れ
た
。

（
32
）　

判
決
文
に
脚
注
が
あ
り
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
長
官
は
こ
の
朝
執

務
室
に
居
り
、
討
論
を
す
べ
て
聞
い
て
い
な
い
の
で
、
判
決
理
由

の
記
述
を
減
ら
し
た
と
あ
る
。

（
33
）　

こ
の
訳
は
、
米
国
大
使
館
の
翻
訳
を
紹
介
し
た
た
め
、

D
uties

と
い
う
語
の
訳
語
が
関
税
と
固
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
事

件
で
の
用
語
法
と
は
整
合
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
条
文
の
原
文

を
紹
介
し
て
お
く
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

T
he C

ongress shall have pow
er to lay and collect taxes, 

duties, im
posts and excises, to pay the debts and provide 

for the com
m
on defense and general w

elfare of the U
nited 

S
tates; but all duties, im

posts and excises shall be 
uniform

 throughout the U
nited S

tates;

（
34
）　

松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
』〔
第
四
版
〕
有
斐
閣

二
〇
〇
〇
年
刊
、
五
〇
頁
は
「
こ
の
課
税
権
限
が
問
題
に
な
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
」
と
あ
っ
さ
り
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た

観
念
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
講
で
紹
介
し
て

一
一
二



米
国
初
期
の
憲
法
判
例
（
甲
斐
）

（
二
八
五
）

は
、
特
定
の
農
産
物
の
価
格
を
、
生
産
量
を
減
ら
す
こ
と
で
引
き

上
げ
る
と
い
う
狙
い
か
ら
、
そ
の
作
付
け
や
生
産
を
減
少
さ
せ
よ

う
と
す
る
農
民
に
対
し
補
助
金
を
支
払
い
、
そ
の
原
資
を
得
る
た

め
に
、
農
業
製
品
の
加
工
業
に
租
税
を
課
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
農
民
の
収
穫
量
を
減
ら
す
と
い
う
目
的

の
租
税
の
賦
課
は
、
本
当
の
租
税
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
合
衆

国
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
連
邦
政
府
の
権
限
を
逸
脱
し
て
い

る
と
判
決
し
た
の
で
あ
る
。

（
38
）　

第
五
条
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

連
邦
議
会
は
、
両
院
の
三
分
の
二
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
憲
法
に
対
す
る
修
正
を
発
議
し
、
ま
た
は
、
三
分
の
二
の
州

の
立
法
部
が
請
求
す
る
と
き
は
、
修
正
を
発
議
す
る
た
め
の
憲
法

会
議
を
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
修
正
は
、
四
分
の
三
の
州
の
立
法
部
ま
た
は
四
分
の
三
の
州

に
お
け
る
憲
法
会
議
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
あ
ら
ゆ
る

意
味
に
お
い
て
、
こ
の
憲
法
の
一
部
と
し
て
効
力
を
有
す
る
。
い

ず
れ
の
承
認
方
法
を
採
る
か
は
、
連
邦
議
会
が
定
め
る
。
但
し
、

一
八
〇
八
年
よ
り
前
に
行
わ
れ
る
い
か
な
る
修
正
も
、
第
一
章
第

九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
規
定
に
変
更
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
州
も
、
そ
の
同
意
な
し
に
、
上
院
に
お
け
る
平
等
の
投

票
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

一
一
三





米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
八
七
）

は
じ
め
に

一
．
問
題
の
所
在

二
．
問
題
の
背
景

三
．
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
の
新
展
開

四
．
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
要
件
と
関
連
判
例

五
．M

on
egasqu

e

事
件
（
Ｍ
事
件
）

六
．F
igu

eired
o

事
件
（
Ｆ
事
件
）

七
．
若
干
の
検
討

お
わ
り
に

は
じ
め
に

国
際
仲
裁
に
関
す
る
裁
判
所
の
手
続
で
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
の
法

理
で
あ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
（F

orum
 N

on-
C
onveniens

（
以
下
、「
Ｆ
Ｎ
Ｃ
」
と
言
う
））
が
適
用
さ
れ
う
る

ス
テ
ー
ジ
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
合
衆
国
最
高
裁
の

S
ch

erk
事
件
の
よ
う
に

（
1
）

、
仲
裁
合
意
が
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
訴
訟
の
却
下
を
求
め
て
妨
訴
抗
弁
が
提
出

米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に

お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用

│F
igu

eired
o

事
件
に
見
る
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
の
新
展
開
と
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
域
と
の
交
錯

│

坂　
　

本　
　

力　
　

也

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
八
）

約
国
で
下
さ
れ
た
仲
裁
判
断
を
一
定
の
条
件
下
で
執
行
す
る
義
務

を
負
い
、
こ
れ
は
仲
裁
に
よ
る
紛
争
解
決
を
積
極
的
に
支
持
す
る

米
国
の
政
策
と
合
致
し
て
い
る
。

本
件
で
検
討
す
る
法
的
争
点
は
、
米
国
で
Ｎ
Ｙ
条
約
ま
た
は
パ

ナ
マ
条
約
の
下
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
の
確
認
訴
訟
に
お

い
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
適
用
さ
れ
、
同
訴
訟
が
却
下
さ
れ
る
要
件
と
そ
の

適
否
で
あ
る
。二

．
問
題
の
背
景

二
・
一　

Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約

Ｎ
Ｙ
条
約
の
締
約
国
の
数
は
現
在
一
四
六
カ
国
に
も
な
っ
た
。

同
条
約
は
、
確
認
執
行
訴
訟
の
対
象
を
明
示
的
に
「
国
際
仲
裁
判

断
」
に
制
限
し
て
い
な
い

（
4
）

。
締
約
国
で
あ
る
米
国
は
、
そ
の
第
一

条
三
項

（
5
）

の
留
保
宣
言
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
相
互
主
義
に
基
づ

き
、
執
行
国
以
外
の
締
約
国
の
領
域
で
下
さ
れ
た
仲
裁
判
断
を
確

認
執
行
訴
訟
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
紛

争
の
原
因
と
な
っ
た
取
引
が
国
境
を
越
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
、

当
事
者
が
国
籍
を
異
に
す
る
こ
と
を
、
そ
の
適
用
の
要
件
と
は
し

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｙ
条
約
は
、
国
際
仲
裁
判
断
の
み
な

ら
ず
、「
外
国
仲
裁
判
断
」
に
つ
い
て
も
世
界
規
模
の
執
行
を
目

さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
仲
裁
判
断
の
承
認
執
行
訴
訟

に
お
い
て
判
断
債
務
者
が
当
該
訴
訟
の
却
下
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
い

て
申
立
て
る
場
合
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
米
国
で
の
外
国
仲
裁
判
断
の
「recognition

（
承
認
）」
に
は
「confi rm

ation

（
確
認
）」
と
い
う
法
律
用
語
が

使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
「
承
認
」
を
「
確
認
」
と
置
き
換
え
て
示

す
。
仲
裁
判
断
を
「
確
認
す
る
（confi rm

）」
と
は
、
仲
裁
判
断

の
承
認
執
行
を
目
的
と
し
て
仲
裁
判
断
を
裁
判
所
の
判
決
と
し
て

登
録
す
る
米
国
の
裁
判
所
で
の
手
続
を
意
味
す
る
。

一
．
問
題
の
所
在

国
際
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
訴
訟
よ
り
も
仲
裁
を

選
択
す
る
メ
リ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
に
は
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
と

執
行
を
一
定
の
条
件
の
下
で
認
め
る
条
約
の
存
在
が
あ
る
。
本
稿

で
言
及
さ
れ
る
そ
の
種
の
条
約
は
Ｎ
Ｙ
条
約
（
外
国
仲
裁
判
断
の

承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
﹇U

.N
. C

onvention 
on the R

ecognition and E
nforcem

ent of F
oreign A

rbitral 
A
w
ards （

2
）

﹈）
と
パ
ナ
マ
条
約

（
3
）（

国
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
米
州
条
約

﹇Inter-A
m
erican C

onvention on International C
om

m
ercial 

A
rbitration

﹈）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
の
締
約
国
は
他
の
締

一
一
六



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
八
九
）

外
国
仲
裁
判
断
の
確
認
訴
訟
に
お
い
て
も
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

（
12
）

。
米
国
内
に
存
在
し
な
い
外
国
に
い
る
被
告
に
対
し
て

は
、「
公
明
正
大
さ
と
実
質
的
正
義
」
を
満
た
す
最
小
限
の
接
触

が
あ
れ
ば
、
当
該
被
告
に
対
す
る
適
正
手
続
を
充
足
す
る
領
域
的

管
轄
権
が
存
在
す
る
と
判
断
さ
れ
る

（
13
）

。

管
轄
権
と
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
立
証
順
位
に
つ
い
て
は
、
連
邦
の
巡
回
区

控
裁
レ
ベ
ル
で
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
合
衆
国
最
高

裁
が
、Sinochem

 International v. M
alaysia International 

S
h

ippin
g C

orp., 549 U
.S

. 422

（2007

）
に
お
い
て
、
審
理
の

便
宜
、
公
平
性
、
及
び
訴
訟
経
済
の
観
点
か
ら
、
事
物
的
管
轄
権

ま
た
は
人
的
管
轄
権
に
関
す
る
審
理
を
経
る
こ
と
な
し
に
、
Ｆ
Ｎ

Ｃ
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
却
下
す
る
裁
量
権
を
連
邦
地
裁
に
認
め
た
。

二
・
三　

フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
Ｆ
Ｎ
Ｃ

米
国
で
は
、
裁
判
所
に
納
め
る
一
律
の
訴
訟
開
始
費
用
、
陪
審

制
度
、
懲
罰
的
賠
償
を
含
む
高
額
な
損
害
賠
償
の
獲
得
の
可
能
性
、

裁
判
所
侮
辱
罪
が
課
さ
れ
る
リ
ス
ク
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
徹
底

し
た
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー（
開
示
手
続
）、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、

原
告
保
護
の
立
場
に
有
利
と
さ
れ
る
裁
判
制
度
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

自
国
に
こ
の
よ
う
な
制
度
を
持
た
な
い
外
国
人
の
原
告
が
、
自
己

指
し
て
い
る

（
6
）

。

他
方
、
パ
ナ
マ
条
約
は
米
国
を
入
れ
て
一
九
の
締
約
国
（
仮
も

含
む

（
7
）

）
を
擁
し
て
い
る
。
だ
が
、
Ｎ
Ｙ
条
約
第
一
条
一
項

（
8
）

に
定
め

ら
れ
た
締
約
国
の
領
域
で
下
さ
れ
た
仲
裁
判
断
に
は
言
及
し
て
い

な
い
た
め
、
外
国
仲
裁
判
断
を
対
象
と
し
て
い
る
か
が
問
題
に
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
判
例
の
中
に
は
、
パ
ナ
マ
条
約
は
、

仲
裁
手
続
と
そ
の
当
事
者
そ
し
て
仲
裁
の
対
象
と
な
っ
た
関
連
取

引
が
一
国
の
国
境
を
越
え
て
い
な
い
場
合
は
適
用
し
な
い
と
示
す

も
の
も
あ
る
が

（
9
）

、
同
条
約
に
は
、
連
邦
仲
裁
法
三
〇
二
条

（
10
）

を
通
し

て
Ｎ
Ｙ
条
約
の
ほ
と
ん
ど
の
条
文
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
対
象
は
実
質
的
に
Ｎ
Ｙ
条
約
と
変
わ
ら
な
い
と
の
見
解

が
あ
る

（
11
）

。

二
・
二　

管
轄
権
と
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
立
証
順
位

米
国
の
裁
判
所
で
適
正
手
続
き
（
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
）
を
充
足

し
既
判
力
を
有
す
る
判
決
が
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、
事
件
と
争
訟

の
内
容
に
対
す
る
事
物
的
管
轄
権
と
紛
争
当
事
者
に
対
す
る
領
域

的
管
轄
権
（
人
的
管
轄
権
）
の
両
方
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
要
件
は
、
一
般
的
に
実
体
的
審
理
を
求
め
る
契
約
違
反
や

不
法
行
為
等
に
関
す
る
訴
訟
で
も
、
ま
た
、
略
式
的
手
続
で
あ
る

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
〇
）

の
確
認
訴
訟
を
扱
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
裁

のS
on

y E
ricsson （

14
）

事
件
で
は
、
タ
イ
の
裁
判
所
で
も
同
様
の
訴

訟
が
同
当
事
者
間
で
既
に
提
起
さ
れ
て
い
た
。
判
断
債
務
者
は
、

同
連
邦
地
裁
が
仲
裁
判
断
の
確
認
の
是
非
を
検
討
し
て
し
ま
う
と

タ
イ
の
裁
判
所
の
判
決
と
抵
触
す
る
判
決
が
下
さ
れ
る
リ
ス
ク
が

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
タ
イ
が
よ
り
便
宜
的
な
法
廷
地
で
あ
る
と

主
張
し
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
本
件
確
認
訴
訟
の
却
下
を
求
め
た
。

同
連
邦
地
裁
は
、
タ
イ
の
裁
判
所
で
判
決
の
準
備
が
で
き
て
い
る

こ
と
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は

同
連
邦
地
裁
が
タ
イ
の
裁
判
所
が
す
で
に
下
し
た
判
決
と
抵
触
し

う
る
判
決
を
下
す
こ
と
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
も
し
も
タ
イ
の
裁

判
所
が
執
行
拒
否
の
判
決
を
下
そ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
よ
う
な
抵
触
す
る
判
決
（
実
際
、
本
件
の
連
邦
地
裁
は
問
題
の

仲
裁
判
断
を
確
認
し
た
）
の
可
能
性
を
以
っ
て
タ
イ
の
裁
判
所
を

優
先
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ

し
て
、
第
五
巡
回
区
の
判
例
を
引
用
し
、
米
国
の
裁
判
所
や
他
国

の
裁
判
所
は
、
他
の
裁
判
所
が
仲
裁
判
断
を
無
効
に
し
た
と
し
て

も
そ
の
無
効
に
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
行
を
認
め
て
き
た
と
論
じ
、

本
件
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
も
と
却
下
す
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
。

に
有
利
と
な
る
実
体
的
な
判
断
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
米
国
の
裁

判
所
を
法
廷
地
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
（
法
廷
地
漁
り
）
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
、
米
国
の
受
訴
裁
判
所

の
裁
判
官
が
、
前
述
の
よ
う
な
外
国
人
の
原
告
に
よ
っ
て
提
訴
さ

れ
た
米
国
の
裁
判
所
で
の
訴
訟
を
、
無
制
限
に
認
め
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
米
国
の
裁
判
所
以
外
に
十
分
な
代
替
的
法
廷
地
が
あ

る
こ
と
を
確
実
に
し
た
う
え
で
、
米
国
の
裁
判
所
の
訴
訟
を
却
下

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
、
実
体
的
審
理
を
含
む
国
際
訴

訟
に
お
い
て
は
、
米
国
の
訴
訟
と
外
国
の
訴
訟
が
競
合
し
て
い
る

場
合
に
、
一
つ
の
事
件
に
複
数
の
異
な
っ
た
判
決
が
下
さ
れ
る
状

況
を
避
け
る
役
割
も
果
た
す
。

他
方
、
あ
る
締
約
国
の
仲
裁
手
続
に
お
い
て
す
で
に
実
体
的
審

理
が
終
了
し
て
い
る
外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
が
求
め
ら
れ
る
略
式

的
な
確
認
訴
訟
で
は
、
判
断
債
権
者
は
、
判
断
債
務
者
の
財
産
が

米
国
に
あ
る
と
き
、
Ｎ
Ｙ
条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
の
も
と
で
、
そ
の

執
行
を
目
的
と
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
積
極
的
に
行

う
こ
と
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
も
考

え
ら
れ
、
そ
れ
は
米
国
で
の
確
認
訴
訟
が
国
際
的
に
競
合
す
る
場

合
も
同
様
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
仲
裁
判
断

一
一
八



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
九
一
）

期
待
に
反
し
た
判
例
と
し
て
強
い
批
判
を
受
け
た

（
20
）

。

現
在
、
合
衆
国
最
高
裁
は
本
稿
で
検
討
す
る
法
的
争
点
に
つ
い

て
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年

（
21
）

と
二
〇
〇
九
年

の
文
献

（
22
）

か
ら
も
、
英
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
っ
た
米
国
以
外

の
他
の
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
に
お
い
て
は
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認

執
行
訴
訟
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
法
理
が
適
用
さ
れ
却
下
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
点
で
、
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
に
お
い

て
は
確
認
訴
訟
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
却
下
は
、
Ｆ
事
件
に
よ
っ
て
、

コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
に
お
け
る
新
た
な
展
開
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。

四
．
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
要
件
と
関
連
判
例

Ｆ
Ｎ
Ｃ

（
23
）

と
は
、
原
告
が
選
択
し
た
法
廷
地
が
あ
ま
り
に
も
被
告

に
不
便
で
あ
る
と
き
に
適
用
さ
れ
る
コ
モ
ン
ロ
ー
の
法
理
で
あ
り
、

一
般
的
に
、
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
の
法
域
に
は
存
在
し
な
い
法
理
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

（
24
）

。
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
、
被
告
が
訴
訟
却
下
を
申

立
て
る
根
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
法
理
は
、
米
国
の
連
邦
裁
判

所
と
ほ
と
ん
ど
の
州
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
て
お
り
、
原
告
が
選
択

し
た
法
廷
地
が
き
わ
め
て
不
便
宜
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
よ
り
適

切
な
法
廷
地
が
受
訴
裁
判
所
の
所
在
す
る
法
域
に
存
在
し
な
い
場

三
．
コ
モ
ン
ロ
ー
法
域
の
新
展
開

Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
確
認
訴
訟
を
却
下
す
る
判
例
の
存
在
は
、
米

国
の
仲
裁
を
強
く
支
持
す
る
政
策
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
仲
裁
判
断
の

執
行
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

（
15
）

。

右
の
非
難
が
一
次
的
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
は
、
ま
ず
、
二
〇
〇
二

年
一
一
月
に
影
響
力
の
強
い
第
二
巡
回
区
控
裁
に
お
い
て
確
認
訴

訟
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
却
下
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら

に
強
め
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
同
控
裁
が
前
述
の

二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
事
件
を
引
用
し
て
確
認
訴
訟
を
却
下
し
た

と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
判
例
は
、

M
on

egasqu
e

事
件

（
16
）（

以
下
、「
Ｍ
事
件
」
と
言
う
）
で
あ
り
、
前

述
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
の
判
例
は
、F

igu
eired

o
事
件

（
17
）（

以
下
、

「
Ｆ
事
件
」
と
言
う
）
で
あ
る
。
実
際
、
一
部
の
研
究
者

（
18
）

を
除
い

て
、
多
く
の
仲
裁
の
研
究
者
や
実
務
家
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
つ

い
て
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
Ｍ
事
件
に
つ
い
て
は
、
確

認
訴
訟
の
段
階
で
国
家
に
対
し
て
責
任
を
課
そ
う
と
し
て
い
た
た

め
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
適
用
さ
れ
る
限
ら
れ
た
事
件
と
し
て
位
置
付
け
る

動
き
は
あ
っ
た
も
の
の

（
19
）

、
同
控
裁
が
Ｆ
事
件
で
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
適
用
し

確
認
訴
訟
を
却
下
し
た
際
に
は
、
Ｍ
事
件
を
覆
す
こ
と
に
対
す
る

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
二
）

（public interest factors

）
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
が
原
告
に

よ
る
受
訴
裁
判
所
の
選
択
が
適
切
で
な
い
こ
と
を
示
す
か
ど
う
か
、

を
検
討
す
る

（
27
）

。

（
一
）
の
要
件
を
検
討
す
る
際
、
米
国
の
裁
判
所
は
、
外
国
人

の
原
告
に
よ
る
法
廷
地
の
選
択
を
米
国
人
の
原
告
に
よ
る
法
廷
地

の
選
択
ほ
ど
尊
重
し
な
い
。
そ
の
尊
重
度
は
「
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ

ス
ケ
ー
ル

（
28
）

」
で
量
ら
れ
、
米
国
を
法
廷
地
と
し
て
選
ん
だ
理
由
が

法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
有
効
な
も
の
で
あ
れ
ば
高
く
な
る

（
29
）

。
す

な
わ
ち
、
米
国
と
法
廷
地
に
対
す
る
原
告
と
事
件
の
関
連
が
強
く

な
る
ほ
ど
米
国
の
法
廷
地
に
便
宜
が
見
出
さ
れ
、
被
告
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ

に
基
づ
く
訴
訟
の
却
下
を
困
難
に
す
る
の
で
あ
る

（
30
）

。
も
し
も
原
告

に
よ
る
法
廷
地
の
選
択
の
動
機
が
、
そ
の
法
廷
地
か
ら
得
ら
れ
る

戦
略
的
な
利
益
を
目
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
原
告
に
よ
る
法
廷
地

の
選
択
へ
の
尊
重
度
は
低
く
な
り
、
よ
り
便
宜
を
図
る
こ
と
の
で

き
る
他
国
の
裁
判
所
が
存
在
す
る
こ
と
を
被
告
が
立
証
で
き
れ
ば
、

被
告
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
訴
訟
の
却
下
が
い
っ
そ
う
容
易
に
な
る

と
い
っ
た
仕
組
み
で
あ
る
。
戦
略
的
な
利
益
を
目
し
た
動
機
と
は
、

原
告
が
選
択
し
た
法
廷
地
に
自
分
に
有
利
な
法
律
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
や
、
陪
審
審
理
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
法
廷
地
で

は
原
告
に
対
し
て
被
告
に
勝
っ
た
受
入
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
等
、

合
（
存
在
し
て
い
れ
ば
移
送
が
可
能
）、
受
訴
裁
判
所
が
訴
訟
却

下
を
命
じ
る
こ
と
を
認
め
る
。
受
訴
裁
判
所
に
は
、
訴
訟
却
下
の

命
令
を
下
す
裁
量
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
当
該
命
令
は
原
告
の
救

済
の
道
を
遮
断
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
条
件
付
き
で
下
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
受
訴
裁
判
所
は
、
よ
り
適
切
な
外
国
の

法
廷
地
で
の
訴
訟
の
提
起
を
命
じ
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
際
に
、

被
告
が
出
訴
期
限
の
徒
過
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。

四
・
一　

要
件

Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
存
在
を
確
認
し
そ
の
適
用
を
以
っ
て
国
内
事
件
を
却

下
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
要
件
を
具
体
的
に
示
し
た
合
衆
国
最
高

裁
の
判
例
は
、G

ilbert

事
件

（
25
）

で
あ
り
、
他
方
、
国
際
的
な
事
件

で
は
じ
め
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
再
確
認
し
た
の
はP

iper （
26
）

事
件
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
米
国
の
裁
判
所
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
下
で
事
件
を
分
析
す

る
際
、（
一
）
原
告
の
選
択
し
た
法
廷
地
を
ど
の
程
度
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
（
二
）
受
訴
裁
判
所
以
外
に
も
十
分
な
代

替
的
法
廷
地
（adequate alternative forum

）
が
存
在
す
る
か
、

及
び
（
三
）
受
訴
裁
判
所
が
当
該
訴
訟
の
審
理
を
行
う
と
き
の
私

的
利
益
要
素
（private interest factors

）
と
公
的
利
益
要
素

一
二
〇



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
九
三
）

告
が
、
Ｎ
Ｙ
条
約
の
法
廷
地
条
項
（venue provision

）
に
よ
っ

て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
抗
弁
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し
連
邦
控

裁
に
控
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
控
裁
は
、
原
告
が
下
級

裁
判
所
で
そ
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
た
め
本
主
張
は
放
棄
さ
れ
た

と
判
断
し
、
私
的
利
益
要
素
と
公
的
利
益
要
素
を
比
較
衡
量
し
た

結
果
事
件
を
却
下
し
た
。
し
か
し
、
本
件
自
体
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
適

用
し
た
も
の
の
そ
の
適
否
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｙ
条
約
と
の
関
係
で
検

討
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
な
る
と
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
裁
が
後
述
す
る
Ｍ
事
件
の
控

訴
前
の
原
審
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｙ
条
約
第
三
条
に
基
づ
き
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を

適
用
し
確
認
訴
訟
を
却
下
し
た

（
36
）

。
同
条
は
、「
各
締
約
国
は
、
次

の
諸
条
に
定
め
る
条
件
の
下
に
、
仲
裁
判
断
を
拘
束
力
の
あ
る
も

の
と
し
て
承
認
し
、
か
つ
、
そ
の
判
断
が
援
用
さ
れ
る
領
域
の
手

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

続
規
則
に
従
っ
て
執
行
す
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

も
の
と
す
る
。
こ
の
条
約
が
適
用
さ

れ
る
仲
裁
判
断
の
承
認
又
は
執
行
に
つ
い
て
は
、
内
国
仲
裁
判
断

の
承
認
又
は
執
行
に
つ
い
て
課
せ
ら
れ
る
よ
り
も
実
質
的
に
厳
重

な
条
件
又
は
高
額
の
手
数
料
若
し
く
は
課
徴
金
を
課
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
定
め
る
（
傍
点
追
加
筆
者
）。
す
な
わ
ち
、
判
断
債
務

者
で
あ
る
被
告
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
よ
っ
て
外
国
仲
裁
判
断
の
確
認
訴

訟
の
却
下
を
求
め
る
際
、
同
条
の
「
手
続
規
則
」
と
い
う
文
言
に

フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

（
31
）

。

（
二
）
の
十
分
な
代
替
的
法
廷
地
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、（
ａ
）
被
告
が
訴
状
の
送
達
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
、
及
び
（
ｂ
）
選
択
さ
れ
た
法
廷
地
の
裁
判
所
が
紛
争
の
対

象
を
扱
う
訴
訟
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

（
32
）

。

（
三
）
の
要
件
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
も
と
で
分
析
さ
れ
る
べ

き
私
的
利
益
要
素
に
は
、
例
え
ば
、
証
拠
入
手
の
相
対
的
容
易
性
、

任
意
に
出
廷
し
な
い
証
人
に
対
す
る
出
廷
強
制
手
続
の
存
在
、
任

意
に
出
廷
す
る
証
人
を
得
る
費
用
、
現
場
の
視
察
可
能
性
、
及
び
、

事
件
の
審
理
を
い
っ
そ
う
容
易
に
迅
速
に
安
価
に
行
う
こ
と
を
可

能
と
す
る
そ
の
他
の
実
務
上
の
問
題
点
が
あ
る

（
33
）

。
他
方
、
公
的
利

益
要
素
に
は
、
よ
り
混
雑
し
て
い
る
裁
判
所
で
訴
訟
を
進
め
て
い

く
際
の
困
難
性
、
招
聘
さ
れ
る
陪
審
員
の
負
担
等
が
あ
る

（
34
）

。

四
・
二　

判
例
の
流
れ

連
邦
控
裁
が
確
認
訴
訟
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
初
め
て
適
用
し
た
の
は

一
九
九
八
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
九
巡
回
区
のM

elton

事
件

（
35
）

で

あ
っ
た
。
本
件
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
連
邦
地
裁
に
お
い
て

外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
訴
訟
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
却
下
さ
れ
た
原

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
四
）

の
返
済
を
受
け
た
。
Ｚ
を
再
保
険
し
て
い
た
の
が
本
件
の
判
断
債

権
者
で
あ
るM

onegasque D
e R

eassurances S
.A

.M
.（M

onde 
R
e

）（
以
下
、「
Ｍ
社
」
と
言
う
）
で
あ
っ
た
。
Ｍ
社
は
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
再
保
険
会
社
を
親
会
社
に
持
つ
モ
ナ
コ
の
法
律
下

で
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
そ
し
て
Ｚ
の
代
位
者
で
も
あ
っ
た
。

仲
裁
手
続
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
ガ
ス
輸
送
契
約
に
定
め
ら
れ
て
い
た
仲

裁
条
項
に
従
っ
て
ロ
シ
ア
の
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
国
際
商
事
仲
裁
裁

判
所
で
開
始
さ
れ
た
が
、
右
輸
送
契
約
の
下
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
輸

送
人
で
あ
っ
た
Ｖ
社
が
同
契
約
の
権
利
と
義
務
を
仲
裁
手
続
開
始

後
に
引
き
受
け
た
た
め
Ｍ
社
と
Ｖ
社
の
間
で
す
す
め
ら
れ
た
。
同

仲
裁
裁
判
所
は
、
Ｍ
社
が
Ｚ
に
支
払
っ
た
八
八
億
ド
ル
超
の
支
払

を
Ｖ
社
に
求
め
る
仲
裁
判
断
を
下
し
た
。
Ｖ
社
は
モ
ス
ク
ワ
市
裁

判
所
に
当
該
仲
裁
判
断
の
取
消
訴
訟
を
開
始
し
、
取
消
の
理
由
と

し
て
、
Ｍ
社
も
Ｖ
社
も
右
輸
送
契
約
の
当
事
者
で
な
い
た
め
紛
争

が
仲
裁
合
意
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
、
仲
裁
判
断
が
ロ
シ
ア
の
公
序

に
反
す
る
こ
と
等
を
主
張
し
た
が
、
同
裁
判
所
は
取
消
を
拒
否
し
、

ロ
シ
ア
連
邦
最
高
裁
も
仲
裁
判
断
を
認
め
た
。
Ｍ
社
は
、
モ
ス
ク

ワ
市
裁
判
所
と
ロ
シ
ア
連
邦
最
高
裁
の
判
決
が
下
る
前
に
、
Ｖ
社

の
み
な
ら
ず
仲
裁
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し

て
も
、
右
仲
裁
判
断
の
確
認
訴
訟
を
Ｎ
Ｙ
条
約
の
下
で
ニ
ュ
ー

コ
モ
ン
ロ
ー
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
含
ま
れ
る
と
主
張
し
そ
の
適
用
の
根
拠

と
す
る
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
に
な
る
と
後
述
す
る
第
二
巡
回

区
控
裁
の
Ｍ
事
件
も
、
同
条
の
「
手
続
規
則
」
と
い
う
文
言
に
Ｆ

Ｎ
Ｃ
を
組
み
込
む
解
釈
に
従
っ
て
、
確
認
訴
訟
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ

き
却
下
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡

回
区
控
裁
に
お
い
て
も
同
様
の
事
件

（
37
）

が
あ
っ
た
が
、
同
控
裁
は

二
〇
一
〇
年
に
、
米
国
所
在
の
財
産
に
対
す
る
仲
裁
判
断
の
執
行

に
は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
適
用
し
な
い
と
判
断
し
た

（
38
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
一

年
に
は
、
第
二
巡
回
区
控
裁
に
お
い
て
、
後
述
の
Ｆ
事
件
が
、
Ｍ

事
件
を
先
例
と
し
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
確
認
訴
訟
を
却
下
し
た
。

五
．M

on
egasqu

e

事
件
（
Ｍ
事
件
）

〔
事
実
の
概
要
〕

本
件
の
仲
裁
判
断
は
、
ロ
シ
ア
法
人
Ｘ
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
人
Ｙ

と
の
間
の
ガ
ス
輸
送
契
約
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
横
切
る
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
を
通
じ
て
Ｙ
が
Ｘ
の
た
め
に
欧
州
に
自
然
ガ
ス
を
輸
送
す
る
）

か
ら
生
じ
た
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
紛
争
の
原
因

は
、
輸
送
者
で
あ
る
Ｙ
が
引
き
出
し
た
ガ
ス
の
量
が
大
幅
に
契
約

の
内
容
を
超
え
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
不
法
に
引
き
出
さ

れ
た
ガ
ス
の
対
価
の
返
還
を
請
求
し
、
Ｘ
の
保
険
会
社
Ｚ
か
ら
そ

一
二
二



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
九
五
）

〔
判
旨
〕

控
裁
は
、
合
衆
国
最
高
裁
のS

ch
erk

事
件
を
引
用
し
「
条
約

の
目
的
と
米
国
が
そ
れ
を
採
択
し
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
潜
在
す
る

主
た
る
目
的
は
、
国
際
契
約
に
お
け
る
商
事
仲
裁
の
合
意
の
承
認

と
執
行
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
締
約
国
で
仲
裁
合
意

が
認
め
ら
れ
仲
裁
判
断
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｙ
条
約
の
第
三
条
に
触
れ
、
仲
裁
判
断

は
「
そ
の
判
断
が
援
用
さ
れ
る
領
域
の
手
続
規
則
に
従
っ
て
執
行

す
る
」
こ
と
を
認
容
す
る
一
方
、
同
条
約
の
五
条
に
定
め
ら
れ
る

仲
裁
判
断
の
執
行
拒
否
事
由
は
排
他
的
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
Ｆ

Ｎ
Ｃ
に
よ
る
確
認
訴
訟
の
却
下
を
否
定
す
る
Ｍ
社
の
見
解
を
拒
絶

し
た
。
さ
ら
に
、
同
条
約
の
締
約
国
の
手
続
は
、
内
国
仲
裁
判
断

に
適
用
さ
れ
る
と
き
よ
り
も
一
層
大
き
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う

に
自
由
に
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
要
求
が
満

た
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
執
行
国
が
適
用
す
る
手
続
法
は
適
切
で
あ

る
と
述
べ
、
Ｎ
Ｙ
条
約
下
で
の
確
認
訴
訟
に
お
い
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
手

続
法
と
し
て
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
ま
た
、
控
裁
は
、

外
国
の
判
断
債
権
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
法
廷
地
が
Ｎ
Ｙ
条
約

以
外
に
何
ら
関
連
を
持
た
な
い
場
合
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
法
人
に
対
し
て
ロ
シ
ア
の
仲
裁
判
断
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
で

ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
裁
に
提
起
し
た
。
Ｍ
社
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
を
当
事
者
と
し
た
理
由
は
、
Ｖ
社
が
同
国
の
代
理
機
関
ま
た
は

alter ego
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｖ
社
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ

に
基
づ
く
確
認
訴
訟
の
却
下
を
求
め
、
自
ら
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
人

で
あ
る
こ
と
、
米
国
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
関
連
が
無
い
こ

と
、
及
び
、
本
仲
裁
に
関
係
の
あ
る
ガ
ス
輸
送
計
画
そ
の
他
の
事

柄
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
そ
の
隣
国
で
起
き
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ

の
結
果
、
同
連
邦
地
裁
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
確
認
訴
訟
を
却
下

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ
社
は
、
Ｎ
Ｙ
条
約
下
で
提
訴
さ
れ
た

確
認
訴
訟
に
は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
適
用
し
な
い
と
主
張
し
た
。
Ｍ
社
は
、

そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
、
Ｎ
Ｙ
条
約
の
締
約
国
は
、
仲
裁
判
断

を
、
そ
の
第
五
条
に
定
め
ら
れ
る
七
つ
の
抗
弁
の
み
に
従
っ
て
第

三
条
が
定
め
る
よ
う
に
「
そ
の
判
断
が
援
用
さ
れ
る
領
域
の
手
続

規
則
に
従
っ
て
執
行
す
る
」
と
述
べ
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
そ
の
七
つ
の
抗

弁
に
入
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
米
国
の
裁
判
所
は
、
条
約
上
の

義
務
と
し
て
、
そ
の
裁
判
所
が
執
行
手
続
に
便
宜
的
で
あ
る
か
ど

う
か
を
全
く
考
慮
す
る
こ
と
な
く
全
て
の
外
国
仲
裁
判
断
を
執
行

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
第
二
巡
回
区
連
邦
控
裁
に

控
訴
し
た
。

一
二
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
六
）

下
水
道
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
土
木
技
術
の
研
究
を
行
う
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
契
約
で
あ
っ
た
。
契
約
の
当
事
者
は
、
本
契
約
の
労
務

を
提
供
す
る
た
め
に
ペ
ル
ー
に
事
務
所
を
構
え
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル

法
人
（F

igueiredo F
erraz C

onsultoria E
 E

ngenharia de 
P
rojeto L

T
D
A

）（
以
下
、「
Ｆ
社
」
と
言
う
）
と
ペ
ル
ー
政
府

の
水
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
、「
Ｙ
」
と
言
う
）
で
あ
っ
た
。

右
契
約
に
は
、「T

he parties agree to subject them
selves 

to the com
petence of the Judges and C

ourts of the C
ity 

of L
im

a or the A
rbitration P

roceedings, as applicable

（﹇
本
契
約
の
﹈
当
事
者
は
、
場
合
に
応
じ
て
、
リ
マ
市
の
裁
判
官

と
裁
判
所
の
権
限
、
ま
た
は
、
仲
裁
手
続
き
に
服
す
る
こ
と
に
合

意
す
る
）」
と
定
め
て
あ
っ
た
。
右
契
約
に
つ
い
て
代
金
に
関
す

る
紛
争
が
発
生
し
た
た
め
、
Ｆ
社
は
右
紛
争
解
決
条
項
に
従
い
、

Ｙ
に
対
し
て
ペ
ル
ー
で
仲
裁
手
続
を
開
始
し
た
。
ペ
ル
ー
の
仲
裁

廷
は
Ｙ
に
対
し
て
約
二
一
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
を
命
じ
る
仲
裁

判
断
を
下
し
た
。
そ
の
金
額
は
、
主
た
る
損
害
賠
償
と
し
て
お
よ

そ
五
〇
〇
万
ド
ル
に
利
子
を
加
え
た
も
の
と
仲
裁
判
断
が
な
さ
れ

た
時
点
で
の
生
活
調
整
費
を
含
ん
で
い
た
。
ペ
ル
ー
の
住
宅
建
築

衛
生
省
（
以
下
、「
Ｚ
省
」
と
言
う
）
は
、
ペ
ル
ー
の
制
定
法
で

は
、
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
ペ
ル
ー
政
府
の
事
業
体
に
対
し
自
ら

の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
判
断
債
務
者
の
却
下
の
申
立
に
お
い
て
は
、

そ
の
選
択
さ
れ
た
法
廷
地
を
尊
重
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

判
断
し
た
後
、
広
範
な
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
と
お
そ
ら
く
は
審
理
が

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
非
署
名
者
責
任
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

う
る
こ
と
、
証
拠
が
米
国
内
に
存
在
し
な
い
こ
と
、
証
人
に
米
国

の
地
裁
か
ら
の
召
喚
令
状
を
送
る
権
限
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
証

拠
文
書
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
言
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

で
手
続
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
り
「
簡
単
で
、
迅
速
で
、
及
び
費
用

を
か
け
な
い
」
こ
と
を
私
的
利
益
要
素
と
し
て
と
ら
え
、
ま
た
、

本
件
は
、
米
国
が
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
米
国
に

何
も
関
係
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
Ｖ
と
Ｙ
の
間
の
契
約
の
非
署

名
者
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
同
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
か
と
い
う
争

点
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
法
律
が
適
用
す
る
こ
と
を
公
的
利
益
要
素

と
し
、
そ
れ
ら
を
バ
ラ
ン
ス
し
た
結
果
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
外
国

の
再
保
険
者
で
あ
る
Ｍ
社
の
確
認
訴
訟
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
は
適

切
だ
と
判
断
し
た
。

六
．F

igu
eired

o

事
件
（
Ｆ
事
件
）

〔
事
実
の
概
要
〕

本
件
の
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
契
約
は
、
ペ
ル
ー
に
お
け
る
上

一
二
四



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
九
七
）

を
ブ
ラ
ジ
ル
法
人
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ｙ
は
、
Ｆ

社
に
対
し
て
既
に
約
一
四
〇
万
ド
ル
を
支
払
っ
て
お
り
、
こ
の
金

額
は
、
キ
ャ
ッ
プ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

控
訴
人
は
、
右
連
邦
地
裁
に
お
い
て
、（
一
）
外
国
主
権
免
除

法
に
よ
る
事
物
的
管
轄
権
の
欠
如
、（
二
）
国
際
礼
譲
、
そ
し
て

（
三
）
Ｆ
Ｎ
Ｃ
、
を
根
拠
に
確
認
訴
訟
の
却
下
を
申
立
て
た
が
、

同
地
裁
は
、
す
べ
て
の
申
立
を
拒
絶
し
た
。

右
連
邦
地
裁
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
適
用
す

べ
き
要
素
を
順
番
に
あ
て
は
め
て
い
っ
た
。
同
地
裁
は
、
ま
ず
、

Ｆ
社
に
よ
る
米
国
の
法
廷
地
の
選
択
に
与
え
ら
れ
る
尊
重
性
を
検

討
し
、﹇
外
国
人
で
あ
る
﹈
Ｆ
社
に
よ
る
米
国
の
法
廷
地
の
選
択

に
対
す
る
尊
重
度
は
低
い
が
、
米
国
に
お
け
る
ペ
ル
ー
の
多
額
の

財
産
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
Ｆ
社
に
よ
る
そ
の
選
択
に
は
い
く
ら

か
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
仲
裁
判
断
の

執
行
は
既
に
終
局
的
な
仲
裁
判
断
を
単
に
裁
判
所
の
判
決
に
す
る

略
式
手
続
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
Ｆ
社
に
よ
る
法
廷
地
の
選

択
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
判
断
し
、
Ｆ
社
の
法
廷
地
の
選

択
を
認
め
た
。

続
い
て
、
右
連
邦
地
裁
は
、「
代
替
的
法
廷
地
の
十
分
性
」
の

に
対
す
る
判
決
を
充
足
す
る
た
め
に
支
払
え
る
金
額
を
政
府
予
算

の
3
％
ま
で
に
制
限
し
て
お
り
（
以
下
、「
キ
ャ
ッ
プ
」
ま
た
は

「
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
」
と
言
う
）、
ま
た
、
ペ
ル
ー
法
の
も
と
で
、

本
件
の
仲
裁
は
国
内
当
事
者
を
含
ま
な
い
「
国
際
仲
裁
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
損
害
回
復
額
は
契
約
上
の
金
額
に
限
ら
れ
る
と
主
張

し
仲
裁
判
断
の
取
消
を
求
め
、
リ
マ
市
の
控
訴
裁
判
所
に
訴
え
た
。

し
か
し
、
リ
マ
市
の
控
裁
は
、
Ｆ
社
が
契
約
と
仲
裁
の
中
で
自

ら
の
本
籍
を
ペ
ル
ー
と
指
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
仲
裁
は
国

内
当
事
者
の
み
が
関
与
す
る
「
国
内
仲
裁
（national 

arbitration

）」
で
あ
り
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
で
認
め
ら
れ
た
分
の

仲
裁
判
断
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
。
ペ
ル
ー
法
の

も
と
で
は
、
リ
マ
市
の
控
裁
の
判
断
は
上
訴
で
き
な
い
た
め
終
局

的
な
も
の
と
な
っ
た
。

Ｆ
社
は
、
仲
裁
判
断
を
執
行
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
し
、
ペ

ル
ー
、
Ｙ
、
及
び
Ｚ
省
（
以
下
、
総
称
し
て
「
控
訴
人
」
と
言

う
）
に
対
し
、
パ
ナ
マ
条
約
と
連
邦
仲
裁
法
に
よ
っ
て
適
用
を
強

制
さ
れ
る
Ｎ
Ｙ
条
約
に
従
っ
て
、
右
仲
裁
判
断
の
確
認
訴
訟
を

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
裁
に
提
訴
し
た
。
本
訴
訟
は
、

ペ
ル
ー
が
米
国
に
有
す
る
多
額
の
国
債
に
対
す
る
右
仲
裁
判
断
の

執
行
を
目
的
と
し
て
い
た
。
同
地
裁
に
お
い
て
は
、
Ｆ
社
は
自
ら

一
二
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
八
）

様
の
種
類
の
文
書
に
よ
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
た
事
件
が
あ
っ
た
こ

と
に
触
れ
、
そ
の
結
果
、
私
的
利
益
要
素
が
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
却

下
の
否
定
を
支
持
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
次
に
、
同
地
裁
は
、

公
的
利
益
要
素
の
検
討
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、
米
国
の
裁
判
所

が
国
際
契
約
に
お
け
る
商
事
仲
裁
合
意
を
執
行
す
る
利
益
を
有
す

る
と
述
べ
た
後
、
本
件
は
Ｍ
事
件
と
異
な
り
、
米
国
と
の
関
連
を

米
国
が
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
有
し
て
い
な
か
っ

た
事
件
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
Ｆ
社
が
選
択
し

た
法
廷
地
に
ペ
ル
ー
の
財
産
が
存
在
し
本
件
の
目
的
が
債
務
の
回

収
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
合
衆
国
最
高
裁
のS

h
affer

事
件

（
39
）

を

引
用
し
て
、「
も
し
もIn

tern
ation

al S
h

oe

事
件
を
適
用
し
て

い
た
ら
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
請
求
に
つ
い
て
、

財
産
の
存
在
を
そ
の
訴
訟
の
管
轄
権
の
十
分
な
根
拠
と
し
て
扱
う

主
た
る
理
由
は
、
加
害
者
が
対
人
的
訴
訟
の
対
象
と
な
ら
な
い
場

所
に
自
分
の
財
産
を
移
動
さ
せ
る
便
法
を
以
っ
て
自
ら
の
債
務
を

逃
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
べ
き
で
は
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ

た
う
え
で
、
本
件
に
お
け
る
ペ
ル
ー
も
、
同
様
に
、
パ
ナ
マ
条
約

の
締
約
国
と
な
り
米
国
に
財
産
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
Ｆ

Ｎ
Ｃ
に
基
づ
い
て
そ
の
債
務
の
支
払
い
を
回
避
し
う
る
べ
き
で
は

な
い
と
示
し
、
公
的
利
益
要
素
も
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
本
件
の
却
下
を

検
討
に
移
り
、
代
替
的
法
廷
地
は
、
被
告
に
対
し
て
訴
状
の
送
達

が
で
き
、
そ
し
て
、
紛
争
の
内
容
を
訴
訟
で
扱
か
う
こ
と
が
で
き

る
と
き
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
述
べ
、
ペ
ル
ー
法
が
仲
裁
判
断

の
執
行
を
認
め
て
い
る
一
方
で
、
米
国
の
裁
判
所
だ
け
が
米
国
内

に
位
置
す
る
外
国
の
商
業
的
財
産
を
差
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
、
米
国
内
に
位
置
す
る
ペ
ル
ー
の
財
産
を
Ｆ
社
が
獲
得
で
き
る

他
の
法
廷
地
は
な
い
の
で
、
ペ
ル
ー
の
裁
判
所
は
十
分
な
代
替
的

法
廷
地
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

最
後
に
、
右
連
邦
地
裁
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
検
討
の
最
後
の
要
件
で

あ
る
、
私
的
利
益
要
素
と
公
的
利
益
要
素
の
比
較
衡
量
を
行
っ
た
。

同
地
裁
は
、
ま
ず
、
私
的
利
益
要
素
は
、
本
件
の
よ
う
な
略
式
手

続
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
却
下
を
後
押
し
し
な
い
と
主
張
し
た
。
同
地

裁
は
、
控
訴
人
が
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
本
件
の
仲
裁
判
断
の

確
認
訴
訟
は
、
通
常
の
略
式
的
確
認
訴
訟
と
異
な
る
と
述
べ
、
ま

た
、
ペ
ル
ー
法
の
下
で
の
複
雑
な
争
点
と
広
範
囲
の
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
ー
を
含
む
事
件
で
あ
る
と
反
論
す
る
と
同
時
に
、
Ｙ
が
ペ
ル
ー

と
は
別
個
の
法
人
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
多
く
の
宣
誓
書
を
提

出
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
本
件
で
は
、
ペ
ル
ー
に
対
し
て
仲
裁
判

断
の
確
認
が
な
さ
れ
う
る
か
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
ー
な
し
に
判
断
さ
れ
う
る
し
、
過
去
の
類
似
し
た
事
件
で
も
同

一
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米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
二
九
九
）

一
方
当
事
者
に
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
特
定
の

訴
訟
当
事
者
に
は
関
係
の
な
い
裁
判
所
が
混
雑
し
て
い
る
と
い
っ

た
公
的
要
素
と
は
異
な
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
を
充
足

す
る
た
め
の
資
金
に
対
し
て
支
払
い
の
割
合
を
制
約
す
る
主
権
国

家
の
試
み
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
公
的
な
利
益

は
あ
る
」
と
し
そ
の
控
訴
人
の
主
張
を
認
め
た
。

さ
ら
に
、
控
裁
は
、
国
の
債
務
を
充
足
す
る
に
あ
た
っ
て
支
払

わ
れ
る
公
共
の
資
金
の
割
合
は
、
確
実
に
「
国
家
の
特
権
と
密
に

結
び
つ
い
て
い
る
」
の
で
、
ペ
ル
ー
の
裁
判
所
は
、「
他
の
法
域

の
制
定
法
の
意
味
を
明
確
に
述
べ
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
唯

一
の
裁
判
所
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
契
約
が
ペ

ル
ー
政
府
の
一
部
の
よ
う
な
事
業
体
と
当
時
ペ
ル
ー
を
本
籍
と
主

張
し
た
法
人
に
よ
っ
て
ペ
ル
ー
で
締
結
さ
れ
て
お
り
、
同
契
約
に

基
づ
い
て
ペ
ル
ー
で
提
供
さ
れ
た
労
務
か
ら
請
求
が
生
じ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
を
適
用
す
る
公
的
利
益
要
素

を
量
る
と
米
国
の
管
轄
権
の
行
使
に
決
定
的
に
反
す
る
側
に
傾
く

と
述
べ
た
。
Ｆ
社
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、

Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
却
下
は
確
実
で
は
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
理
由

と
し
て
、
米
国
が
国
際
契
約
に
お
け
る
仲
裁
合
意
の
執
行
を
後
押

し
す
る
こ
と
か
ら
来
る
利
益
、
そ
し
て
、
国
際
仲
裁
判
断
の
執
行

否
定
す
る
と
判
断
し
た
。

控
訴
人
は
、
右
連
邦
地
裁
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
い
て
確
認
訴
訟
の

却
下
を
拒
絶
し
た
判
断
に
つ
き
第
二
巡
回
区
控
裁
に
中
間
控
訴
を

行
っ
た
。

〔
判
旨
〕

控
裁
は
、
連
邦
地
裁
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
確
認
訴
訟
の
却
下
を

拒
絶
し
た
こ
と
に
つ
い
て
裁
量
権
の
乱
用
が
あ
っ
た
か
を
再
審
理

す
る
に
あ
た
り
、
連
邦
地
裁
が
法
律
に
つ
い
て
誤
っ
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
地
裁
の
判
決
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
連

邦
地
裁
が
、
米
国
の
裁
判
所
だ
け
が
米
国
内
に
位
置
す
る
外
国
の

商
業
的
財
産
を
差
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
て
仲
裁
判

断
の
承
認
と
執
行
を
認
め
る
ペ
ル
ー
を
代
替
的
な
法
廷
地
と
し
て

不
十
分
と
み
な
し
た
点
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、

公
的
利
益
要
素
の
分
析
へ
と
移
る
と
、
控
訴
人
が
重
要
か
つ
決
定

的
で
あ
る
と
主
張
す
る
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
に
着
目
し
、「
か
か
る

法
律
は
米
国
の
国
際
仲
裁
を
推
す
公
序
に
相
反
す
る
」
と
主
張
し

た
Ｆ
社
の
見
解
に
対
し
て
、「
我
々
は
、
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
が
Ｆ

Ｎ
Ｃ
に
よ
る
却
下
を
確
実
に
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
公
的
要
素
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
控
訴
人
に
同
意
し
た
。
訴
訟
の
両
当
事
者
の

一
二
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（
三
〇
〇
）

ら
に
重
要
な
リ
ス
ク
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
Ｆ
社
か

ら
の
申
立
は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
却
下
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
、
す

べ
て
の
適
用
し
う
る
出
訴
期
限
の
適
用
を
放
棄
す
る
こ
と
を
前
提

に
控
訴
人
が
ペ
ル
ー
の
裁
判
所
で
の
訴
訟
に
同
意
す
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
ま
た
、
も
し
も
あ
る
理
由
か
ら
ペ
ル
ー
の
裁
判
所
が

本
件
の
仲
裁
判
断
の
執
行
訴
訟
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
連
邦
地

裁
に
お
い
て
再
度
訴
訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
し

た
う
え
で
、
連
邦
地
裁
の
判
断
を
覆
し
、
連
邦
地
裁
に
本
件
を
差

戻
し
た
。

〔
反
対
意
見
（
リ
ン
チ
判
事
）〕

リ
ン
チ
判
事
は
、
多
数
意
見
が
ペ
ル
ー
の
キ
ャ
ッ
プ
は
パ
ナ
マ

条
約
や
Ｎ
Ｙ
条
約
の
中
で
執
行
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
な
い
の
で
そ
れ
に
基
づ
き
仲
裁
判
断
の
承
認
を
拒
絶
す
る
と

判
断
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
合
衆
国
最
高
裁
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
法

理
を
連
邦
の
専
占
目
的
で
「
手
続
の
…
法
理
」
と
示
し
た

（
40
）

こ
と
は

事
実
で
あ
る
が
、
多
様
性
の
あ
る
法
律
の
伝
統
を
持
つ
諸
国
か
ら

選
ば
れ
た
条
約
の
作
成
者
達
が
、
米
国
人
に
よ
る
そ
の
用
語
の
き

わ
め
て
技
術
的
か
つ
明
白
な
使
用
が
国
際
仲
裁
判
断
の
執
行
に
あ

た
え
う
る
衝
撃
を
考
慮
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
理
由

を
認
め
て
い
る
パ
ナ
マ
条
約
の
条
項
を
挙
げ
た
が
、
控
裁
は
、
そ

の
よ
う
な
仲
裁
判
断
の
執
行
は
通
常
米
国
が
好
む
政
策
で
あ
り
パ

ナ
マ
条
約
に
よ
っ
て
も
特
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
し
て
認
め
た
一

方
、
そ
の
一
般
的
な
政
策
は
、
ペ
ル
ー
の
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
の
重

要
な
公
的
要
素
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
Ｆ
社
の
主

張
を
退
け
た
。
さ
ら
に
、
控
裁
は
、
パ
ナ
マ
条
約
の
第
四
条
が
明

示
的
に
国
際
仲
裁
の
執
行
は
、「
…
執
行
が
な
さ
れ
る
国
の
手
続

法
に
従
っ
て
…
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
「
手
続
に
関
す
る
」
法
理
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、

同
様
の
文
言
が
Ｎ
Ｙ
条
約
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
Ｍ
事
件
を
引

用
し
た
。

ま
た
、
控
裁
は
、
ペ
ル
ー
は
パ
ナ
マ
条
約
の
締
約
国
な
の
だ
か

ら
、
米
国
の
よ
う
な
条
約
の
加
盟
国
に
お
い
て
、
仲
裁
判
断
を
自

ら
に
対
し
て
執
行
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
た
と
の
連
邦

地
裁
の
判
断
に
対
し
て
、「
我
々
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
条
約
は
、

締
約
国
の
裁
判
地
の
手
続
上
の
法
理
の
適
用
を
期
待
し
て
い
た
だ

け
で
な
く
、
我
々
の
理
解
で
は
、
同
様
の
リ
ス
ク
が
検
討
さ
れ
る

と
す
る
と
、
Ｆ
社
に
は
、
ペ
ル
ー
政
府
の
機
関
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
事
業
と
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
、
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
の
適

用
を
受
け
仲
裁
判
断
を
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
さ

一
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米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
三
〇
一
）

Ｃ
は
、
事
件
の
却
下
が
そ
の
事
件
を
支
配
す
る
実
体
法
に
ど
の
よ

う
な
影
響
が
あ
る
か
を
意
識
し
て
い
な
が
ら
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る

が
、
両
当
事
者
の
一
方
が
主
権
国
家
で
あ
る
と
き
は
、
実
体
的
な

法
律
上
の
争
点
は
公
的
利
益
要
素
に
そ
の
形
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
そ
の
分
析
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
多
数
意
見
の
立

場
を
「
本
裁
判
所
は
、
先
例
に
な
い
論
理
的
方
法
、
そ
し
て
、
私

が
思
う
に
、
特
に
合
衆
国
最
高
裁
の
支
配
的
な
法
に
よ
っ
て
排
除

さ
れ
た
方
法
で
こ
の
結
果
に
行
き
着
い
た

（
41
）

」
と
強
く
批
判
し
た
。

さ
ら
に
、
合
衆
国
最
高
裁
のS

ch
erk

事
件
を
引
用
し
、
Ｎ
Ｙ
条

約
と
パ
ナ
マ
条
約
が
仲
裁
合
意
が
尊
重
さ
れ
仲
裁
判
断
が
執
行
さ

れ
る
基
準
を
統
一
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
シ

ヴ
ィ
ル
ロ
ー
系
諸
国
で
は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
本

件
の
よ
う
な
確
認
訴
訟
へ
の
拡
大
的
な
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
は
、
仲
裁

判
断
の
国
際
的
な
相
互
執
行
性
に
矛
盾
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
リ
ン
チ
判
事
は
、
自
ら
の
そ
の
分
析
を
、
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
第
三
版
国
際
商
事
仲
裁
の
最
新
案
に
よ
っ
て
補
充
す
る
。

す
な
わ
ち
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
五
│
二
一
⒜
条
が
、
Ｎ
Ｙ

条
約
ま
た
は
パ
ナ
マ
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
の
執
行
訴
訟
は
Ｆ

Ｎ
Ｃ
を
理
由
に
停
止
ま
た
は
却
下
さ
れ
な
い
、
と
示
し
て
い
る
こ

と
を
説
明
し
、
ま
た
、
同
条
の
解
説
を
引
用
し
、
右
条
約
の
承
認

は
そ
れ
ほ
ど
存
在
し
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
Ｍ
事
件
以
前
は
、

条
約
の
「
手
続
」
条
項
は
、
執
行
の
方
法
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
っ
て
執
行
の
条
件
で
は
な
い
と
多
く
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
考

え
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
同
条
項
が
、
国
家
が
そ
の
仲
裁
判
断

の
執
行
を
拒
否
し
う
る
方
法
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な

く
、
そ
の
点
で
、
Ｍ
事
件
の
判
断
は
誤
っ
て
お
り
条
約
に
違
反
し

て
い
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
Ｍ
事
件
と
Ｆ
事
件
の
相
違
点
に
も

触
れ
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
確
認
訴
訟
に
適
用
し
た
先
例
と
し
て
Ｍ
事
件
を

認
め
な
が
ら
も
、
本
件
に
は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し

た
。
そ
れ
ら
の
相
違
点
と
は
、
Ｍ
事
件
で
は
地
裁
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基

づ
く
却
下
を
控
裁
が
認
め
た
一
方
、
Ｆ
事
件
で
は
地
裁
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ

に
基
づ
く
却
下
の
拒
絶
を
控
裁
が
覆
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
Ｆ
事

件
は
初
め
て
の
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
本
件
に
は
Ｍ
事

件
に
存
在
し
た
実
体
的
事
項
の
審
理
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
。次

に
、
リ
ン
チ
判
事
は
、
多
数
意
見
が
、P

iper

事
件
で
合
衆

国
最
高
裁
が
判
じ
た
「
実
体
法
に
お
け
る
変
更
の
可
能
性
は
、
通

常
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
審
理
（inquiry

）
に
お
い
て
決
定
的
ま
た
は
実

質
的
な
ウ
ェ
イ
ト
を
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
気
付
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
一
般
的
に
、
Ｆ
Ｎ

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
二
）

た
際
の
要
件
は
、（
一
）
実
体
的
事
項
の
審
理
が
含
ま
れ
て
お
り
、

（
二
）
そ
れ
が
他
国
に
在
る
証
拠
と
証
人
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、

米
国
裁
判
所
の
証
人
や
証
拠
を
強
制
す
る
権
限
が
そ
の
他
国
に
届

か
な
い
場
合
で
、（
三
）
文
書
の
言
語
が
英
語
で
な
く
、
そ
し
て

（
四
）
外
国
法
の
解
釈
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
他
方
、
Ｆ

事
件
に
お
い
て
は
、（
一
）
実
体
的
事
項
の
審
理
が
含
ま
れ
て
い

な
く
て
も
、（
二
）
仲
裁
地
に
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
が
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

Ｍ
事
件
に
見
ら
れ
る
要
件
は
、
一
般
の
訴
訟
で
見
ら
れ
る
Ｆ
Ｎ

Ｃ
の
適
用
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、G

ilbert

事
件
で
言
わ

れ
た
よ
う
に
、「
事
件
の
審
理
を
簡
易
に
、
迅
速
に
、
そ
し
て
安

価
に
」
す
る
た
め
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｆ
事

件
の
要
件
を
見
る
と
、
伝
統
的
な
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
要
件
か
ら
外
れ

て
お
り
、
公
的
利
益
要
素
に
ペ
ル
ー
の
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
を
新
た

に
加
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
利
益
要
素
と
バ
ラ
ン
ス
す
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
だ
け
を
理
由
と
し
て
確
認
訴
訟
を
却
下
し
て
い
る

（
43
）

。

七
・
二　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
拡
張

Ｆ
Ｎ
Ｃ
は
、
も
と
も
と
実
体
的
審
理
を
含
む
事
件
に
つ
い
て
国

際
的
に
十
分
な
代
替
的
法
廷
地
に
管
轄
権
を
分
配
す
る
機
能
を

拒
否
事
由
及
び
執
行
拒
否
事
由
は
排
他
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り

Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
そ
れ
ら
の
事
由
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
条
約
上
の
義

務
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
自
ら
の

分
析
が
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
。
最
後
に
、
リ
ン
チ
判
事
は
、
本
件
の
仲
裁
判
断
に
つ

い
て
も
執
行
を
認
め
る
い
ず
れ
か
の
締
約
国
は
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
と
述
べ
、「
私
の
心
配
は
、
多
数
意
見
の
判
決
が
本
件
の
特
定

の
原
告
に
対
し
て
示
唆
す
る
こ
と
よ
り
も
、
本
件
の
判
決
が
ど
の

よ
う
に
本
巡
回
区
に
お
け
る
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
法
律
を
歪
め
て
い
き
商
事

仲
裁
の
促
進
活
動
の
努
力
（
そ
れ
に
つ
い
て
は
米
国
も
活
動
的
な

参
加
者
で
あ
る
）
を
遅
ら
せ
て
い
く
の
か
に
あ
る
。
私
は
、
多
数

意
見
は
、
我
々
が
ま
さ
に
特
に
そ
の
適
用
に
慎
重
に
な
り
制
限
的

で
あ
る
べ
き
文
脈
に
お
い
て
、
誤
っ
た
、
広
範
な
、
そ
し
て
先
例

に
み
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
つ
い
て
採
択
し
た
と
信
じ
る
、

よ
っ
て
、
謹
ん
で
﹇
多
数
意
見
に
﹈
反
対
す
る

（
42
）

」
と
締
め
く

く
っ
て
い
る
。七

．
若
干
の
検
討

七
・
一　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
確
認
訴
訟
却
下
の
要
件

Ｍ
事
件
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
確
認
訴
訟
が
却
下
さ
れ

一
三
〇



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
三
〇
三
）

は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
同
訴
訟
の
却
下
を
主
張
し
て
く
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

七
・
三　

シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
域
と
の
交
錯

国
際
的
な
仲
裁
の
枠
組
か
ら
見
る
と
、
リ
ン
チ
判
事
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｙ
条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
の
締
約
国
の
中
で
Ｆ

Ｎ
Ｃ
を
持
た
な
い
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
諸
国
と
米
国
と
の
間
の
仲
裁
判

断
の
相
互
的
執
行
性
が
保
持
で
き
る
か
ど
う
か
の
争
点
が
残
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
多
数
意
見
は
そ
の
リ
ン
チ

判
事
の
反
対
意
見
に
対
す
る
応
答
の
中
で
こ
の
争
点
に
つ
い
て
は

全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

Ｍ
事
件
や
Ｆ
事
件
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
米
国

の
裁
判
所
が
条
約
の
解
釈
を
避
け
る
こ
と
な
く
仲
裁
判
断
の
承
認

執
行
を
拒
否
し
う
る
余
地
を
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
思
う

に
、
両
事
件
と
も
Ｎ
Ｙ
条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
の
第
五
条
の
執
行
拒

否
事
由
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
存
在

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
も
し
も
Ｆ
Ｎ
Ｃ
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば

同
条
の
も
と
問
題
の
仲
裁
判
断
を
確
認
す
る
か
し
な
い
か
の
二
者

択
一
の
選
択
の
決
断
に
せ
ま
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
は
、

Ｍ
事
件
も
Ｆ
事
件
も
、
Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約
の
執
行
拒
否
事

も
っ
た
法
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
、
リ
ン
チ

判
事
が
指
摘
し
た
よ
う
に
Ｍ
事
件
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
適
用
し
事
件
を
却

下
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
体
的
審
理

を
必
要
と
し
な
い
事
件
を
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
き
却
下
す
る
こ
と
は
Ｆ

Ｎ
Ｃ
の
機
能
を
以
っ
て
し
て
も
説
明
で
き
な
い
新
た
な
展
開
で
あ

る
。リ

ン
チ
判
事
は
、
キ
ャ
ッ
プ
制
定
法
が
公
的
利
益
要
素
で
あ
る

と
の
判
断
に
は
先
例
が
な
い
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多

数
意
見
は
、
国
家
の
資
金
に
関
す
る
支
払
割
合
を
制
限
す
る

キ
ャ
ッ
プ
や
同
様
の
類
の
制
定
法
に
つ
い
て
主
張
が
あ
っ
た
訴
訟

が
不
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
先
例
が
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

争
点
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
で
は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と

論
じ
平
然
と
受
け
流
し
て
い
る
。

結
果
的
に
、
Ｍ
事
件
も
Ｆ
事
件
も
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
執
行
拒
否
事
由

と
し
て
Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約
に
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
合
衆

国
最
高
裁
も
、
現
時
点
で
は
、
Ｆ
事
件
の
よ
う
な
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
拡
張

が
行
き
過
ぎ
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
な
い
た
め
、
両
事
件
と
も

先
例
と
な
り
う
る
現
行
の
有
効
な
判
例
で
あ
る
。
特
に
、
Ｆ
事
件

は
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
要
件
を
判
断
債
務
者
が
国
家
で
あ
る
と
き
に
制

限
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
も
確
認
訴
訟
の
被
申
立
人

一
三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
四
）

で
の
判
決
を
待
ち
、
そ
の
出
方
を
見
て
自
国
で
の
仲
裁
判
断
執
行

手
続
を
進
め
て
行
く
こ
と
は
難
し
い
。

シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
の
法
域
で
あ
る
日
本
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み

て
も
米
国
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
と
の
違
い
は
顕
か
で
あ
り
そ
の
共
存
に
は
限

界
が
見
え
る
。
日
本
の
裁
判
所
で
も
、「
特
段
の
事
情
」
の
下
で

渉
外
要
素
を
持
つ
事
件
を
証
拠
収
集
の
負
担
等
を
考
慮
し
却
下
す

る
こ
と
が
で
き
る
枠
組
は
あ
る

（
47
）

。
し
か
し
、
米
国
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
と
異

な
る
点
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
米
国
の
裁
判
官
の
よ
う
に
条
件
付

き
で
訴
訟
を
却
下
す
る
裁
量
権
は
日
本
の
裁
判
官
に
は
な
い
こ
と
、

ま
た
、
米
国
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
十
分
な
代
替
的
法

廷
地
の
存
在
は
日
本
の
裁
判
所
が
「
特
段
の
事
情
」
で
事
件
を
却

下
す
る
際
に
必
要
不
可
欠
な
要
件
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る

（
48
）

。

お
わ
り
に

合
衆
国
最
高
裁
がS

ch
erk

事
件
の
脚
注
一
五
で
述
べ
て
い
る

よ
う
に

（
49
）

、「
締
約
国
で
仲
裁
合
意
が
尊
重
さ
れ
仲
裁
判
断
が
執
行

さ
れ
る
基
準
を
統
一
す
る
こ
と
（“unify the standards by 

w
hich agreem

ents to arbitrate are observed and arbitral 
aw

ards are enforced in the signatory countries. ”

）」
が
、

Ｎ
Ｙ
条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
Ｆ

由
を
見
出
す
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
Ｍ
事
件
は
、
Ｎ
Ｙ
条
約
第
五
条
一
項
（
ａ
）
の
仲
裁
契
約
の

無
効
性
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る

（
44
）

。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
条
約
に
定
め
ら
れ
る
執
行
拒
否
事
由
は
存
在
し
な
い
と
し

た
リ
ン
チ
判
事
の
見
解

（
45
）

に
は
反
す
る
が
、
Ｆ
事
件
で
も
、

キ
ャ
ッ
プ
を
米
国
の
公
序
を
分
析
す
る
一
要
素
と
し
て
と
ら
え
、

Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約
の
第
五
条
二
項
（
ｂ
）
の
公
序
違
反
と

し
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
公
序
違
反
を
裁
判
所
が
認
め
る
こ
と
は

一
般
的
に
難
し
い
に
せ
よ
、
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
映
る
。

実
際
に
、
第
二
巡
回
区
連
邦
控
裁
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
破

産
申
請
手
続
を
行
っ
た
債
務
者
に
対
し
て
ロ
ン
ド
ン
で
下
さ
れ
た

仲
裁
判
断
の
米
国
内
で
の
執
行
を
認
め
な
か
っ
たV

ictrix 

S
team

sh
ip C

o.

事
件
が
、
Ｎ
Ｙ
条
約
の
第
五
条
二
項
に
触
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
破
産
手
続
の
も
と
で
地

元
の
財
産
が
適
切
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
「
公
序
」
で
あ
る
と
し
、

同
仲
裁
判
断
の
米
国
で
の
執
行
は
そ
の
公
序
に
反
す
る
と
判
じ
、

外
国
の
法
律
が
米
国
の
公
序
違
反
を
量
る
際
の
一
要
件
と
な
り
う

る
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
46
）

。

他
方
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
持
た
な
い
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
域
に
お
い
て
は
、

条
件
付
却
下
を
以
っ
て
一
旦
管
轄
権
を
外
国
に
配
分
し
て
、
外
国

一
三
二



米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
三
〇
五
）

の
重
要
な
こ
と
を
我
々
に
伝
え
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
仲
裁
判
断

の
執
行
は
、
時
と
し
て
、
外
交
に
響
く
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
が

あ
り
、
そ
の
と
き
は
、
他
の
締
約
国
に
お
け
る
同
外
国
仲
裁
判
断

の
承
認
執
行
手
続
に
よ
り
深
く
関
わ
り
な
が
ら
米
国
で
の
執
行
の

あ
り
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｎ

Ｃ
に
よ
る
条
件
付
き
却
下
は
功
を
奏
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
確
認
訴
訟
の
却
下
は
、

Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
持
た
な
い
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
域
と
の
関
係
に
お
い
て
、

外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
性
に
関
す
る
基
準
の
統
一
と
い
っ
た
Ｎ
Ｙ

条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
の
目
的
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

本
稿
を
出
発
点
と
し
て
、
米
国
で
の
確
認
訴
訟
に
お
け
る
Ｆ
Ｎ

Ｃ
の
適
用
の
動
向
を
追
い
続
け
る
と
同
時
に
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
を

排
除
す
る
有
効
な
契
約
条
項
に
関
す
る
研
究
を
す
す
め
て
い
く
所

存
で
あ
る
。

（
1
）　

S
ch

erk v. A
lberto-C

u
lver C

o., 417 U
.S

. 506 

（1974

）. 
（
2
）　U

.N
. C

onvention on the R
ecognition and E

nforcem
ent 

of F
oreign A

rbitral A
w
ards, June 10, 1958, 21 U

.S
.T

. 

Ｎ
Ｃ
は
確
認
訴
訟
に
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約
の
第
五
条
を
絶
対
的
な
執
行
拒
否
事

由
と
し
、
条
文
の
解
釈
の
中
で
判
断
を
下
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

国
際
取
引
に
従
事
す
る
当
事
者
は
、
不
慣
れ
な
外
国
の
裁
判
所

に
お
け
る
法
手
続
や
予
測
困
難
な
判
決
の
執
行
性
に
曝
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、
実
務
で
は
、
当
該
外
国
の
裁
判
所
の
法

手
続
か
ら
の
回
避
や
前
述
の
条
約
下
で
の
仲
裁
判
断
の
執
行
を
求

め
る
た
め
に
、
仲
裁
で
の
紛
争
の
解
決
に
合
意
す
る
こ
と
が
多
い

と
い
わ
れ
る
。

国
際
取
引
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
よ
う
な
理
由
で
仲
裁
を
積
極

的
に
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
、
右
条
約
締
約
国
の
裁
判
所

は
、
可
能
な
か
ぎ
り
外
国
仲
裁
判
断
を
執
行
す
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
、
仲
裁
判
断
の
承
認
と
執
行
に
適
用
さ
れ
る
自
ら
の
法
域
に
特

有
の
法
律
を
、
そ
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る
。

故
に
、
と
く
に
Ｆ
事
件
に
お
い
て
は
、
米
国
は
、
条
約
の
一
締

約
国
と
し
て
、
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
諸
国
に
お
け
る
影
響
に
配
慮
し
、

Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
確
認
訴
訟
へ
の
適
用
を
控
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

他
方
、
Ｆ
事
件
で
見
ら
れ
た
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
拡
大
的
適
用
は
、
以
下

一
三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
六
）

A
lbert Jan van den B

erg, T
H
E  N

E
W
 Y

O
R
K  A

R
B
IT

R
A
T
IO

N  
C

O
N
V
E
N
T
IO

N
 O

F  1958, 17 

（1981

）.

（
7
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル

サ
ル
バ
ド
ル
、
ガ
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
、
パ
ナ
マ
、
ぺ
ル
グ
ア
イ
、
ぺ
ル
ー
、
米
国
、
ウ
ル
グ
ア

イ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
（
内
、
メ
キ
シ
コ
と
パ
ラ
グ
ア
イ
は
仮
署
名
）

米
州
機
構
国
際
部
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〈http://w

w
w
.oas.org/

juridico/english/sigs/b-35.htm
l

〉
参
照
。

（
8
）　

Ｎ
Ｙ
条
約
第
一
条
一
項
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。「
こ
の
条

約
は
、
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
が
求
め
ら
れ
る
国
以
外
の
国

の
領
域
内
に
お
い
て
さ
れ
、
か
つ
、
自
然
人
ま
た
は
法
人
で
あ
る

と
を
問
わ
ず
、
当
事
者
の
間
の
紛
争
か
ら
生
じ
た
判
断
の
承
認
及

び
執
行
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
条
約
は
、
ま
た
、
仲
裁
判
断

の
承
認
及
び
執
行
が
求
め
ら
れ
る
国
に
お
い
て
内
国
判
断
と
認
め

ら
れ
な
い
判
断
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。」

（
9
）　

S
ee E

n
ergy T

ran
sport L

td
. v. M

.V
. S

an
 S

ebastian, 
348 F

.S
upp.2d 186, 199 

（S
.D

.N
.Y

. 2004

）. 

（
10
）　9 U

.S
.C

. 

§302.

（
11
）　

S
ee B

row
er, su

pra note 6.

（
12
）　

拙
稿
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
下
で
米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ

れ
た
外
国
仲
裁
判
断
承
認
執
行
請
求
訴
訟
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る

領
域
的
管
轄
権
の
根
拠
」
日
本
法
学　
四
七
三
│
五
〇
五
頁

（
二
〇
〇
五
）
参
照
。

2517.
（
3
）　

Inter-A
m

erican C
onvention on International 

C
om

m
ercial A

rbitration, Jan. 30, 1975, 

（S
E
P
E
F

）, 1438 
U
.N

.T
.S

. 248.

（
4
）　U

N
C
IT

R
A
L

に
よ
っ
て
一
九
八
五
年
に
作
成
さ
れ
た
国
際

商
事
仲
裁
モ
デ
ル
法
で
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
仲
裁
判
断
を
第
一

条
一
項
で
「
国
際
仲
裁
判
断
」
に
限
っ
て
い
た
。

（
5
）　

Ｎ
Ｙ
条
約
第
一
条
三
項
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。「
い
か
な

る
国
も
、
…
他
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
さ
れ
た
判
断
の
承
認

及
び
執
行
に
つ
い
て
の
み
こ
の
条
約
を
適
用
す
る
旨
を
相
互
主
義

の
原
則
に
基
づ
き
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
い
か
な
る

国
も
、
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
そ
の

国
の
国
内
法
に
よ
り
商
事
と
認
め
ら
れ
る
法
律
関
係
か
ら
生
ず
る

紛
争
に
つ
い
て
の
み
こ
の
条
約
を
適
用
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と

が
で
き
る
。」

（
6
）　

Ｎ
Ｙ
条
約
の
作
成
者
は
、「
国
際
仲
裁
判
断
（international 

aw
ards

）」
を
定
義
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
外

国
仲
裁
判
断
の
執
行
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。S

ee 

C
harles H

. B
row

er II, D
ecem

ber S
u

rprise: N
ew

 S
econ

d
 

C
ircu

it R
u

lin
g

 o
n

 F
o

ru
m

 N
o

n
 C

o
n

v
en

ien
s in

 

E
n

forcem
en

t P
roceed

in
gs, K

luw
er A

rbitration B
log, 

http://kluw
erarbitrationblog.com

/blog/2012/01/20/
decem

ber-surprise-new
-second-circuit-ruling-on-forum

-
non-conveniens-in-enforcem

ent-proceedings/, citin
g 
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米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
三
〇
七
）

2012

）
参
照
。

（
19
）　

S
ee John S

. W
illem

s, S
h

u
ttin

g th
e U

.S
. C

ou
rth

ou
se 

D
oor? F

oru
m

 N
on

 C
on

v
en

ien
s in

 In
tern

a
tion

a
l 

A
rbitration, D

IS
P
.  R

E
S
O
L
.  J. 54, A

ug-O
ct 2003, 

http://w
w
w
.w

hitecase.com
/P

ublications/D
etail.

aspx?publication=509.

（
20
）　

そ
の
批
判
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
適
用
の
基
準
を
下
げ
て
、
確
認
訴
訟

で
管
轄
権
を
行
使
す
る
傾
向
の
強
か
っ
た
地
裁
が
Ｆ
Ｎ
Ｃ
を
適
用

す
る
機
会
を
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。B

row
er, su

pra note 6.

（
21
）　P

eter S
. G

illies, F
oru

m
 N

on
 C

on
ven

ien
s in

 th
e 

C
on

text of In
tern

a
tion

a
l C

om
m

ercia
l A

rb
itra

tion
, 

M
acquarie L

aw
 W

P
 2008-6 

（2008

）, http://ssrn.com
/

abstract=1103344. 

本
論
文
は
、
英
国
、
米
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
仲
裁
手
続
に
関
連
し
た
裁
判
所
で
の
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
が
、
英
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
執
行
訴
訟

に
つ
い
て
は
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
執
行
訴
訟
に
お
い
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ

が
適
用
さ
れ
た
判
例
に
触
れ
て
い
な
い
。

（
22
）　

ボ
ー
ン
教
授
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
確
認
訴
訟
で
の
適
用
は
稀
で
あ

り
、
今
の
と
こ
ろ
米
国
の
み
に
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。G

ary 
B
. B

orn, IN
T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L  C

O
M

M
E
R
C
IA

L
 A

R
B
IT

R
A
T
IO

N  
2402-03 

（2009

）.
（
23
）　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
起
源
と
さ
れ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
英
国
の
一
部

で
あ
る
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
と
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
が
混
合
し
たm

ixed 

（
13
）　

In
tern

ation
al S

h
oe C

o. v. S
tate of W

ash
in

gton, 326 
U
.S

. 310 

（1945

）.
（
14
）　

S
on

y E
ricsson

 M
obile C

om
m

u
n

ication
s A

B
 v. D

elta 

E
lectron

ics (T
h

a
ila

n
d

) P
u

b
lic C

o. L
td

., 2009 W
L
 

1874063 
（N

.D
.C

al. 2009

）. 

（
15
）　

M
atthew

 H
. A

dler, F
igu

eired
o v. P

eru
: A

 S
tep 

B
ackw

ard
 for A

rbitration
 E

n
forcem

en
t, 32 N

W
.  J. IN

T
’L

 

L
. &

 B
U
S
.  38A

 
（2012

）; T
he International C

om
m
ercial 

D
isputes C

om
m
ittee of the A

ssociation of the B
ar of the 

C
ity of N

.Y
., L

a
ck of J

u
risd

iction
 a

n
d

 F
oru

m
 N

on
 

C
on

ven
ien

s as D
efen

ses to th
e E

n
forcem

en
t of F

oreign
 

A
rbitral A

w
ard

s, 15 A
M

.  R
E
V
.  IN

T
’L  A

R
B
.  407, 427-28, 

433 fn. 98 

（2004

）.

（
16
）　

In
 re A

rb
itra

tio
n

 B
etw

een
 M

o
n

eg
a

sq
u

e d
e 

R
eassu

ran
ces S

.A
.M

. v. N
ak N

afto-G
az of U

krain
e, 311 

F
.3d 488 

（2d C
ir. 2002

）.

（
17
）　

F
igu

eired
o F

erraz E
 E

n
gen

h
aria d

e P
rojeto L

td
a. v. 

R
epu

blic of P
eru, 665 F

.3d 384 

（2d C
ir. 2011

）.  

（
18
）　

ブ
ロ
ー
ワ
ー
教
授
は
、
Ｆ
事
件
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。S

ee 

B
row

er, su
pra note 6. 

Ｆ
事
件
を
詳
細
か
つ
包
括
的
に
分
析
し

た
文
献
と
し
て
、A

lan S
cott R

au, R
esearch

 P
aper N

o. 12-

04 T
h

e E
rrors of C

om
ity: F

oru
m

 N
on

 C
on

ven
ien

s 

R
etu

rn
s to th

e S
econ

d
 C

ircu
it 

（A
pril 24, 2012

）, available 
at http://ssrn.com

/abstract=2045792

（last visited July 2, 

一
三
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
八
）

2001

）, aff’d, 311 F
.3d 488 

（2d C
ir. 2002

）.

（
37
）　

T
erm

orio S
.A

. E
.S

.P. v. E
lectrifi cad

ora D
el A

tlan
tico 

S
.A

. E
.S

.P., 421 F
.S

upp.2d 87 

（D
.D

.C
. 2006

）. 

本
件
で
は
、

仲
裁
地
の
裁
判
所
で
既
に
取
り
消
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
行
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
却
下
さ
れ
た
。

（
38
）　

C
on

tin
en

ta
l T

ra
n

sfert T
ech

n
iqu

e L
td

. v. F
ed

era
l 

G
ovt. of N

igeria, 697 F
.S

upp.2d 46, 57 

（D
.D

.C
. 2010

）. 

本

件
で
は
、
米
国
の
み
が
米
国
所
在
の
外
国
の
商
業
財
産
を
差
押
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
分
な
代
替
的
法
廷
地
は
存
在

し
な
い
と
判
断
し
た
。

（
39
）　

S
h

affer v. H
eitn

er, 433 U
.S

. 186, 210 

（1977

）.

（
40
）　

Ｎ
Ｙ
条
約
や
パ
ナ
マ
条
約
に
つ
い
て
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
41
）　

F
igu

eired
o, su

pra note 17, at 403.

（
42
）　

Id
. at 408.

（
43
）　

Ｍ
事
件
も
Ｆ
事
件
も
、
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
、
判
断
債
務
者
の
財
産
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
以
外
の
関
連

を
、
米
国
の
法
廷
地
と
の
間
に
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

（
も
っ
と
も
リ
ン
チ
判
事
は
反
対
意
見
で
Ｍ
事
件
に
お
い
て
実
際
に

財
産
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
を
抱
い

て
い
る
）、
米
国
の
法
廷
地
と
の
間
に
そ
れ
以
上
の
関
連
性
が
あ
る

事
件
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
適
用
に
基
づ
く
確
認
訴
訟
の
却
下

の
可
能
性
は
低
く
な
る
と
言
え
よ
う
。

（
44
）　

S
ee R

au, su
pra note 18, at 11.

（
45
）　

リ
ン
チ
判
事
は
、
ペ
ル
ー
の
キ
ャ
ッ
プ
が
保
護
さ
れ
る
こ
と

jurisdiction

で
あ
る
。S

ee gen
era

lly R
onald A

. B
rand,  

C
om

parative F
oru

m
 N

on
 C

on
ven

ien
s an

d
 th

e H
agu

e 

C
on

ven
tion

 on
 J

u
risd

iction
 an

d
 J

u
d

gm
en

ts, 37 T
E
X
. 

IN
T

’L
.  L

. J. 467, 468 

（2002

）.

（
24
）　

S
ee gen

erally Jam
es L

. B
audino, C

om
m

en
t, V

en
u

e 

Issu
es A

gain
st N

egligen
t C

arriers -- In
tern

ation
al an

d
 

D
om

estic T
ravel: T

h
e P

lain
tiff’s C

h
oice?, 62 J. A

IR  L
. &

 
C

O
M

.  163, 192-95 
（1996

）.

（
25
）　

G
u

lf O
il C

orp. v. G
ilbert, 330 U

.S
. 501 

（1947

）.

（
26
）　

P
iper A

ircraft C
o. v. R

eyn
o, 454 U

.S
. 235 

（1981

）.

（
27
）　

S
ee N

orex P
etroleu

m
 L

td
. v. A

ccess In
d

u
s., In

c., 416 
F
.3d 146, 153 

（2d C
ir. 2005

）.

（
28
）　

M
on

d
e R

e, su
pra note 16, at 498.

（
29
）　

Iragorri v. U
n

ited
 T

ech
n

ologies C
orp., 274 F

.3d 65, 
71-72 

（2d C
ir. 2001

）（en
 ban

k

）.

（
30
）　

Id
. at 72.

（
31
）　

Id
. 

（
32
）　

S
ee M

on
egasqu

e, su
pra note 16, at 499.

（
33
）　

G
ilbert, supra note 25, at 508.

（
34
）　

Id
. at 509.

（
35
）　

M
elton

 v. O
y N

a
u

tor A
B
, 161 F

.3d 13 

（9th C
ir. 

1998

）.

（
36
）　

S
ee e. g., M

on
egasqu

e d
e R

eassu
ran

ces S
A

M
 v. N

ak 

N
a

ftoga
z of U

kra
in

e, 158 F
.S

upp.2d 377 
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米
国
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
外
国
仲
裁
判
断
確
認
訴
訟
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
ノ
ン
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
適
用
（
坂
本
）

（
三
〇
九
）

る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
外
国
判
決
の
執
行
に
は
法
廷
地
の
法
が

適
用
す
る
こ
と
は
十
分
確
立
さ
れ
て
い
る
。」F

igu
eired

o, supra 
note 17, at 407-08.

（
46
）　

V
ictrix S

.S
. C

o., S
.A

. v. S
alen

 D
ry C

argo, A
.B

., 825 
F
.2d 709, 714 

（2d C
ir. 1987

）. 

（
47
）　

例
え
ば
、
ナ
ン
カ
セ
イ
メ
ン
事
件
（
東
京
地
判
平
成
三
年
一 

月
二
九
日
・
判
例
時
報
一
三
九
〇
号
九
八
頁
・
判
タ
七
六
四
号

二
五
六
頁
）
参
照
。

（
48
）　B

audino, su
pra note 24, at 194.

（
49
）　

S
ch

erk, su
pra note 1, at 520 n.15.

に
反
感
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
数
意
見
が
キ
ャ
ッ
プ

を
根
拠
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
に
基
づ
く
却
下
を
認
め
た
こ
と
は
、
法
の
選
択

の
問
題
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
以
下
は
、
リ
ン
チ
判
事

の
言
葉
で
あ
る
。「
私
は
、
Ｆ
社
が
米
国
内
の
ペ
ル
ー
の
財
産
に
対

し
て
多
額
の
判
決
を
執
行
す
る
た
め
に
差
押
さ
え
を
行
い
そ
れ
に

よ
り
発
展
国
の
予
算
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
ペ
ル
ー
の

判
決
執
行
に
関
す
る
制
限
を
回
避
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
議
論
に
、
い
く
ら
か
魅
力
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と

を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
心
配
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
の
判
断
で

分
析
さ
れ
る
利
益
に
お
い
て
は
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の

文
脈
に
お
い
て
は
、
か
か
る
政
策
的
考
慮
は
、
準
拠
法
の
選
択
の

分
析
に
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ル
ー
の
本

件
の
紛
争
に
お
け
る
利
益
は
、
仲
裁
判
断
に
ど
う
に
か
黙
示
的
に

取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
3
％
キ
ャ
ッ
プ
の
制
限
を
尊
重

す
る
ほ
ど
お
お
き
い
の
か
？　

ペ
ル
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
ル
ー
ル
﹇
3
％
キ
ャ
ッ
プ
﹈
が
法
の
選
択
の
問
題
と
し
て
本
件

で
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
議
論
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
口
頭
弁
論

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
弁
論
後
の
本
裁
判
所
に
対
す
る
補
足
的
準

備
書
面
に
お
い
て
も
、
通
常
の
法
の
選
択
の
原
則
の
も
と
で
、
仲

裁
判
断
の
執
行
は
米
国
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の

理
由
で
そ
の
議
論
を
行
わ
な
か
っ
た
と
率
直
に
認
め
て
い
た
。
多

数
意
見
は
、
そ
の
見
解
に
申
立
を
行
わ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
私

は
そ
れ
を
疑
う
理
由
は
何
も
な
い
。﹇
Ｎ
Ｙ
条
約
と
パ
ナ
マ
条
約
﹈

は
、
国
際
仲
裁
判
断
を
外
国
の
司
法
判
断
に
類
似
し
た
も
の
と
す

一
三
七





流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
一
）

〔
平
成
二
二
年
一
二
月
二
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
決
定
、
平
成

二
二
年
（
許
）
第
一
四
号
債
権
差
押
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
棄

却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
抗
告
棄
却
、
民
集
六
四
巻
八

号
一
九
九
〇
頁
、
判
時
二
一
〇
二
号
八
頁
、
判
タ
一
三
三
九
号
五
二

頁
、
金
判
一
三
五
六
号
一
〇
頁
・
一
三
六
二
号
二
五
頁
、
金
法

一
九
一
七
号
一
〇
二
頁
〕

【
事
実
の
概
要
】

Ｙ
は
、
魚
の
養
殖
業
を
営
ん
で
い
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
〇

年
一
二
月
九
日
及
び
平
成
二
一
年
二
月
二
五
日
、
Ｘ
（
農
林
中
央

金
庫
）
と
の
間
で
、
Ｘ
が
所
有
す
る
養
殖
筏
等
の
養
殖
施
設
一
式

及
び
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
（
1
）
に
つ
い
て
、
Ｘ
を
譲
渡
担
保
権

者
、
Ｙ
を
譲
渡
担
保
権
設
定
者
と
し
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
有
す
る

貸
金
債
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
を
締
結

し
た
。

そ
の
設
定
契
約
に
お
い
て
は
、
Ｙ
が
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖

魚
を
通
常
の
営
業
方
法
に
従
っ
て
販
売
で
き
る
こ
と
、
そ
の
場
合
、

Ｙ
は
、
こ
れ
と
同
価
値
以
上
の
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。

平
成
二
一
年
八
月
上
旬
こ
ろ
、
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚

二
五
一
〇
匹
が
赤
潮
に
よ
り
死
滅
し
、
Ｙ
は
、
Ａ
（
熊
本
県
漁
業

共
済
組
合
）
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
漁
業
共
済
契
約
に
基
づ
き
、

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位

清　
　

水　
　

恵　
　

介

判
例
研
究

一
三
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
二
）

そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
原
決
定
を
不
服
と
し
て
許
可
抗
告
を
し
た
。

【
本
決
定
要
旨
】

抗
告
棄
却
（
Ｙ
敗
訴
）。

「
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的
と
す
る
集
合
物
譲

渡
担
保
権
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
お
い
て
譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ

る
集
合
動
産
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
動
産
（
以
下
『
目
的
動
産
』

と
い
う
。）
の
価
値
を
担
保
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
効
力
は
、
目
的
動
産
が
滅
失
し
た
場
合
に
そ
の
損
害
を
て
ん

補
す
る
た
め
に
譲
渡
担
保
権
設
定
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
損
害

保
険
金
に
係
る
請
求
権
に
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的
と
す
る
集

合
物
譲
渡
担
保
契
約
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
目
的
動
産
を
販

売
し
て
営
業
を
継
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、

目
的
動
産
の
滅
失
に
よ
り
上
記
請
求
権
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、

こ
れ
に
対
し
て
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
が
合
意
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
譲
渡

担
保
権
者
が
当
該
請
求
権
に
対
し
て
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

Ａ
に
対
し
、
同
養
殖
魚
の
滅
失
に
よ
る
損
害
を
填
補
す
る
た
め
に

支
払
わ
れ
る
共
済
金
に
係
る
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
。

Ｙ
は
、
上
記
の
赤
潮
被
害
発
生
後
、
Ｘ
か
ら
新
た
な
貸
付
け
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
九
月
四
日
、
養
殖
業
を
廃
止
し

た
。Ｘ

は
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
当
該
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
に

よ
り
設
定
さ
れ
た
譲
渡
担
保
権
の
実
行
と
し
て
、
当
該
養
殖
施
設

及
び
当
該
養
殖
施
設
内
に
残
存
し
て
い
た
養
殖
魚
を
Ｂ
（
熊
本
県

海
水
養
殖
漁
業
協
同
組
合
）
に
売
却
し
、
そ
の
売
却
代
金
を
Ｙ
に

対
す
る
貸
金
債
権
に
充
当
し
た
。

Ｘ
は
、
平
成
二
二
年
一
月
二
九
日
、
熊
本
地
方
裁
判
所
に
対
し
、

上
記
の
充
当
後
の
貸
金
残
債
権
を
被
担
保
債
権
と
し
、
当
該
譲
渡

担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
権
の
行
使
と
し
て
、
当
該
漁
業
共
済

金
請
求
権
の
差
押
え
の
申
立
て
を
し
た
。

同
年
二
月
三
日
、
同
地
方
裁
判
所
は
、
同
申
立
て
に
基
づ
き
債

権
差
押
命
令
を
発
付
し
た
。

Ｙ
は
、
当
該
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
当
該
譲
渡
担
保
権
の
効
力

は
及
ば
な
い
な
ど
と
し
て
、
上
記
命
令
の
取
消
し
を
求
め
る
執
行

抗
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
（
後
記
【
原

決
定
要
旨
】
参
照
）。

一
四
〇



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
三
）

産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
効
力
が
及
ぶ
た
め
、
譲
渡
担
保
権
者

は
、
担
保
価
値
の
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
通
常
の
営

業
の
範
囲
内
に
お
い
て
処
分
さ
れ
た
動
産
に
対
し
て
は
、
譲
渡
担

保
権
の
効
力
は
及
ば
な
く
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
処
分
に
か

か
る
売
買
代
金
債
権
等
に
つ
き
、
物
上
代
位
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
合
物
を
構
成
す
る
個
々
の
動
産
に
つ
い
て
、

通
常
の
営
業
の
範
囲
を
超
え
る
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当

然
に
新
た
な
動
産
が
補
充
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
担
保
価
値
の
維

持
を
図
る
た
め
に
は
、
個
々
の
動
産
の
代
替
物
な
い
し
派
生
物
に

対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
効
力
を
及
ぼ
す
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
物

上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
て
も
、
譲
渡
担
保
権
者
の
把
握
す
る
担

保
価
値
が
拡
大
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る

こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
①
Ｙ
は
、
平
成
二
一
年
八
月
上
旬
こ
ろ

に
発
生
し
た
赤
潮
に
よ
り
、
養
殖
魚
二
五
一
〇
匹
が
死
亡
す
る
被

害
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
こ

と
、
②
Ｙ
は
、
養
殖
魚
の
餌
代
を
調
達
す
る
た
め
に
、
Ｘ
か
ら
繰

り
返
し
手
形
貸
付
を
受
け
て
い
た
が
、
赤
潮
発
生
後
、
Ｘ
か
ら
今

後
の
貸
付
は
行
わ
な
い
と
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
同
年
九
月
四
日
に

上
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
が
本
件
共
済
金
請
求
権
の
差
押

え
を
申
し
立
て
た
時
点
に
お
い
て
は
、
Ｙ
は
目
的
動
産
で
あ
る
本

件
養
殖
施
設
及
び
本
件
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
を
用
い
た
営
業
を

廃
止
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
に
お
い
て
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
動
産

を
用
い
た
営
業
を
継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
Ｘ
が
、
本
件
共
済
金
請
求
権
に
対
し
て
物
上
代
位
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
2
）
。」

【
原
々
決
定
】
熊
本
地
決
平
成
二
二
年
二
月
三
日
平
成
二
二（
ナ
）

一
号

〔
決
定
省
略
〕（
債
権
差
押
命
令
の
発
付
）

【
原
決
定
要
旨
】
福
岡
高
決
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
平
成
二
二

（
ラ
）七
八
号
（
金
判
一
三
五
六
号
一
四
頁
）

抗
告
棄
却
（
Ｙ
敗
訴
）。

「
確
か
に
、
集
合
物
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
集
合
物
を
構
成

す
る
個
々
の
動
産
に
つ
き
、
設
定
者
に
よ
っ
て
通
常
の
営
業
の
範

囲
内
で
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
設
定
者
に
は

新
た
な
動
産
の
補
充
が
義
務
付
け
ら
れ
、
新
た
に
補
充
さ
れ
た
動

一
四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
四
）

あ
る
か
ら
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
対
す
る
差
押
え
を
認
め
た
原

命
令
が
違
法
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

【
許
可
抗
告
理
由
要
旨
】

「
1　

買
受
人
に
無
用
な
負
担
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か

ら
、
譲
渡
担
保
権
は
、
実
行
に
よ
り
消
滅
す
べ
き
と
解
す
る
べ
き

で
あ
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
は
、
私
的
実
行
に
よ
り
消
滅
し
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

2　

ま
た
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
の
取
得
を
通
常
の
営
業
の
範

囲
を
超
え
る
処
分
と
し
て
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
本
件
譲
渡
担

保
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
し
て
い
る
が
、
赤
潮
の
発
生
に
よ
り
申
立

人
が
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
場
合
も
、
申
立
人
は
担
保

価
値
維
持
義
務
に
基
づ
き
、
新
た
な
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
通
常
の
取
引
に
よ
り
養

殖
魚
を
売
却
す
る
場
合
と
変
わ
り
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
申
立
人
の
取
得
は
通
常
の
営
業
の
範
囲
内
の
処

分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

3　

さ
ら
に
、
赤
潮
発
生
か
ら
申
立
人
が
養
殖
業
廃
業
の
決
意

を
す
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
物
が
固
定

化
し
た
の
は
、
平
成
二
一
年
九
月
四
日
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

廃
業
し
た
こ
と
、
③
Ｘ
は
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
養
殖
筏
等
の

養
殖
施
設
一
式
及
び
当
時
残
存
し
て
い
た
養
殖
魚
を
売
却
処
分
し

た
こ
と
、
④
Ｙ
は
、
平
成
二
二
年
二
月
八
日
、
第
三
債
務
者
に
対

し
、
共
済
事
故
関
係
書
類
を
提
出
し
て
、
漁
業
共
済
金
請
求
手
続

を
取
っ
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
漁
業
共

済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
の
は
、
通
常
の
営
業
の
範
囲
を
超
え
る

処
分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
Ｙ
に
お
い
て
、
前
記
赤
潮
被
害
発

生
後
、
新
た
に
養
殖
魚
を
補
充
し
た
形
跡
が
な
い
（
し
た
が
っ
て
、

そ
の
後
、
赤
潮
被
害
に
よ
っ
て
毀
損
さ
れ
た
担
保
価
値
が
回
復
し

た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位

権
の
行
使
を
認
め
て
も
、
担
保
価
値
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
一
般
債

権
者
等
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。）
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
赤
潮
被
害
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
、
Ｙ
が
直
ち
に

廃
業
を
決
意
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
赤
潮
被
害
発
生
後
、
通
常

の
営
業
が
継
続
し
て
い
た
と
は
認
め
難
い
か
ら
、
本
件
譲
渡
担
保

契
約
の
目
的
物
は
、
赤
潮
被
害
発
生
時
に
実
質
的
に
固
定
化
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
効
力
は
、
物
上
代
位
に
よ

り
漁
業
共
済
金
請
求
権
の
上
に
及
ぶ
う
え
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て

も
上
記
固
定
化
に
よ
っ
て
当
然
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

一
四
二



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
五
）

　

②　

保
険
金
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点

⑶　

目
的
動
産
の
固
定
化
時
と
す
る
見
解

　

①　
「
固
定
化
」
概
念
と
そ
の
要
否

　

②　
「
元
本
確
定
」
概
念
と
の
対
比

　

③　

物
上
代
位
権
行
使
と
の
関
係

⑷ 　

目
的
動
産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
と

す
る
見
解

⑸　

小　

括

3　
〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
合

意
〞
の
評
価

⑴　

本
評
釈
の
立
場
の
中
で

⑵　

本
評
釈
の
立
場
を
超
え
て

三　

結　

語　

│　

残
さ
れ
た
課
題

1　

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上

代
位

2　

競
合
す
る
債
権
者
と
の
優
先
関
係

3　

物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
の
要
否

一　

本
評
釈
の
構
成

本
決
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
多
数
の
優
れ
た
評
釈
（
3
）
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
主
な
論
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
感
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
評
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、

4　

以
上
の
と
お
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
実
行
後
も
本
件
譲
渡

担
保
権
の
効
力
が
存
続
すマ
　
　
　
マ

る
し
て
い
る
点
、
漁
業
共
済
金
請
求
権

の
取
得
が
通
常
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
効

力
が
及
ぶ
と
しマ
　
　
マ

て
る
点
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
物
の
固
定
化

時
期
を
赤
潮
被
害
発
生
時
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
原
決
定
に

は
、
法
令
の
解
釈
に
重
要
な
誤
り
が
あ
る
の
で
、
申
立
人
は
原
決

定
を
破
棄
し
、
相
当
な
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。」

【
評
釈
】

一　

本
評
釈
の
構
成

二　

本
決
定
の
評
価

1　
〝
営
業
の
継
続
〞
の
評
価

⑴　

本
決
定
の
意
義
・
特
徴

⑵　

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
関
す
る
本
決
定
の
傍
論
性

⑶　

本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
の
意
義

⑷　
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
の
評
価

2　

権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
各
見
解
の
評
価

⑴　

債
務
不
履
行
時
と
す
る
見
解

　

①　

保
全
的
差
押
え
の
可
否

　

②　

付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
区
別

⑵　

動
産
の
補
充
を
基
準
と
す
る
見
解

　

①　

担
保
価
値
維
持
義
務
の
視
点

一
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
六
）

に
つ
い
て
は
、
損
害
保
険
金
請
求
権
が
一
般
に
被
代
位
債
権
た
り

得
る
も
の
（
7
）
と
し
て
、
こ
れ
を
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
の
効
力
範
囲

に
含
め
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
妨

げ
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、「
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
担
保
権

の
効
力
は
及
ぶ
も
の
の
物
上
代
位
権
は
な
お
行
使
で
き
な
い
と

い
っ
た
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

そ
こ
で
、
ほ
と
ん
ど
の
評
釈
に
お
い
て
は
、
本
決
定
に
い
う

「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
と
は
何
か
、
ま
た
、
か

か
る
要
件
設
定
は
適
切
か
、
更
に
は
、
本
決
定
が
例
外
と
し
て
掲

げ
る
、「
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が

合
意
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
と
は
何
か
が
、
主
な
検

討
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑵　

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
関
す
る
本
決
定
の
傍
論
性

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
本
決
定
の
各
掲
載
誌
に
付

さ
れ
た
以
下
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
が
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。

「
本
件
の
事
案
に
お
い
て
は
、
保
険
金
請
求
権
に
譲
渡
担
保

権
の
効
力
が
及
ぶ
か
の
点
は
、
争
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

本
決
定
の
中
で
更
に
評
価
を
加
え
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
も
の
と

し
て
、〝
営
業
の
継
続
〞（
二
1
）、
権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る

各
見
解
（
二
2
）、
及
び
、〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
旨
の
合
意
〞（
二
3
）
の
三
点
を
中
心
に
採
り
上
げ
、

論
点
の
整
理
と
若
干
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

本
決
定
の
評
価

1　
〝
営
業
の
継
続
〞
の
評
価

⑴　

本
決
定
の
意
義
・
特
徴

本
決
定
は
、
事
例
限
り
の
判
断
に
す
ぎ
な
か
っ
た
最
高
裁
平
成

一
一
年
決
定
（
4
）
か
ら
歩
を
進
め
て
、
し
か
し
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保

権
（
5
）
に
基
づ
く
損
害
保
険
金
請
求
権
へ
の
物
上
代
位
を
肯
定
す
る
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
慎
重
に
射
程
を
限
定
し
つ
つ
、
法
理
的
な

判
断
に
踏
み
切
っ
た
点
に
お
い
て
画
期
的
な
決
定
で
あ
る
。

ま
た
、
本
決
定
は
、
物
上
代
位
の
可
否
の
問
題
を
、
譲
渡
担
保

権
の
効
力
が
被
代
位
債
権
に
及
ぶ
か
否
か
と
い
う
効
力
範
囲
の
問

題
と
、
当
該
被
代
位
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
権
を
い
つ
か
ら
行

使
で
き
る
か
と
い
う
行
使
要
件
の
問
題
と
に
区
別
し
て
お
り
（
6
）
、
こ

の
点
も
こ
れ
ま
で
の
物
上
代
位
判
例
に
み
ら
れ
な
い
大
き
な
特
徴

を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
区
別
の
上
で
、
前
者
の
問
題

一
四
四



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
七
）

は
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
許
さ
れ
、
た
だ
し
、
例
外
と
し
て
、

執
行
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
抗
告
人
で
あ
る
設
定
者
が
「
通
常
の
営

業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
に
あ
た
る
こ
と
を
立
証
し
た
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
実
体
抗
告
が
認
め
ら
れ
て
債
権
差
押
命
令
が
取
り
消
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
9
）。
し
か
し
、
本
件
は
、
結
果
的

に
は
、「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
を
認

め
ず
、
原
則
通
り
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
本
決
定
に
い

う
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」（
権
利
行
使
の
積
極

的
要
件
と
し
て
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
当
た
ら
な
い
こ

と
（
10
）
）
と
は
、
権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
他
の
い
か
な
る
学
説
を

も
排
斥
し
な
い
、
い
わ
ば
最
大
公
約
数
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る

に
と
ど
ま
り
、
積
極
的
な
要
件
設
定
を
行
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
ら
、「
継
続
」
概
念
の
曖
昧
さ
を
批
判
す
る
こ
と
（
11
）

に
は
お
よ
そ
意
味
が
な
く
、
む
し
ろ
本
決
定
を
契
機
と
し
た
学
説

に
よ
る
明
確
な
定
式
化
こ
そ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

う
。⑶　

本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
の
意
義

そ
れ
ゆ
え
に
、
本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
も
ま
た
、
こ

が
及
ぶ
と
し
て
、
い
つ
の
時
点
ま
で
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て

い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
が
生

じ
て
動
産
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
も
実
行
さ
れ
て
い
た
し
、
Ｙ

は
営
業
を
廃
止
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
説

を
採
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
が
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
は
結
論
に
影
響
し
な

い
と
い
え
る
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

最
高
裁
判
所
は
、
い
つ
の
時
点
ま
で
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
の
基
準
時
に
関
し
て
は
、『
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
』
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
を

示
し
、
後
の
解
釈
に
委
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
8
）
」。

す
な
わ
ち
、
こ
の
判
示
部
分
は
傍
論obter dictum
に
す
ぎ
ず
、

厳
密
な
意
味
に
お
け
る
判
例ratio decidendi

と
し
て
の
価
値

を
も
た
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
、
確
か
に
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
か
ら
は
、
譲
渡
担

保
権
の
効
力
が
保
険
金
請
求
権
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
般

の
物
上
代
位
の
場
合
と
同
様
に
、
民
法
上
は
「
差
押
え
」（
三
〇
四

条
一
項
た
だ
し
書
）
の
要
件
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
、
原
則
と
し
て

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
八
）

続
し
て
い
る
場
合
」）
と
い
う
の
は
、
Ａ
1
説
の
立
場
を
採
っ
て

も
Ａ
2
説
の
立
場
を
採
っ
て
も
（
あ
る
い
は
Ａ
3
説
の
立
場
を

採
っ
て
も
…
）
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
包
含
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
Ａ
1
説
の
立
場
を
採
れ
ば
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

な
い
が
、
Ａ
2
説
の
立
場
を
採
れ
ば
な
お
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

る
場
合
や
、
そ
の
真
逆
の
場
合
を
も
包
含
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

こ
う
し
た
い
わ
ば
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
他
説
の
立
場
を
排
斥

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、「
特
段
の
事
情
」
に
よ
る
権
利

行
使
の
余
地
を
な
お
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
12
）
（
上
記

の
図
参
照
）。

以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
本
決
定
は
、
本
件
で
争
点
と
さ
れ
な

か
っ
た
と
は
い
え
、
今
後
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
つ
き
、
問
題
提
起
を
し
つ
つ
自
ら

は
特
定
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
巧
み
な
判
示
を
行
っ

た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷　
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
の
評
価

も
っ
と
も
、
観
念
的
に
は
以
上
の
よ
う
に
一
応
言
え
る
も
の
の
、

本
決
定
の
立
場
が
、
実
際
に
、
現
存
す
る
ど
の
説
の
立
場
を
採
っ

て
も
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
要
件
設
定
さ
れ
た
も

う
し
た
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
例
え
ば
、
権
利
行
使
基

準
時
を
め
ぐ
る
複
数
の
異
な
る

立
場
、
Ａ
1
説
と
Ａ
2
説
（
あ

る
い
は
Ａ
3
説
な
ど
…
）
が
存

在
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
Ａ

1
説
の
立
場
を
採
っ
て
も
Ａ
2

説
の
立
場
を
採
っ
て
も
（
あ
る

い
は
Ａ
3
説
の
立
場
を
採
っ
て

も
…
）
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
適
切
に
要
件
設
定
さ
れ

た
も
の
が
本
決
定
の
立
場

（「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い

る
場
合
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と

〔
い
わ
ば
Ｂ
説
〕）
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
逆
に
こ
の
立
場
に

よ
っ
て
は
本
来
、
権
利
行
使
が

認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
場
合

（
ま
さ
に
「
通
常
の
営
業
を
継

どの説でも
権利行使不能

被
代
位
債
権
の

発
生
時

Ａ
1
説
に
よ
る

権
利
行
使
可
能
時

Ａ
2
説
に
よ
る

権
利
行
使
可
能
時

グレーゾーン
→「特段の事情」の余地

どの説でも
権利行使可能

一
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
九
）

あ
る
い
は
ま
た
、
現
に
営
業
を
継
続
し
て
い
る
か
否
か
を
基
準

に
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
営
業
を
停
止
し
て
再
開
し
た
よ
う
な

場
合
に
お
い
て
、
停
止
中
に
物
上
代
位
権
を
行
使
で
き
た
も
の
が
、

再
開
後
に
行
使
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
不
安
定
な
法
的
帰
結
を

容
認
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
評
釈
の
観
点
か
ら
は
、
本
決
定
が
「
営
業
を

継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
」
と
の
評
価
の
下
で
物
上
代
位
権
の

行
使
を
認
め
た
点
に
鑑
み
、
現
に
営
業
を
継
続
し
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、「
営
業
を
継
続
す
る
余
地
」
が
あ
る
限
り
、
な
お

物
上
代
位
権
行
使
を
否
定
す
る
と
の
解
釈
を
採
る
こ
と
は
、
本
決

定
の
下
で
も
な
お
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
（
14
）
。

と
も
す
れ
ば
、
最
高
裁
平
成
一
八
年
判
決
（
15
）
が
掲
げ
た
「
通
常
の

営
業
の
範
囲
」
概
念
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
本
決
定
の

「
継
続
」
概
念
を
所
与
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
向
き
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
必
要
は

な
く
、
よ
り
純
粋
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代

位
の
権
利
行
使
基
準
時
を
模
索
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
が
最
高
裁
の

発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
捉
え
る
余
地
が
あ
る
と
の
点
に
こ

そ
留
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
検
証
の
余
地
が
あ
る
。

例
え
ば
、
本
決
定
で
は
、「
目
的
動
産
で
あ
る
本
件
養
殖
施
設

及
び
本
件
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
…
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
が
実

行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
に
お
い
て
本
件
譲
渡
担

保
権
の
目
的
動
産
を
用
い
た
営
業
を
継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
」
と
述
べ
、
目
的
動
産
本
体
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
の
実
行
を

営
業
の
不
継
続
を
基
礎
づ
け
る
一
要
素
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以

上
に
、
常
に
そ
の
実
行
が
な
け
れ
ば
営
業
の
不
継
続
を
基
礎
づ
け

ら
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
要
素
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
養
殖
施

設
が
回
復
困
難
な
ほ
ど
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
、
た

と
え
本
体
の
譲
渡
担
保
権
が
実
行
さ
れ
な
く
て
も
営
業
を
継
続
で

き
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
養
殖
魚
の
み
に
担
保
権

設
定
し
て
い
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
、
残
存
養
殖
魚
に
対
し
て

譲
渡
担
保
権
を
実
行
し
て
も
、
養
殖
施
設
が
残
存
す
る
限
り
、
な

お
営
業
を
継
続
で
き
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
設
定
者
が
負
う
目
的
動
産
の
補
充
義
務
に
違
反
し
た
場

合
な
ど
、
目
的
動
産
の
補
充
を
物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
に
据
え

る
見
解
（
13
）
か
ら
は
、
現
に
営
業
が
継
続
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て

も
、
な
お
目
的
動
産
が
補
充
さ
れ
る
限
り
、
物
上
代
位
権
は
行
使

で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
〇
）

①　

保
全
的
差
押
え
の
可
否

ま
ず
第
一
に
、
債
務
不
履
行
前
の
段
階
で
の
保
全
的
意
義
を
有

す
る
よ
う
な
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
え
が
可
能
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
担
保
権
の
実
行
と
し
て
捉

え
る
限
り
、
他
の
担
保
権
の
実
行
と
同
様
に
、
被
担
保
債
権
の
債

務
不
履
行
が
権
利
行
使
（
＝
実
行
）
の
要
件
と
な
る
が
（
17
）
、
あ
く
ま

で
被
代
位
債
権
に
対
す
る
優
先
権
を
保
全
す
る
趣
旨
で
民
法

三
〇
四
条
一
項
た
だ
し
書
に
い
う
「
差
押
え
」
を
行
う
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
債
務
不
履
行
前
で
あ
っ
て
も
、

担
保
権
実
行
で
は
な
い
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
優
先
権
保
全

を
認
め
て
か
ま
わ
な
い
と
い
え
る
（
18
）
。

も
っ
と
も
、
こ
の
点
を
承
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
か
か
る
物

上
代
位
権
の
保
全
手
続
が
現
行
法
上
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
の

欠
缺
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
障
害
と
な
る
。
保
全
の
必
要
性
や
本

案
訴
訟
を
前
提
と
し
な
い
特
殊
な
仮
差
押
手
続
や
第
三
債
務
者
に

対
す
る
供
託
請
求
の
仕
組
み
が
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
が
、
そ

れ
ら
が
存
在
し
な
い
以
上
、
通
常
の
債
権
担
保
権
実
行
に
準
じ
た

手
続
（
民
事
執
行
法
一
九
三
条
二
項
・
一
四
三
条
以
下
）
が
と
ら

れ
る
結
果
と
し
て
、
債
務
不
履
行
前
の
物
上
代
位
権
者
に
満
足
的

2　

権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
各
見
解
の
評
価

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上

代
位
の
権
利
行
使
基
準
時
に
つ
き
、
本
決
定
の
評
釈
を
中
心
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
各
見
解
を
採
り
上
げ
、
論
点
の
整
理
と
若
干
の
評

価
を
加
え
て
お
き
た
い
。
各
見
解
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
背
後
に
お

い
て
重
要
な
価
値
判
断
と
結
び
付
い
て
お
り
、
軽
々
な
評
価
は
控

え
た
い
も
の
の
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
乏
し
い
現
状
で
は
、

差
し
当
た
り
の
私
見
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と

考
え
、
あ
え
て
評
価
を
試
み
る
。

⑴　

債
務
不
履
行
時
と
す
る
見
解

「
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
に
は
、
被
担
保
債
権
が
債
務
不
履

行
（
履
行
遅
滞
）
に
あ
る
こ
と
（
弁
済
期
を
経
過
し
た
こ
と
）
が

要
件
と
し
て
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
」
が
あ
り
、「
最
高
裁

の
判
例
の
上
で
は
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
」
と
さ
れ

る
（
16
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
被
担
保
債
権
が
い
ま
だ
債
務
不
履
行
に

陥
っ
て
い
な
い
状
況
で
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
て
よ
い
か
と

い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
に
区
分
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
一
）

か
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
始
め
（
21
）
、
そ
れ
が
担
保
物
権
法
の
一
般

的
な
体
系
書
・
教
科
書
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
（
22
）
流
布
し
た
と
の
経

緯
を
も
つ
、
比
較
的
新
し
い
立
論
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ

の
区
分
に
基
づ
く
各
類
型
が
、
物
上
代
位
の
法
的
根
拠
の
相
違
（
23
）
を

超
え
て
、
そ
の
解
釈
論
上
、
債
務
不
履
行
要
件
の
要
求
の
ほ
か
に
、

い
か
な
る
具
体
的
相
違
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
（
24
）
、
あ
る
い

は
、
そ
も
そ
も
何
が
代
替
（
代
償
）
的
で
何
が
付
加
（
派
生
）
的

か
で
さ
え
、
論
者
間
に
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
立
論
当
初
、
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
と
し
て

は
賃
料
債
権
に
対
す
る
も
の
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
一
部
の
売
却
代
金
債
権
を
も
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
に

含
め
て
説
明
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
か
か
る
区
分
を
行
う
見
解
が
両
類
型
の
決
定
的
相
違
と
し

て
掲
げ
る
、
被
代
位
債
権
が
担
保
権
者
の
「
最
後
の
拠
り
所
と
な

る
か
否
か
（
25
）
」
と
い
う
形
式
面
を
重
視
し
、
目
的
物
上
の
担
保
権
本

体
が
消
滅
す
る
場
合
が
代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
で
あ
り
、
存

続
す
る
場
合
が
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
で
あ
る
と
解
す
る
な

ら
ば
（
26
）
、
追
及
効
の
あ
る
担
保
権
（
抵
当
権
な
ど
）
に
お
け
る
目
的

物
の
売
却
代
金
債
権
に
対
す
る
も
の
は
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代

利
益
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
か
が
問
わ

れ
よ
う
（
19
）
。

②　

付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
区
別

つ
い
で
第
二
に
、
前
記
①
の
差
押
え
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
い
わ
ゆ
る
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
に
つ
い
て
は
、
な
お

債
務
不
履
行
（
履
行
遅
滞
）
要
件
を
要
求
し
て
不
履
行
前
の
権
利

行
使
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
こ
に
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
と
は
、
典
型
的
に
は
担
保

目
的
物
の
法
定
果
実
で
あ
る
賃
料
債
権
の
よ
う
に
、
担
保
目
的
物

か
ら
派
生
し
た
増
加
価
値
に
対
す
る
物
上
代
位
を
い
う
。
そ
し
て
、

保
険
金
請
求
権
の
よ
う
に
、
目
的
物
の
価
値
の
滅
失
・
減
少
を
機

縁
と
し
て
、
設
定
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
価
値
に
抵
当
権

の
効
力
を
及
ぼ
す
物
上
代
位
、
い
わ
ゆ
る
代
替
（
代
償
）
的
物
上

代
位
（
20
）
と
は
異
な
り
、
担
保
権
実
行
前
に
お
け
る
設
定
者
の
使
用
収

益
を
確
保
す
る
趣
旨
か
ら
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
後
に
の

み
物
上
代
位
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
平
成
一
五
年
改
正

後
に
お
け
る
民
法
三
七
一
条
参
照
）。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
概
念
区
分
は
、
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵

当
権
者
の
物
上
代
位
の
是
非
を
論
ず
る
上
で
、
そ
れ
が
他
の
被
代

位
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
と
比
べ
て
異
質
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
二
）

合
物
全
体
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
請
求
権
で
な
い
以
上
、

完
全
な
代
替
で
は
な
い
し
、
当
該
保
険
金
が
目
的
動
産
の
補
充
に

用
い
ら
れ
る
限
り
、
担
保
権
実
行
前
は
設
定
者
の
自
由
処
分
に
委

ね
る
べ
き
請
求
権
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
前
に

お
け
る
権
利
行
使
を
否
定
す
る
た
め
、
こ
れ
を
付
加
（
派
生
）
的

物
上
代
位
に
準
じ
て
扱
う
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

代
替
（
代
償
）
的
物

上
代
位

付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位

債
務
不
履
行
前

保
全
的
差
押
え

差
押
不
可
？

債
務
不
履
行
後

本
来
的
差
押
え

本
来
的
差
押
え

⑵　

動
産
の
補
充
を
基
準
と
す
る
見
解

例
え
ば
、
譲
渡
担
保
権
者
に
よ
る
目
的
債
権
の
差
押
え
の
前
に

新
た
に
動
産
群
が
集
合
物
に
補
充
さ
れ
た
か
否
か
が
基
準
と
な
る

と
す
る
見
解
（
29
）
や
、「
設
定
者
の
債
務
不
履
行
時
点
で
、
目
的
物
の

滅
失
に
対
し
て
設
定
者
が
目
的
物
の
補
填
・
補
充
義
務
を
怠
り

（
あ
る
い
は
こ
の
義
務
を
尽
く
し
て
も
）、
目
的
物
が
存
在
し
な
い

位
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
27
）
。

こ
れ
を
本
件
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
流
動
動
産
を

構
成
す
る
個
別
動
産
の
売
却
代
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
付

加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
設
定
者
の
権
限
あ
る
売
却
に
よ
っ

て
目
的
動
産
が
譲
渡
さ
れ
る
と
、
譲
渡
担
保
権
の
効
力
は
当
該
動

産
上
に
及
ば
な
く
な
る
が
、
当
該
動
産
を
構
成
要
素
と
す
る
集
合

物
上
の
譲
渡
担
保
権
は
な
お
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当

該
売
却
に
よ
る
代
金
債
権
が
譲
渡
担
保
権
者
の
「
最
後
の
拠
り

所
」
と
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
担
保
権
実
行
前
に
お
け
る
設
定
者
の
使
用
収
益
を
確
保

す
る
と
い
う
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
実
質
面
に
着
目
し
て

も
、
当
該
売
却
代
金
債
権
は
流
動
動
産
を
用
い
た
事
業
の
収
益
で

あ
り
、
こ
の
点
で
は
不
動
産
事
業
の
収
益
で
あ
る
賃
料
債
権
に
等

し
い
も
の
と
評
価
で
き
る
以
上
（
28
）
、
こ
れ
を
付
加
（
派
生
）
的
物
上

代
位
に
属
す
る
も
の
と
み
て
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
前
に

お
け
る
権
利
行
使
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
被
代
位
債
権
で
あ
る
保
険
金
（
共
済

金
）
請
求
権
は
、
本
来
、
代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
の
典
型
的

な
対
象
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
、
集

一
五
〇
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必
要
性
は
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
見
解
は
、
債
務
不
履
行
の

み
に
よ
っ
て
は
物
上
代
位
権
を
な
お
も
行
使
で
き
な
い
と
す
る
見

解
に
立
ち
、
か
つ
、
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
的

意
義
を
強
調
し
て
、
同
義
務
の
実
効
性
を
確
保
す
る
見
地
に
立
つ

と
い
う
稀
な
前
提
の
下
で
の
み
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

②　

保
険
金
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点

こ
れ
に
対
し
、
保
険
金
請
求
権
の
よ
う
な
代
償
的
価
値
へ
の
物

上
代
位
に
特
化
し
た
論
拠
と
し
て
、
保
険
金
（
な
い
し
は
代
償

金
）
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点
か
ら
の
基
礎
付
け
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
流
動
動
産
譲
渡
担

保
の
場
面
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
担
保
権
侵
害
に
基
づ

く
損
害
賠
償
や
保
険
金
の
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
の
可
否
を

論
ず
る
上
で
、
保
険
金
等
を
用
い
た
損
害
の
現
実
的
填
補
を
確
保

す
べ
き
と
の
見
解
に
連
な
る
（
34
）
。

も
っ
と
も
、
設
定
者
が
受
領
し
た
保
険
金
の
使
途
を
直
接
拘
束

す
る
こ
と
が
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
の
視
点
を
重
視

す
る
こ
と
は
、
保
険
金
請
求
権
上
の
物
上
代
位
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
見
解
に
達
す
る
こ
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

補
充
の
懈
怠
に
対
し
て
は
、
前
記
の
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
と

し
て
処
断
す
る
に
と
ど
ま
り
、
独
立
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
把

又
は
残
存
目
的
物
だ
け
で
は
被
担
保
債
権
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
と
き
」
に
物
上
代
位
権
の
行
使
が

認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
（
30
）
、
あ
る
い
は
、
売
却
と
補
充
の
ど
ち
ら

か
の
要
素
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
物
上
代
位
権
の
行
使
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
見
解
（
31
）
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
動
産
の
補
充
を
物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
に
据
え

る
見
解
の
論
拠
は
、
以
下
の
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

①　

担
保
価
値
維
持
義
務
の
視
点

ま
ず
、
設
定
者
が
負
う
べ
き
目
的
物
補
充
義
務
（
32
）
、
な
い
し
よ
り

一
般
的
に
は
、
担
保
価
値
維
持
義
務
（
33
）
の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
か
ら
は
、
期
限
の
利
益
喪
失

（
民
法
一
三
七
条
二
号
）
が
帰
結
さ
れ
る
ほ
か
、
増
担
保
請
求
や

損
害
賠
償
請
求
の
可
能
性
が
一
般
に
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
に
加
え
て
、
物
上
代
位
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
も
機
能
す
る

と
の
視
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
期
限
の
利
益
喪
失
に
伴
う
付
遅
滞
効
に
よ
り
、
債
務

不
履
行
を
理
由
に
し
た
担
保
権
実
行
と
し
て
の
物
上
代
位
権
行
使

が
可
能
に
な
る
と
す
る
前
記
⑴
の
見
解
を
前
提
と
す
る
限
り
、
担

保
価
値
維
持
義
務
違
反
を
独
立
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
捉
え
る

一
五
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局
面
で
議
論
が
続
い
て
い
る
段
階
に
あ
る
（
37
）
」
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、「
集
合
物
を
目
的
と
す
る
一
個
の
譲
渡
担
保
権
と
い

う
状
態
か
ら
、
構
成
個
別
物
を
目
的
と
す
る
特
定
動
産
譲
渡
担
保

権
の
集
積
に
変
化
す
る
こ
と
」
を
、
最
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る

理
解
と
し
て
、
狭
義
の
「
固
定
化
」
と
称
す
る
（
38
）
一
方
で
、「『
固
定

化
』
と
は
、
①
そ
れ
に
よ
っ
て
集
合
動
産
の
構
成
要
素
の
流
動
性

が
停
止
し
（
流
動
停
止
効
）、
②
そ
の
時
点
に
お
い
て
保
管
場
所

の
所
在
地
に
現
実
に
存
在
し
た
動
産
だ
け
が
譲
渡
担
保
権
の
目
的

と
な
る
こ
と
に
確
定
し
（
目
的
動
産
確
定
効
）、
そ
の
結
果
、
③

確
定
さ
れ
た
目
的
動
産
に
つ
い
て
設
定
者
が
処
分
権
限
を
喪
失
し
、

担
保
権
者
の
同
意
な
く
し
て
は
処
分
が
許
さ
れ
な
く
な
り
（
処
分

禁
止
効
）、
か
つ
④
固
定
化
後
に
保
管
場
所
の
所
在
地
に
搬
入
さ

れ
た
動
産
は
譲
渡
担
保
権
の
目
的
と
な
ら
な
く
な
る
こ
と
（
事
後

非
担
保
効
）
を
い
う
（
39
）
」
と
し
て
、
概
念
を
広
く
捉
え
る
見
解
も
あ

る
（
広
義
の
「
固
定
化
」）。

し
か
し
、
前
記
の
う
ち
、
狭
義
の
「
固
定
化
」
は
、
流
動
動
産

譲
渡
担
保
権
を
、
集
合
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
価
値
枠
」
支
配

の
限
定
的
浮
動
担
保
権
と
解
す
る
価
値
枠
説
（
40
）
や
、
譲
渡
担
保
の
目

的
物
は
集
合
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
動
産
は
譲
渡
担
保
の

直
接
の
目
的
で
は
な
い
と
す
る
集
合
物
論
貫
徹
説
（
41
）
、「
特
定
範
囲

握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶　

目
的
動
産
の
固
定
化
時
と
す
る
見
解

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
本
体
の
実
行
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
と
同
様
に
、
物
上
代
位
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
、
目
的
動
産

の
固
定
化
（
35
）
が
基
準
時
と
な
る
と
の
見
解
が
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
固
定
化
を
物
上
代
位
権
行
使
の
判
断
要
素
と
し
て

用
い
て
い
る
原
決
定
と
は
異
な
り
、
本
決
定
は
、
固
定
化
概
念
に

一
切
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
概
念
に
対
し
て
は
、
有
力
な
不
要
論
（
36
）

が
存
在
す
る
ほ
か
、
本
件
が
、
目
的
動
産
本
体
と
は
別
個
独
立
の

客
体
で
あ
る
保
険
金
請
求
権
へ
の
物
上
代
位
権
行
使
を
問
題
に
し

て
い
る
点
に
鑑
み
、
最
高
裁
と
し
て
は
、
あ
え
て
こ
の
問
題
を
等

閑
視
し
、
依
然
と
し
て
解
釈
に
委
ね
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
評
釈
で
は
、
固
定
化
の
意
義
に
つ
い
て
、
あ
え
て

管
見
を
提
示
し
て
み
た
い
。

①　
「
固
定
化
」
概
念
と
そ
の
要
否

そ
も
そ
も
「
固
定
化
」
に
つ
い
て
は
、「
い
ま
だ
概
念
定
義
が

確
立
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
ど
の
段
階
で
固
定
し
、
ど

の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
企
業
再
建
の

一
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益
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
か
つ
て
債
権
と
担
保
目
的
物
が
一
対

一
に
対
応
し
て
い
た
の
に
対
し
、
根
抵
当
な
ど
で
は
、
一
定
の
担

保
枠
を
想
定
し
、
そ
の
被
担
保
債
権
が
新
陳
代
謝
す
る
（
↓
被
担

保
債
権
の
方
が
流
動
す
る
）
と
考
え
た
が
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保

で
は
、（
極
度
額
の
よ
う
な
固
定
的
上
限
を
持
た
な
い
も
の
の
）

一
定
の
範
囲
内
で
新
陳
代
謝
す
る
の
が
担
保
目
的
物
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
（
↓
担
保
目
的
物
の
方
が
流
動
す
る
（
49
）
）」
な
ど
と

説
か
れ
る
よ
う
に
、
被
担
保
債
権
が
流
動
す
る
根
担
保
と
担
保
目

的
物
が
流
動
す
る
流
動
動
産
譲
渡
担
保
と
は
、「
似
た
面
」
を
も

つ
も
の
と
し
て
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
流
動
性
の
停
止
を
意
味
す
る
「
元
本
確
定
」
と
「
固
定

化
」
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
義
が
存
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
50
）
。

そ
こ
で
ま
ず
、
典
型
的
な
根
抵
当
に
お
け
る
「
元
本
確
定
」
制

度
の
存
在
意
義
（
51
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
こ
れ
に
は
、
①
優
先
弁

済
額
を
前
も
っ
て
確
定
し
て
配
当
期
日
に
お
け
る
計
算
を
可
能
に

す
る
た
め
に
、
抵
当
不
動
産
の
換
価
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
元

本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
技
術
的
意
義
（
52
）
、
②
担
保
の
余
剰
価
値
を

活
用
さ
せ
る
た
め
に
、
被
担
保
債
権
額
が
極
度
額
を
下
回
る
場
合

に
元
本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
公
益
的
意
義
（
53
）
、
及
び
、
③
設
定
者

責
任
財
産
上
の
包
括
担
保
」
説
（
42
）
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
た
場
合
に

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
集
合
物
論
と
し
て
の
二
重
帰

属
構
成
（
43
）
や
い
わ
ゆ
る
分
析
論
（
44
）
に
立
っ
た
場
合
に
は
不
要
と
な
る
（
45
）
。

本
決
定
が
二
重
帰
属
構
成
を
採
っ
た
と
の
理
解
（
46
）
に
立
つ
限
り
、
こ

の
意
味
に
お
け
る
固
定
化
概
念
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然

と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
上
で
、「
固
定
化
」
概
念
不
要
論
の
中
に
は
、「
集
合
動
産

の
流
動
性
は
、
設
定
者
に
対
す
る
処
分
授
権
の
反
映
」
で
あ
る
と

し
て
こ
の
点
を
重
視
す
る
も
の
（
流
動
性
の
喪
失
論
（
47
）
）
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
立
場
で
は
、
前
記
③
に
い
う
処
分
禁
止
効
を
認
め
れ
ば

前
記
①
②
の
効
果
も
得
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
で
十
分
と
解
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
で
、
前
記
④
に
い
う
事
後
非

担
保
効
は
当
然
に
帰
結
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
広
義
の
「
固
定

化
」
概
念
と
の
関
係
で
は
な
お
差
異
が
存
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と

と
な
る
（
48
）
。

②　
「
元
本
確
定
」
概
念
と
の
対
比

つ
ぎ
に
、「
固
定
化
」
概
念
の
意
義
を
考
察
す
る
上
で
、
根
抵

当
や
根
保
証
な
ど
の
根
担
保
に
み
ら
れ
る
「
元
本
確
定
」
概
念

（
民
法
三
九
八
条
の
六
、
三
九
八
条
の
一
九
、
三
九
八
条
の
二
〇
、

四
六
五
条
の
三
、
四
六
五
条
の
四
な
ど
）
を
参
照
す
る
こ
と
が
有

一
五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
六
）

権
）
は
、
譲
渡
担
保
権
の
本
来
の
客
体
で
あ
る
流
動
動
産
と
は
異

な
る
客
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
流
動
性
が
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
固
定
化
す
べ
き
流
動
動
産
の
外
側
の
問
題

で
あ
る
か
ら
、
仮
に
当
該
流
動
動
産
に
つ
き
固
定
化
が
生
じ
た
と

し
て
も
、
被
代
位
債
権
そ
の
も
の
は
固
定
化
の
対
象
で
は
な
く
、

流
動
動
産
の
固
定
化
が
被
代
位
債
権
を
対
象
と
す
る
物
上
代
位
権

の
行
使
要
件
の
問
題
に
直
結
す
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
理
解
の
下
で
は
、
仮
に
被
代
位
債
権
が
固
定
化

の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
担
保
権
の
実
行
そ
の
も
の
が
固
定

化
事
由
と
な
る
た
め
（
60
）
、
物
上
代
位
権
の
行
使
要
件
と
し
て
別
途
、

固
定
化
が
必
要
と
な
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
他
方
で
、
権
利
行
使
要
件
の
問
題
か
ら
離
れ
る
な

ら
ば
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
逆
に
、
流
動
動
産
本
体
の
固
定
化

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
は
な
お
問
題
と
な
り
得
る
。

こ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
の
場

合
に
顕
著
と
な
ろ
う
。
事
業
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
一
体
的
に
担

保
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
61
）
に
お
い
て
は
、
か
か
る
循

環
を
断
ち
切
る
べ
き
で
な
い
と
の
考
え
か
ら
、
在
庫
商
品
を
対
象

と
す
る
流
動
動
産
譲
渡
担
保
と
在
庫
商
品
の
売
却
代
金
債
権
を
対

象
と
す
る
流
動
債
権
譲
渡
担
保
（
な
い
し
は
物
上
代
位
）
と
を
統

の
責
任
限
度
を
早
期
に
確
定
さ
せ
、
あ
る
い
は
担
保
権
者
に
よ
る

担
保
権
を
伴
う
被
担
保
債
権
の
処
分
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
設

定
当
事
者
の
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
元
本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う

私
益
的
意
義
が
あ
る
も
の
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
54
）
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
意
義
を
「
固
定
化
」
事
由
の
た
め
に
応

用
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
異
な
る
対
応
が
必

要
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
前
記
①
の
技
術
的
意
義
は
、
私
的
実
行

手
続
を
基
本
と
す
る
譲
渡
担
保
権
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
と

の
点
で
あ
り
、
第
二
に
、「
固
定
化
」
事
由
が
い
ま
だ
法
定
さ
れ

て
い
な
い
以
上
、
前
記
②
の
よ
う
な
公
益
的
意
義
を
も
つ
「
固
定

化
」
事
由
を
解
釈
論
と
し
て
導
く
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
点
（
55
）
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
固
定
化
」
事
由
と
し
て
は
、
設
定
当
事
者
の

意
思
表
示
（
合
意
又
は
一
方
的
意
思
表
示
（
56
）
）
に
基
づ
く
私
益
的
意

義
の
も
の
（
57
）
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
（
58
）
、
そ
の
他
は
、
流
動
動
産

譲
渡
担
保
権
の
実
行
プ
ロ
セ
ス
の
過
程
に
お
い
て
「
固
定
化
」
を

生
ず
る
と
捉
え
れ
ば
足
り
る
と
い
え
よ
う
（
59
）
。

③　

物
上
代
位
権
行
使
と
の
関
係

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
被
代
位
債
権
（
保
険
金
請
求

一
五
四



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
七
）

⑷ 　

目
的
動
産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
と

す
る
見
解

本
件
に
つ
き
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と
の

権
利
行
使
関
係
と
し
て
、
両
権
利
の
択
一
的
行
使
で
は
な
く
（
双

方
的
行
使
）、
両
権
利
の
同
時
的
行
使
で
も
な
く
（
異
時
的
行
使
）、

か
つ
、
両
権
利
間
に
補
充
関
係
を
認
め
る
立
場
（
い
わ
ば
双
方
的

異
時
的
補
充
的
行
使
説
）
を
採
っ
た
場
合
に
は
、
目
的
物
本
体
に

対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
な
い
限
り
、
物
上
代
位
権
を

行
使
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
物
上
代
位
権
の
行

使
可
能
時
は
、
目
的
物
（
本
件
で
は
目
的
動
産
）
に
対
し
て
譲
渡

担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
で
あ
る
と
の
見
解
に
達
す
る
余
地
が

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
権
利
の
行
使
関
係
と
し
て
は
、
理
論
的
に
は
、

①
択
一
的
行
使
か
双
方
的
行
使
か
の
選
択
肢
が
あ
る
ほ
か
、
後
者

（
双
方
的
行
使
）
の
場
合
（
64
）
に
は
、
②
同
時
的
行
使
か
異
時
的
行
使

か
の
選
択
肢
が
あ
り
、
更
に
後
者
の
場
合
に
は
、
③
補
充
的
行
使

か
等
価
的
行
使
か
の
選
択
肢
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
権
利
間

に
補
充
関
係
を
認
め
、
目
的
物
本
体
の
担
保
権
（
主
た
る
権
利
）

が
行
使
さ
れ
て
も
な
お
被
担
保
債
権
に
残
額
が
あ
る
場
合
に
は
じ

め
て
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）
の
行
使
が
可
能
と
な
る
と
す

一
的
に
理
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（
62
）
結
果
、
売
却
代
金
債
権
へ
の

物
上
代
位
は
、
事
業
の
循
環
を
切
断
す
る
と
の
点
に
お
い
て
、
在

庫
商
品
に
対
す
る
担
保
権
実
行
と
同
視
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
（
63
）
。そ

し
て
、
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
保
険
金
が
在
庫

商
品
の
補
充
に
用
い
ら
れ
て
事
業
の
循
環
が
継
続
す
る
可
能
性
が

あ
る
限
り
に
お
い
て
売
却
代
金
債
権
に
準
じ
て
扱
い
、
保
険
金
請

求
へ
の
物
上
代
位
は
、
在
庫
商
品
全
体
の
固
定
化
を
も
た
ら
す
も

の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
処
理
を
超
え
て
、
本
決
定
の
よ
う
に
、

設
定
者
が
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
に
物
上
代
位
権
の
行
使
を

許
さ
な
い
と
す
る
必
要
ま
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

物
上
代
位
権
の
行
使
が
流
動
動
産
（
在
庫
商
品
）
の
固
定
化
を
も

も
た
ら
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、
一
部
財
産
へ
の
担
保
権
実
行

を
無
意
味
化
し
、
全
体
財
産
へ
の
担
保
権
実
行
に
向
け
た
決
断
を

担
保
権
者
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
抑
止
効
果
を
作
用
さ

せ
た
方
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
八
）

目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と
の
権
利
行
使
関
係

　

択
一
的
行
使　
　
　

任
意
的
選
択　
　
　

主
従
的
選
択

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
価
的
選
択

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
律
的
選
択

　

双
方
的
行
使　
　
　

同
時
的
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　

異
時
的
行
使　
　
　

補
充
的
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
価
的
行
使

⑸　

小　

括

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
債
務
不
履
行
（
履
行
遅
滞
）
要
件
の
み
が
課
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
66
）
。「
営
業
の
継
続
」
が
な

く
な
る
こ
と
（
な
い
し
は
「
営
業
の
廃
止
」）
は
目
的
動
産
の
流

動
性
を
事
実
上
停
止
さ
せ
る
に
す
ぎ
ず
（
い
わ
ば
事
実
上
の
固
定

化
）、
法
的
な
固
定
化
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
っ
た
ん
物
上
代
位
権
を
行
使
し
た
以
上
は
、
原
則
と

し
て
、
流
動
動
産
本
体
に
も
固
定
化
（
広
義
）
の
効
力
が
生
ず
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
本
決
定
を
前
提
と
し
た
場
合
に
は
、「
通
常
の

る
か
（
補
充
的
行
使
）、
そ
れ
と
も
か
か
る
関
係
を
認
め
ず
、
い

ず
れ
の
権
利
を
先
に
行
使
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
か
（
等
価

的
行
使
）
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
件
で
は
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位

権
双
方
に
対
す
る
異
時
的
な
権
利
行
使
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
件
目
的
動
産
で
あ
る
養
殖
魚
の
一
部
死
滅
に
よ
り
発
生
し
た
保

険
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
権
が
、
死
滅
を
免
れ
た
残
部
の

養
殖
魚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
流
動
動
産
本
体
上
の
譲
渡
担
保
権

と
な
お
も
併
存
し
て
い
る
と
の
流
動
動
産
特
有
の
事
情
か
ら
正
当

化
で
き
る
。

ま
た
、
本
件
で
は
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
を
先
に
実
行
し
、

そ
の
後
、
物
上
代
位
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
補

充
的
行
使
・
等
価
的
行
使
の
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
物
上
代
位
権
行

使
が
可
能
な
事
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
択
は
、
物
上
代
位
の
補
充

性
を
重
視
す
べ
き
か
否
か
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
い
え
る
が
、
債

権
を
対
象
と
す
る
物
上
代
位
権
行
使
の
方
が
一
般
に
手
続
が
容
易

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
動
産
本
体
へ
の
実
行
を

強
要
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
等
価
的
行
使

と
捉
え
、
目
的
動
産
本
体
上
の
譲
渡
担
保
権
の
実
行
は
、
物
上
代

位
権
行
使
の
要
件
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
65
）
。

一
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
九
）

た
限
度
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
（
68
）
。

し
た
が
っ
て
、
本
決
定
の
評
釈
の
中
に
は
、
合
意
の
有
効
性
を

限
定
的
に
解
す
べ
き
と
す
る
立
場
が
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
（
69
）
、
そ

の
よ
う
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
本
決
定

が
こ
の
よ
う
な
合
意
を
許
容
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
営
業
の
継
続

中
も
合
意
次
第
で
債
務
不
履
行
以
外
の
要
件
を
課
さ
な
い
物
上
代

位
権
行
使
の
無
制
限
的
運
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
は

ず
で
あ
る
。

⑵　

本
評
釈
の
立
場
を
超
え
て

な
お
、
理
論
的
に
は
、
本
決
定
が
明
示
す
る
物
上
代
位
権
の
行

使
時
期
に
関
す
る
合
意
を
超
え
て
、
被
代
位
債
権
の
範
囲
に
関
す

る
合
意
な
ど
、
物
上
代
位
に
関
し
て
ど
こ
ま
で
の
合
意
が
許
容
さ

れ
る
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
民
法
三
〇
四
条
を
中
心
と
す
る
物
上
代

位
規
定
が
、
物
権
法
定
主
義
（
民
法
一
七
五
条
）
の
下
に
あ
り
な

が
ら
も
（
70
）
、
完
全
な
強
行
規
定
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
抵
当
権
の
効
力
範
囲
に
関
す
る
民
法
三
七
〇

条
た
だ
し
書
の
よ
う
な
「
別
段
の
定
め
」
を
登
記
す
る
方
法
が
な

く
、
手
続
法
上
、
被
代
位
債
権
の
範
囲
に
関
す
る
特
約
の
存
在
を

営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、
設
定
者
が
債
務
不

履
行
に
陥
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
も
の

と
解
し
て
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
こ
と
と
な
る
（
67
）
。

3 　
〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

合
意
〞
の
評
価

こ
こ
で
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
損
害
保
険
金
に
係
る
請
求
権
に
対
し
て

物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
「
特
段
の
事
情
」
と

し
て
、
本
決
定
が
唯
一
例
示
す
る
、〝
損
害
保
険
金
に
係
る
請
求

権
に
対
し
て
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

の
合
意
〞
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

⑴　

本
評
釈
の
立
場
の
中
で

こ
の
点
ま
ず
、
債
務
不
履
行
要
件
の
み
を
満
た
せ
ば
物
上
代
位

権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
本
評
釈
の
立
場
に
従
う
限
り
、
当
該
合

意
が
機
能
す
る
場
面
は
、
保
険
金
請
求
権
が
付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位
に
準
じ
て
扱
わ
れ
た
結
果
、
債
務
不
履
行
前
の
物
上
代
位

権
行
使
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
な
お
、
保
全
的
意
義
を

も
つ
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
え
を
可
能
に
す
る
と
い
っ

一
五
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
〇
）

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
評
釈
の
立
場
か
ら
は
、
保
険
金
請
求
権
に
お
け
る

の
と
同
様
に
、
目
的
動
産
の
流
動
中
も
売
却
代
金
債
権
に
対
し
て

譲
渡
担
保
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
し
た
上
で
、
同
債
権
に
対
す
る

物
上
代
位
権
の
行
使
は
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
時
点
か
ら

認
め
る
と
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
74
）
。
効
力
範
囲
の
問
題
と

権
利
行
使
要
件
の
問
題
と
を
区
別
す
る
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
は
、

売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
に
応
用
し
て
何
ら
問
題
が
な
い
は

ず
で
あ
る
。

ま
た
、
い
ま
だ
試
論
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
不
動
産
担
保
権

の
法
的
実
行
方
法
が
平
成
一
五
年
改
正
以
降
、
担
保
不
動
産
競
売

と
担
保
不
動
産
収
益
執
行
、
更
に
は
簡
易
化
さ
れ
た
収
益
執
行
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
と
に
複
線
化
し
て
い

る
よ
う
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
つ
い
て
も
、
競
売
に
相
当

す
る
目
的
動
産
本
体
へ
の
私
的
実
行
の
ほ
か
に
、
少
な
く
と
も
簡

易
化
さ
れ
た
収
益
執
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
売
却
代
金
債

権
へ
の
物
上
代
位
の
仕
組
み
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
の
見
方
も

ま
た
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

考
慮
す
る
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
少

な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
、
民
法
三
〇
四
条
は
強
行
法
規
で
あ

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
条
を
超
え
る
範
囲
の
債

権
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
将
来
債
権
譲
渡
担
保
な
い
し
は
将
来

債
権
質
の
仕
組
み
を
用
い
て
担
保
化
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
71
）
。

そ
の
た
め
、
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
な
い
し
は
債
権
質
と

が
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
利
害
得
失
を
明
ら
か
に
し
（
72
）
、
更
に
は
よ
り
積
極
的
な
規
範
調

整
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
73
）
。

三　

結　

語　

│　

残
さ
れ
た
課
題

最
後
に
、
以
上
で
既
に
指
摘
し
た
以
外
で
、
本
決
定
後
に
な
お

残
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の

付
言
を
行
う
こ
と
で
結
び
に
代
え
た
い
。

1 　

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物

上
代
位

多
く
の
評
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
喫
緊
の
課
題
は
、
本
決
定

が
明
ら
か
に
射
程
外
に
お
い
た
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
を

一
五
八



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
一
）

れ
よ
う
。

こ
の
点
は
、
前
記
2
の
問
題
の
解
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、

あ
え
て
判
示
を
避
け
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

か
の
典
型
担
保
物
権
と
同
視
し
、
既
存
の
型
に
は
め
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
で
、
譲
渡
担
保
法
理
に
お
け
る
独
自
の
展
開
を
妨
げ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
憂
慮
も
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
譲
渡
担
保
判
例
に
多
く
み
ら
れ
る
最
高
裁
の

慎
重
な
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
）　

決
定
文
上
、
養
殖
魚
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
件
抗

告
理
由
に
よ
れ
ば
、〝
ブ
リ
〞
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）　

構
成
裁
判
官
は
、
宮
川
光
治
（
裁
判
長
）、
櫻
井
龍
子
、
金
築

誠
志
、
横
田
尤
孝
、
及
び
、
白
木
勇
で
あ
る
。

（
3
）　

若
林
茂
雄
＝
田
子
真
也
＝
栗
原
さ
や
か
＝
泉
篤
志
＝
臼
井
幸

治
＝
丸
山
真
司
・
商
事
法
務
一
九
二
四
号
五
六
頁
（
二
〇
一
一
年

二
月
）、
池
田
雅
則
①
・
筑
波
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
号
二
〇
九
頁

（
同
年
三
月
）、
小
山
泰
史
①
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
〇
号
二
五
頁
（
同
年

四
月
）、
印
藤
弘
二
・
金
法
一
九
二
一
号
四
頁
（
同
年
五
月
）、
田

村
耕
一
・
広
島
法
学
三
五
巻
一
号
七
七
頁
、
遠
藤
元
一
・
銀
法

七
三
一
号
一
二
頁
（
以
上
は
同
年
六
月
）、
河
上
正
二
・
法
セ
六
七
七

号
八
〇
〔
八
七
〕
頁
、
六
七
九
号
八
二
〔
八
九
〕
頁
（
同
年
五
・

七
月
）、
粟
田
口
太
郎
・
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
三
三
号
一
三
頁

2　

競
合
す
る
債
権
者
と
の
優
先
関
係

か
つ
て
、
目
的
動
産
本
体
の
譲
渡
担
保
権
が
、
動
産
売
買
先
取

特
権
や
留
保
所
有
権
な
ど
、
他
の
債
権
者
が
有
す
る
担
保
権
と
競

合
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
優
先
関
係
が
激
し
く
争
わ
れ
た
よ

う
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
権
を
め
ぐ
っ

て
も
、
他
の
債
権
者
と
の
競
合
問
題
が
生
じ
得
る
。

こ
の
点
は
、
他
の
評
釈
（
75
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
動
産
先
取
特
権

に
基
づ
く
物
上
代
位
の
判
例
（
76
）
に
準
じ
て
「
差
押
え
」
時
を
基
準
に

優
劣
を
決
す
る
の
を
基
本
と
す
る
ま
で
は
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
が
動
産
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
公
示
さ
れ
た

場
合
に
、
抵
当
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
の
判
例
（
77
）
に
準
じ
て
「
譲
渡

登
記
」
時
を
基
準
に
優
劣
を
決
し
て
よ
い
か
は
、
な
お
問
題
と
し

て
残
さ
れ
よ
う
。

3　

物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
の
要
否

本
決
定
が
、
事
例
判
断
で
あ
る
前
掲
最
高
裁
平
成
一
一
年
決
定

と
は
異
な
り
、
一
般
法
理
の
形
で
流
動
動
産
譲
渡
担
保
に
基
づ
く

物
上
代
位
を
肯
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
何
条
の
類
推

適
用
に
基
づ
く
も
の
か
を
明
示
し
な
か
っ
た
点
（
民
法
三
〇
四
条

か
同
三
七
二
条
か
、
あ
る
い
は
同
三
五
一
条
か
）
の
評
価
も
問
わ

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
二
）

で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
4
）　

最
二
小
決
平
成
一
一
年
五
月
一
七
日
民
集
五
三
巻
五
号
八
六
三

頁
（
5
）　

本
決
定
に
い
う
「
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的

と
す
る
集
合
物
譲
渡
担
保
権
」
を
本
評
釈
で
は
、
流
動
動
産
譲
渡

担
保
権
と
呼
ん
で
い
る
。
集
合
動
産
譲
渡
担
保
権
と
の
表
現
で
は
、

構
成
部
分
が
変
動
す
る
と
の
要
素
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）　

粟
田
口
・
一
五
頁
、
片
山
・
三
一
頁
、
松
本
・
一
四
五
頁
参

照
。
こ
れ
に
対
し
、
門
口
・
四
八
頁
は
、
物
上
代
位
（
の
発
生
）

と
物
上
代
位
権
の
行
使
の
意
義
は
、
そ
の
内
容
ま
た
は
効
果
を
表

し
た
も
の
で
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
両
者
の
区
別
を
認

め
な
い
。

（
7
）　

肯
定
説
が
通
説
と
も
い
え
る
中
で
、
加
瀬
・
五
六
頁
は
、
損

害
保
険
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
を
一
般
に
否
定
す
る
見
解

を
採
る
。

（
8
）　

判
時
二
一
〇
二
号
九
頁
、
判
タ
一
三
三
九
号
五
三
頁
、
金
判

一
三
六
二
号
二
六
頁
、
及
び
、
金
法
一
九
一
七
号
一
〇
四
頁

（
9
）　

更
に
、
相
手
方
が
立
証
責
任
を
負
う
抗
弁
事
由
と
し
て
、「
直

ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
合
意
さ
れ
て

い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、
な
お
抗
告
は
棄

却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
10
）　

森
田
修
・
六
〇
頁
は
、「
通
常
の
営
業
の
継
続
」
が
な
く
な
る

こ
と
を
権
利
行
使
の
積
極
的
要
件
と
し
て
捉
え
る
。

（
同
年
七
月
）、
今
尾
真
①
・
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
九
一
号

一
五
七
頁
、
山
本
哲
生
・
損
害
保
険
研
究
七
三
巻
二
号
二
〇
一
頁
、

田
髙
寛
貴
・
金
判
一
三
七
二
号
二
頁
（
以
上
は
同
年
八
月
）、
澤
重

信
・
銀
法
七
三
五
号
四
四
頁
、
片
山
直
也
・
金
法
一
九
二
九
号
二
九

頁
、
門
口
正
人
・
金
法
一
九
三
〇
号
四
六
頁
（
以
上
は
同
年
九
月
）、

森
田
修
・
同
号
五
四
頁
、
小
山
泰
史
②
・
判
時
二
一
二
〇
号
一
六
二

頁
、
今
尾
真
②
・
月
刊
登
記
情
報
五
一
巻
一
〇
号
一
〇
八
頁
、
古

積
健
三
郎
①
・
民
商
一
四
五
巻
一
号
五
二
頁
、
古
積
健
三
郎
②
・

速
判
解
九
号
八
三
頁
、
松
本
恒
雄
・
現
代
民
事
判
例
研
究
会
編
『
民

事
判
例
Ⅲ
二
〇
一
一
年
前
期
』
一
四
四
頁
（
以
上
は
同
年
一
〇
月
）、

堀
竹
学
・
社
会
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
九
巻
一
号
三
七
頁
（
同
年
一
一
月
）、

庄
菊
博
＝
杉
江
隆
司
・
専
修
法
学
論
集
一
一
三
号
一
四
九
頁
、
道
垣

内
弘
人
・
法
協
一
二
八
巻
一
二
号
三
二
三
九
〔
三
二
四
三
〕
頁
（
以

上
は
同
年
一
二
月
）、
渡
邊
博
己
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
七
〇
号
五
三
頁
、
古

積
健
三
郎
③
・
リ
マ
ー
ク
ス
四
四
号
二
二
頁
、
直
井
義
典
・
判
例

セ
レ
ク
ト
二
〇
一
一
Ⅰ
一
七
頁
（
以
上
は
二
〇
一
二
年
二
月
）、
谷

本
誠
司
・
銀
法
七
三
〇
号
六
七
頁
、
七
四
二
号
四
三
頁
（
二
〇
一
一

年
五
月
、
二
〇
一
二
年
三
月
）、
中
川
敏
宏
・
法
セ
六
八
六
号
一
二
四

頁
（
同
年
三
月
）、
池
田
雅
則
②
・
平
井
一
雄
先
生
喜
寿
記
念
『
財

産
法
の
新
動
向
』
一
六
三
頁
（
信
山
社
、
同
年
三
月
）、
藤
村
和

夫
・
同
書
一
九
一
頁
、
占
部
洋
之
・
ジ
ュ
リ
一
四
四
〇
号
七
二
頁

（
同
年
四
月
）、
加
瀬
幸
喜
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
五
巻
五
号
五
二
頁

（
同
年
五
月
）、
丸
山
絵
美
子
・
法
教
三
八
四
号
一
二
六
〔
一
二
七
〕

頁
（
同
年
九
月
）。
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
評
釈
を
随
所
に
略
称

一
六
〇



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
三
）

園
部
厚
『
書
式
債
権
・
そ
の
他
財
産
権
・
動
産
等
執
行
の
実
務

〔
全
訂
一
二
版
〕』
三
一
頁
以
下
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年

一
月
）
は
、「
債
権
等
執
行
の
場
合
と
異
な
り
、
法
令
で
明
示
的
に

定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
（
債
権
等
執
行
に
つ
い
て
民

執
三
〇
条
一
項
参
照
）、
担
保
権
が
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
も

債
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
債
務
が
履
行

遅
滞
に
あ
る
と
き
に
実
行
ま
た
は
行
使
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
お
り
、
実
務
上
も
確
定
し

た
取
扱
い
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
18
）　

被
担
保
債
権
の
履
行
期
到
来
の
前
後
で
物
上
代
位
を
客
体
代

替
的
代
位
と
満
足
的
代
位
と
に
区
分
す
る
、
鳥
山
泰
志
「
抵
当
本

質
論
の
再
考
序
説
（
六
・
完
）」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
五
巻
四
号

六
三
頁
（
二
〇
一
一
年
）
も
、
同
様
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
と

い
え
る
。

（
19
）　

中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』
六
八
〇
頁

（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
は
、
仮
差
押
え
の
規
定
（
民

事
保
全
法
二
〇
条
以
下
、
四
七
条
以
下
）
を
類
推
適
用
す
べ
き
と

す
る
。

（
20
）　

以
上
に
つ
き
、
松
岡
久
和
「
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限
界

（
一
）
│
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
の
物
上
代
位
の
是
非
」
金
法

一
五
〇
四
号
一
二
頁
（
一
九
九
八
年
一
月
）、
及
び
、
高
木
多
喜
男

『
担
保
物
権
法
〔
第
四
版
〕』
一
三
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年

七
月
）
参
照
。

（
21
）　

こ
の
区
分
は
、
特
に
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
改
正
後
は
、

（
11
）　

田
高
・
四
頁
な
ど

（
12
）　

こ
の
点
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
の
下
で
は
、「
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
と
「
特
段
の
事
情
」
と
で
立
証
責
任
が

抗
告
当
事
者
双
方
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
が
、
権
利

行
使
基
準
時
に
関
す
る
見
解
が
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
現
状
に

お
い
て
は
、
そ
の
見
解
次
第
で
物
上
代
位
の
可
否
が
変
わ
り
得
る

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
事
案
に
つ
き
、
物
上
代
位
権
行
使
を
認
め
る
べ

き
「
特
段
の
事
情
」
の
立
証
を
、
拠
っ
て
立
つ
見
解
の
主
張
を
含

め
て
担
保
権
者
で
あ
る
相
手
方
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し

も
不
合
理
と
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
）　

池
田
①
・
二
二
四
頁
、
小
山
②
・
一
六
四
頁
、
今
尾
②
・

一
一
九
頁
、
古
積
②
・
八
六
頁
な
ど

（
14
）　

も
ち
ろ
ん
、
今
後
の
議
論
に
お
い
て
、
物
上
代
位
権
の
行
使

基
準
時
が
一
定
の
立
場
に
収
斂
さ
れ
た
な
ら
ば
、
営
業
の
継
続
に

代
え
て
、
そ
の
立
場
に
即
し
た
明
確
な
要
件
設
定
が
あ
ら
た
め
て

行
わ
れ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。

（
15
）　

最
一
小
判
平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日
民
集
六
〇
巻
六
号

二
四
九
九
頁

（
16
）　

抵
当
権
に
基
づ
く
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
に
関
す
る
も
の

と
し
て
、
野
山
宏
『
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
〇
年
度
（
上
）』
三
六

〜
三
七
頁
。

（
17
）　

鎌
田
薫
「
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
者
の
物
上
代
位
」
石

田
喜
久
夫
＝
西
原
道
雄
＝
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
『
金
融
法

の
課
題
と
展
望
』
七
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
）。

一
六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
四
）

は
い
な
い
。
な
お
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と

の
権
利
行
使
関
係
に
つ
き
、
両
類
型
の
解
釈
論
的
相
違
が
現
れ
る

と
の
点
に
つ
き
、
後
掲
（
64
）
参
照
。

（
25
）　

松
岡
・
前
掲
（
20
）
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限
界
（
一
）

一
二
頁

（
26
）　

豊
澤
佳
弘
『
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
一
年
度
（
下
）』
九
六
一

頁
は
、「
目
的
不
動
産
上
の
抵
当
権
が
消
滅
し
、
目
的
物
自
体
の
交

換
価
値
の
直
接
的
把
握
と
い
う
本
体
的
効
力
を
失
う
場
合
に
こ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
代
替
的
物
上
代
位
と
、
目
的

不
動
産
上
の
抵
当
権
が
有
効
に
存
続
し
て
い
る
状
態
で
目
的
物
の

交
換
価
値
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
付
加
的

物
上
代
位
と
に
大
別
さ
れ
る
」
と
説
く
。

（
27
）　

現
に
、
追
及
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
建
物
区
分
所
有
法

七
条
一
項
の
先
取
特
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位

を
、
付
加
的
物
上
代
位
を
認
め
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
も
の
が

み
ら
れ
る
（
本
多
健
司
「
東
京
高
決
平
成
二
二
年
六
月
二
五
日
判

批
」
別
冊
判
タ
三
二
号
二
四
三
頁
（
二
〇
一
一
年
九
月
））。

（
28
）　

極
論
す
れ
ば
、
流
動
動
産
を
構
成
す
る
目
的
動
産
の
売
却
代

金
債
権
は
、
流
動
動
産
（
集
合
物
）
と
の
関
係
で
法
定
果
実
（
民

法
八
八
条
二
項
）
に
あ
た
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
点
、
一
般
に
は
、
法
定
果
実
は
「
物
の
使
用
の
対

価
」
で
あ
り
、「
元
物
の
対
価
」
で
あ
る
売
却
代
金
と
区
別
さ
れ
る

と
説
か
れ
る
が
（
我
妻
栄
ほ
か
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

民
法
〔
第
二
版
〕』
一
九
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
六

抵
当
権
の
果
実
へ
の
効
力
に
関
す
る
民
法
三
七
一
条
の
解
釈
論
に

絡
め
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
が
三
四
一

条
に
お
い
て
先
取
特
権
に
準
用
さ
れ
る
点
、
及
び
、
準
用
の
な
い

動
産
質
権
に
つ
い
て
は
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
が
そ
も
そ
も
考

え
難
い
点
（
道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
〔
第
三
版
〕』
八
七
頁

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）
参
照
）
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
譲
渡

担
保
権
を
射
程
に
含
め
る
見
地
か
ら
も
、
担
保
権
一
般
の
議
論
と

し
て
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
22
）　

近
時
の
教
科
書
・
体
系
書
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
区
分
を
採
り
上

げ
る
。

（
23
）　

代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
は
、
民
法
三
七
二
条
・
三
〇
四

条
を
根
拠
と
し
、
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
は
、
平
成
一
五
年

改
正
後
の
民
法
三
七
一
条
を
根
拠
と
す
る
。

（
24
）　

例
え
ば
、
代
替
的
物
上
代
位
で
は
、
担
保
権
の
順
位
を
で
き

る
だ
け
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
付
加
的
物
上
代
位
で
は
、

担
保
目
的
物
本
体
に
よ
っ
て
債
権
回
収
が
十
分
見
込
め
る
こ
と
か

ら
、
担
保
権
の
順
位
を
反
映
さ
せ
る
要
請
は
そ
う
大
き
く
な
い
な

ど
と
説
か
れ
る
（
松
岡
・
前
掲
（
20
）
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限

界
（
一
）
一
六
頁
）。
そ
の
た
め
、
前
者
で
は
、
本
体
の
担
保
権
に

つ
い
て
の
対
抗
要
件
具
備
時
（
抵
当
権
設
定
登
記
時
な
ど
）
を
基

準
に
第
三
者
と
の
優
劣
を
決
し
得
た
と
し
て
も
、
後
者
で
は
、
あ

く
ま
で
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
時
を
基
準
に
優
劣
を
決

す
べ
き
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
判
例
は
、

被
代
位
債
権
の
か
か
る
類
型
に
応
じ
た
基
準
時
の
区
別
を
行
っ
て

一
六
二



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
五
）

検
討
│
担
保
権
実
行
の
局
面
か
ら
」
金
融
法
研
究
資
料
編
（
五
）

一
四
六
頁
（
一
九
八
九
年
九
月
）
に
由
来
し
、
こ
れ
が
道
垣
内
弘

人
『
担
保
物
権
法
』
二
九
〇
頁
（
三
省
堂
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
）

に
採
用
さ
れ
（
同
『
担
保
物
権
法
〔
第
三
版
〕』
三
三
九
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
〔
第
四

版
〕』
三
七
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
も
参
照
）、
実

務
上
は
再
建
型
倒
産
手
続
の
開
始
申
立
て
又
は
開
始
決
定
に
よ
る

「
固
定
化
」
の
有
無
が
争
わ
れ
る
中
で
必
須
の
概
念
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
36
）　

山
野
目
章
夫
「
流
動
動
産
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
│
限
定
浮

動
担
保
理
論
の
構
築
の
た
め
に
」
法
時
六
五
巻
九
号
二
五
〜
二
六

頁
（
一
九
九
三
年
八
月
）、
森
田
宏
樹
「
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概

念
は
必
要
か
」
金
判
一
二
八
三
号
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
二
月
）、
平

野
裕
之
『
民
法
総
合
3
担
保
物
権
法
〔
第
二
版
〕』
三
〇
四
頁
（
信

山
社
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）

（
37
）　

株
式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
『
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
普
及
・
活
用
に
関

す
る
調
査
研
究
報
告
書
（
経
済
産
業
省
平
成
二
〇
年
度
Ａ
Ｂ
Ｌ
イ

ン
フ
ラ
整
備
調
査
委
託
事
業
）』
一
七
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
38
）　

森
田
修
『
債
権
回
収
法
講
義
〔
第
二
版
〕』
一
六
〇
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
一
一
年
四
月
）

（
39
）　

粟
田
口
太
郎
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
権
実
行
の

現
状
と
課
題
│
再
生
手
続
に
お
け
る
集
合
動
産
譲
渡
担
保
権
の
取

扱
い
を
中
心
に
」
金
法
一
九
二
七
号
八
五
頁
（
二
〇
一
一
年
八
月
）

（
40
）　

伊
藤
進
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
理
論
の
再
検
討
」
ジ
ュ
リ

月
））、
集
合
物
概
念
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
売
却
も
ま
た
「
物

の
使
用
」
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
に
、
本
決

定
も
、「
目
的
動
産
を
用
い
た
営
業
」
と
判
示
し
て
お
り
、
あ
た
か

も
売
却
を
目
的
動
産
の
使
用
と
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
29
）　

古
積
②
・
八
六
頁

（
30
）　

今
尾
②
・
一
一
九
頁

（
31
）　

池
田
①
・
二
二
四
頁

（
32
）　

本
件
で
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
中
に
当
該
養
殖
施
設
内

の
養
殖
魚
と
同
価
値
以
上
の
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。

（
33
）　

近
時
の
判
例
（
最
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
一
日
民
集
六
〇

巻
一
〇
号
三
九
六
四
頁
）
は
こ
の
義
務
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
概
念
に
つ
き
、
拙
著
「
担
保
価
値
維
持
義
務
に
つ
い
て
」
月

刊
民
事
法
情
報
二
五
〇
号
二
〇
頁
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
参
照
。

（
34
）　

外
国
法
の
扱
い
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
視
点
を
前
面
に

出
す
も
の
と
し
て
、
田
高
寛
貴
「
担
保
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
に
関
す
る
一
考
察
│
所
有
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
の
調
整

の
見
地
か
ら
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
二
七
号
三
四
一
頁

（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
結
論
的
に
は
、
被

担
保
債
権
の
弁
済
期
前
に
お
け
る
担
保
権
者
の
損
害
賠
償
金
の
受

領
を
原
則
と
し
て
制
限
す
べ
き
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
弁
済
期
と

は
独
立
に
、
当
該
金
銭
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点
か

ら
物
上
代
位
権
の
行
使
を
制
限
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
35
）　
「
固
定
化
」
概
念
は
、
田
原
睦
夫
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
再

一
六
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
六
）

権
譲
渡
担
保
と
事
業
再
生
型
倒
産
処
理
手
続
再
考
│
会
社
更
生
手

続
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
曹
時
六
一
巻
九
号
二
七
六
九
頁

（
二
〇
〇
九
年
九
月
）。
中
島
弘
雅
「
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
取
引
と
倒
産
処

理
の
交
錯
│
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
定
着
と
発
展
の
た
め
に
」
金
法
一
九
二
七

号
八
一
頁
（
二
〇
一
一
年
八
月
）
も
同
旨
）。

（
49
）　

河
上
・
法
セ
六
七
九
号
八
五
頁

（
50
）　

現
実
的
に
も
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
が
同
時
に
根
譲
渡
担
保

で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
、
物

上
代
位
権
行
使
が
元
本
確
定
事
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
（
民
法
三
九
八
条
の
二
〇
第
一
項
一
号
本
文
）。

（
51
）　

こ
れ
に
対
し
、
平
成
一
六
年
に
立
法
化
さ
れ
た
根
保
証
に
お

け
る
「
元
本
確
定
」
制
度
は
、
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
の
保
証
人

の
予
測
可
能
性
を
確
保
し
た
り
（
元
本
確
定
期
日
に
関
す
る
民
法

四
六
五
条
の
三
）、
根
保
証
契
約
の
締
結
時
に
は
予
想
で
き
な
か
っ

た
著
し
い
事
情
変
更
に
お
い
て
保
証
人
の
責
任
を
制
限
す
る
と

い
っ
た
社
会
的
弱
者
保
護
の
た
め
の
公
益
的
意
義
に
基
づ
く
（
吉

田
徹
＝
筒
井
健
夫
編
著
『
改
正
民
法
の
解
説
〔
保
証
制
度
・
現
代

語
化
〕』
三
四
・
四
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
参

照
）。

（
52
）　

鈴
木
禄
弥
『
根
抵
当
法
概
説
〔
第
三
版
〕』
一
一
四
頁
（
新
日

本
法
規
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）

（
53
）　

平
成
一
五
年
改
正
前
民
法
三
九
八
条
ノ
二
〇
第
一
号
は
、「
担

保
ス
ベ
キ
元
本
ノ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
」
を
元
本
確

定
事
由
と
し
て
お
り
、
公
益
的
意
義
に
基
づ
く
も
の
と
評
し
得
た

六
九
九
号
九
二
頁
（
一
九
七
九
年
九
月
）、
同
「
集
合
動
産
譲
渡
担

保
の
法
律
関
係
│
個
別
動
産
に
対
す
る
効
力
の
問
題
」『
明
治
大
学

法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
』
一
二
六
頁
（
明
治
大
学
法
律

研
究
所
、
一
九
八
〇
年
）。

（
41
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
三
〇
頁

（
42
）　

下
森
定
「
集
合
物
（
流
動
動
産
）
の
譲
渡
担
保
」
下
森
定
＝

須
永
醇
先
生
還
暦
記
念
『
物
権
法
重
要
論
点
研
究
』
一
〇
八
頁

（
酒
井
書
店
、
一
九
九
三
年
六
月
）

（
43
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
三
〇
頁

（
44
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
二
七
頁
以
下

（
45
）　

森
田
宏
樹
・
前
掲
（
36
）
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概
念
は
必

要
か
一
頁

（
46
）　

遠
藤
・
一
四
頁
、
片
山
・
三
一
頁
、
門
口
・
四
八
頁
以
下
、

森
田
修
・
五
七
頁
、
今
尾
②
・
一
一
三
頁
、
直
井
・
一
七
頁
な
ど
。

本
決
定
は
、「
譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ
る
集
合
動
産
を
構
成
す
る
に

至
っ
た
動
産
」
を
「
目
的
動
産
」
と
称
し
、
そ
の
「
価
値
を
担
保

と
し
て
把
握
す
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
重
帰
属

構
成
を
採
用
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
47
）　

森
田
宏
樹
・
前
掲
（
36
）
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概
念
は
必

要
か
一
頁

（
48
）　

山
口
明
『
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
法
律
実
務
│
実
務
対
応
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
』
三
四
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
七
月
）。
ま
た
、

こ
の
相
違
を
捉
え
て
、「
固
定
化
」
概
念
に
つ
い
て
は
、「
な
お
議

論
す
る
必
要
性
が
存
在
す
る
」
と
説
か
れ
る
（
伊
藤
眞
「
集
合
債

一
六
四



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
七
）

な
い
で
あ
ろ
う
。
被
担
保
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
譲
渡
担
保
権
の
目

的
で
あ
る
集
合
物
が
随
伴
し
て
移
転
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、

流
動
性
を
保
っ
た
ま
ま
担
保
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
根
抵
当
と
は
状
況
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
58
）　

か
つ
て
激
し
く
争
わ
れ
て
き
た
再
建
型
倒
産
手
続
の
開
始
に

よ
る
固
定
化
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
眞
「
倒
産
処
理
手
続
と

担
保
権
│
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
中
心
と
し
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
二

号
六
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
及
び
、
同
・
前
掲
（
48
）
集
合

債
権
譲
渡
担
保
と
事
業
再
生
型
倒
産
処
理
手
続
再
考
│
会
社
更
生

手
続
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
二
七
五
七
頁
が
当
然
の
固
定
化
を

否
定
し
、
現
在
は
こ
れ
が
有
力
説
化
し
て
い
る
。

（
59
）　

こ
の
点
に
お
い
て
、
実
行
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
中
間
段
階
と

し
て
の
固
定
化
概
念
を
否
定
す
る
山
野
目
・
前
掲
（
36
）
流
動
動

産
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
二
五
頁
は
、
一
理
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

（
60
）　

こ
の
点
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
に
は
、
固
定
化
を
前
提
と
す

る
実
行
時
回
収
型
と
、
固
定
化
を
前
提
と
し
な
い
常
時
収
益
回
収

型
と
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
（
片
山
三
二
頁
。
集
合
債

権
譲
渡
担
保
に
つ
き
、
同
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
四
号
二
八
頁
（
二
〇
〇
七

年
四
月
）
参
照
。）。
ま
た
、
森
田
修
「『
新
し
い
担
保
』
の
考
え
方

と
執
行
手
続
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
七
号
二
〇
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
八

月
）
も
、「
近
時
の
担
保
取
引
実
務
に
は
、
流
動
性
を
保
っ
た
ま
ま

在
庫
担
保
の
換
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の

が
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
実
行
に
よ
っ
て
も
固
定
化
を

生
じ
な
い
場
合
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

が
、
規
定
が
不
明
確
で
無
用
の
紛
争
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
な
ど
の

理
由
（
谷
口
園
恵
＝
筒
井
健
夫
編
著
『
改
正
担
保
・
執
行
法
の
解

説
』
四
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
参
照
）
か
ら
削

除
さ
れ
た
。

（
54
）　

公
益
的
意
義
と
私
益
的
意
義
の
区
分
に
つ
き
、
拙
著
「
東
京

高
判
平
成
二
〇
年
六
月
二
五
日
判
批
」
金
判
一
三
〇
六
号
二
二
頁

（
二
〇
〇
九
年
一
月
）
参
照
。

（
55
）　

例
え
ば
、
本
決
定
が
掲
げ
る
よ
う
に
、「
営
業
の
廃
止
」
を

も
っ
て
強
制
的
な
固
定
化
事
由
と
捉
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
平
成
一
五
年
改
正
前
民
法
三
九
八
条
ノ
二
〇
第
一
号
が

い
う
「
其
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
担
保
ス
ベ
キ
元
本
ノ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト

ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
」
に
該
当
し
得
る
場
合
と
し
て
「
営
業
の
廃
止
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
点
（
鈴
木
禄
弥
・
前
掲
（
52
）
根
抵
当
法
概

説
三
版
一
四
六
頁
）
と
符
号
す
る
が
、
前
掲
（
53
）
の
と
お
り
、

同
号
は
規
定
の
不
明
確
性
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
固
定

化
事
由
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
同
号
の
不
明
確
さ
を
め
ぐ
る
か

つ
て
の
解
釈
論
争
を
再
燃
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
相
当
で
な
い

（
田
高
四
頁
）。

（
56
）　

石
田
穣
『
民
法
大
系
（
三
）
担
保
物
権
法
』
七
三
二
頁
（
信

山
社
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
は
、「
目
的
動
産
確
定
期
日
」
な
る

概
念
の
下
で
、
設
定
当
事
者
の
合
意
又
は
一
方
的
意
思
表
示
に
よ

る
固
定
化
と
同
等
の
効
果
を
認
め
る
。

（
57
）　

も
っ
と
も
、
担
保
権
者
に
よ
る
担
保
権
を
伴
う
被
担
保
債
権

の
処
分
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
固
定
化
を
生
じ
さ
せ
る
必
要
は

一
六
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
八
）

前
者
（
主
従
的
選
択
）
の
例
と
し
て
、
抵
当
権
の
実
行
と
抵
当
不

動
産
の
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者

（
等
価
的
選
択
）
の
例
と
し
て
、
抵
当
権
の
実
行
と
抵
当
不
動
産
の

仮
差
押
え
に
対
し
て
供
託
し
た
仮
差
押
解
放
金
の
取
戻
請
求
権
と

の
関
係
（
最
一
小
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
七
号

九
六
五
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、
付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位
の
場
合
は
主
従
的
選
択
と
な
り
、
代
替
（
代
償
）
的
物
上

代
位
の
場
合
は
等
価
的
選
択
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
65
）　

も
っ
と
も
、
以
上
に
述
べ
た
点
は
、
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
議

論
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
議
論
の
蓄
積
も
み
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

択
一
的
行
使
の
規
律
を
執
行
手
続
上
ど
の
よ
う
に
実
現
す
べ
き
で

あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
概

念
整
理
の
仕
方
を
含
め
て
、
議
論
の
喚
起
を
期
待
し
た
い
。

（
66
）　
「
被
担
保
債
権
が
弁
済
期
を
徒
過
し
、
不
履
行
に
陥
っ
て
い
て

譲
渡
担
保
権
を
実
行
で
き
る
段
階
に
あ
る
こ
と
」
を
権
利
行
使
要

件
と
す
る
田
高
・
五
頁
は
結
論
に
お
い
て
同
旨
で
あ
ろ
う
。

（
67
）　

と
は
い
え
、
執
行
手
続
上
、
履
行
期
の
到
来
が
既
に
証
明
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
抗
告
訴
訟
で
物
上
代
位
権

行
使
の
可
否
が
こ
と
さ
ら
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
68
）　

そ
の
限
度
を
超
え
て
、
債
務
不
履
行
前
の
段
階
で
譲
渡
担
保

権
者
に
満
足
的
利
益
を
与
え
る
担
保
権
実
行
と
し
て
の
物
上
代
位

権
行
使
を
可
能
に
す
る
趣
旨
の
合
意
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
無
効
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
同
様
の
目
的
は
、
期
限
の

（
61
）　

循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
と
は
、
担
保
目
的
物
が
「
原
材
料
・
在
庫
商

品
等
（
動
産
）
↓
売
掛
金
債
権
（
将
来
債
権
）
↓
預
金
（
回
収

金
）」
と
循
環
す
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
動
産
・
債
権
担
保
融
資
）
を
い
う
。

（
62
）　

中
島
弘
雅
・
前
掲
（
48
）
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
取
引
と
倒
産
処
理
の

交
錯
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
63
）　

固
定
化
に
関
し
て
双
方
の
譲
渡
担
保
が
連
動
す
る
理
論
的
な

根
拠
は
、
循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
に
お
け
る
当
事
者
間
の
統
一
的
な
担
保

契
約
目
的
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
64
）　

他
方
、
前
者
（
択
一
的
行
使
）
の
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が

任
意
に
選
択
す
る
か
（
任
意
的
選
択
）、
法
律
上
当
然
に
い
ず
れ
か

の
選
択
が
行
わ
れ
る
か
（
法
律
的
選
択
）
の
区
別
が
あ
り
得
る
も

の
と
い
え
る
。
後
者
（
法
律
的
選
択
）
は
、
例
え
ば
、
物
上
代
位

の
補
充
性
に
鑑
み
て
、
目
的
物
本
体
へ
の
担
保
権
の
追
及
効
が
尽

き
た
場
合
に
は
じ
め
て
物
上
代
位
が
可
能
と
な
る
と
い
っ
た
場
合

を
指
す
。
ま
た
、
前
者
（
任
意
的
選
択
）
に
つ
い
て
は
更
に
、
主

従
的
選
択
か
等
価
的
選
択
か
の
区
別
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
両
権
利
間
に
主
従
の
区
別
を
認
め
、
目
的
物
本
体
の
担
保
権

（
主
た
る
権
利
）
が
行
使
さ
れ
れ
ば
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）

は
消
滅
し
て
行
使
不
能
と
な
る
が
、
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）

が
行
使
さ
れ
て
も
目
的
物
本
体
の
担
保
権
（
主
た
る
権
利
）
は
消

滅
せ
ず
な
お
行
使
可
能
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
そ
の
範
囲
で
は

双
方
的
行
使
を
認
め
る
。）
と
す
る
か
（
主
従
的
選
択
）、
そ
れ
と

も
か
か
る
区
別
を
認
め
ず
、
い
ず
れ
の
権
利
を
行
使
し
て
も
他
方

の
権
利
は
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
か
（
等
価
的
選
択
）
で
あ
る
。

一
六
六



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
九
）

の
確
定
を
防
止
で
き
る
」
と
の
点
は
、
根
担
保
と
の
比
較
に
お
け

る
共
通
の
利
点
で
あ
り
、
根
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
と

債
権
譲
渡
担
保
（
な
い
し
は
債
権
質
）
と
の
比
較
に
も
一
般
化
で

き
よ
う
。

（
74
）　

松
本
・
一
四
七
頁
参
照
。
否
定
的
見
解
と
し
て
、
小
山
②
・

一
六
五
頁
。

（
75
）　

山
本
・
二
一
四
頁
以
下
、
今
尾
②
・
一
二
〇
頁
以
下
な
ど

（
76
）　

最
三
小
判
平
成
一
七
年
二
月
二
二
日
民
集
五
九
巻
二
号
三
一
四

頁
（
77
）　

最
二
小
判
平
成
一
〇
年
一
月
三
〇
日
民
集
五
二
巻
一
号
一
頁

利
益
喪
失
約
款
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
可
能
で
は
あ
る
。

（
69
）　

小
山
①
・
三
〇
頁
、
遠
藤
・
一
六
頁
、
門
口
・
五
一
頁
、
庄

＝
杉
江
・
一
六
一
頁
以
下
、
渡
邊
・
五
九
頁
以
下
な
ど

（
70
）　

物
上
代
位
権
は
、
債
権
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
、
一
種
の
法
定
担
保
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
他
の
法
定
担

保
物
権
で
あ
る
留
置
権
や
先
取
特
権
と
同
様
に
、
物
権
法
定
主
義

の
規
律
に
服
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
71
）　

拙
著
「
物
的
担
保
に
基
づ
く
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
│

そ
の
競
合
と
再
構
成
」
日
本
法
学
七
一
巻
一
号
二
〇
八
頁
以
下

（
二
〇
〇
五
年
五
月
）
参
照

（
72
）　

池
田
①
・
二
二
一
頁
。
通
常
の
状
況
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の

方
法
を
も
選
択
可
能
で
あ
る
旨
述
べ
る
。

（
73
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
（
71
）
物
的
担
保

に
基
づ
く
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
一
六
七
頁
の
ほ
か
、
拙
著

「
物
上
代
位
│
民
法
三
〇
四
条
一
項
た
だ
し
書
を
中
心
と
し
て
」
円

谷
峻
編
著
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』
一
三
四
頁
（
信
山
社
、

二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
委
ね
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
論
稿
は
、

保
険
金
請
求
権
に
対
し
て
実
務
上
用
い
ら
れ
る
債
権
質
と
物
上
代

位
と
の
間
で
の
利
害
得
失
を
採
り
上
げ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、「
保
険
質
権
の
実
務
相
談
」
編
集
委
員
会
『
保
険
質
権
の

実
務
相
談
』
二
四
頁
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
）

が
参
考
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
同
書
が
挙
げ
る
債
権
質
の
利
点
の

う
ち
、「
根
抵
当
権
で
は
物
上
代
位
権
の
行
使
に
よ
り
根
抵
当
権
が

確
定
し
て
し
ま
う
が
、
質
権
の
取
立
権
を
行
使
す
れ
ば
根
抵
当
権

一
六
七
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日
本
法
学
第
七
十
八
巻
第
二
号

平
成
二
十
四
年
九
月
十
五
日　
印
刷

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日　
発
行

非
売
品

発
行
者　

日
本
大
学
法
学
研
究
所

編
集
発
行
責
任
者

杉　
　
本　
　
　
　

稔

日
本
大
学
法
学
会

東
京
都
千
代
田
区
猿
楽
町
二
|

一
|

一
四　
Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所　

株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

　
　

機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長　
　

野
木
村　

忠　

邦

副
委
員
長　
　

楠　

谷　
　
　

清

委　
　

員　
　

秋　

山　

和　

宏

　

〃　
　
　

伊　

藤　

文　

夫

　

〃　
　
　

岩　

崎　

正　

洋

　

〃　
　
　

大　

井　

眞　

二

　

〃　
　
　

小　

川　

浩　

一

　

〃　
　
　

奥　

村　

大　

作

　

〃　
　
　

黒　

川　
　
　

功

　

〃　
　
　

関　
　
　

正　

晴

　

〃　
　
　

高　

木　

勝　

一

　

〃　
　
　

髙　

橋　

雅　

夫

　

〃　
　
　

藤　

川　

信　

夫

　

〃　
　
　

松　

嶋　

隆　

弘

　

〃　
　
　

簗　

場　

保　

行

　

〃　
　
　

谷
田
部　

光　

一

　

〃　
　
　

外　

園　

澄　

子

　
　

執
筆
者
紹
介　
　

掲
載
順

新　

井　
　
　

勉　
　

日
本
大
学
教
授

矢　

野　
　
　

聡　
　

日
本
大
学
教
授

南　

部　
　
　

篤　
　

日
本
大
学
教
授

甲　

斐　

素　

直　
　

日
本
大
学
教
授

坂　

本　

力　

也　
　

日
本
大
学
准
教
授

清　

水　

恵　

介　
　

日
本
大
学
教
授
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